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学位論文概要 

 

学校図書館活用における教員・司書教諭・学校司書の協働構築に関する研究： 

組織論の視点から 

 

学校教育において，探究学習，情報活用能力育成をキーワードに学校図書館活用が求め

られている。教員が授業で学校図書館を活用するには，学校図書館の資料に関する知識，

情報活用能力，資料の準備等専門的な知識や時間的な余裕が求められる。その上，学校図

書館という「場」を使う場合，他の教員による学校図書館を活用した授業との時間調整も

必要であり，教員個人で学校図書館を活用した授業を展開するのは難しい。このような現

状から，学校図書館を活用している教員は一部の熱心な教員に限られている。また，多く

の教員は，「学校図書館は児童生徒が行って読書をする場所」と考えており，学校図書館活

用に関しての認識や理解は乏しい。このため，教員が司書教諭・学校司書に支援を求める

ことにつながらず，教員の学校図書館活用は進んでいない。 

これらの現状を踏まえ既存の学校図書館活用の研究を 3 つの視点で概観した。第一に，

学校教育における学校図書館活用の研究は，学校図書館側からの研究，学校図書館内の研

究が多い。そのため，教員の学校図書館活用の実態を検討し，教員の学校図書館活用の要

因を明らかにする研究と学校図書館活用における協働の現状を明らかにする教員側からの

研究が必要である。第二に，学校図書館活用における協働構築の研究は，学校図書館組織，

学校図書館組織構成員（司書教諭・学校司書）に止まる実践研究が多い。しかし，学校図

書館を活用する主体は教員であるため，学校組織と学校組織構成員まで研究範囲を広げ，

協働構築の阻害要因を検討する研究が必要である。第三に，学校図書館活用において理論

に基づく研究は少なく学校図書館経営に言及する研究に止まっている。したがって，学校

組織に合致した組織論を応用した研究が必要である。また，学校図書館研究には，学校図

書館活用の先進校のベストプラクティスを紹介する研究が多いという課題がみられた。こ

うした研究は，異なる環境では実践が難しい場合があるため，優れた環境に依存しない実

践についての研究が求められる。 

以上の点から，本研究では，「学校教育において学校図書館の活用を推進するため，教員・

司書教諭・学校司書の協働構築の具体的な方法を組織論の視点で明らかにする」ことを研

究目的とした。この研究目的を達成するために，次の 3 つの課題を設定した。第一の課題

は，学校教育における学校図書館活用の要因を検討し，協働の現状を明らかにするとした。

第二の課題は，学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築

における阻害要因を検討し，阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにするとした。

第三の課題は，学校組織に合致した協働を構築する組織論を選択し，その組織論を枠組み

に第二の課題で明らかにされた協働構築方法を具体化するとした。 

Ⅱ章では，第一の課題に対し，2 つの研究を実施した。第一の研究は，教員に視点を置き，
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学校図書館活用における教員の意識と利用の実態を調査した。学校図書館の活用度の高い 

教員と低い教員の実態の差から学校図書館活用に影響を与えている要因を検討し，協働の

現状を明らかにした。調査対象は，学校図書館活用の努力をしている小学校 8 校の全授業

担当教員 160 名であった。第二の研究は，国立青少年教育振興機構による小・中・高等学

校各 2,000 校の教員に実施したウェブアンケート調査結果を学校図書館組織構成員の職務

体制と協働に視点を置き分析した。なお，分析対象は小学校とした。まず，司書教諭の時

間確保の有無と学校司書配置の有無の 4 種類の職務体制の違いによる学校図書館サービス

と教員の学校図書館活用の効果を明らかにした。次に，教員と学校図書館担当教員の協働

の実態を分析し，協働の現状を明らかにした。両研究の結果，教員の学校図書館活用を推

進し得る要因として，校務分掌での学校図書館担当経験，学校図書館活用の意義・必要の

実感，学校図書館に活用できる資料が揃っている，国語・社会・総合・生活科・理科での

学校図書館活用，学校図書館利用の効果的な学習展開を心がける，学校図書館利用授業を

年間授業計画に組み込む，学校図書館利用の実践例の参照，読み聞かせ・ブックトーク等

指導の工夫の 8 項目と司書教諭時間確保有・学校司書有の職務体制の整備が挙がった。ま

た，学校図書館活用における協働は司書教諭時間確保有・学校司書有の職務体制のみにみ

られたが，教員と学校図書館組織構成員の協働は停滞していることが明らかになった。 

Ⅲ章では，第二の課題に対して，文献調査を実施した。学校組織内，学校図書館組織内，

教員と学校図書館組織構成員の 3 つの協働構築（以下 3 つの協働構築という）における阻

害要因をそれぞれ検討し，阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにした。その結

果，3 つの協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，組織構成員のコミュニケー

ションの活性化による専門性の相互理解，学校図書館組織の職務体制整備（専任司書教諭

と常勤・正規の学校司書）と専門性の明確化，司書教諭の処遇改善とリーダーシップの確

立，校務分掌に学校図書館を位置づける，全教員の間接・直接の学校図書館運営参加，継

続的な研修の実施，ネットワーク組織への転換，学校組織構成員の経営概念・組織概念の

学び，教員の思考停止を脱し当事者性・同僚性の回復の 9 点が明らかになった。これらは，

組織構成員の個人の力量や取り組みでは遂行が難しいため，組織的な取り組みが求められ

ることが示唆された。 

Ⅳ章では，第三の課題に対して，文献調査を実施した。まず，組織論を俯瞰し，学校組

織に合致した協働構築の組織論として，ピーター・センゲ（Senge, Peter M．）の「学習す

る組織論」を選択した。センゲは，組織構成員一人ひとりが 5 つのディシプリン（自己マ

スタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考）を総合的に実

践する過程で協働を構築することを提唱している。次に，Ⅲ章で明らかにされた 3 つの協

働における協働構築方法を，センゲの「学習する組織論」を枠組みにそれぞれ具体化した。 

Ⅴ章では，まず，総合考察として，研究課題に対応して得られた知見について示した。

研究課題 1 より，教員の学校図書館活用を推進し得る要因は，前述の 8 つの項目と司書教

諭時間確保有・学校司書有の職務体制の整備であることを明らかにした。一方，協働の現
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状は停滞していることを明らかにした（Ⅱ章）。研究課題 2 より，協働構築における阻害要

因を抑制し協働を構築する方法として前述の 9 点を明らかにした。さらに，これらの方法

を実践するには組織として取り組む必要があることを明らかにした（Ⅲ章）。研究課題 3 よ

り，まず，学校組織に合致した組織論としてセンゲの「学習する組織論」を選択した。学

校と学校図書館両組織内の個人が，センゲの「学習する組織論」の 5 つのディシプリンを

総合的に実践することで個人の学習を起こし，この個人の学習が組織内で波及する過程で

協働が構築されるため，この個人の学習と組織の学習の具体的な方法を 3 つの協働ごとに

明らかにした（Ⅳ章）。次に，本研究の学術的意義と社会的意義について述べた。まず，学

術的意義について記す。第一に，本研究は，既存の学校図書館研究で希少な理論構築の研

究であり，学校図書館研究における理論構築の研究と実践に貢献する。第二に，本研究は，

教員と専門職の協働構築の具体的な方法の提示であり，「チーム学校（教員と専門職が協働

し全教員で組織的に教育に当たること）」の実践の提示でもあり，教育学における協働構築

の研究と実践に貢献する。第三に，協働構築の具体的な方法の提示は，大学図書館や公共

図書館等の協働構築に応用でき，図書館情報学における協働構築の研究と実践に貢献する。

次に社会的意義について記す。既存の学校図書館研究では，教員・司書教諭・学校司書の

学校図書館活用における協働構築の重要性と困難性は認識されていたが，具体的な実践方

法は模索している状況であった。本研究は，協働構築の理論と具体的な方法の提示であり，

教員・司書教諭・学校司書の協働構築の実践と学校図書館組織構成員から教員支援の質の

向上が期待される。本研究は理論と実践を結びつける研究である。最後に，本研究の今後

の課題として次の 5 点を挙げる。第一に，提示した協働構築方法の有効性を検証すること

である。第二に，「学校図書館活用」は教員の自発的なニーズに支えられる必要があり，「学

校図書館活用」における協働に対して教員が問題意識を持つことが必要であるため，これ

らを具体的に検討することである。第三に，協働構築の範囲を学校組織内（学校と学校図

書館両組織）から学校組織外（教育委員会）まで広げることである。第四に，教職員中心

の変革，教職員中心の学校観で論じるだけでなく，学校の主体である児童生徒を学校組織

構成員に含めて検討することである。第五に，研究対象を小学校だけでなく，中学校及び

高等学校まで広げることである。 

Ⅵ章では，結論として，研究課題に対応して得られた知見を示した。研究課題 1 から得

られた知見は，学校図書館活用を推進し得る要因として 8 つの項目と，司書教諭時間確保

有・学校司書配置有の職務体制を挙げ，協働は停滞していることを明らかにしたことであ

る。研究課題 2 から得られた知見は，学校図書館活用の阻害要因を抑制し協働を構築する

方法の 9 点は，組織論を枠組みに具体化することが求められることを明らかにしたことで

ある。研究課題 3 から得られた知見は，教員・司書教諭・学校司書の協働構築の具体的な

方法をセンゲの「学習する組織論」を枠組みにより明らかにしたことである。今後は，本

研究の課題として挙がった 5 つの課題（提示した協働構築の方法の有効性を検討する等）

に対応した研究を行っていく必要がある。  
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Abstract 

Cooperation building among teachers, teacher-librarians, and school librarians for the utilization of 

school libraries: An organizational theory perspective 

 

It is difficult for individual teachers to take up classes that require the utilization of school 

libraries, because they need to possess knowledge of the resources available in their school libraries, 

be able to utilize the said resources, and have enough expertise and time to do so. However, many 

teachers have limited understanding on how to use their school libraries and refrain from seeking 

assistance from school library members. Therefore, they are not able to utilize their school libraries 

as expected. 

Based on these circumstances, an overview of the existing research pertaining to the utilization 

of school libraries is presented from three perspectives. First, studies on the utilization of school 

libraries in classroom education are often conducted from the perspective of school libraries and 

carried out within school libraries. Hence, it is necessary to explore the actual state of utilization of 

school libraries from teachers’ perspective and clarify the factors that influence their utilization. 

Second, many studies on cooperation building for the utilization of school libraries are limited to 

school library organizations and their members. However, as teachers are the primary users of school 

libraries, it is necessary to extend the scope of the research to include schools and their members. 

Third, researches that apply organizational theory to the utilization of school libraries are limited to 

exploring school library management. Therefore, researches that apply organizational theory suitable 

for school organizations are needed. Another issue is that many studies pertain to the best practices 

of advanced schools in school library research. Researches that do not depend on such excellent 

environments and can yield findings applicable practically need to be conducted. 

This research, from the perspective of organizational theory, aimed to clarify the specific 

methods that can be employed for establishing cooperation among teachers, teacher-librarians, and 

school librarians in order to promote the utilization of school libraries in classroom education. In 

pursuance of the research objective, the following three tasks were planned. The first task was to 

describe the current state of cooperation by examining the factors influencing the utilization of 

school libraries in classroom education. The second task was to examine the factors that inhibit 

cooperation building between schools and school library organizations as well as between teachers 

and members of school library organizations, and demonstrate methods to overcome these inhibiting 

factors and establish cooperation. The third task was to select an organizational theory for 

cooperation building in accordance with the schools, and employ the cooperation building method 

identified in the second task. 

Chapter II describes two studies conducted on the first task. The first study explored teachers’ 

perspective and surveyed the actual awareness and utilization of school libraries by 160 teachers of 
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eight elementary schools. Based on the difference between teachers who used the library often and 

those who seldom used the library, the factors affecting utilization of school libraries were examined. 

The second study was based on the results of an online survey conducted by the National Institution 

for Youth Education on teachers of 2,000 elementary, middle, and high schools. Four types of work 

systems based on the availability of time for teacher-librarians and school librarians were identified, 

clarifying the purposes of the utilization of school libraries and the current situation of cooperation 

between teachers and teachers in charge of school libraries. On the basis of both the studies, in 

addition to the availability of time for school librarians and having a school librarian on staff, eight 

factors that promote the utilization of school libraries by teachers were identified: teachers’ 

experience in utilizing school libraries as part of their teaching duties; significance and need for 

utilizing school libraries; utilization of school libraries for teaching Japanese, social studies, life 

sciences, and science; materials available in school libraries; mindset required for effective 

utilization of school libraries in classroom teaching; incorporation of classes utilizing school libraries 

into annual lesson plans; demonstration of practical examples pertaining to the utilization of school 

libraries; and ingenuity in instruction such as reading aloud and book talks. The results revealed that 

there was no significant cooperation between teachers and members of school library organizations. 

Chapter III describes the literature surveys related to the second task. The factors inhibiting 

cooperation building between schools, school library organizations, and the teachers and members of 

the school library organizations (hereinafter referred to as the three cooperations) were studied, and 

methods that can be employed to control these inhibiting factors and promote cooperation were 

clarified. As a result, the following nine methods were found effective in building cooperation and 

suppressing the inhibiting factors of the three cooperations: develop a mutual understanding of the 

expertise of the other parties through communication among the members of the organization; 

develop a vocational system and clarify the expertise of school library organizations; improve the 

status of teacher-librarians and establish their leadership roles; include school libraries when 

allocating school duties; encourage direct or indirect participation of all teachers in the management 

of school libraries; implement continuous training; convert into a network organization; learn about 

the school’s management and organizational concepts; and prevent changing their ways of thinking 

and restore the sense of agency and collegiality among the concerned parties. It was suggested that 

these factors were difficult to implement through individual efforts alone, and efforts at the 

organizational level were required. 

Chapter IV describes the literature surveys conducted on the third task. First, the "Theory of 

Learning Organizations" by Peter M. Senge was selected as a comprehensive organization theory, as 

it is suitable for school organizations. Next, methods of cooperation building with respect to the 

three cooperations identified in Chapter III were implemented using Senge’s theory as a framework. 

In Chapter V, findings related to the research tasks are discussed comprehensively. Research 
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Task 1 revealed that the factors driving the utilization of school libraries by teachers pertained to the 

eight items mentioned above in addition to the establishment of a work system in which 

teacher-librarians and school librarians have time available and a school librarian is on the staff. 

Additionally, the results revealed that there was no significant cooperation currently (Chapter II). 

Research Task 2 revealed the nine points mentioned above as methods for establishing collaboration 

through suppression of factors inhibiting cooperation building. Furthermore, it was revealed that 

organizations must make efforts to putting these methods into practice (Chapter III). Research Task 3 

revealed that individual learning in schools and school library organizations can be facilitated 

through comprehensive practice of the five disciplines outlined in Senge’s “Theory of Learning 

Organizations,” and cooperation will be established by propagating the learning throughout the 

organization. Specific methods that can help in achieving this have also been elucidated (Chapter 

IV). Regarding the academic significance of this research, its findings can be expected to contribute 

to the research and practice pertaining to three research areas: theory building in school library 

research; cooperation building in education; and cooperation building in library and information 

studies. With regard to the social significance of this research, its findings are expected to contribute 

to the practice of cooperation building among teachers, teacher-librarians, and school librarians, and 

improve the quality of support available to teachers from the members of school library 

organizations. This research establishes a link between theory and practice. The following five issues 

can be considered for future research: exploring the effectiveness of the proposed method for 

cooperation building; examining its significance in the “utilization of school libraries” (needs, 

awareness of problems, desired improvements); investigating cooperation building outside schools; 

considering including children and extending its scope to middle and high schools. 

In conclusion, Chapter VI summarizes the specific methods of cooperation building 

with respect to the three cooperations in order to promote the utilization of school 

libraries in classroom education. 
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Ⅰ章：序論 

 

1.1 学校図書館と学校図書館活用，組織と協働 

1.1.1 学校図書館と学校図書館活用 

学校図書館とは，「学校図書館法」によると学校教育において欠くことのできない基礎的

な設備である（第１条）。教育課程の展開に寄与することと児童生徒の健全な教養を育成す

ることを目的として，小学校，中学校，高等学校に設けられている図書館として（第 2 条），

同法でその設置が義務付けられている（第 3 条）。学校図書館には，以下の 3 つの機能があ

る。第一に，児童生徒の想像力を培い，学習に対する興味・関心を呼び起こし，豊かな心

や人間性，教養，想像力等を育む自由な読書活動や読書指導の場としての「読書センター」

の機能である。第二に，児童生徒の自発的・主体的・協働的な学習活動を支援し，授業内

容を豊かにし，その理解を深める学習活動の支援の場としての「学習センター」の機能で

ある。第三に，児童生徒や教職員の情報ニーズに対応し，児童生徒の情報の収集・選択・

活用能力を育てる場としての「情報センター」の機能である 1）。 

学校図書館活用とは，教員や学校図書館担当者（司書教諭，学校司書）から児童生徒へ

の学校図書館を活用した指導に加え，児童生徒自身の学校図書館を活用した学習及び教員

自身の学校図書館を活用した学習も含む概念である。教員の学校図書館を活用した学習に

は，教員自身の課題解決のための学習，学校図書館担当者が実施する教員向けのオリエン

テーション（利用指導）や研修への参加，学校外の研究会や学会やシンポジウム等への参

加等がある。また，児童生徒の学校図書館を活用した学習への指導を通して得る教員の学

びも含まれている。児童生徒の学校図書館を活用した学習には，課題解決学習，探究学習，

共同学習，教科横断学習，総合学習等がある。 

学校図書館利用とせず学校図書館活用としているのは，「利用」と「活用」の違いを以下

のように考えるためである。『広辞苑』によると「利用」は，“利益になるように物を用い

ること。役に立つように用いること”2）とあり，「活用」は，“活かして用いること。効果あ

るように利用すること”3）とある。つまり，「学校図書館活用」は，ただ「利用」するだけ

でなく，学校図書館の機能を活かして有効に利用することである。つまり，一度の利用で

はなく複数回有効に利用することと捉えている。 

学校図書館活用の理論は，戦後，第 2 次訪日米国教育使節団がもたらした“学校図書館

は学校の中心となるべきである”4）という考えに端を発し，学校図書館活用を学校教育の中

心に置いたものであった。しかし，これは学校図書館関係者（学校図書館関係団体，学校

図書館研究者等）からの視点であり，学校教育においては同様に認識されなかった。また，

当時，国は「学校図書館法」により学校図書館の設置までは決めたが，専門職員を配置す

るまでの財政措置は行わなかった。教育学においても学校図書館活用は司書教諭養成と読

書指導の分野で言及される程度であり，周辺的な位置づけに過ぎなかった。そのため，学

校図書館活用は，学校図書館関係者や一部の熱心な教員からのみ支持され，多くの教員か
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らの支持は得られてこなかった。その結果，学校図書館活用は学校教育の中で孤立し，教

員と学校図書館活の乖離が進んだ 5）。 

全国学校図書館協議会の 2018 年の調査によると，学校教育における学校図書館活用の実

践状況について「よく利用されている」学校の割合は，小学校で 38.4％，中学校で 7.9％，

高等学校で 15.0％である 6）。学校図書館の 3 つの機能（前述）が発揮され，学校教育にお

いて学校図書館が活用されている学校は少ない現状である。 

学校教育において学校図書館が活用されない要因は，第一に，学校図書館の整備（人，

資料，施設設備，情報）が充実していないこと，第二に，学校教育の一部として学校図書

館活用が位置付けられていないことが挙げられる。第一の要因である学校図書館の整備の

充実は，教育行政による財政支援施策（学校図書館図書整備等 5 カ年計画）や学校図書館

法の 2 回の改正（1997 年：12 学級以上の学校における司書教諭発令義務，2014 年：学校

司書法制化と配置努力義務）により，充実しつつある。しかし，財政緊縮の折，学校図書

館整備は，地域格差（自治体間格差）が生じている 7）。また，たとえ整備が充実している学

校図書館があっても，教員が学校教育において学校図書館を有効に活用しなければ学校図

書館活用とはならない。つまり，学校図書館は学校教育において教員にいかに活用される

かが重要である。学校教育の中で活用されて初めて学校図書館は機能する。どのような整

備状況の学校においても，学校教育の一部として学校図書館が教育に活用されることで，

学校図書館は学校教育に位置付けられる。また，学校図書館が学校教育の一部として位置

づけられることで，教員は学校図書館を活用すると考えられる。そのため，第二の要因で

ある学校教育における学校図書館活用の位置づけ及び教員の学校図書館活用に注目し研究

を進める。 

 

1.1.2 組織の捉え方 

本研究における「組織」は以下の定義に従う。「組織」とは，“2 人以上の人々が意識的に

協働する，つまり，2 人以上の人々の調整された諸活動，諸力の体系（システム）”と定義

されている 8）。すなわち，組織とは，人そのものではなく，2 人以上の人々が意識的に協働

することで調整される諸活動や諸力の体系（システム）である。 

 

1.1.2.1 対象とする組織 

本研究で対象とする「組織」は，以下の範囲である。学校経営を包括するより上位の概念

として，教育経営という概念がある。河野重雄は，教育経営概念を“単に学校教育の経営

だけを考えるのではなく，社会教育も含む地域の教育サービスを考えての経営”と定義し

ている 9）。この概念は，教育委員会を経営の主体として捉え，学校経営と教育委員会（社会

教育等を含む）を総合的に捉える考え方である。また，吉本二郎は，“相対的な教育をいか

に経営するかは，学校教育と社会教育を問わず，学校経営と教育行政の垣根を超え統合さ

れた教育経営概念によって導かれなければならない”とその重要性を指摘した 10）。したが
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って，学校図書館経営は，教育経営－学校経営－学校図書館経営という重層的な構造を持

つ経営システムの一環として捉える必要がある。これを組織に当てはめると，教育組織－

学校組織－学校図書館組織という上位・下位システムにより構成される一つのシステムと

して総体的に捉える必要がある。しかし，本研究で対象とする研究範囲は，学校組織と学

校図書館組織とするため，教育組織には言及しない。 

 

1.1.2.2 学校図書館組織を含む学校組織の特徴 

学校組織を，家庭や地域社会が果たさなければならないことをサービスとして代替的に

提供する組織であると捉える。このようなサービスを提供する組織をヒューマン・サービ

ス組織といい，学校の他，病院，福祉施設等がある。この組織では，受け手である患者や

児童生徒は送り手である医師や教員に依存する 11）。 

ヒューマン・サービス組織は，サービスの受け手（患者・児童生徒）のニーズが曖昧で

あり，それに対応する技術も曖昧であるため，多種多様な専門性が求められる。その結果，

サービスの送り手（医師，教員）には，多種多様な専門職との協働が求められる。つまり，

ヒューマン・サービス組織は，異なる資格や教育的背景を持った多種多様な専門職で形成

されており，ヨコに広がるフラットなピラミッド構造（鍋蓋型組織構造）である。そのた

め，対立や競合が発生しやすく，管理体制は発達せず，個人の裁量が大きい個業型組織と

なる。したがって，相反する個業と協働の統合が求められる組織である 12）。また，ヒュー

マン・サービス組織は，専門職間に上下関係があり，ヒエラルキーの視点が欠かせない 13）。

さらに，ヒューマン・サービス組織は，外からの影響に対し有効に対応することが組織の

存続に不可欠であり，外部環境と密接な依存関係が求められるオープン・システム 14）の組

織である。つまり，学校組織は教育行政，地域等の外部環境に依存したオープン・システ

ムの組織である。また，ヒューマン・サービス組織では，抽象的な目標が，明示しやすい

具体的な代替目標（手段）に置き換えられて評価されることがある 15）。たとえば，学校の

教育目標を抽象的な「人格の陶冶」としたとき，代替目標である手段を「進学率の向上」

とすると，目標ではなく手段である進学率の向上に置き換えられて学校教育が評価される

ことがある。 

一方，教員評価においては，サービスの受け手（児童生徒，保護者）の満足という主観

的な評価が重視され，サービスの受け手の望むまま働くことになり，長時間労働，多忙化

が発生しやすい組織である。教員は教育に対する保護者からの過度な要求，学習指導の他

にも生活指導等多様な職務を担い，職務，責任の範囲が曖昧である 16）。そのため，教員は，

自分の生活時間を削り眼前の子どもの要求に応える姿勢で毎日の教育活動に取り組むこと

になり，そのことで，日本の学校教育を事実上担い支えてきている。教員の長時間労働の

実態は，OECD の調査 17）によると，諸外国平均値の 1.5 倍であり，日本国内や他国の製造

業職種より長い。その上，「持ち帰り仕事時間」が加わり，その結果，日本の教員の勤務時

間は異常に長い。さらに，担当クラス・学級の児童生徒数も他国より多く，全日本教職員
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組合の「勤務実態調査 2012」18）によると，1 か月平均の校内時間外労働時間 73 時間（平

日 57 時間，土日出勤 16 時間），持ちかえり校外労働時間 22 時間半を合わせると 95 時間半

となり「過労死危険ライン」19）を大幅に超えている。このように教員は長時間労働，多忙

を極めており 20）21），時間的，精神的な余裕がなくなっている。そのため，教員が気安く職

場で相談できる雰囲気や周りの教員が心配してくれるといった同僚性が醸成されず，教員

間の人間関係は閉じられ，その結果，教員間の協働を消失させる状況を創出している。そ

の結果は，教員のバーンアウト（燃え尽き症候群）につながっている 22）。 

 

1.1.2.3 組織構成員の捉え方 

学校図書館組織は学校組織の一部であり，学校図書館組織構成員は学校組織構成員の一

員である。また，学校教育において学校図書館活用を実践する主体は教員である。したが

って，学校図書館組織及び学校図書館組織構成員，学校図書館活用の研究を進めるには，

学校組織，学校組織構成員及び学校教育の視点を持つことが必要である。学校組織構成員

の捉え方は，学校教育の担い手を，教員のみとする場合と，全ての教育労働者（学校で働

いている人々全体を指し，教員はその一部分である）とする場合がある。芝田進午は，“前

者の立場は，教育労働が教育部門で労働するすべての職種の教育労働者の協力によって行

われることに無関心な立場である。この立場は，しばしば，教員が教員以外の他の職種の

教育労働者と団結する必要を忘れ，さらに極端な場合は，他の教育労働者を差別する立場

にさえつながる。これに対して，後者は，全ての教育労働者の団結，連帯を指向する立場

であり，したがって教育労働を真に集団主義的に組織することを指向する立場である”23）

と記している。つまり，前者の考え方をとる教員は，教員と専門職の協働を難しくしてい

る。芝田は，後者の立場をとり，学校の組織構成員を教員集団と教育労働者（専門職）集

団を結合させ職場集団とし，教員ではなく「教職員」としている。藤原文雄も同様のこと

を述べている。学校組織構成員を教員だけでなく，多様な専門職を含む「教職員」とし，

チームとして把握する 24）という，ダイバーシティ・マネジメント（Diversity Management）

の観点の必要性を論じている 25）。ダイバーシティ・マネジメントとは，全ての「教職員」

の資質能力を開発し，活用することである。教員のみに学校の教育活動の在り方を任せる

のではなく，非常勤講師等他の職員と共に学校の教育活動を行うことを指している。 

本研究では，学校組織構成員を，教員だけでなく，学校で働いている多様な専門職全て

を含む「教職員」と捉え，チームとして把握する。具体的には，教員免許を持つ教員と教

員免許以外の専門資格を持つ専門職（スクールカウンセラー，ALT：外国語指導助手，学

校司書：専門資格を問わない）を学校組織構成員とする。 

学校図書館組織構成員の捉え方については，学校図書館ガイドライン 26）の「1.学校図書

館運営に関わる教職員」に“学校図書館に関わる教職員を校長，教員，司書教諭，学校司

書とし，それぞれの役割を示し，互いに協働し組織的に取り組むことに努めること”と示

されている。このガイドラインによると，学校組織構成員の全てが学校図書館運営に関わ



5 

 

り協働に努めることになっているが，本研究では，学校図書館組織構成員は，教員免許と

学校図書館の専門資格を持つ司書教諭と学校司書（専門資格を問わない）を指す。学校図

書館法の規定で司書教諭発令の義務がない 11 学級以下の学校の内，司書教諭の発令されて

いない学校の場合は，学校図書館担当教員が司書教諭の役割に当たっており，これらの教

員も学校図書館組織構成員とする。 

 

1.1.3 協働構築の捉え方 

組織の目的を達成しようとする時，さまざまな局面において組織内の人々の能力に限界

がある。この目的達成上の能力の限界を克服するには，目的の変更と能力の限界克服の手

段・方法を創出することが求められる。能力の限界克服の手段・方法の創出においては，

協働構築が最も有効な方法とされている 27）。つまり，協働とは，組織内の人々の能力の限

界克服の手段・方法を創出し，目的を達成しようとする経営活動の一つである。すなわち，

協働は，組織として展開され，組織内の人々の能力の限界を克服し目的を達成する手段・

手法である。協働をどのように構築するかが経営活動の課題である 28）。人々がどう考える

か（思考様式），どう行動するか（行動様式），どうやり取りするか（協働構築）の結果で

組織は動く。協働構築のためには，人の思考様式と行動様式の調整の工夫，人の配置（職

務体制）と分業（職務分担）の工夫が有効である 29）。 

 

1.1.3.1 学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築 

 学校と学校図書館の両組織が有機的に機能することで，両組織構成員間に協働が構築さ

れる 30）。有機的とは，多くの部分が集まって一つに組織され，その部分間が一定の目的の

下に緊密な統一があり，部分と全体が必然的関係を有しているさまである 31）。つまり，有

機的に機能している組織とは，各部門・各個人が一定の目的の下に互いに関係を持ち全体

との間に必然的な関係性を持ち，単なる寄せ集めではなく一つの統一体を成している組織

のことである。組織が活性化されている状態とは，相互に意思を伝達し合いながら，組織

として共有している目的・価値を，能動的に実現していこうとしている状態である 32）。組

織の望ましい姿は，人の集合である組織が目的を持ち，それを実現するために，この人の

集合が意図的にあたかもひとつの生き物であるかのように動いているように見えるような

組織の姿を指す 33）。ピーター・センゲ（Senge, Peter M．）は，組織が有機的に機能してい

る状態のことを「システム」とし，さまざまな要素が時間の経過とともにお互いに影響を

与え合い，お互いに結び合った状態と述べている 34）。すなわち，組織が有機的に機能して

いる状態（システム）とは，組織の目的の下に組織構成員が必然的な関係性を持ち，相互

に影響を与え合い，意思を伝達し合いながら組織の目的を能動的に実現しようと互いに結

び合った統一体の状態のことである。つまり，組織内に協働が構築されている状態のこと

である。 

学校と学校図書館の両組織においては，両組織内が有機的に機能することで，学校と学
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校図書館両組織構成員間に協働が構築され，学校図書館が活用される。また，学校と学校

図書館両組織構成員に協働が構築されることで，学校と学校図書館両組織は一つの統一体

を成し，有機的に機能し，教育効果が上がることが期待される 35）。 

 本研究では，学校組織構成員を教員だけでなく専門職を含む「教職員」と捉えるが，学

校と学校図書館両組織構成員間の協働について論ずるときは，学校図書館を活用する主体

は教員であることから，学校組織構成員（教職員）とせずに，教員と学校図書館組織構成

員との協働構築に限り論ずる。 

つまり，本研究では，学校教育において，学校図書館を活用する場合の協働構築を，学

校組織内の協働構築，学校図書館組織内の協働構築，教員と学校図書館組織構成員の 3 つ

の協働構築に分けて捉える。学校組織内の協働構築は，教職員間の協働構築である。学校

図書館組織内の協働構築は，教員であり学校図書館の専門職を兼任する司書教諭と学校図

書館の専門職である学校司書の協働構築と捉える。教員と学校図書館組織構成員間の協働

構築は，教員と司書教諭，教員と学校司書の協働構築である。学校組織内の協働と学校図

書館組織内の協働がそれぞれ構築されることで両組織内は有機的に機能し，有機的に機能

する学校と学校図書館両組織間には自ずと協働が生まれる 36）。学校組織内の協働構築は，

学校図書館組織内の協働構築及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築に影響を及ぼ

す因子であり，これら 3 つの協働構築の基盤である。なお，これら 3 つの協働構築は，相

互補完的な関係にある。 

 

1.1.3.2 学校組織内の協働構築（学校の組織力形成） 

学校組織内の協働構築について，水本徳明は以下のように述べている。“組織力は，「装

置（組織構造，権限関係，目標，評価，研究，研修）」，「相互行為（協働構築）」，「個人（個

業化）」，「組織文化（統合化）」の 4 つがうまくかみあって展開する時に形成される。装置

を作っただけでは組織力は上がらない”37）としている。仮に，校内研究，研修，学校評価

等の「装置」が研究指定によって一時的に実施されても，「個業化」「統合化」「協働構築」

を考慮せず，組織力の形成に至っていなければ，指定期間終了と共に自然消滅する。「装置」

の機能を発揮させるには「個業化」のマイナス面を減らし，「統合化」を進めるには「協働

構築」が求められる（図 1-1）。 
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他方，渕上克義は，学校組織の特徴である「個業化」と「統合化」を「疎結合」と「同

調性」という言葉で表現している。「疎結合」とは，お互いに働きかけられればそれに答え

るが，通常は個々の独立性と分離性が保たれている状況をいう。学校組織における教員の

人間関係は，職務上の緊密な結びつきはなく，教員個々の自律性が保証されている一方，

全員一致として強固な「同調性」を持った組織である。学校組織は，「疎結合」と「同調性」

の相反するものを併存する組織であり，それらがバランスよくあることが求められている。

具体的には，学級王国 38）や教科指導の独自性に見られる「個業化：疎結合」としての側面

と，生徒指導に見られるような共通理解に基づいた強固な「統合化：同調性」の二つの側

面が共存している組織である。「個業化：疎結合」の側面が強まると情報交換の乏しい閉ざ

された組織文化が形成され，反対に「統合化：同調性」が強まると，管理的で強制的な組

織文化が形成される 39）。学級経営全般に関しては，大まかな方針以外は，教員個々の専門

性を尊重した方が教員のモチベーションや組織の有効性においては望ましく（個業化：疎

結合），学校全体に関わることは，職員会議を中心とした活発な議論を通した意思決定がな

されることが重要である（統合化：同調性）40）。このような意思決定を通じて教員間に協

働が構築される。 

例えば，バーンアウト増加の要因の一つとして，「個業化：疎結合」がある。「個業化：

疎結合」が教員を苦しめている要因でもあるにも関わらず，そこで教員のとる態度は「個

業化：疎結合」を前提とした知識・技術であるため，脱出できないループに閉じ込められ

ており，「個業化：疎結合」のマイナス面である 41）。この「個業化：疎結合」のマイナス面

を減らすには，「協働構築」を推進することで「統合化：同調性」を進めることである。「統

合化：同調性」を考慮し，「個業化：疎結合」のマイナス面を減らすことで「協働構築」が

個人 

個業化 

相互行為 

協働構築 

装置：組織構造，権限関係，

目標，評価，研究，研修等 

組織文化 

統合化 

図 1-1 組織力の形成 

（注 水本 37）p.34を参考に著者が作成） 
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進められ，学校の組織力は形成される。 

 

1.1.3.3 協働のパターン：均質性協働，専門性協働（協働構築の観点） 

学校組織内における協働は学校経営学，組織心理学の領域で研究されている。その中に，

荊木まき子，淵上克義の学校組織内における協働の研究 42）がある。その研究によると，学

校組織における協働のパターンには，均質性協働と専門性協働があることを示している。

均質性協働とは同職種間の協働であり，専門性協働とは，異職種間の協働である。 

均質性協働は，ほぼ同じ背景を持ち，綿密なやり取りがなくとも相互理解が進むため協

働は容易である 43）44）。しかし，複雑多様な課題解決には専門の範囲外となることが多く，

相互理解が進まず，協働は構築されにくく，課題解決は困難である。一方，専門性協働は，

異なる背景を持ち，互いの専門性を理解し合わないと通じないため，協働は困難である 45）

46）。しかし，複雑多様な課題解決には，個々の専門性に応じ部分的（限定的）に関わり，

課題に応じて組織構成員が選ばれチームを組むことで，課題の複雑多様性に対応でき，協

働が構築されやすく，課題解決は容易となる 47）。 

専門性協働は，実践の過程そのものが「協働」を作り上げていく場となるため，教員の

協働に対する意識・認識により専門職の活用が進む。しかし，教員の専門職に対する意識・

認識は，専門職の学校組織全体への関与を期待していないこと，専門職に対する専門性を

理解していないこと，自分の仕事は専門職の仕事より重要だという意識・認識があり，他

の専門職を考慮に入れることが難しく協働は困難である。この背景には，専門職は，勤務

日が不定期または少ないという限られた職務体制の中で専門性を確立し，その存在を周囲

に示していく難しさや役割権限に対する自己評価の低さがある 48）。 また，協働の過程にお

いて教員と専門職間の葛藤が伴うこと 49），教員が専門職と協働するに当たり所定の手続き

が必要なこと等，専門職が教員の協働相手として意識に上りにくいことが挙げられている

50）（表 1-1）。 

以上のように，均質性協働においては，構成員がほぼ同じ背景を持ち綿密なやり取りが

なくとも協働しやすいという特徴があり，専門性協働においては，構成員が異なる背景を

持つため互いの専門性を理解し合う必要があり協働が難しいという特徴がある。つまり，

専門性協働においての協働を困難にしている要因の解決策は，教員が専門職の専門性を理

解することが重要である 51）。 
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表 1-1 均質性協働と専門性協働の特徴 

 均質性協働 専門性協働 

構成員の特徴 ほぼ同じ専門教育課程・職業観を

もつ 

異なる専門教育課程や職業観をも

つ 

役割分担 教務主任．生徒指導主事等，職能 

や個人的資質（能力）により，そ 

の範囲内であれば流動的に役割交 

代ができる 

 

専門性に基づき固定される。職務

が重なる部分もあるが役割分担の

取り決めが欠かせない。異なる職

種の人が能力的に可能でも役割交

代はできない 

関係性 能力，経験年数によるタテの関係 専門性によるヨコの関係 

相互理解 

（協働構築） 

ほぼ同じ背景を持ち綿密なやり取

りがなくとも協働が可能 

（協働容易） 

異なる背景のため互いの専門性を

理解し合わないと通じない 

（協働困難） 

複雑多様な課題

解決の在り方 

 

課題が専門内のことであれば流動 

的に役割位置づけを交代すること 

ができ対応可能だが専門外のこと 

になると課題の複雑多様性に対応 

できない 

（対応困難） 

課題に応じて成員が選ばれチーム

を組むことで，個々の専門性に応

じ部分的（限定的）に関わるため

課題の複雑多様性に対応できる 

（対応可能） 

注：荊木 41）p.34 を参考に著者が作成した。 

 

1.1.3.4 学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築におけ

る協働のパターン 

学校組織内における協働を，均質性協働（同職種間の協働）と専門性協働（異職種間の

協働）の 2 つの視点 52）で概観する。学校組織内の協働は，教員同士の協働及び専門職同士

の協働を均質性協働と捉え，教員と専門職との協働を専門性協働と捉える。次に，学校図

書館組織内（司書教諭と学校司書）における協働は，司書教諭が教員と専門職を兼任して

いるため，その立ち位置により協働のパターンは変化する。教員と学校図書館組織構成員

（司書教諭，学校司書）における協働において，教員と司書教諭の協働は，司書教諭の立

ち位置により協働のパターンが変化する。一方，教員と学校司書の協働は専門性協働であ

る（表 1-2）。最後に，教員と学校図書館組織構成員の協働は，専門性協働と捉えるこがで

きるが，教員と司書教諭の協働の場合は，司書教諭の立ち位置により，教員同士の協働で

ある均質性協働となる（表 1-3）。 

なお，教員の学校図書館活用時の学校図書館組織構成員（司書教諭，学校司書）との協

働の場合は，教員と学校図書館組織構成員の協働と司書教諭と学校司書の協働（学校図書

館組織内）が同時に起こることが多い。司書教諭は教員であり学校図書館の専門職であり，
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その協働相手は教員であり学校司書であり，協働のパターンが非常に複雑である。このよ

うな，教員・司書教諭・学校司書の協働のパターンの複雑性が，教員の学校図書館活用に

おける協働構築を難しくしている。 

 

表 1-2 司書教諭と学校司書の協働パターン（学校図書館組織内） 

 
司書教諭 

教員 専門職 

学校司書 専門職 △ 〇 

注 1：〇は均質性協働，△は専門性協働を表す。 

注 2：司書教諭と学校司書の協働（学校組織内）：司書教諭と学校司書の協働は，専門性

協働の場合と均質性協働の場合がある。 

 

表 1-3 教員と学校図書館組織構成員（司書教諭，学校司書）間の協働パターン 

 
教員 

教員 

司書教諭 
教員 〇 

専門職 △ 

学校司書 専門職 △ 

注 1：〇は均質性協働，△は専門性協働を表す。 

注 2：教員と学校図書館組織構成員間の協働：教員と司書教諭の協働は専門性協働の場合

と専門性協働の場合がある。教員と学校司書の協働の場合は，専門性協働である。 

 

つまり，学校図書館活用における協働のパターンは，司書教諭の立ち位置により協働の

パターンは変化し複雑である。なお，均質性協働は協働が容易であるが，専門性協働は協

働が難しい傾向がある 53）。 

 

1.2 学校図書館活用における教育的背景，協働構築の背景，組織的背景 

1.2.1 学校図書館活用における教育的背景 

学校図書館活用を主導するのは教員であり，学校図書館は学校教育において活用される。

そのため，教育的視点が学校図書館活用において重要であるため教育的背景について言及

する。 

 

1.2.1.1 国の教育施策と学校図書館活用 

 2000 年以降 3 年ごとに実施されている OECD（経済協力開発機構）による PISA 調査（生

徒の学習到達度調査）の結果からは，学力向上に向けた「読解力育成」の要請 54）がある。 

2001 年の子どもの読書活動推進に関する法律では，「子供の読書活動推進に関する基本的な
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計画」を作成し「読書活動推進」に関する多くの施策を実施している 55）。2004 年の文化審

議会答申「これからの時代に求められる国語力について」からは「国語力育成」の要請 56），

2005 年の文字・活字文化振興法からは学校教育における「言語力涵養」の要請が社会に対

してなされている 57）。以上のように PISA 調査，子どもの読書活動推進に関する法律，文

化審議会答申，文字・活字文化振興法から「読解力育成」，「読書活動推進」，「国語力育成」，

「言語力涵養」をキーワードに学校図書館活用が求められている。 

 OECD（経済開発協力機構）は，2015 年から Education2030 のプロジェクトを進めてお

り，そこでは，2030 年において子供たちに求められる能力を検討し，そのような能力を育

成するカリキュラムや教授法，学習評価等について検討している。Education2030 は，2030

年の社会が目指すべき目標として①持続可能性（Sustainability），②イノベーション

（Inovation），③レジリエンス（Resilience）を挙げ，主要なコンピテンシー（能力）とし

て，①新たな価値を創造する（Creating new values），②対立やジレンマを克服する（Coping 

with tentions & dilemmas），③責任ある行動をとる（Taking responsibilities）を挙げて

いる 58）。これらの主要なコンピテンシー（能力）は発達していく性質を持ち学習可能なも

のである。この学習は，見通し，行動，振り返り（Anticipation，Action，Reflection=AAR）

の過程を連続することで習得される。見通しとは，分析的思考力，批判的思考力といった

認知スキルを活用し将来何が自分に必要になるか，現時点でとった行動が将来にどのよう

な影響を及ぼすかを予想することである。見通しも振り返りも双方責任のある行動の前提

となる 59）。これらの学習過程は，これまで学校図書館活用で行われていた探究的な学習 60）

の過程を繰り返すことで育まれるものである。つまり，これらの能力を育成するには，学

校図書館活用が求められている。 

 

1.2.1.2 学習指導要領と学校図書館活用 

日本の学校教育では，約 10 年ごとに改定される学習指導要領 61）を基準に教育課程が作

られ，全国どこの地域で教育を受けても一定水準の教育が保障され，教育の機会均等の理

念が実現されている。つまり，全ての子どもの基礎学力や教養の保障を示しており 62），学

校教育にとり重要なものである。2008 年の学習指導要領は，学力の基盤となる「言語力育

成」を図るため，従来の国語科中心から全教科領域で，記録・説明・批評・論述・討論等

の言語を使った活動（言語活動）を全教員が行うことが強調されている 63）。新学習指導要

領では，学校図書館についての記述が増え，学校教育における学校図書館活用が理論上で

は求められている 64）。しかし，学校図書館活用が学校教育にどう関わるかは具体的には書

かれておらず，教員が学校教育において学校図書館を活用することは難しい状況である。 

学習指導要領体制は長期にわたり続き，これを基準に編成される教育課程が画一的（全

てが一様であり型にはまっていること）・標準的（標準に従い統一すること）になり学校現

場での教員の創意工夫や自主的な試みを妨げるものとなっている 65）。学習指導要領を概観

すると，“各学校で創意工夫を生かし適切な教育課程を編成する”と書かれているにも関わ
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らず，学校現場ではその遵守が求められており，実際には，各学校で創意工夫を生かした

教育課程が編成されていない現状である 66）。創意工夫を生かして編成する教育課程とは，

各校の教育現場の状況や各校の実践の記録（授業単元で使ったワークシート，開発した教

材，指導案等）を参考に編成することである。しかし，学校現場では，教科と学習指導要

領を具体化した検定教科書，検定教科書の指導書，指導法，時間割の 4 点を組み合わせて

作られる画一化・標準化された教育課程により授業が実践されている。これはいわゆる知

識の伝達型教育（伝達と暗記の授業形態）である。教員の創意工夫や自主的な試み，児童

生徒の自主性が求められる学校図書館を活用した学習は学校教育から求められず，学習指

導要領に決められたことを実践するという他律的な方向へと進むことになる。つまり，教

員は社会の変化，学校や教員に期待される役割の変化，多様な児童生徒の目指すべき学力

や学び，授業の在り方等を自ら考え，行動することを止めている。その結果，教員の個別

性，独自性，創造性，意欲は奪われ，変化を起こすことが難しくなる。このような状況で

は，「教科書を教える」教育活動が行われ，「教科書で教える」教育活動が難しくなる。す

なわち，児童生徒一人ひとりの能力や興味に応じた多種多様な資料を使い，学びを深める

という学校図書館を活用した教育活動は求められない。さらに，画一化・標準化された教

育課程の編成を助長している施策として，学校評価がある。学校評価ひいては教員評価は，

国が実施する全国学力・学習状況調査（以後学力調査とする）の結果で評価し，比較され

る。そのため，学力調査の得点が高ければ，児童生徒の能力の向上に関わらずよいとし，

教員は学力調査の得点向上のために教え，それぞれの学校の実態や課題に適合した学習内

容と向き合うことが乏しくなる 67）。一方，学校教育では，1999 年の「学力低下論争」68）

をきっかけに，ゆとり教育批判が起こり，学習指導要領においては，学習内容が過密化さ

れ，学校図書館を活用する時間的余裕がない状況となった。学校図書館を活用するために

は，事前に適切な資料を探し決定する教材研究の時間，授業を学校図書館で実践する時間，

授業評価をする時間が必要である。このように，多くの時間と労力を必要とする学校図書

館活用は，学習内容が過密化した現状では難しくなる。 

以上のように，学習指導要領は，学校図書館活用の記述を増やし，学校図書館活用の促

進要因であるが，学習指導要領を基準に編成される画一化・標準化された教育課程は学校

図書館活用の阻害要因である。また，学習指導要領により，学習の過密化が進み時間的余

裕がなくなり，時間を要する学校図書館活用の阻害要因となっている。つまり，学習指導

要領は，学校図書館活用にとり，促進要因でもあり，阻害要因でもある。 

 

1.2.1.3 「一斉一律の授業スタイル（一斉教育）」の限界と学校図書館活用 

第 5 期科学技術基本計画（2016 閣議決定）で提唱された社会の姿として Society5.0 があ

る。（人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things（IoT），ロボテックス等の最先端

技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ，社会の在り方そのものが「非

連続的」といえるほど劇的に変わることであり，「超スマート社会」とも言われている 69）。 
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これまでの教科教育は一斉一律の授業スタイルで行われており，主たる学び場は教室で

あり，教育形態が知識伝達型教育（伝達と暗記の授業形態）であった。そのため，教員は

学校図書館活用に無関心であり，学校図書館活用は学校教育において忘れられた存在とな

っていた 70）。しかし，科学技術の発達を背景とした Society5.0 における学校は，“一斉一

律の授業スタイルの限界から抜け出し，読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ，個

人の進度や能力，関心に応じた学びの場となることが可能となる。また，同一学年での学

習に加え，学習履歴，学習到達度，学習課題に応じた異年齢・異学年集団での協働学習も

広げていくことができる（略）このような多様な学びが関連しあうことでさらなる学びの

発展にもつながることが期待される。AI やビッグデータ等の先端技術が学びの質を加速的

に充実するものとする”と記されている。このような社会が，学校教育に対して大きな変

革をもたらすと文部科学省は述べている 71）。すなわち，急激な社会的変化により，学校教

育は，一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し，多様な学びの場となることが求めら

れている。学校図書館活用は，「課題解決学習」，「探究学習」，「共同学習」，「教科横断学習」，

「総合学習」の実践であり，このような学校教育からの要請に相応する。 

 

1.2.1.4 「構成主義の学習理論」と学校図書館活用 

教室での授業は，教員による「提示」，児童生徒の「反応」，教員の「フィードバック」

という三段階から成り立っており，このサイクルの繰り返しが学習を深めると捉えてられ

ている。しかし，このような学習では，教員から児童生徒へ情報伝達はあっても，それは，

正しい答え（知識）の保持者である教員から児童生徒への「正しい答え（知識）の転移」

であり，このような学習からは新たな知識（意味）が創り出されることはない。一方，構

成主義における学習は，単なる「正しい答え（知識）の転移」ではなく，意図・行為・反

省の協働（相互作用）による活動であり，学習者が主体的に知識を作り出していく（構成

していく）プロセスのことである。構成主義の学習は，共同体の中での協働（相互作用）

を通じて行われ，教員は学習者を支援する重要な役割を担うが，学習者にとってはリソー

スの一つである 72）。 

「構成主義の学習理論」では，教育現場に次の 3 つの学習方法を提示している。第一に，

「学習者中心の学習環境」として，CSILE(computer supported intentional learning 

environment)を挙げている。これは，ネットワークでつながれた学習環境を用意しメタ認

知能力を上げる学習環境である。このことで学習者が主体的に仲間や教員と対話し，自律

的な学習が推進される。第二に，「課題解決学習（探究学習）」である。課題解決学習（探

究学習）では，学習者は課題解決のため，どのような知識が必要か考え，学習計画を立て，

情報を収集し，考察する。さらに，グループで話し合い解決策を見出す。第三に，「相互教

授（共同学習）」であり，学習者はグループ内で対話を通し他者の意見を自分の中に取り込

みながら課題についての共通知識を形成する 73）。以上の3つの学習方法は，「課題解決学習」，

「探究学習」，「共同学習」，「教科横断学習」，「総合学習」に当てはまり，学校図書館活用
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で育むことができる学習方法であり，学校図書館活用は「構成主義の学習理論」に対応す

る。 

 

1.2.1.5 大学入試改革と学校図書館活用 

教員の学校図書館を活用した教育は，児童生徒の自主的な学習を生み出す上で成果を上

げている。しかし，一斉一律の授業スタイルに比べ，教員，児童生徒ともに多くの準備，

指導，意欲，時間等が必要となる。教員による十分な準備，指導，意欲，時間等のない状

況で学校図書館を活用した授業を実施すると児童生徒の得るものは少ない。大学入試体制

においてこのような即効性のない学校図書館を活用した教育に教員が積極的に取り組むこ

とは難しい 74）。これまでの大学入試体制における学校教育は，知識の詰め込み教育が最も

即効的であるため，一斉一律の授業スタイル（一斉教育）が主流であった（Ⅰ章：1.2.1.3

参照）。そのため，学校図書館活用の教育を実施する教育的ニーズも時間的な余裕もなく，

即効性のない学校図書館活用の教育に教員が積極的に取り組むことはなかった。中でも，

施設・設備，人の配置，資料の整備の遅れている学校図書館ではなおさらのことであった。

しかし，現在，大学入試改革が進行中であり，その会議の最終報告書には，“大学入学選抜

は，これら高等学校教育と接続し，双方の改革の実効性を高める上での重要な役割を果た

すものであり，入学希望者が培ってきた「学力の 3 要素（確かな学力，豊かな人間性，健

康と体力）」を多面的・総合的に評価するものに転換する”75）とある。つまり，これまでの

一斉教育による知識の詰め込み教育ではなく，多面的・総合的な学びを育成する学校図書

館を活用した教育が学校教育において求められることが述べられている。 

 大学入試改革に伴い，高校入試においても教科横断型の試みが始まっているという朝日

新聞の記事（2019 年 3 月 2 日朝刊）76）がある。記事の内容は，“神奈川県の公立高校で，

教科横断型の知識を問いながら，思考力も測る入試問題が広がりつつあり，様々な情報を

正しく読み解き，自分で考えを練り上げる力を高める方向で進んでいる。大学入試センタ

ー試験の後継として 20 年度から始まる大学入学共通テストは知識の習得だけでなく，「思

考力・判断力・表現力」を重視する。どの教科でも資料などを読み解く問題を出題し，国

語と数学では記述式問題も導入する。また，教科横断型の作問は教員の力を高め，多くの

教員が作問に関与することになるため全体の教員，教育の底上げになる。さらに，作問に

当たり，教員側にも豊富な知識と思考力が求められるとの校長からの指摘もあった”とあ

る。このように，資料や文章を読み込んで考えさせることで思考力を問う出題形式は大学

入学共通テストだけでなく，さまざまな試験に取り入れられていくこと，大学入試改革に

伴い，教科横断型の知識を問うことは，高校入試，中学入試，小学校の学びまで広がって

いくことが予測される。すなわち，学校図書館活用の学びである「教科横断型の探求学習」

が小学校の教育段階から求められるようになることが予測される。 
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1.2.1.6 文部科学省の組織再編と学校図書館活用 

2018 年度文部科学省の組織再編により「学校図書館」は初等中等教育局児童生徒課から

総合教育政策局地域学習推進課の管轄となった。「公共図書館」は，生涯学習政策局社会教

育課から学校図書館と同課の管轄となった。また，「子供の読書活動推進」は生涯学習政策

局青少年教育課から同課の管轄となった 77）。同課では，活力ある社会を持続可能とする「地

域における学び」の推進を図るとある。以前は，学校教育政策と社会教育政策の分断・縦

割りが図書館の課題であったが，組織再編により，学校教育・社会教育を総合的・横断的

に推進し，生涯学習の理念に基づいた生涯学習政策の実現を目指すことになった。このよ

うに，図書館政策が統合されたことで，他館との連携がスムーズになるメリットがある。

学校図書館においては，司書教諭・学校司書の養成・研修に関することは，初等中等局児

童生徒課から総合教育政策教育人材政策課，司書・司書補の養成・研修は生涯学習政策局

社会教育課から同課が担当することになり，司書教諭・学校司書・司書の養成・研修が同

じ課で行われるように統合された。同課では，教育を支える専門的人材（司書教諭・学校

司書・司書・社会教育主事等社会教育関係人材）の強化を目指し，育成政策の総合的な推

進を図るとある 78）。どの館種においても常勤より非常勤が多い図書館職員は，この組織再

編により，職務体制に関する抜本的な見直しができるようになる可能性がある 79）。学校図

書館においては，公共図書館との連携がスムーズになり，学校司書の職務体制の整備が進

むことも期待される。また，この組織再編は，「社会に開かれた教育課程」という新学習指

導要領の考え方に基づいている。以上のように，この組織再編成は，学校図書館活用の促

進要因である。しかし，学校教育の視点で考えると，学校図書館活用が学校教育から離れ

ることで，教員の学校教育における学校図書館活用が後退することが懸念される。つまり，

文部科学省の組織編成は，学校図書館活用にとり，図書館という側面からは促進要因とな

るが，教育の側面からは阻害要因ともなる。 

 

1.2.2 学校図書館活用における協働構築の背景 

1.2.2.1 学校図書館活用における教員と学校図書館組織構成員の協働構築 

学校図書館活用における教員と学校図書館組織構成員の協働について，子ども読書サポ

ーターズ会議の『これからの学校図書館の活用の在り方等について（報告）』80）の中で提示

された教員サポート機能から概観する。教員サポート機能とは，教員の授業改善等の取組

を支援するため教材研究や授業準備等をサポートする学校図書館の機能である 81）。従来の

教員支援として行われてきた学校図書館の機能の中でも特に教員への授業支援機能を重視

する考え方である。学校図書館組織構成員からサポート機能を教員へ提供する，つまり，

両者が協働することで，教員の学校図書館活用は推進される。教員の学校図書館活用を通

し，授業は改善され，児童生徒の主体的・意欲的な学習活動が展開される。授業形態には，

主に以下の 3 種類があり，授業形態に即した支援が学校図書館組織構成員に求められる。

第一に，教員が模範を示し，実物提示を行いながら児童生徒の「見る」「聞く」という内的



16 

 

動性を引き起こす「提示的方法」，第二に，教員が学習課題を設定し，児童生徒は調べると

いう主体的活動を組織しながら教材と対峙させる「課題解決的方法」，第三に，教員が児童

生徒と問答をする，児童生徒同士が問答する，集団で問答する「問答的方法」である。以

上の授業スタイルは，授業の目標・内容その他の諸条件に応じ柔軟かつ有機的に関連付け

られ創造的に行われる 82）。特に学校図書館組織構成員には，「課題解決的方法」への支援が

求められる。この「課題解決的方法」における授業形態の一つにチーム・ティーチング（team 

teaching）がある。チーム・ティーチングとは，学級間の枠は固定しながらも教員間で協力

を図るものから，学級の枠を外し複数の教員とその担当する児童生徒全体が一つの集団と

して，授業展開に応じ大・中・小の集団編成を繰り返す等，多様な集団編成で行う授業形

態である。ある科目が得意な教員はその科目のチームリーダーになるというようにチーム

リーダーは状況により変化する。つまり，チーム・ティーチングは，生徒の個人差，教員

の個人差を考慮したものである 83）。学校図書館活用におけるチーム・ティーチングでは司

書教諭がチームリーダーとなり，学校司書と協働しながら教員を支援する。つまり，教員・

司書教諭・学校司書の協働の構築である。 

 

1.2.2.2 「学校図書館法」「新学習指導要領」における教員と学校図書館組織構成員の協

働構築 

 学校図書館法第 2 条（定義）には，“（略）学校の教育課程の展開に寄与するとともに，

児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう”84）

と学校図書館の目的が述べられている。教育課程の展開に寄与するとは，“学校教育の目的

や目標を達成するために，教育の内容を子供の心身の発達に応じ，授業時数との関連にお

いて総合的に組織した学校の教育計画を編成することである。その編成の主体は各学校で

ある。各学校には，学習指導要領等を受け止めつつ，子供たちの姿や地域の実情等を踏ま

えて，各学校が設定する教育目標を実現するために，学習指導要領等に基づきどのような

教育課程を編成し，どのようにそれを実施・評価し改善していくのかという「カリキュラ

ム・マネジメント」の確立が求められる”85）と文部科学省は定義している。教育課程の展

開に学校図書館が寄与するには，学校の教育計画（年間指導計画）の中に学校図書館活用

が示されることが大切である。一方，健全な教養を育成するとは，教育の目的である「人

格の完成をめざす（教育基本法第 1 条）」ことに学校図書館活用が機能することである。つ

まり，教育課程以外も含む全ての教育活動に機能することであり，具体的には読書による

人格形成（豊かな人間性の育成）のことである 86）。以上のように，学校図書館活用は学校

教育において重要な役割があり，教員と学校図書館組織構成員の協働構築により，その役

割を果たすことが求められている。しかし，学校図書館法では，教育課程の展開に寄与す

る方法，児童生徒の健全な教養を育成する方法，学校司書の資格要件，司書教諭と学校司

書及び，教員と学校図書館組織構成員それぞれが協働する方法の記述が欠けている。司書

教諭は，“学校図書館の専門的職務を掌る（学校図書館法第 5 条）”，学校司書は，“専ら学
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校図書館の職務に従事する（学校図書館法第 6 条）”と記され，司書教諭配置義務（12 学級

以上の学校），学校司書配置努力義務（資格要件なし）が謳われている。しかし，職務体制

は，総じて，「兼任司書教諭（充て職）」「非常勤・非正規学校司書」である。学校図書館運

営の業務量は，このような職務体制でできる量ではない 87）。そのため，専任の司書教諭及

び常勤・正規の学校司書の配置による職務体制の整備，教員，司書教諭及び学校司書の具

体的な職務内容，司書教諭と学校司書及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築につ

いて，今後の学校図書館法改正の際に明記されることが望まれる。 

一方，2017 年～2018 年改定（小学校 2020，中学校 2021 年，高等学校 2022 年度から実

施される）の新学習指導要領は，「生きる力」の育成を目指している。児童生徒の資質・能

力を，活きて働く「知識及び技能」，どの状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」，

学びを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力，人間性の涵養」の三つの柱で整理

している。さらに，主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の実現に向け

た授業改善の視点，資質能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの推進，社会

に開かれた教育課程の 3 点を示している。カリキュラム・マネジメントでは，教育課程に

基づく教育活動の質を向上させ学習の効果の最大化を図るため，計画・実施・評価・改善

が求められている。このように，新学習指導要領には，学校教育に関して経営的な視点が

盛り込まれている。新学習指導要領における学校図書館に関する記述は，小学校学習指導

要領解説総則編の第 3 節：教育課程の実施と学習評価の「主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善」にある。ここには，7 つの視点が示されており，その中に“学校図書

館を計画的に利用し，その機能の活用を図り，児童の主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善に活かすとともに，児童の自主的・自発的な学習活動や読書活動を充実す

ること。また，地域の図書館や博物館，美術館，劇場，音楽堂等の施設の活用を積極的に

図り，資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること”88），“学校図書館の

利活用を進めるに当たって，図書館資料の充実と，学校図書館の運営等に当たる司書教諭

及び学校司書の配置の充実や資質・能力の向上を図ることが大切である。（略）それぞれが

互いに連携・協力し，組織的に取り組むよう努めることが大切である”89）と記されている。

つまり，「新学習指導要領」は，学校図書館活用に関して，教員と学校図書館組織構成員の

協働構築を組織的に取り組むこと（組織的な運営）を求めている。 

 

1.2.2.3 「第三期教育振興基本計画」と学校図書館組織構成員の協働構築 

 第三期教育振興基本計画 90）（2018～2022 年度）では，教育をめぐる現状と課題を踏ま

え，2030 年を展望した教育政策の重点事項が述べられている。第 1 部には我が国における

今後の教育政策の方向性，第 2 部には今後 5 年間の教育政策の目標と施策群が示されてい

る。第 2 部には，夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する，社会

の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する，生涯学び，活躍できる環境を整え

る，誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する，教育政策推進
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のための基盤を整備する，の 5 点が挙げられている。「教育政策推進のための基盤を整備す

る」の目標の一つに，安全・安心で質の高い教育研究環境の整備があり，その中に，学校

における教材等の教育環境の充実がある。そこには学校図書館活用に関して以下の記述が

ある。“義務教育諸学校における新たな教材整備計画等に基づく教材の整備を推進する。ま

た，学校図書館図書標準の達成に向けた図書の整備や新聞の配備，司書教諭の養成や学校

司書配置に対する支援のほか，学校図書館ガイドラインや学校司書のモデルカリキュラム

の周知により地域ボランティア等も活用しつつ，学校図書館の整備充実を図る”91）。つま

り，「第三期教育振興基本計画」においては，教員の教材整備の推進のために，学校図書館

の整備として，学校図書館資料の充実，司書教諭と学校司書の職務体制の整備，学校図書

館ガイドライン及び学校司書モデルカリキュラムの周知・活用が述べられている。すなわ

ち，学校図書館組織構成員の協働構築の基盤整備及び推進を求めている。 

 

1.2.2.4 研究主任・教務主任と学校図書館組織構成員の協働構築 

学校教育の要である研究主任（校内研究の中核），教務主任（カリキュラム・マネジメン

トの中核）の学校図書館活用に関する認識不足が教員の学校図書館活用に影響を与えてい

るという以下のような指摘がある。“校内研究やカリキュラム・マネジメントにおいて，研

究主任や教務主任に認識されていないため，学校図書館活用に関する研究やカリキュラム

が上がらず，学校図書館の活用につながらない結果になっている”92）。つまり，学校図書

館組織構成員は，研究主任・教務主任に学校図書館活用に関する認識を伝えることで，学

校図書館活用に関する研究や学校図書館活用のカリキュラムが挙がるようになり，教員の

学校図書館活用が期待される。学校図書館組織構成員には研究主任・教務主任との協働が

求められる。 

 

1.2.3 学校図書館活用における組織的背景 

1.2.3.1 学校図書館組織における組織論の条件 

高山正也は，図書館経営において，組織体としての集合的な思考能力が求められると述

べている 93）。この組織体としての集合的な思考能力を高める条件としてベン・へアーズ

（Heris, Ben．）とゴードン・パーソン（Pehrson, Gordon．）は以下の 3 点を強調している。

第一は，組織体の直面する状況や問題に対して個人的な経験と能力で対応できるとする楽

天的な考えを放棄することである。第二は，組織体の業務が行動だけでなく，行動計画を

決定するための思考活動も必要としていることを認めることである。第三は，「単純に考え

る」考え方から，「複雑に考える」考え方へ移行することである 94）。つまり，図書館経営に

は，組織の課題に個人的な経験と能力で対応するのではなく，組織として対応すること，

組織としての業務は行動様式と共に思考様式にも注目すること，組織では，思考の複雑性

を理解することの 3 点が求められる。このことを学校図書館経営に置き換えてみると，個

人的な経験と能力で対応するのではなく組織として対応すること，組織としての業務は行
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動様式と思考様式を共に注目すること，思考の複雑性を理解することである。したがって，

学校図書館経営として，この 3 点の条件に合致した組織論を選択する必要がある。 

 

1.2.4 まとめ：学校図書館活用における教育的背景，協働構築の背景，組織的背景 

学校図書館活用における教育的背景を PISA 調査，子どもの読書活動推進に関する法律，

OECD Education2030，学習指導要領，一斉一律の授業スタイルの限界，構成主義の学習

理論，大学入試改革，文部科学省の組織再編成の視点で概観した。その結果，読解力の育

成」，「国語力育成」，「言語力涵養」，「課題解決学習（探求学習）」，「教科横断型の探求学習」，

「相互教授（共同学習）」，「学習者中心の学習環境」をキーワードに学校教育における学校

図書館活用が求められることが明らかになった。一方，学校図書館活用の阻害要因として，

学習指導要領による学習の過密化と文部科学省の組織再編成による学校図書館活用の学校

教育離れが挙がった。 

学校図書館活用における協働構築の背景を，教員サポート機能，教員の授業スタイル，「学

校図書館法」，「新学習指導要領」，「第三期教育振興基本計画」，研究主任・教務主任と学校

図書館組織構成員の協働の視点で概観した。その結果，学校図書館活用における教員と学

校図書館組織構成員の協働構築が求められていることが明らかになった。 

学校図書館活用における組織的背景は，学校図書館経営において，組織体としての集合

的な思考能力を高めるための 3 つの条件が求められ，この 3 つの条件に合致した組織論の

選択の必要性が明らかになった。 

 

1.3 先行研究 

2010 年代（2011～2020）の日本国内における学校図書館に関する研究文献レビューは，

カレントアウェアネスにおける今井福司のものがある。それによると 12 の観点に分けて

115 件の研究文献を紹介している 95）。その研究対象は，学校図書館専門職に関する研究（11

件），予算や雇用条件に関する研究（7 件），専門性やスキルの議論（7 件），制度や基準の

検討（16 件），情報リテラシー，学校図書館活用スキルに関する研究（11 件），実践研究（研

究誌に絞っても学校図書館実践の論文や報告は数が多いためここでは代表的なもののみ取

り上げると今井が述べている：7 件），蔵書構成，組織化に関わる研究（11 件），養成・研

修に関わる研究（12 件），図書館史のアプローチ（7 件），場としての図書館に関する研究

（6 件），学校図書館研究の理論構築（教育学で捉えた研究）（5 件），その他の研究（15 件）

である。これら 12 の観点の研究を概観すると，研究範囲は学校図書館内に止まっており，

実践研究は紹介しきれないほど数が多く，理論構築の研究は教育学で捉えている研究があ

るのみである。 

学校図書館研究で多い実践研究の形態は，先進的な実践に取り組む地域や学校，専任司

書教諭が活躍する「学校図書館先進校」を研究対象としたものである。つまり，学校図書

館の実践におけるベスト・プラクティスを提示する傾向が強い。その背景には，学校図書
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館の人の配置，資料の整備，施設設備の整備が各教育委員会における予算付け，学校によ

る予算配分により決まるため，地域間格差，学校間格差が大きく，研究対象を絞ることが

難しいことがあげられる。このような中，多くの学校図書館は，「学校図書館先進校」の実

践しているベスト・プラクティスに目を向け，それを模倣してきた。センゲによると，ベ

スト・プラクティスの提示は，何ができるかに人々の目を向けることはできるが，反面，

断片的に模倣したり，遅れを取り戻そうと急激な追い上げをしたりすることに繋がり，部

分を見てその部分をまね，全ての部分がどう連携しているかには目を向けることがない。

そのため，「偉大な組織」をまねようとしても，どのように全ての部分が連携しているかを

知ることはできないため，益よりも害となる可能性があると指摘している 96）。これを学校

図書館に置き換えてみると，「学校図書館先進校」は，学校組織及び学校図書館組織が整備

され，教員と学校図書館組織構成員一人ひとりの学校図書館活用の積み重ねの結果「学校

図書館先進校」となり得ている 97）。そのため，単に「学校図書館先進校」のベスト・プラ

クティスを模倣することは，学校組織及び学校図書館組織の現状や学校図書館活用に関わ

る全ての部分がどのように連携しているのかに目を向けていない。つまり，多くの教員や

学校図書館組織構成員が「学校図書館先進校」をまねようとしても，どのように全ての部

分が連携しているか知ることはできないため，害となる可能性がある。今後は，学校及び

学校図書館両組織の現状や学校図書館活用に係る全ての部分がどのように連携しているの

かに目を向ける研究が必要である。 

また，学校図書館の先行研究は，総じて，学校図書館に止まる研究，学校図書館担当者

に止まる研究が多い。そのため，学校図書館活用を主導していく教員，学校教育からの関

心や支持を得られてこなかった。塩見昇は，『日本学校図書館史』で“学校図書館運動は，

戦後初期に見られた広範な教師や教育関係者達の教育運動としての関心と支持を持続させ

得ず，いわゆる学校図書館関係者の研究・実践に「専門分化」している。学校図書館運動

の再構築が重要な課題であろう”98），“学校図書館運動が学校図書館関係者の“運動”であ

り，教育関係者の関心と支持を得ていないのが現状である”99）と述べている。1986 年に塩

見が提示したこの課題は，35 年を経た現在も学校図書館及び学校図書館研究の課題である。

教員の学校図書館活用の課題を解決する学校図書館研究，教育関係者達の教育運動として

の関心や支持が得られる学校図書館研究でなければ，学校図書館関係者のみの研究に止ま

り，学校図書館研究は教員及び学校教育に貢献することは困難である。つまり，学校図書

館研究には教員の視点，学校教育の視点が求められる。したがって，学校図書館だけを切

り出して考える研究ではなく，学校組織，学校組織構成員，学校教育まで研究範囲を広げ

る研究が必要である。 

 

1.3.1 学校教育における学校図書館活用の研究動向 

 学校教育における学校図書館活用の研究動向を，教員と学校図書館組織構成員の視点で

概観する。教員に対する学校図書館活用支援は学校図書館法に明記されているが，これま
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で，児童生徒に対する支援が主であり，教員に対する支援はあまり考えてこられなかった。

そのため 100），教員に視点を置く学校図書館活用の研究は少ない 101）が，教員と学校図書館

担当教員に視点を置いた研究がいくつか散見される。まず，それらの研究を概観する。 

2008 年，望月道浩は，沖縄県の小規模校における学校図書館担当教員と学校図書館の利

用者である一般の教員の学校図書館に対する認識の違いについての質問紙調査を実施して

いる 102）。両者の認識は，共通して学校図書館担当教員に対する専門性を認める傾向が見ら

れたものの，学校図書館の「学校図書館担当者」「資料」「運営」のカテゴリーに対する充

実度については，否定的認識を持つ傾向が強いことが明らかになったと結論付けている。 

2008 年，全国学校図書館協議会は，2006 年度から 2007 年度に文部科学省の新教育シス

テム開発プログラム事業を受け，その一環として，小学校教員と中学校教員を対象に学校

図書館利用状況について質問紙調査を行っている 103）。学校図書館活用時の問題点として，

「必要な資料がない」「資料が見つけにくい」「児童生徒が利用に慣れていない」「指導の支

援者がいない」が上位に挙げられている。また，総合的な学習の時間に学校図書館を利用

しない理由として，小学校教員は，「教育内容から考えて利用する必要がない」「利用でき

る資料がない」と回答した教員が比較的多いと述べている。 

学校図書館組織構成員側に視点を置いた研究は，司書教諭と学校司書の職務体制と学校

図書館活用の関係に関する研究は少ないが，兼任・専任司書教諭，正規・専任学校司書，

司書教諭の時間確保に関する研究は以下のようなものがある。 

2003 年，入江久恵は，福岡全市の司書教諭への質問紙調査で読書活動推進の実態を調べ，

成果を上げている実践を訪問調査で集め，司書教諭の専門性を活かす取り組みとそれを実

現する学校体制について多くの事例を紹介している 104）。少人数授業担当者が司書教諭の担

当授業を肩代わりすることで司書教諭は週 1 時間の活動時間確保ができ学校図書館の職務

を果たし成果が上がり，教員の学校図書館活用が促進され，司書教諭自身のモチベーショ

ンが上がったとある。司書教諭の時間確保ができる校内体制づくりのためには，学校図書

館の意義や図書館を活用した学習の良さについて教職員が理解していることが前提である

ことにも言及している。校内協力体制構築の方法として，専科教員を加えて交換授業を行

い，時間を確保すること，低学年担任が児童下校後授業を行い，時間を確保すること，学

年合同授業を組み司書教諭以外の教員が指導を行い，その時間を司書教諭の取り組み時間

とすることが挙がっている。 

2012 年，日本学校図書館学会調査委員会は，東京都，千葉，埼玉県，神奈川県，静岡県，

福岡県の公・私立小・中・高等学校から無作為に 599 校抽出し（197 校回答），校長及び司

書教諭に対して，学校図書館の現状に関するアンケート調査を実施している 105）。司書教諭

の時間確保に関して小学校（67 校）では，特別な配慮はしていない（85％），他の校務分掌

が軽くなるようにしている（13％），司書教諭の持ち授業時間数を軽減している（0％），そ

の他（2％）という結果であり，司書教諭として学校図書館に関わる時間をほとんど持てな

い現状が浮き彫りになっている。司書教諭として重視したいのに実施困難と感じる仕事と
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して高い割合を示したものは「教員への学校図書館利活用推進の働きかけ」「チーム・ティ

ーチングなどの授業中の支援」「授業準備の支援（資料選定，取り寄せ）」である。実施困

難な理由として高い割合を示したのは「司書教諭自身が授業に追われ他の教員の指導や支

援のために時間が取れないから」「教員は授業優先で学校図書館活用や利用指導の時間の設

定ができないから」が挙がっている。 

学校教育における学校図書館活用の研究動向をまとめると，教員に視点を置いた研究は

少ない。しかし，教員と学校図書館組織構成員を対象とした，学校図書館に対する認識の

違い，学校図書館の利用状況についての質問紙調査がある。その結果，教員は学校図書館

組織構成員に対する専門性の認識はある，学校図書館担当教員から教員への支援は不足し

ている，学校図書館組織構成員・学校図書館資料・学校図書館運営，児童生徒への利用指

導は充実していないことが明らかにされた。しかし，教員の学校図書館活用における実態

に関しての詳細な研究は行われていない。一方，学校図書館組織構成員や学校図書館組織

に視点を置いた研究は多い。中でも司書教諭対象とした研究には，司書教諭を活かす学校

体制，司書教諭の時間確保に関する調査がある。その結果，司書教諭の時間確保により，

教員の学校図書館活用が促進され，司書教諭のモチベーションが上がることが明らかにさ

れた。しかし，司書教諭の時間確保はほとんどできない現状であること，司書教諭は，教

員支援を実施したいが時間不足を感じていること，支援される側の教員も学校図書館利活

用の時間設定ができないことが明らかにされた。しかし，司書教諭と学校司書の職務体制

の現状と教員の学校図書館活用に関しての詳細な研究は行われていない。 

 今後の学校教育における学校図書館活用の研究は，教員の学校図書館活用の実態を詳細

に検討し，教員の学校図書館活用の要因を明らかにする研究と司書教諭・学校司書の職務

体制と学校図書館活用の現状を明らかにする詳細な研究が必要である。 

 

1.3.2 学校図書館活用における協働構築の研究動向 

学校図書館活用における協働構築の研究動向を，「学校組織内」，「学校図書館組織内」，「教

員と学校図書館組織構成員」の 3 つの協働構築の視点に分けて整理する。まず，学校組織

内の協働についての研究動向を概観する。 

2011 年，天笠茂は，学校組織に関する研究において，教員が多忙な中で質の高い教育を

実現するためには学校組織の在り方が重要であり，教員が個々に働く組織「個業」から「協

働」を構築できる組織への転換が求められると述べている。学校組織内で協働を構築する

には，管理職だけでなく授業を担当する全教員が教育活動も学校経営の一部と考え，組織

を意識して行動するという組織観を持ち，学校経営に参画する。校長を中心に，このよう

な組織体制を創造することであると言及している 106）。 

2009 年，浜田博文は，学校組織体制が不十分な公立小学校において，学校改善を進める

ことができる組織になるために必要な条件を 4 年間（2003～2006 年度）にわたり考察し，

学校改善を進めることのできる組織には協働があることを明らかにした。教員間の協働を
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構築するには，教員個人の自律性（個業性）の尊重が欠かせないが，教員の協働構築とは

相反する。そのため，協働構築には，教員の自律性（個業性）のデメリットをなくす必要

があると論じている 107）。 

2017 年，水本徳明は，教員の協働構築には，教員の自律性が求められるが，相反する協

働構築と自律性を統合すること，つまり，パラドクシカルな統合は困難であると述べてい

る。教員の自律性を確立し協働を構築するために，公教育経営における権力様式を，目標

と手段を同一のものと認識し命令・断定として語る宣言型である「構成的規則」から，目

標と手段を別物として認識し希望として語る指令型である「規制的規則」の言語行為へ変

換することを提案している。このことで，教員は当事者性を回復し，自律性を回復し，教

員間の協働が構築されると主張している 108）。 

学校組織内の協働構築の研究動向をまとめると，全教員参加の組織体制の構築として，

教員の自律性（個業性）と協働の統合，つまり，相反するものの統合が求められるが，こ

の統合は難しく，教員の自律性（個業性）のデメリットをなくす必要があることが示され

た。また，「構成的規則」から「規制的規則」の言語行為へ変換することで教員の当事者性

と自律性（個業性）を回復させることで協働を構築することが示された。今後は，学校組

織の特徴である個業型のデメリットを抑制することで協働を構築する方法を具体的に示す

必要がある。 

次に，学校図書館組織内の協働構築の研究動向を概観する。2002 年，中村百合子と黒沢

学は，千葉県市川市の幼稚園，小・中学校における学校図書館に関わる複数の教職員（学

校図書館担当教員，学校司書）に対して，図書館の重要度，職種別の役割認知を調べ，両

者の回答を比較する質問紙調査を実施している。学校図書館の機能についての理解は，両

者でほぼ一致していたが，職務分担に関しては，特に教育的な要素の強い職務の認識に両

者で差がみられ，全般に，学校司書が自らの責任を高めに評定する傾向があった 109）。つま

り，学校図書館担当教員と学校司書の職務分担に対する意識差があり，職務分担を明らか

にすることは難しく，このことが両者の協働構築の難しさを表している。 

 2000 年，塩見昇は，図書館にとり不可欠な専門職員が学校図書館において不在であった

要因を述べ，学校図書館の専門職員の定義，学校図書館に必要な人物像を論じている。司

書教諭と学校司書が協働するには，両者は共に学校図書館の働きに関わる専門職であり，

両者の職務内容は別のものであるが相互に重なり合う部分を含んでおり，両者の働きは相

補関係にあるという認識が重要である。この相補関係は，両者が職務の違いを認め合い協

同することで強まると述べている 110）。つまり，両者の職務分担を明確にすることは難しく，

両者の協働構築は難しいが，両者が互いの職務を認識し合うことが求められる。 

 2005 年，吉田昭は，茨城県の公立小学校 587 校の管理職，図書担当教員，一般教員それ

ぞれ 1 名に対し，学校図書館の業務について望ましい担当者は誰なのかを問うことで教員

の意識の内実を探ろうと試みた質問紙調査をしている。学校図書館の担当業務に対しては，

教員の意識の中に一定の指向性が形成されており，担当者間の関係性も看取することがで
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きると論じている。そのうえで，学校図書館に関与する全ての人の協力が大切であり，そ

の前提として，それぞれの職務分担を明確にされなければならないと述べている 111）。 

 2014 年，平久江祐司は，学校図書館法に学校司書が規定され，2 職種併置で学校図書館

が運営されることが法的に明示されたことを受け，両者の協働構築が学校図書館運営の核

となると指摘している。両者の協働構築には，まず，職務分担を明らかにし示すことが重

要であると言及している 112）。  

 学校図書館内の協働構築の研究動向をまとめると，学校図書館組織構成員（司書教諭，

学校司書）の職務分担を明確にすることが求められるが，両者の職務分担に対する意識差

があること，両者の職務内容が相互に重なり合うことがあり，職務分担を明らかにするこ

とは困難である。しかし，両者の職務を検討し，両者の職務分担を明らかにする協働構築

の研究が必要である。 

最後に，教員と学校図書館組織構成員の協働構築の研究動向を概観する。1974 年，矢内

昭は，学校図書館の運営に関する問題について，“今日最大の課題は人的構成の関係論（協

力体制）であり，こじれてしまっており，その解決を阻む壁は大きいが放置できない状態

である”と述べ，協力体制構築を阻む要因（協働を妨げる要因）を 12 点挙げている。その

内訳は，学校外の要因が 2 点，学校内の要因が 10 点（学校図書館担当者の位置づけ 2 点，

学校文化に関して 5 点，対人関係 1 点，理論と現場の乖離 2 点）である。具体的には，学

校図書館法やその他の指針に教員と学校図書館組織構成員の協働体制に関する項目がない

こと，司書教諭は学校図書館活用の中心的役割を担うが総括的地位にふさわしい位置づけ

がないこと，学校司書 113）は，資格要件がなく専門職として認められず学校内での位置づけ

が低いこと，教員は異職種間の協働を敬遠する傾向があること，協働体制の理論はあるが，

現場では実践されなかったこと等明らかにしている 114）。この研究は，約 50 年前の研究だ

が，現在の学校及び学校図書館の置かれている状況に当てはまる部分が多い。ただし，学

校図書館法の 2 回の改正により，学校図書館は司書教諭と学校司書の二職種併置になって

いることと，大学において「学校司書モデルカリキュラム」の講義が近年始まり，学校司

書の専門性も担保される方向に動き始めていることには留意する必要がある。 

 2006 年，坂田仰，黒川雅子，河内祥子は，教員の司書教諭に対する協働意識について研

究している。司書教諭が教育改革の中核的な存在としての役割を果たすには教員との協働

が不可欠である。しかし，司書教諭発令が担任兼任であり，時間的に学校図書館に関する

職務ができないため，教員が協働と感じることは学校図書館運営をめぐる事務的な作業に

偏向しており，司書教諭を協働の相手と認識していない現状を指摘している。その対策と

して，管理職はじめ教職員の意識改革を図るために，司書教諭が他の教職員に学校図書館

の理念・役割・現状を伝えることを挙げている 115）。 

2017 年，吉澤小百合，平久江祐司は，静岡県，神奈川県，千葉県の 9 自治体における 12

学級以上の小中学校 378 校の国語科の教員と社会科の主任を対象に，司書教諭・学校司書

の学習支援に関する職務に対する教員の要望の現状を調査し，その結果を以下のとおり示
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している。教員の要望は，レファレンス，利用指導，読書案内における資料・情報を効果

的に提供する職務に対して高く，職員会議・分掌等の会議での学校図書館に関する提案，

指導計画策定等の企画・立案・評価を伴うような密接な協働が必要とされる職務に対する

要望は低い。教員は読書指導と教科指導を不可分のものと認識し学校図書館活用への関心

が高い。教員は学校図書館組織構成員の支援に対して期待しているが，支援に対する期待

とのギャップを強く感じている。兼任司書教諭，非常勤学校司書という職務体制のため，

協働が難しくなっている。つまり，今後は，教員の要望に沿った学習支援を充実すること，

読書指導と教科指導を統合した学習支援を提供すること，支援における教員の意識のギャ

ップを克服することの 3 点の必要性を指摘している。その中で，教員の意識のギャップを

克服するために，司書教諭は教員とのコミュニケーションの活性化，校長はリーダーシッ

プの発揮，教育委員会は職務体制の整備が求められると説いている 116）。 

2018 年，安藤友張は，「チームとしての学校」との関係において教員から学校図書館組織

構成員に求められる役割や可能性について考察している。学校図書館には，「チームとして

の学校」の関係において，役割や可能性があることを述べている。ただし，「チームとして

の学校」を実現するためには，教員以外の専門職としての学校図書館組織構成員を専任・

正規の職務体制で配置する必要があるが，この実現の難しさを指摘している 117）。 

教員と学校図書館組織構成員の協働構築の研究動向をまとめると，協働構築を阻む要因

として，学校組織内での学校図書館組織構成員の位置づけの低さ，協働に不慣れな学校組

織文化，協働構築の理論はあっても現場で実践されないことが挙がった。また，教員は司

書教諭を学校図書館活用における協働相手として認識していないこと，教員は学校図書館

活用における教員支援に対しての期待とのギャップを強く感じていることが挙がった。こ

れらの要因を抑制する方法として，学校図書館活用に関する教員の認識の喚起，両者のコ

ミュニケーションの活性化，「チーム学校」における学校図書館の職務体制の整備が挙がっ

た。今後は，教員と学校図書館組織構成員の協働構築の具体的な方法を提示する研究が必

要である。 

また，学校図書館活用における協働構築の研究は，学校図書館組織と学校図書館組織構

成員に止まる実践研究が多い。その理由を根本は次のように述べている。“第一に，学校図

書館に司書教諭の配置が進まず，学校図書館は無人で鍵がかかっており，非常勤の職員が

限定的に学校図書館の仕事に従事している状況であったこと（職務体制の不備），第二に，

職員制度の混乱の中，学校図書館の専門職員のアイデンティティが一つのまとまったもの

として形成することなく，力強い働きは期待できなかったこと（専門職の定義が不確定），

第三に，日本の図書館学・図書館情報学では米国の理論や実践の翻訳，分析が幾度も行わ

れ，日本における手本となったが，日本の文化的背景，教育思想，教育制度，教育政策等

の相違からそれらは学校現場で受け入れられることがなかったこと 118）（米国の学校図書館

を手本に発展）”の 3 点を挙げている 119）。つまり，学校図書館の職務体制の不備，学校図

書館組織構成員定義の不確定，米国の学校図書館を手本に発展の結果，学校組織や学校組
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織構成員に学校図書館活用は認知される状況ではなかった。そのため，学校図書館活用に

おける協働の研究は学校図書館組織内の研究に止まっていた。今後は，学校図書館を活用

する主体は教員であるため，学校組織と学校組織構成員まで研究範囲を広げた研究が必要

である。 

今後の学校図書館活用における協働構築の研究は，研究範囲を学校組織と学校組織構成

員まで広げた研究が求められる。さらに，3 つの協働の視点から具体的な協働構築方法を提

示する研究が必要である。学校組織内の協働では，学校組織の特徴である「個業型」のデ

メリットを抑制することで協働構築する方法を具体的に提示する研究が求められる。学校

図書館組織内の協働では，学校図書館組織構成員の職務分担を明確にする研究が求められ

る。教員と学校図書館組織構成員の協働では，協働構築の具体的な方法を提示する研究が

求められる。 

 

1.3.3 学校図書館活用における組織論応用の研究動向 

 近年，2 回の学校図書館法改正や学校図書館関係者の要望等により，学校図書館に司書教

諭の発令，学校司書の配置が進むようになり，学校図書館の 2 人体制化が進み，学校図書

館は組織とみなすことができるようになってきている。しかし，学校図書館は長いこと一

人職場といわれ，組織として成立していなかった。そのため，学校図書館研究において組

織論を用いた研究は散見されない。このような中，学校図書館経営（運営）に関する研究

は存在する。1950 年以降の代表的な研究を年代順に以下に記す。 

1950 年に図書館教育研究会より刊行された『学校図書館学概論』では，学校図書館の目

標は学校の教育目標と同一と論じられ 120），1959 年に文部省より刊行された『学校図書館

運営の手びき』では，学校図書館運営は学校経営全体の立場からそのあり方を認識するこ

とが大切であると述べている 121）。1970 年，戦後学校図書館経営の在り方を示した尾原淳

夫は，“学校図書館は学校全体に開放され，教育活動に道が通じ，利用される存在”と述べ

ている 122）。 

 1970 年，長倉美恵子は，学校図書館運営組織を学校経営の視点から研究している。学校

図書館組織に最も影響のあるのは，学校規模（生徒数，教職員数）であり，次に，学校図

書館運営組織の構成員（部長，主任級，中堅教員，教務主任）である。図書部長の地位は

他の部長と同じで，校長の意向の反映も他の部と同じであり，図書部長の任期は長い。以

上のことから，学校図書館運営組織の構成員は部長，主任級等の学校経営へ影響力のある

教員がなっていると言及している 123）。 

1973 年，長倉は，学校経営の中で学校図書館運営がいかに捉えられ，学校図書館組織は

いかに編成され，どのような経営機能を委嘱され，学校全体の教育計画といかなる関連を

持って運営されているかを英米両国と日本の比較を中心に調査研究をしている。その結果，

日本の学校図書館組織は，複数の教員で分担し運営している（小規模学校等を除く）。英米

両国は，ほとんど 1 人で運営されており，組織は見かけられないと述べている。また，“従
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来の図書館学には，奉仕理念さえ確立せられれば，経営方針は自明となり，運営は自ら軌

道に乗るとし，その経営管理を体験主義に委ねる傾向がみられた”と指摘し，“この状態を

変革せしめるためには，学校経営論と図書館学を融合せしめ，新たに学校図書館論を開発

し調査・研究・実践が試みられねばならない”と説いている 124）。 

2003 年，平久江は，学校図書館及び司書教諭に対する校長のリーダーシップに関して調

査研究し，学校経営に責任を持つ校長の学校図書館に対する理解が学校図書館や学校図書

館組織構成員の在り方（学校図書館経営）に大きな影響を与えることを指摘している 125）。 

2005 年，平久江は，学校図書館ネットワーク構築を通じて，学校経営を越えたより広い

教育経営の視点から学校図書館経営を捉え直すこと，自立的・主体的な学校図書館経営の

必要性を述べている。同時に，司書教諭科目「学校経営と学校図書館」の新設は，学校図

書館経営の転機であり，司書教諭は学校図書館経営概念の明確化，内容の体系化を図り，

学校図書館を一つの経営体として捉え，教育経営の視点から自立的な学校図書館経営の実

現を図ることである，と述べている 126）。 

2016 年，塩見は，学校図書館の教育力を活かすための 5 つの条件を挙げており，5 つ目

の条件である運営体制の整備について以下のように述べている。学校図書館の運営体制は

学校図書館組織を作り，計画・実行・点検・評価を実施し，その結果を学校と共有するこ

とと，管理職の学校図書館に関する認識・理解の必要性を述べている。さらに，学校に求

められる役割が多様化，複雑化しているため，教員だけでは対応できないことは明らかで

ある。そのため，さまざまな専門家の参加と協力が必要であり，「チームとしての学校」の

一員としての学校図書館担当者が求められることを指摘している 127）。 

学校図書館活用における学校図書館経営（運営）の研究動向をまとめると，学校図書館

経営は学校経営全体の立場からそのあり方を認識する必要がある，学校図書館運営組織に

学校経営に影響力のある教員を配置する必要がある，学校図書館運営と学校経営を融合さ

せる必要がある，学校経営の責任者である校長の学校図書館に対する認識・理解を得る必

要がある，学校図書館経営を教育経営の視点から捉え直す必要がある，学校図書館担当者

はチーム学校の員となることが述べられていた。つまり，学校図書館経営と学校経営の一

体論が主流であり，組織論を応用した論理的な研究は散見しなかった。 

今後の学校図書館活用における組織論応用の研究は，学校図書館組織を学校組織内にお

いて自立した組織と捉え，組織論を応用した論理的な研究が必要である。 

 

1.3.4 まとめ：先行研究 

本節では，学校と学校図書館における学校図書館活用の先行研究の動向を，学校教育に

おける学校図書館活用の研究，学校図書館活用における協働構築の研究，学校図書館活用

における組織論の研究の 3 つの視点で概観した。 

これら 3 つの視点から次の 3 つの研究の必要性を指摘した。第一に，学校教育における

学校図書館活用の研究は，教員の学校図書館活用の実態を詳細に検討し教員の学校図書館
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活用の要因を明らかにする研究と，司書教諭と学校司書の職務体制の現状と教員の学校図

書館活用における詳細な研究が必要である（Ⅰ章：1.3.1 参照）。第二に，学校図書館活用に

おける協働構築の研究は，研究範囲を学校組織と学校組織構成員まで広げた研究が求めら

れる。さらに，3 つの協働の視点から具体的な協働構築方法を提示する研究が必要である。

学校組織内の協働では，学校組織の特徴である「個業型」のデメリットを抑制することで

協働構築する方法を具体的に提示する研究が求められる。学校図書館組織内の協働では，

学校図書館組織構成員の職務分担を明確にする研究が求められる。教員と学校図書館組織

構成員の協働では，協働構築の具体的な方法を提示する研究が求められる（Ⅰ章：1.3.2 参

照）。第三に，学校図書館活用における組織論応用の研究は，学校図書館組織を学校組織に

内において自立した組織と捉え，組織論を応用した論理的な研究が必要である（Ⅰ章：1.3.3

参照）。 

 

1.4 研究目的，研究課題，研究範囲 

先行研究の動向から以下のような研究が求められることが明らかになった。 

学校教育における学校図書館活用の研究は，教員の学校図書館活用の実態を詳細に検討

し教員の学校図書館活用の要因を明らかにする研究，司書教諭と学校司書の職務体制の現

状と学校図書館活用を明らかにする研究，研究範囲を学校組織と学校組織構成員まで広げ

た研究である。学校図書館活用における協働構築の研究は，学校組織の特徴を考慮した研

究，学校図書館組織構成員の職務分担を明確にする研究，協働構築の具体的な方法を提示

する研究である。学校図書館活用における組織論応用の研究は，組織論を応用した論理的

な研究である。以上のような求められる研究を実施するために，研究目的，研究課題，研

究対象と研究範囲を決定した。 

 

1.4.1 研究目的 

本研究では，学校教育において学校図書館の活用を推進するため，教員・司書教諭・学

校司書の協働構築の具体的な方法を組織論の視点で明らかにする。 

 

1.4.2 研究課題 

 本研究の研究課題は次の 3 点である。第 1 の課題は，学校教育における学校図書館活用

の要因を検討し，協働の現状を明らかにする。第 2 の課題は，学校と学校図書館両組織内

及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築における阻害要因を検討し，阻害要因を抑

制し協働を構築する方法を明らかにする。第 3 の課題は，学校組織に合致した協働を構築

する組織論を選択し，その組織論を枠組みに研究課題 2 で明らかにされた協働構築方法を

具体化する。 
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1.4.3 研究対象と研究範囲 

 研究対象は小学校に限定した。研究対象を小学校に限定した理由は，小学校，中学校，

高等学校すべてを調査対象にすることは調査及び分析規模面で困難であること，学校教育

における学校図書館の活用面，指導面において小学校は多様性が大きいこと，小学校は学

校教育における学習の基盤が培われる学校段階であることが挙げられる。 

研究範囲は，学校教育，学校組織，学校組織構成員，学校図書館活用（学校教育におけ

る），学校図書館組織，学校図書館組織構成員である。 

 

1.5 論文の構成と概要 

1.5.1 論文の構成図 

 本論文は 6 章で構成される。各章は，研究課題と対応している。図 1-2 は各章と研究課

題の関係，つまり，本論文の構成をまとめたものである。 

Ⅰ章は序論を述べ，Ⅱ章は，学校教育における学校図書館活用の要因を検討し，協働の

現状を明らかにする。Ⅲ章は，3 つの協働構築における阻害要因を検討し，阻害要因を抑制

し協働を構築する方法を明らかにする。Ⅳ章は，学校組織に合致した協働を構築する組織

論を選択し，その組織論を枠組みにⅢ章で明らかにされた協働構築方法を具体化する。Ⅴ

章で総合考察，Ⅵ章で結論を述べる（図 1-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 論文の構成図 
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1.5.2 論文の概要 

Ⅰ章：序論 

 Ⅰ章では，まず，学校図書館と学校図書館活用，組織と協働について本研究での捉え方

を示した。次に，学校教育における学校図書館活用の教育的な背景，学校図書館活用にお

ける協働構築の背景，協働構築における理論としての組織論の背景を述べた。次に，学校

教育における学校図書館活用の研究，学校図書館における協働構築の研究，学校図書館活

用における組織的研究の 3 つの研究動向を概観した。最後に，本研究の研究目的と研究課

題を示し，本論文の構成と概要を述べる。 

 

Ⅱ章：学校教育における学校図書館活用の要因と協働の現状 

Ⅱ章では，学校教育における学校図書館活用の要因を検討し，協働の現状を明らかにす

る。まず，教員に視点を置き，教員の学校図書館活用の意識と利用の実態を調査し（研究

1-調査 1：質問紙調査，調査 2：面接調査），教員の学校図書館活用に影響を与え得る要因

を検討し，協働の現状を明らかにする。次に，学校図書館担当者の職務体制に視点を置き，

職務体制の違いによる学校図書館サービスの状況と教員の学校図書館活用の実態を分析し，

職務体制別に教員の学校図書館活用に影響を与え得る効果を検討し，協働の現状を明らか

にする（研究 2-調査 1：ウェブアンケート調査の分析）。さらに，教員と学校図書館担当教

員の協働の実態を分析し，協働の現状を明らかにする（研究 2-調査 2：ウェブアンケート調

査の分析）。最後に，研究 1（調査 1，2），研究 2（調査 1，2）で検討された教員の学校図

書館活用に影響を与え得る要因と学校図書館活用における協働の現状を明らかにする。 

 

Ⅲ章：学校図書館活用における協働構築の阻害要因と協働構築方法 

Ⅲ章では，まず，学校組織内，学校図書館組織内，教員と学校図書館組織構成員の 3 つ

の協働構築における阻害要因をそれぞれ検討し，次に，阻害要因を抑制し，協働を構築す

る方法を文献調査で明らかにする。（研究 3）。 

 

Ⅳ章：学校図書館活用における協働構築の理論と方法：センゲの「学習する組織論」を枠

組みに 

Ⅳ章では，まず，組織論の中から学校組織に合致した協働構築のための組織論を文献調

査で選択し（研究 4），次に，この組織論を枠組みにⅢ章で明らかにされた協働構築方法を

具体化し提示する。 

 

Ⅴ章：総合考察 

Ⅴ章では，まず，研究課題に対応して得られた知見を述べる。次に，研究の意義として，

学術的意義と社会的意義について述べる。次に，研究の限界と今後の課題を述べる。最後

に，研究の発展を述べる。 
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Ⅵ章：結論 

Ⅵ章では，本研究の結論として研究課題に対応して得られた知見を提示し，学校教育に

おける教員・司書教諭・学校司書の協働構築について考察する。 
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Ⅱ章：学校教育における学校図書館活用の要因と協働の現状 

 

Ⅱ章では，学校教育における学校図書館活用の要因を検討し，協働の現状を明らかにす

る。まず，教員に視点を置き，教員の学校図書館活用の意識と利用の実態を調査し（研究

1-調査 1：質問紙調査，調査 2：面接調査），教員の学校図書館活用に影響を与え得る要因

を検討し，協働の現状を明らかにする。次に，学校図書館担当者の職務体制に視点を置き，

職務体制の違いによる学校図書館サービスの状況と教員の学校図書館活用の実態を分析し，

職務体制別に教員の学校図書館活用に影響を与え得る効果を検討し，協働の現状を明らか

にする（研究 2-調査 1：ウェブアンケート調査の分析）。さらに，教員と学校図書館担当教

員の協働の実態を分析し，協働の現状を明らかにする（研究 2-調査 2：ウェブアンケート調

査の分析）。最後に，研究 1（調査 1，2），研究 2（調査 1，2）で検討された教員の学校図

書館活用に影響を与え得る要因と学校図書館活用における協働の現状を明らかにする。 

 

2.1 司書教諭の職務体制 

2.1.1 司書教諭の活動時間確保措置 

「司書教諭の活動時間確保」は，「司書教諭の活動時間減免（軽減）」といわれることが

多く，文部科学省の「学校図書館法の一部を改正する法律等の施行について（通知）」1）に

おいても，“司書教諭がその職責を十分に果たせるよう，校内における教職員の協力体制の

確立に努めること。その際，各学校の実情に応じ，校務分掌の工夫を行い，司書教諭の授

業時間数の減免を行うことは，従来と同様，可能である”と表記されているが，本研究で

は，「司書教諭が学校図書館の職務に当たる時間の確保」と捉え，「司書教諭の活動時間確

保」とした。 

学校図書館の経営・運営について中心的な役割を担う司書教諭だが定数法の位置付けが 

なく，教員等の定数の中で配置され，学級担任，教科担任等の兼任であるため，司書教諭

として学校図書館の職務を実施する時間は確保されていない現状である 2）。つまり，司書教

諭は「兼任司書教諭」である。 

しかし，「学校図書館の専門的職務を掌る」には，司書教諭の仕事量，専門性からみても，

とても「兼任」でできる職務ではなく，職務量の多さからいえば，兼任ではなく専任の司

書教諭という独立した「職」が求められる。専任司書教諭が難しいとしても，その職務の

活動時間の確保，もしくは，司書教諭が発令され，その職務に充てられている間の専任化

の措置がとれるような改善が求められる。学校図書館の仕事をする時間の確保がないとい

うことは，司書教諭にとり大きな負担であり，同時に職務を十分に実施できない状況を生

み出している。 

 

2.1.2 司書教諭の活動時間確保等の現状 

全国 SLA による「学校図書館調査」では，「学校図書館における司書教諭の現状」に関
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しての調査報告をしている。全国 SLA の研究調査部は，毎年 6 月に全国の小・中・高校か

ら都道府県ごとに 3％の学校を無作為抽出し，学校図書館のメディア，職員，経費等に関し

た質問紙調査を実施し，『学校図書館』誌 11 月号に報告している。その中から「学校図書

館の職員」を参考に，「司書教諭の時間確保等の現状（小学校）」を表 2-1 にまとめ，「学校

図書館職員の課題（小学校～高校）」を表 2-2 にまとめた 3）4）5）6）7）8）9）10）11）。 

まず，「司書教諭の時間確保等の現状（小学校）」を概観する。 

1997 年の学校図書館法一部改正により，2003 年から 12 学級以上の学校には司書教諭が

必置となったため，2002 年に司書教諭発令の割合が 8.2％であったのが 2003 年には 52.1％

と急激に増加している。その後は発令が順調に進み，2015 年には 70.7％となったが，その

後は司書教諭の発令は減少し，2019 年には 58.6％となっている。この要因としては学校司

書の法制化（2014 年）により，2015 年に 68.1％であった学校司書の配置が 2019 年には

79.9％へと配置が進んだことが挙げられる。 

2019 年の時点で，司書教諭の資格を持っている教員は 85.1％の小学校において各校 2.6

人いるが，司書教諭発令校の割合は 58.6％である。このことから，有資格者が司書教諭に

発令されるとは限らないことが推察される。有資格者が司書教諭として発令されることに

なれば，85.1％の学校には 2 人体制で司書教諭配置が可能となる。 

司書教諭発令校における司書教諭の時間確保のある学校の割合は，2011 年以降 10％前後

であり，2019 年には 13.1％であり，微増している。しかし，86.9％の司書教諭は学級担任

兼任・充て職であり，司書教諭は時間確保のないまま学校図書館の仕事をしているのが現

状である。司書教諭の業務は，学校図書館経営方針の立案，学校図書館経営・運営計画の

立案，研修計画の立案，学校図書館組織の編成，規程・基準類の作成，学校図書館評価，

校内・校外組織との連絡・調整，読書指導の実施・協力・支援，学習指導の実施・協力・

支援，情報活用能力育成指導の実施・協力・支援，児童生徒図書委員会の指導，以上の 11

項目が挙げられている 12）。これらの仕事は，学級担任兼任・充て職である司書教諭には大

きな負担となっている。一方，司書教諭が学校図書館の職務を遂行するための活動時間の

目安は「学校図書館基準（文部省，1955）」の学校図書館職員：C-2 に“兼任司書教諭の担

当授業時間数は，週 10 時間以下とする”とある。しかし，実際に確保されている時間は，

2018 年の週に 7.6 時間を除くと週に 3.0～4.2 時間と非常に少ない（表 2-1）。 
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表 2-1 司書教諭有資格者の人数と有資格者のいる学校の割合，司書教諭発令校の割合，司

書教諭時間確保の割合と確保時間：2002 年～2019 年（小学校） 

年度 

司書教諭有資格者

の人数と司書教諭

有資格者のいる学

校の割合 

司書教諭発令校 

の割合 

司書教諭時間確保

の割合と確保時間 

学校司書配置 

の割合 

2002 1.9 人（63.2％） 8.2％ 調査なし 30.8% 

2003 2.1 人（81.2％） 52.1％ 調査なし 37.1% 

2004 2.1 人（82.9％） 54.3％ 8.1％（3.1 時間） 39.7％ 

2005 2.4 人（87.4％） 64.8％ 14.6％（4.8 時間） 40.7％ 

2006 2.4 人（86.8％） 60.0％ 12.6％（2.7 時間） 43.2％ 

2007 2.6 人（84.0％） 61.2％ 11.2％（3.5 時間） 44.9％ 

2008 2.5 人（84.9％） 52.2％ 11.8％（4.1 時間） 50.3％ 

2009 2.6 人（85.1％） 58.0％ 11.4％（3.9 時間） 48.3％ 

2010 2.5 人（80.3％） 52.0％ 調査なし 50.9％ 

2011 2.6 人（85.3％） 53.4％ 10.7％（確保時間

調査なし） 

53.1% 

2012 2.8 人（82.9％） 60.9％ 10.1％（確保時間

調査なし） 

55.4% 

2013 2.8 人（87.9％） 67.9％ 9.4％（3.3 時間） 66.4% 

2014 2.9 人（90.0％） 59.4％ 11.3％（3.7 時間） 64.1% 

2015 2.8 人（89.1％） 70.7％ 9.7％（3.0 時間） 68.1% 

2016 2.8 人（87.8％） 65.7％ 12.2％（4.2 時間） 70.8％ 

2017 2.8 人（89.6％） 58.3％ 11.3％（2.3 時間） 72.2％ 

2018 2.7 人（89.5％） 62.4％ 12.0％（7.6 時間） 78.9％ 

2019 2.6 人（85.1％） 58.6％ 13.1％（2.3 時間） 79.9％ 

 

次に，「学校図書館職員における課題（小学校～高校）」を概観すると，2011 年～2015 年

の 5 年間のうち，4 年間は「司書教諭時間確保」が課題であり，学校図書館の職員における

最重要な課題となっている。その後，2016 年以降は，学校司書法制化（2014）を受け，「司

書教諭時間確保」から「学校司書配置」，「司書教諭と学校司書の協働」へと課題が変化し

ている（表 2-2）。 
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表 2-2 学校図書館の職員の課題：2011 年～2019 年（小学校～高校） 

年度 学校図書館職員の課題 内容 

2011 司書教諭の時間確保 

9 割が「なし」 

時間確保は喫緊の課題である 

2012 司書教諭の時間確保 

9 割が「なし」 

時間確保は喫緊の課題である 

2013 司書教諭に時間を， 

学校司書を教育職に 

司書教諭が実力を付けて行くための時間が絶対に必要である。

学校司書は授業にも関われる存在として教育職であることがふ

さわしい 

2014 高校で学校司書増加 高校の学校司書配置において2013年76.9％に低下したが2014

年 89.5％となり過去 10 年で最高になった 

2015 司書教諭の時間確保が

課題 

司書教諭の時間確保校の割合，確保時間数の増加が見られず，

司書教諭の活動時間確保の必要性を各教育委員会，各学校で対

処しなければならない 

2016 学校司書の法制化と 

司書教諭との連携 

2014 年学校司書が法制化され，配置が進んでいる。司書教諭の

確保時間数も増やし，学校司書と司書教諭が両輪となり学校図

書館経営を実行し，学校図書館活用をより充実させる必要があ

る 

2017 司書教諭配置率の低下

と学校司書の増加 

司書教諭資格者が各学校に複数あるが発令されない学校が 4 割

近くあり，発令割合も下がっている。時間確保の割合，時間共

に減少している。一方，学校司書配置は増加している。両者の

職務の違いについて浸透させる必要がある（学校司書がいれば

司書教諭は必要ないと考えている自治体が多いのだろう。両者

の違いと職務量を鑑みると司書教諭発令も進めないといけな

い） 

2018 進む学校司書の増加，

非正規雇用化 

司書教諭の発令が 2017 年に減少したが回復している。時間確

保の割合は変化ないが時間が増加している。一方，学校司書は

増加しているが，正規職員が減り（－2.4％）非正規職員が増え

ている（＋2.4％）。行政にとり，司書教諭発令より安易に扱い

やすい学校司書配置に流れているのではないかと懸念される 

2019 進む学校司書の配置，

非正規雇用化 

司書教諭の発令割合，確保時間数共に減少している。一方，学

校司書配置は増加しており，司書教諭のやるべき業務を学校司

書が代替しているのではないかと危惧される（学校司書がいれ

ば司書教諭は必要ないと考えている自治体が多いのだろう。両

者の違いと職務量を鑑みると司書教諭発令も進めないといけな

い） 
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2.1.3 司書教諭の活動時間確保に関する施策と施策を実施している自治体 

1997 年の学校図書館法改正は，司書教諭時間確保に関して言及されることがなく，「兼

任・充て職」の司書教諭発令に留まり，学校図書館の活用を推進するものとならなかった。

しかし，「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開（2005）」13）（2）学校教育に関す

る施策には，小規模校（12 学級未満）への司書教諭の配置，学校図書館に関する業務を担

当する職員配置の推進と，司書教諭の担当授業の軽減・専任化などの推進が述べられてい

る。また，文部科学省より各都道府県教育委員会に等に通知された「学校図書館法の一部

を改正する法律等の施行について（通知）（2014）」14）の 3.留意事項（3）に“司書教諭が

その職責を十分に果たせるよう，校内における教職員の協力体制の確立に努めること。そ

の際，各学校の実情に応じ，校務分掌上の工夫を行い，司書教諭の担当授業時間数の減免

を行うことは，従来と同様，可能であること。”と通知している。このように，司書教諭の

時間確保は教職員の協働体制と校務分掌の工夫で可能であると述べてはいるが，それぞれ

の自治体（教育委員会）や学校の裁量にゆだねられているのが現状である。 

 司書教諭の活動時間確保に取り組んでいる自治体（教育委員会）として，鳥取県と荒川

区（東京都）がある。鳥取県は 2003 年以降，全公立小・中学校に司書教諭が配置され，週

に 5 時間の活動時間を学校体制によって確保している。つまり，加配での人的配置ではな

く，校内の教員が司書教諭の授業を行う等の工夫で司書教諭の活動時間を確保している 15）。

一方，荒川区では，教科等での学校図書館活用の在り方を研究しており，その一環として，

2014 年から小中学校 12 校（モデル校）において週に活動時間を 2 時間確保し，講師を加

配することで時間確保している 16）。活動時間確保の方法は，以上のように，各学校の管理

職の判断のもと教員の理解により活動時間を生み出しているところ，各自治体の施策とし

て教育委員会レベルで財源措置し講師を加配しているところがある。このような工夫で生

み出した活動時間の確保で，司書教諭は学校図書館の専門的職務を掌ることができる。確

保した時間内で，司書教諭は教員の学校図書館活用を専門家として支援すること（資料の

提供，チーム・ティーチング等）が可能となり，教員の学校図書館活用が推進される。こ

の支援を通し，教員間に学校図書館活用の理解，司書教諭の仕事の理解，司書教諭の時間

確保への理解も進み，司書教諭の確保時間数の増加へつながることが期待される。 

 

2.2 研究 1：学校教育における学校図書館活用の要因と協働の現状：教員の視点 

2.2.1 研究 1 の目的と方法 

教員が学校教育において学校図書館を活用するには，学校図書館活用の技術，学力観，

教育観，指導法（教授法），読書活動の意義と学校図書館の目的・役割・機能の認識，学校

図書館を活用する意欲・動機づけ，学校図書館活用の経験等のさまざまな要因があると考

えられる。そこで，学校図書館活用に対する教員の意識と利用の実態を詳細に調べ，学校

図書館活用に影響を与え得る要因を検討し，協働の現状を明らかにすることを目的とした。

研究方法は，質問紙調査（研究 1：調査 1）と面接調査（研究 1：調査 2）である 17）。 
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2.2.2 研究 1-調査 1：質問紙調査 

2.2.2.1 質問紙調査の目的 

質問紙調査の目的は，学校図書館活用における教員の「属性」と「学校図書館活用に対

する教員の意識と利用の実態」を調べ，どのような要因が学校図書館の活用度に影響を与

え得る要因であるかを検討し，協働の現状を明らかにすることである。 

 

2.2.2.2 質問紙調査の方法（調査対象，調査方法，質問項目と回答方法） 

A．調査対象 

 質問紙調査では，調査対象校の学校図書館の条件を「人・資料・施設・設備が充実して

いる学校図書館」であり，かつ，「学校図書館活用の努力をしている学校図書館」とした。 

 調査対象校の抽出のために以下の 5 つの条件を設けた。第一に，司書教諭が発令されて

おり，学校司書が常駐している，第二に，蔵書冊数が学校図書館図書標準を達成している，

第三に，施設の広さが 3 教室分ほどあり，学校の中で使いやすい場所にある，第四に，教

育目標，経営方針の中に学校図書館活用の記述がある，第五に，読書指導，読書活動（読

み聞かせ・全校一斉読書・読書週間の実施，推薦図書リスト作成等）が活発で，さまざま

な教科（国語，社会，総合等）で学校図書館が活用されているである。 

 その結果，小学校 8 校を調査対象校として抽出し，8 校で授業を担当する全教員 160 人

を調査対象者とした。8 校は，東京都荒川区 2 校，新宿区 1 校，千葉県市川市 3 校の合計 6

校の公立小学校と，文京区にある国立小学校 1 校，東京都武蔵野市にある私立小学校 1 校

である。前述の公立小学校 6 校中 5 校は，2006，2007，2008 年度に文部科学省の学校支

援センター推進事業の指定を受けており，2 校は，2006，2008 年に読書活動の実践で文部

科学大臣賞を受賞している。なお，小学校のみを調査対象としたのは，1.4.3 で示したとお

りである。 

B．調査方法 

１回目の調査対象校訪問時に，各学校の学校図書館を見学し，全国学校図書館協議会の

文部科学省委託調査研究 18），学校図書館評価基準 19）を参考に作成した「予備調査票」を基

に，学校図書館の概要を学校図書館担当者に聞き取り調査をし，その結果を「調査校の現

状」としてまとめた。調査項目は，学校図書館の整備の充実と活用の状況を確認するもの

であり，前述の抽出条件（5 条件）が主な調査項目であった。 

 2 回目の訪問時に，調査票を持参し学校側取りまとめ担当者（主に副校長，司書教諭，学

校司書）に手渡し，後日回収する訪問留め置き調査を行った。この時に，無記名調査であ

ることを説明し，授業を担当する全教員への実施を要請した。調査校 8 校の内，4 校は職員

会議の時に調査が実施・回収され，他の 4 校は期間を決め各教員の空き時間に自由に実施

され，回収された。 

 3 回目の訪問時に，調査票の回収と次に行う面接調査の日時を確認し，面接調査を受ける
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教員の選出（2 人～3 人）を各学校の本調査担当者に依頼した。 

 予備調査から調査票回収までの調査期間は，2009 年 4 月 30 日～8 月 28 日であった。 

C．質問項目と回答方法 

 質問項目の作成に当たり，子どもの読書サポーターズ会議による『これからの学校図書

館のあり方について（報告）』20），文部科学省初等中等教育局の『学習・読書活動を推進す

る学校図書館の活用』21），望月道浩 22），中島正明 23）を参考に検討した。 

質問項目は，「教員の属性」に関する 5 問，「学校図書館活用に対する教員の意識（6 問）

と利用の実態（6 問）」に関する 12 問，本調査に関する意見として 1 問，合計 18 問で構成

した。回答方法は，18 問中，15 問は選択肢法(単一回答か複数回答)，2 問は 4 段階評価法

とし，1 問（調査に関する意見）は自由記述法とした（表 2-3）（質問紙は付録 1 参照）。 
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表 2-3 研究 1‐調査 1：質問紙調査の質問項目 

 質問番号 質問項目 

教
員
の
属
性 

問 1 質問：教職歴を教えてください 

1.～5 年，2.6 年～10 年，3.11 年～20 年，4.21 年以上 

問 2 質問：これまで校務分掌で学校図書館の係を担当したことがあります

か。あるいは，今担当していますか 

1.現在担当中である，2.担当したことがある，3.担当したことがない 

問 3 質問：司書教諭の資格をお持ちですか 

1.はい，2.いいえ 

問 4 質問：あなたは，教員養成の時に図書館学，読書指導法等について学び

ましたか 

1.はい，2.いいえ 

問 5 質問：あなたは，小中高校時代に学校図書館を使った調べる学習をした

ことがありますか 

1.はい，2.いいえ 

教
員
の
意
識 

問 6 質問：教材研究についてお聞きします 

ア.教科書だけで教科目標を達成できる，イ.教科書だけでは教科目標を

達成できない，ウ.どちらとも言えない 

問 7 調べる学習での学校図書館活用の理由を 4 段階：「非常に思う」，「そう

思う」，「あまり思わない」，「そう思わない」で尋ねた。 

質問：「調べる学習」での学校図書館利用について以下の項目別にどう

思われますか（1 番近いと思われる数字に〇をつけてください） 

ア.学校図書館にカリキュラムに沿った活用できる資料が揃っている 

イ.児童が学校図書館の利用に慣れている（利用指導がされている） 

ウ.学校図書館は使いやすい場所にある 

エ.授業を行うのに学校図書館を使う意義・必要を感じる 

オ.学校図書館を使う授業の準備をする時間的余裕がある 

問 8 質問：「読書活動」は児童のどのような面を伸ばすのに役立つと思いま

すか（特に役立つと思われるものを 3 つまで選び○を付けてください。

1 つでも 2 つでも可） 

ア.知識が増える，イ.想像力がつく，ウ.生き方を学ぶ，エ. 考える力が

つく，オ.言葉を豊かにする，カ.国語力がつく，キ.集中力がつく，ク.

読書の楽しさを味わう，ケ.その他（ ） 
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表 2-3 研究 1‐調査 1：質問紙調査の質問項目（続き） 

 質問番号 質問項目 

教
員
の
意
識 

問 9 質問：学校図書館を利用される時，利用しにくい，または利用しない理

由は何ですか（特にそう思われるものを 3 つまで選び〇をつけてくださ

い。1 つでも 2 つでも可） 

ア.学校図書館に授業に必要な資料が揃っていないため，イ.限られた時

間しか図書館が使えない（開館時間が短い）ため，ウ.学校図書館に学校

図書館担当者が常駐していないため，エ.児童に利用指導（図書館の使い

方・調べ方の指導）が行きわたっていないため，オ.時間的に余裕がない

ため，カ.教員自身が学校図書館の使い方が分からないため，キ.授業で

学校図書館の資料を使わなくても間に合うため，ク.その他（ ） 

問 10 質問：学校図書館の役割で最も大切なものは何だと思いますか（特に大

切だと思われるものを 1 つ選び○をつけてください） 

ア.児童の楽しみのための読書の場，イ.放課後の児童の居場所，ウ.児童

の「心の居場所・第二の保健室」，エ.活用できる多様なメディアがある，

オ.教員への資料提供，指導のサポート，カ.児童が教科学習の学び方を

学ぶ場，キ.家庭・地域における読書活動の支援の場，ク.大切なものは

特にない，ケ.その他（ ） 

問 11 質問：学校図書館に対するイメージをお伺いします。はい/いいえでお答

えください 

ア.心が安らぐ場である，イ.人と人のふれあいの場である，ウ.楽しく親

しめる場である，エ.居心地の良いところである，オ.堅苦しいところで

ある，カ.活気のある場である，キ.文化の薫り高いところである，ク.情

報化社会を感じさせるところである，ケ.児童の学習上不可欠な場であ

る，コ.たいくつなところである，サ.めんどうくさいところである，シ.

親切なところである，ス.児童と共に教員にとっても大切な場である 

教
員
の
利
用
実
態 

問 12 どのような目的で，どの程度学校図書館を活用するかを 4 段階：「毎日

使う」，「週 1～2 回使う」，「月 1～2 回使う」，「使わない」で尋ねた。 

質問：あなたは，以下の目的別にどの程度学校図書館を使われますか（1

番近いと思われる数字に〇をつけてください） 

ア.児童が読書をするため（図書館での授業），イ.児童が「調べる学習」

をするため（図書館での授業），ウ.教材研究のため，エ.学校図書館担当

者に調べ物の相談をするため，オ.児童に奨める本を探すため，カ.国語

の発展として読ませる本を探すため，キ.あなたの読む本を探すため，ク.

その他（ ） 
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表 2-3 研究 1‐調査 1：質問紙調査の質問項目（続き） 

 質問番号 質問項目 

教
員
の
利
用
実
態 

問 13 質問：学校図書館を利用した教科について教えてください（該当の番号

に〇をつけてください。複数回答可） 

1.国語，2.社会，3.算数，4.理科，5 音楽，6.図画工作，7.家庭科，8.体

育，9.道徳，10.総合，11.英語，12.生活科，13.特別活動，14.その他（ ） 

問 14 質問：授業における学校図書館利用頻度はどのくらいですか（数字をご

記入ください） 

年に（ ）授業時間程度（45 分を 1 授業時間とする） 

問 15 質問：教科書だけで教科目標を達成できない時，どのような方法で補足

し，改善したら良いと思いますか（最も良いと思われるものを 1 つ選び

○をつけてください） 

ア.学校図書館の資料を活用する，イ.公共図書館の資料を活用する，ウ.

書店で資料を購入する，エ.同僚の先生から資料を借りる，オ.インター

ネットを活用する，カ.その他（ ） 

問 16 質問：「調べる学習」での学校図書館利用についてお聞きします（該当

の記号に○をつけてください。複数回答可） 

ア.学校図書館担当者に学校図書館利用の授業計画や資料等の相談・依頼

をする 

イ.学校図書館を使った授業の実践例を参考にする 

ウ.学校図書館を使った授業の児童の成果物を参考にする 

エ.「学校図書館を使う授業」の教員研修がある 

オ.学校図書館活用授業（教科学習・読書学習）を年間授業計画に組み込

んでいる 

カ.学校図書館を使う効果的な学習活動の展開を心がけている 

キ.児童が学校図書館を自主的に利用するような課題を出す 

問 17 質問：「児童の楽しみのための読書」での学校図書館利用についてお聞

きします（該当の記号に○をつけてください。複数回答可） 

ア.学級文庫で間に合うので学校図書館は使わない 

イ.児童にお奨めの本を手渡している 

ウ.お奨めの本の参考リストがある 

エ.読み聞かせ，ブックトーク等指導を工夫している 

オ.児童に自由に読書させ，特に指導はしていない 

カ.自分で児童向けの本をなるべく読むようにしている 

キ.読書計画に基づいて指導している 
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2.2.2.3 質問紙調査の分析と結果（回収状況，分析方法，調査結果） 

A．回収状況 

 回収状況としては，145 件回収したが，その中に授業を担当しない教員である校長が 1

人，副校長が 1 人，養護教員が 3 人，栄養士が 1 人，学校司書が 1 人含まれており，以上

の 7 件は分析から外したため有効回収数は 138 件であった。授業を担当する教員は計 160

人であるため，有効回収率は 86％であった。分析では，教員を学校図書館利用の授業時間

数で活用度の高い教員・低い教員に分類したため，学校図書館活用を前年度に行いながら

も学校図書館活用の授業時間数を記入しなかった教員 14 件は分析から外し，124 件を分析

対象とした。 

B．分析方法：統計解析方法 

 前年度，授業で学校図書館を 1 授業時間（45 分を 1 授業時間とする）以上活用した教員

は，124 人中 87 人で全体の 70％であり，活用しなかった教員（0 授業時間）は 37 人で全

体の 30％であった（問 14）。さらに，年間学校図書館活用の授業時間数を詳細に見ると 0

授業時間から 100 授業時間まであった。年間学校図書館活用の授業時間数の平均値は 19.4

授業時間，中央値は 10 授業時間，最頻値は 0 授業時間であった。 

 次に，教員の年間学校図書館活用の授業時間数の全てが反映され，データ間の比較に向

く平均値（19.4 授業時間）を基に 19 授業時間で教員を 2 つのグループに分け，質問回答結

果の比較分析を行った。その結果，活用度低群の教員（0 授業時間～18 授業時間）が 70 人

（56％），活用度高群の教員（19 授業時間～100 授業時間）が 54 人（44％）となった。 

統計解析方法は，学校図書館活用度（高群・低群）と教員の属性，教員の学校図書館活

用の意識と利用の実態との関係を分析した。学校図書館活用度（高群・低群）と選択肢法

の項目との関係はクロス集計を行い，χ2検定を適用した。さらに，2 群×2 群以外のχ2検

定において残差分析を実施した。調整残差は，表中に示した。その解釈は，1.96 以上の場

合に有意に多く，－1.96 以下の場合に有意に少ないとした。また，χ2検定においてコクラ

ンの条件を満たさない場合のみフィッシャーの正確確率検定を実施した。学校図書館活用

度（高群・低群）と 4 段階評価法の項目との関係は，選択肢を得点化し（4 点から 1 点）， 両

群の平均値を算出し，ｔ検定を適用した。なお，統計的検定の有意水準は 5％とした。統計

解析は SPSS（ver.22）にて行った。 

C．調査結果 

ａ．教員の属性 

（1）「教職歴」（問 1） 

「5 年以下」の教員の割合は，活用度の高い教員 11％，低い教員 23％であり，「6 年～10

年」は，活用度の高い教員 13％，低い教員 13％，「11 年～20 年」は，活用度の高い教員

17％，低い教員 13％，「21 年以上」は，活用度の高い教員 59％，低い教員 51％であった。

χ2 検定の結果，「教職歴」において活用度と有意な関係はみられず，残差分析でも有意な

関係はみられなかった（χ2（3）=3.15, n.s）（表 2-4）。調整残差は，表中に示した。その
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解釈は，1.96 以上の場合に有意に多く，－1.96 以下の場合に有意に少ないとした。 

 

表 2-4 教職歴（問 1） 

（N＝123）（単一回答） 

教職歴 図書館活用度の高い教員：N=54 人 図書館活用度の低い教員：N=69 人 

～5 年 6 人 11％ －1.73 16 人 23％ 1.73 

6 年～10 年 7 人 13％ －0.01 9 人 13％ 0.01 

11 年～20 年 9 人 17％ 0.56 9 人 13％ －0.56 

21 年以上 32 人 59％ 0.94 35 人 51％ －0.94 

  

（2）「校務分掌での学校図書館係担当経験の有無」（問 2） 

「担当経験なし」の割合は，活用度の高い教員 56％，低い教員 77％であり，「担当経験

あり」は，活用度の高い教員 24％，低い教員 20％，「現在担当中」は，活用度の高い教員

20％，低い教員 3％であった。χ2検定の結果，「公務分掌での学校図書館係担当経験の有無」

は，活用度と有意な関係がみられ，残差分析でも活用度と有意な関係がみられた（χ2（2）

=11.25, p<.01）。つまり，校務分掌での学校図書館係担当経験の有無に関して，「現在担当

中」の教員は図書館活用度の高い教員の回答が有意に多く，担当経験なしの教員では活用

度の低い教員の回答が有意に多かった。なお，χ2検定においてコクランの条件を満たさな

かったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-5）。 

 

表 2-5 校務分掌での学校図書館担当経験の有無（問 2） 

（N＝124）（単一回答） 

校務分掌での学校図書館

担当経験の有無 

図書館活用度の高い教員 

N=54 人 

図書館活用度の低い教員 

N=70 人 

担当経験なし 30 人 56% -2.5 54 人 77% 2.5 

担当経験あり 13 人 24% 0.5 14 人 20% -0.5 

現在担当中 11 人 20% 3.2 2 人 3% -3.2 

 
（3）「司書教諭資格の有無」（問 3） 

「司書教諭資格あり」の割合は，活用度の高い教員 23％，低い教員 10％であり，「司書

教諭資格なし」は，活用度の高い教員 77％，低い教員 90 であった。χ2 検定の結果，「司

書教諭資格あり」は，活用度と有意な関係はみられなかった（χ2（1）=3.691, n.s）（表 2-6）。 
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表 2-6 司書教諭資格の有無（問 3） 

（N＝123）（単一回答） 

司書教諭資格の有無 
図書館活用度の高い教員 

N=53 人 

図書館活用度の低い教員 

N=70 人 

司書教諭資格あり 12 人 23% 7 人 10% 

司書教諭資格なし 41 人 77% 63 人 90% 

 

（4）「教員養成時の図書館学，読書指導法等の学習経験の有無」（問 4） 

 「経験あり」の割合は，活用度の高い教員 37％，低い教員 16％であり，「経験なし」は，

活用度の高い教員 63％，低い教員 84％であった。χ2検定の結果，「教員養成時の図書館学，

読書指導法等の学習経験の有無」は，活用度と有意な関係がみられた（χ2（1）=7.151, p<.01）

（表 2-7）。つまり，教員養成時の図書館学，読書指導法等の学習経験の有無に関して，活

用度の高い教員が低い教員より有意に多かった。 

 

表 2-7 教員養成時の図書館学，読書指導法の学習経験の有無（問 4） 

（N＝123）（単一回答） 

教員養成時の図書館学、読

書指導法の学習経験の有無 

図書館活用度の高い教員 

N=54 人 

図書館活用度の低い教員 

N=69 人 

経験あり 20 人 37% 11 人 16% 

経験なし 34 人 63% 58 人 84% 

 

（5）「小中高校時代の学校図書館を使った調べる学習経験の有無」（問 5） 

 「学校図書館を使った調べる学習経験あり」の割合は，活用度の高い教員 55％，低い教

員 71％であり，「学校図書館を使った調べる学習経験なし」は，活用度の高い教員 45％，

低い教員 29％であった。χ2検定の結果，「学校図書館を使った調べる学習経験あり」は，

活用度と有意な関係はみられなかった（χ2（1）=3.453,n.s）（表 2-8）。 
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表 2-8 小中高校時代の学校図書館を使った調べる学習経験の有無（問 5) 

（N＝122）（単一回答） 

小中高校時代の学校図書館を

使った調べる学習経験の有無 

図書館活用度の高い教員 

N=53 人 

図書館活用度の低い教員 

N=69 人 

学校図書館を使った調べる学

習経験あり 
29 人 55% 49 人 71% 

学校図書館を使った調べる学

習経験なし 
24 人 45% 20 人 29% 

 

ｂ．教員の意識 

（6）「教科書だけでの教育目標達成」（問 6） 

 「教科書だけで教科目標を達成できる」の割合は，活用度の高い教員 0％，低い教員 4％

であった。「教科書だけでは教科目標を達成できない」は，活用度の高い教員 74％，低い教

員 69％，「どちらとも言えない」は，高い教員 26％，低い教員 27％であった。χ2 検定の

結果，「教科書だけでの教育目標達成」は活用度と有意な関係はみられず，残差分析でも活

用度と有意な関係はみられなかった（χ2（2）=2.461, n.s）。なお，χ2検定においてコクラ

ンの条件を満たさなかったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-9）。 

 

表 2-9 教科書だけでの教育目標達成（問 6） 

（N＝124）（単一回答） 

教科書だけでの教育目標

達成 

図書館活用度の高い教員 

N=54 人 

図書館活用度の低い教員 

N=70 人 

教科書だけで教科目標を

達成できる 
0 0% -1.5 3 人 4% 1.5 

教科書だけでは教科目標

を達成できない 
40 人 74% 0.7 48 人 69% -0.7 

どちらとも言えない 14 人 26% -0.2 19 人 27% 0.2 

 

（7）「調べる学習での学校図書館活用の理由」（問 7） 

 「学校図書館活用の意義・必要を感じる」の 4 段階評価法における得点の平均値は，活

用度の高い教員 3.51，低い教員 2.38 であり，ｔ検定の結果，活用度と有意な関係がみられ

た（t(114)=4.16, p<.01）。「学校図書館に活用できる資料が揃っている」の平均値は，活用

度の高い教員 3.04，低い教員 2.67 であり，ｔ検定の結果，活用度と有意な関係がみられた

（t(122)=2.49, p<.05）。つまり，調べる学習での学校図書館活用の理由に関して，活用度の

高い教員が低い教員より，「学校図書館活用の意義・必要を感じる」，「活用できる資料が揃

っている」という回答が有意に多かった。しかし，「学校図書館が使いやすい場所にある」
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は，活用度の高い教員 3.32，低い教員 3.17，「児童に利用指導がされている」は，活用度の

高い教員 3.21，低い教員 2.94，「授業の準備をする時間的余裕がある」は，活用度の高い教

員 2.04，低い教員 1.92 であり，ｔ検定の結果，これらの項目において活用度と有意な関係

はみられなかった（表 2-10）。 

 

 

（8）「読書活動が伸ばす側面」（問 8） 

 「言葉を豊かにする」の割合は，活用度の高い教員 72％，低い教員 60％，「読書の楽し

さを味わう」は，活用度の高い教員 65％，低い教員 66％，「知識が増える」は，活用度の

高い教員 52％，低い教員 50％，「想像力がつく」は，活用度の高い教員 43％，低い教員 49％，

「集中力がつく」は，活用度の高い教員 19％，低い教員 14％，「考える力がつく」は，活

用度の高い教員 15％，低い教員 29％，「生き方を学ぶ」は，活用度の高い教員 13％，低い

教員 16％，「国語力がつく」は，活用度の高い教員 11％，低い教員 7％であった。χ2検定

の結果，全ての項目において活用度と有意な関係はみられなかった（「言葉を豊かにする」：

χ2（1）=2.01, n.s.，「読書の楽しさを味わう」：χ2（1）=0.01, n.s.，「知識が増える」：χ2

（1）=0.04, n.s.，「想像力がつく」：χ2（1）=0.44, n.s.，「集中力がつく」：χ2（1）=0.40, 

n.s.，「考える力がつく」：χ2（1）=3.31, n.s.，「生き方を学ぶ」：χ2（1）=0.19, n.s.，「国

語力がつく」：χ2（1）=0.59, n.s.）。なお，χ2 検定においてコクランの条件を満たさなか

ったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-11）。 

 

 

表 2-10 調べる学習での学校図書館活用の理由 

（4 段階評価：4 非常に思う，3 そう思う，あまり思わない，1 そう思わない）（問 7） 

（N＝116）（単一回答） 

学校図書館活用教育実践の理由 

図書館活用度の 

高い教員：N＝53 人 

図書館活用度の 

低い教員：N＝63 人 t 値 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 

学校図書館活用の意義・必要を感

じる 

3.51 0.72 2.83 0.99 4.16（p<.01） 

学校図書館が使いやすい場所に

ある 

3.32 0.73 3.17 0.77 1.07（n.s.） 

児童に利用指導がされている 3.21 0.72 2.94 0.80 1.89（n.s.） 

学校図書館に活用できる資料が

揃っている 

3.04 0.62 2.67 0.92 2.49（p<.05） 

授業の準備をする時間的余裕が

ある 

2.04 0.62 1.92 0.81 0.88（n.s.） 
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（9）「学校図書館利用をしにくい又はしない理由」（問 9） 

 「限られた時間しか図書館が使えない（開館時間が短い）」の割合は，活用度の高い教員

26％，活用度の低い教員 11％であり，χ2検定の結果，活用度と有意な関係がみられた（χ

2（1）=4.40, p<.05）。つまり，学校図書館活用をしにくい又はしない理由に関して，活用

度の高い教員が低い教員より，「開館時間が短い」という回答が有意に多かった。「時間的

余裕がない」の割合は，活用度の高い教員 69％，低い教員 61％，「学校図書館担当者の非

常駐」は，活用度の高い教員 19％，低い教員 10％，「学校図書館に授業に必要な資料が揃

っていない」は，活用度の高い教員 17％，低い教員 13％，「教員自身が学校図書館の使用

方法が分からない」は，活用度の高い教員 4％，低い教員 3％，「児童に対し利用指導が行

きわたっていない」は，活用度の高い教員 4％，低い教員 1％であった。「授業で学校図書

館の資料を使わなくても間に合う」は，活用度の高い教員 7％，低い教員 19％であり，活

用度の低い教員の割合が高かった。これらの項目は，χ2検定の結果，活用度と有意な関係

はみられなかった（時間的余裕がない：χ2（1）=0.67, n.s.，「学校図書館担当者の非常駐」：

χ2（1）=1.87, n.s.，「学校図書館に授業に必要な資料が揃っていない」：χ2（1）=0.36, n.s.，

「教員自身が学校図書館の使用方法が分からない」：χ2（1）=0.07, n.s.，「児童に対し利用

指導が行きわたっていない」：χ2（1）=0.67, n.s.，「授業で学校図書館資料を使わなくても

間に合う」：χ2（1）=3.21, n.s.）。なお，χ2検定においてコクランの条件を満たさなかっ

たため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-12）。 

  

表 2-11 読書活動が伸ばす側面（問 8） 

（N＝124）（複数回答） 

読書活動の意義 
図書館活用度の 

高い教員：N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員：N＝70 人 
χ2値 

言葉を豊かにする 39 人 72％ 42 人 60％ 2.01（n.s.） 

読書の楽しさを味わう 35 人 65％ 46 人 66％ 0.01（n.s.） 

知識が増える 28 人 52％ 35 人 50％ 0.04（n.s.） 

想像力がつく 23 人 43％ 34 人 49％ 0.44（n.s.） 

集中力がつく 10 人 19％ 10 人 14％ 0.40（n.s.） 

考える力がつく 8 人 15％ 20 人 29％ 3.31（n.s.） 

生き方を学ぶ 7 人 13％ 11 人 16％ 0.19（n.s.） 

国語力がつく 6 人 11％ 5 人 7％ 0.59（n.s.） 
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表 2-12 学校図書館活用をしにくい又はしない理由（問 9） 

（N＝124）（複数回答） 

学校図書館活用をしにくい又は 

しない理由 

図書館活用度の 

高い教員： 

N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員： 

N＝70 人 

χ2値 

時間的余裕がない 37 人 69％ 43 人 61％ 0.67（n.s.） 

限られた時間しか図書館が使えない

（開館時間が短い） 

14 人 26％ 8 人 11％ 4.40（p<.05） 

学校図書館担当者の非常駐 10 人 19％ 7 人 10％ 1.87（ n.s.） 

学校図書館に授業に必要な資料が揃

っていない 

9 人 17％ 9 人 13％ 0.36（n.s.） 

授業で学校図書館の資料を使わなく

ても間に合う 

4 人 7％ 13 人 19％ 3.21（n.s.） 

教員自身が学校図書館の使用法が分

からない 

2 人 4％ 2 人 3％ 0.07（n.s.） 

児童に対し利用指導が行きわたって

いない 

2 人 4％ 1 人 1％ 0.67（n.s.） 

 

（10）「学校図書館の役割」（問 10） 

単一回答で尋ねたにも拘らず（6 つの選択肢から 1 つ選ぶ），複数回答した教員が 11 人い

たため，それらは分析から除外した。 

 「児童の楽しみのための読書の場」の割合は，活用度の高い教員 54％，低い教員 62％で

り，「学び方を学ぶ場」は，活用度の高い教員 19％，低い教員 21％，「活用できる多様なメ

ディアがある場」は，活用度の高い教員 17％，低い教員 10％，「児童の心の居場所」は，

活用度の高い教員 4％，低い教員 2％，「家庭・地域への読書支援の場」は，活用度の高い

教員 4％，低い教員 2％，「その他」は，活用度の高い教員 4％，低い教員 2％であった。χ

2 検定の結果，「学校図書館の役割」は活用度と有意な関係がみられず，残差分析でも活用

度と有意な関係は見られなかった（χ2（5）=3.09, n.s.）。なお，χ2検定においてコクラン

の条件を満たさなかったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-13）。 
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（11）「学校図書館に対するイメージ」（問 11） 

「楽しく親しめる場」の割合は，活用度の高い教員 96％，低い教員 85％，「親切なところ」

は，活用度の高い教員 91％，低い教員 76％，「情報化社会を感じさせるところ」は，活用

度の高い教員 74％，低い教員 52％，「ふれあいの場」は，活用度の高い教員 65％，低い教

員 45％，「活気のある場」は，活用度の高い教員 56％，低い教員 31％であった。χ2検定

の結果，これら 5 つの項目は活用度と有意な関係がみられた（楽しく親しめる場：χ2（1）

=4.22, p<.05，親切なところ：χ2（1）=4.45, p<.05，情報化社会を感じさせるところ：χ2

（1）=6.04, p<.05，ふれあいの場：χ2（1）=4.83, p<.05，活気のある場：χ2（1）=7.27, 

p<.01）。つまり，学校図書館に対するイメージに関して，活用度の高い教員が低い教員よ

り，「楽しく親しめる場」，「親切なところ」，「情報社会を感じさせるところ」，「ふれあいの

場」，「活気のある場」という回答が有意に多かった。「児童・教員共に大切な場」の割合は，

活用度の高い教員 100％，低い教員 94％，「児童の学習上不可欠な場」は，活用度の高い教

員 98％，低い教員 96％，「居心地よいところ」は，活用度の高い教員 98％，低い教員 96％，

「心安らぐところ」は，活用度の高い教員 96％，低い教員 99％，「文化の香り高いところ」

は，活用度の高い教員 85％，低い教員 76％，「堅苦しいところ」は，活用度の高い教員 2％，

低い教員 6％，「めんどうくさいところ」は，活用度の高い教員 0％，低い教員 2％，「たい

くつなところ」は，活用度の高い教員 0％，低い教員 2％であった。これらの 8 つの項目は，

活用度と有意な関係はみられなかった。なお，χ2検定においてコクランの条件を満たさな

かったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-14）。 

  

表 2-13 学校図書館の役割（問 10） 

（N＝113）（単一回答） 

学校図書館の役割 
図書館活用度の高い教員 

N=53 人 

図書館活用度の低い教員 

N=60 人 

児童の楽しみのための読書

の場 

28 人 54％ 1.13 38 人 62％ －1.13 

学び方を学ぶ場 10 人 19％ 0.37 13 人 21％ －0.37 

活用できる多様なメディア

がある場 

9 人 17％ －1.09 6 人 10％ 1.09 

児童の心の居場所 2 人 4％ －0.70 1 人 2％ 0.70 

家庭・地域への読書支援の場 2 人 4％ －0.70 1 人 2％ 0.70 

その他 2 人 4％ －0.70 1 人 2％ 0.70 
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c.教員の利用実態 

（12）「学校図書館利用の目的別の利用頻度」（問 12） 

「児童が読書をするため」の 4 段階評価法における得点の平均値は，活用度の高い教員

2.69，低い教員 2.03，「児童が調べる学習をするため」は，活用度の高い教員 2.22，低い教

員 1.71，「教材研究のため」は，活用度の高い教員 2.00，低い教員 1.69，「児童に奨める本

を探すため」は，活用度の高い教員 1.98，低い教員 1.59，「国語の発展として読ませる本を

探すため」は，活用度の高い教員 1.98，低い教員 1.60，「学校図書館担当者に調べ物の相談

をするため」は，活用度の高い教員 1.89，低い教員 1.57，「自分の読む本を探すため」は，

高い教員 1.59，低い教員 1.31 であった。ｔ検定の結果，全ての項目において活用度と有意

な関係がみられた（「児童の読書のため」：t(122)=5.12, p<.01，「児童の調べる学習のため」：

t(122)=4.27, p<.01，「教材研究のため」：t(122)=4.27, p<.01，「児童に奨める本を探すため」：

t(122)=3.01, p<.01，「国語の発展本を探すため」：t(122)=3.14, p<.01，「学校図書館担当者

に調べ物の相談をするため」：t(122)=2.76, p<.01，「自分の読む本探し」：t(122)=2.69, p<.01）

（表 2-15）。つまり，学校図書館活用の目的別利用頻度に関して，活用度の高い教員が低い

教員より，「児童の読書のため」，「児童の調べる学習のため」，「教材研究のため」，「児童に

奨める本を探すため」，「国語の発展本を探すため」，「学校図書館担当者に調べ物の相談を

するため」，「自分の読む本を探すため」という回答が有意に多かった（表 2-15）。 

表 2-14 学校図書館に対するイメージ（問 11） 

（N＝121）（複数回答） 

学校図書館のイメージ 

図書館活用度の 

高い教員： 

N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員： 

N＝67 人 

χ2値 

児童・教員共に大切な場 54 人 100％ 64 人 94％ 2.48（n.s.） 

児童の学習上不可欠な場 53 人 98％ 65 人 96％ 0.16（n.s.） 

居心地よいところ 53 人 98％ 65 人 96％ 0.16（n.s.） 

心安らぐところ 52 人 96％ 66 人 99％ 0.61（n.s.） 

楽しく親しめる場 52 人 96％ 57 人 85％ 4.22（p<.05） 

親切なところ 49 人 91％ 51 人 76％ 4.45（p<.05） 

文化の香り高いところ 46 人 85％ 51 人 76％ 1.54（n.s.） 

情報化社会を感じさせるところ 40 人 74％ 35 人 52％ 6.04（p<.05） 

ふれあいの場 35 人 65％ 30 人 45％ 4.83（p<.05） 

活気のある場 30 人 56％ 21 人 31％ 7.27（p<.01） 

堅苦しいところ 1 人 2％ 4 人 6％ 1.28（n.s.） 

めんどうくさいところ 0 人 0％ 1 人 2％ 0.81（n.s.） 

たいくつなところ 0 人 0％ 1 人 2％ 0.81（n.s.） 
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（13）「学校図書館利用教科」（問 13） 

「国語」の割合は，活用度の高い教員 85％，低い教員 34％，「社会」は，活用度の高い

教員 46％，低い教員 19％，「総合」は，活用度の高い教員 41％，低い教員 9％，「生活科」

は，活用度の高い教員 26％，低い教員 9％，「理科」は，活用度の高い教員 30％，低い教

員 1％であった。χ2検定の結果，この 5 教科で学校図書館利用状況は活用度と有意な関係

がみられた。（国語：χ2（1）=32.13, p<.01，社会：χ2（1）=10.83, p<.01，総合：χ2（1） 

=18.05, p<.01，生活科：χ2（1）=6.82, p<.01，理科：χ2（1）=20.49, p<.01）（表 2-16）。

つまり，学校図書館利用教科に関して，活用度の高い教員が低い教員より，国語，社会，

総合，生活科，理科の 5 教科の回答が有意に多かった。なお，χ2検定においてコクランの

条件を満たさなかったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-16）。 

  

表 2-15 学校図書館活用の目的別の利用頻度 

（4 段階評価：4 毎日使う，3 週 1~2 回，2 月 1~2 回，1 使わない）（問 12） 

（N＝124）（単一回答） 

利用目的 

図書館活用度の 

高い教員：N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員：N＝70 人 ｔ値 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 

児童が読書をするため 2.69 0.61 2.03 0.78 5.12（p<.01） 

児童が調べる学習をするため 2.22 0.66 1.71 0.66 4.27（p<.01） 

教材研究のため 2.00 0.67 1.69 0.65 4.27（p<.01） 

児童に奨める本を探すため 1.98 0.77 1.59 0.67 3.01（p<.01） 

国語の発展として読ませる本

を探すため 

1.98 0.69 1.60 0.65 3.14（p<.01） 

学校図書館担当者に調べ物の

相談をするため 

1.89 0.66 1.57 0.63 2.76（p<.01） 

自分の読む本を探すため 1.59 0.63 1.31 0.53 2.69（p<.01） 
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（14）「教科書以外の資料の補足方法」（問 15） 

単一回答で尋ねたにも拘らず複数回答した教員が 26 人いたため，それらは分析から除外

した。「学校図書館の資料を活用」の割合は，活用度の高い教員 52％，低い教員 27％，「イ

ンターネットを活用」は，活用度の高い教員 24％，低い教員 21％，「書店で資料を購入」

は，活用度の高い教員 9％，低い教員 19％，「同僚の先生から借用」は，活用度の高い教員

4％，低い教員 12％，「公共図書館の資料を活用」は，活用度の高い教員 4％，低い教員 4％，

「その他」は，活用度の高い教員 7％，低い教員 17％であった。χ2 検定の結果，「教科書

以外の資料の補足方法」は，活用度と有意な関係はみられなかった（χ2（5）=9.87,7n.s.）。

ただし，「学校図書館資料の活用」については，活用度の高い教員と低い教員間で差がみら

れた。（表 2-17）。 

  

表 2-16 学校図書館利用教科（問 13） 

（N＝124）（複数回答） 

教科 
図書館活用度の 

高い教員：N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員：N＝70 人 
χ2値 

国語 46 人 85％ 24 人 34％ 32.13（p<.01） 

社会 25 人 46％ 13 人 19％ 10.83（p<.01） 

総合 22 人 41％ 6 人 9％ 18.05（p<.01） 

生活科 14 人 26％ 6 人 9％ 6.82（p<.01） 

理科 16 人 30％ 1 人 1％ 20.49（p<.01） 

特別活動 6 人 11％ 3 人 4％ 2.11（n.s.） 

図工 6 人 11％ 2 人 3％ 3.44（n.s.） 

家庭科 2 人 4％ 2 人 3％ 0.07（n.s.） 

道徳 2 人 4％ 1 人 1％ 0.67（n.s.） 

体育 2 人 4％ 0 人 0％ 2.64（n.s.） 

算数 1 人 2％ 2 人 3％ 0.13（n.s.） 

音楽 0 人 0％ 2 人 3％ 1.57（n.s.） 

英語 0 人 0％ 0 人 0％ 非計算 
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表 2-17 教科書以外の資料の補足方法（問 15） 

（N＝98）（単一回答） 

教科書以外の資料の補足方法 
図書館活用度の高い教員 

N＝46 人 

図書館活用度の低い教員 

N＝52 人 

学校図書館の資料を活用 24 人 52％ 14 人 27％ 

インターネットを活用 11 人 24％ 11 人 21％ 

書店で資料を購入 4 人 9％ 10 人 19％ 

同僚の先生から資料を借用 2 人 4％ 6 人 12％ 

公共図書館の資料を活用 2 人 4％ 2 人 4％ 

その他 3 人 7％ 9 人 17％ 

     

（15）「調べる学習での学校図書館利用の工夫」（問 16）  

 「学校図書館利用の効果的な学習活動展開を心がけている」の割合は，活用度の高い教

員 54％，低い教員 19％であり，「学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる」

は，活用度の高い教員 44％，低い教員 21％，「学校図書館利用の実践例を参考にする」は，

活用度の高い教員 39％，低い教員 17％であった。χ2 検定の結果，これらの項目は活用度

と有意な関係がみられた（学校図書館利用の効果的な学習活動展開を心がけている：χ2（1）

=16.80, p<.01，学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる：χ2（1）=7.55, p<.01，

学校図書館利用の実践例を参考にする：χ2（1）=7.27, p<.01）。つまり，調べる学習での

学校図書館活用の工夫に関して，活用度の高い教員が低い教員より，「学校図書館利用の効

果的な学習活動展開を心がけている」，「学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んで

いる」，「学校図書館利用の実践例を参考にしている」という回答が有意に多かった。一方，

「学校図書館の担当者に相談・依頼をする」は，活用度の高い教員 65％，低い教員 50％，

「児童に学校図書館利用の課題を出す」は，活用度の高い教員 59％，低い教員 47％，「学

校図書館利用の児童の成果物を参考にする」は，活用度の高い教員 20％，低い教員 11％，

「学校図書館利用の教員研修がある」は，活用度の高い教員 7％，低い教員 4％であった。

χ2 検定の結果，これらの項目は活用度と有意な関係はみられなかった。なお，χ2 検定に

おいてコクランの条件を満たさなかったため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表

2-18）。 
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（16）「児童の楽しみのための読書での学校図書館利用の工夫」（問 17） 

「読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている」の割合は，活用度の高い教員 89％，

低い教員 47％であり，χ2 検定の結果，活用度と有意な関係がみられた（χ2（1）＝

23.45,p<.01）。つまり，児童の楽しみのための読書での学校図書館の工夫に関して，活用度

の高い教員が低い教員より，「読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫」」という回答が有

意に多かった。「お奨めの本の参考リストがある」は，活用度の高い教員 48％，低い教員

34％，「自分で児童向けの本を読むようにしている」は，活用度の高い教員 44％，低い教員

33％，「児童に自由に読書させ，特に指導なし」は，高い教員 20％，低い教員 24％，「児童

にお奨めの本を手渡す」は，高い教員 22％，低い教員 11％，「読書指導計画に基づいて指

導する」は，高い教員 15％，低い教員 6％，「学級文庫で間に合うので学校図書館を使わな

い」は，高い教員 0％，低い教員 3％，であった。χ2 検定の結果，これらの項目は活用度

と有意な関係はみられなかった。なお，χ2検定においてコクランの条件を満たさなかった

ため，フィッシャーの正確確率検定を実施した（表 2-19）。 

  

表 2-18 調べる学習での学校図書館活用の工夫（問 16） 

（N＝124）（複数回答） 

調べる学習での学校図書館活用の工夫 

図書館活用度の

高い教員： 

N＝54 人 

図書館活用度の

低い教員： 

N＝70 人 

χ2値 

学校図書館担当者に相談・依頼をする 35 人 65％ 35 人 50％ 2.72（n.s.） 

児童に学校図書館利用の課題を出す 32 人 59％ 33 人 47％ 1.80（n.s.） 

学校図書館利用の効果的な学習活動展

開を心がけている（意識） 

29 人 54％ 13 人 19％ 16.80（p<.01） 

学校図書館利用授業を年間授業計画に

組み込んでいる 

24 人 44％ 15 人 21％ 7.55（p<.01） 

学校図書館利用の実践例を参考にする 21 人 39％ 12 人 17％ 7.27（p<.01） 

学校図書館利用の児童の成果物を参考

にする 

11 人 20％ 8 人 11％ 1.87（n.s.） 

学校図書館利用の教員研修がある 4 人 7％ 3 人 4％ 0.56（n.s.） 
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2.2.2.4 研究 1‐調査 1（質問紙調査）の考察 

質問紙調査の結果，活用度の高い教員と低い教員において有意な関係がみられた項目は，

「属性」で 2 項目，「教員の意識」で 8 項目，「教員の利用実態」で 16 項目，合わせて 26

項目であった。「属性」の 2 項目は，「校務分掌での学校図書館係担当経がある」，「教員養

成時の図書館学・読書指導法等の学習経験がある」，が挙がった。「教員の意識」の 8 項目

は，「学校図書館活用の意義・必要を感じている」，「学校図書館に活用できる資料が揃って

いると感じている」，「限られた時間しか図書館が使えない：開館時間が短い（実践しにく

い又はしない理由）」，「学校図書館のイメージ 5 項目（楽しく親しめる場，親切なところ，

情報化社会を感じさせるところ，ふれあいの場，活気ある場）」，が挙がった。「教員の利用

実態」の 16 項目は，学校図書館利用の目的別利用頻度の 7 項目（「児童が読書をするため」，

「児童が調べる学習をするため」，「教材研究のため」，「児童に奨める本を探すため」，「国

語の発展として読ませる本を探すため」，「学校図書館担当者に調べ物の相談をするため」，

「自分の本を探すため」），「学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている」，「学校図

書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる」，「学校図書館利用の実践例を参考にする」，

「読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている」，「学校図書館を利用している 5 教

科（国語・社会・総合・生活科・理科）」が挙がった（表 2-20）。学校図書館を利用してい

る教科として挙がった国語・社会・総合・生活科・理科の 5 教科は，教科書以外の補足資

料として学校図書館の資料を利用しやすく，また，学校図書館の資料を利用することで，

その教科の課題を解決できるため，学校図書館を利用しやすい教科である。一方，図工・

表 2-19 児童の楽しみのための読書での学校図書館活用の工夫（問 17） 

（N＝124）（複数回答） 

読書での学校図書館活用の工夫 

図書館活用度の 

高い教員： 

N＝54 人 

図書館活用度の 

低い教員： 

N＝70 人 

χ2値 

読み聞かせ・ブックトーク等指導

の工夫をしている 

48 人 89％ 33 人 47％ 23.45（p<.01） 

お奨め本の参考リストがある 26 人 48％ 24 人 34％ 2.43（n.s.） 

自分で児童向けの本を読むように

している 

24 人 44％ 23 人 33％ 1.74（n.s.） 

児童に自由に読書させ，特に指導

なし 

11 人 20％ 17 人 24％ 0.27（n.s） 

児童にお奨めの本を手渡す 12 人 22％ 8 人 11％ 2.63（n.s.） 

読書指導計画に基づいて指導する 8 人 15％ 4 人 6％ 2.89（n.s.） 

学級文庫で間に合うので学校図書

館を使わない 

0 人 0％ 2 人 3％ 1.57（n.s.） 
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家庭科・体育・音楽等は，実技科目であり，専門的科目であるため，学校図書館の資料を

利用する授業は難しい教科である。このため，このような結果となったと考えられる。 

活用度の高低において有意な関係のみられた 26 項目から，学校図書館の活用度に影響を

与え得る可能性のある要因を抽出するにあたり，学校図書館のイメージ 5 項目と，学校図

書館利用目的別の利用頻度 7 項目は，学校図書館利用の結果であるため，学校図書館活用

度に影響を与え得る可能性のある要因から除外した。その結果，学校図書館活用度に影響

を与え得る可能性のある要因は 14 項目となった。この 14 項目の内，学校図書館利用科目

の 5 科目は，学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生活科・理科）と一つにまとめ 10

項目とした（表 2-21）。 

学校図書館活用の実態調査において，「教員の意識」及び「教員の利用実態」ともに協働

に関する項目は活用度と有意である項目はみられず，活用度の高い教員が低い教員より協

働に関して有意に多いと言えないことが明らかになった。このことから，活用度に関わら

ず協働の実態が多くはないことが推察された。 
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表 2-20 学校図書館活用度と有意な関係がみられた項目（26 項目） 

カテゴリー 
質問

番号 
内容 

教員の属性 

（2 項目） 

問 2 校務分掌での学校図書館係担当経験あり 

問 4 教員養成時の図書館学，読書指導法等の学習経験あり 

教員の意識 

（8 項目） 

問 7 学校図書館活用の意義・必要を感じる 

問 7 学校図書館に活用できる資料が揃っている 

問 9 学校図書館利用しにくい又はしない理由：限られた時間しか使え

ない（開館時間が短い） 

問 11 学校図書館に対するイメージ：楽しく親しめる場 

問 11 学校図書館に対するイメージ：親切なところ 

問 11 学校図書館に対するイメージ：情報化社会を感じさせるところ 

問 11 学校図書館に対するイメージ：ふれあいの場 

問 11 学校図書館に対するイメージ：活気ある場 

教員の 

利用実態 

（16 項目） 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：児童が読書をするため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：児童が調べる学習をするため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：教材研究のため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：児童に奨める本を探すため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：国語の発展として読ませる本

を探すため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：学校図書館担当者に調べ物の

相談をするため 

問 12 学校図書館利用の目的別利用頻度：自分の本を探すため 

問 13 学校図書館利用教科：国語 

問 13 学校図書館利用教科：社会 

問 13 学校図書館利用教科：総合 

問 13 学校図書館利用教科：生活科 

問 13 学校図書館利用教科：理科 

問 16 学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている 

問 16 学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる 

問 16 学校図書館利用の実践例を参考にする 

問 17 読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている 
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表 2-21 学校図書館活用度に影響を与え得る可能性のある要因（10 項目） 

カテゴリー 
項目 

番号 

質問

番号 
内容 

教員の属性 

（2 項目） 

1 問 2 校務分掌での学校図書館係担当経験あり 

2 問 4 教員養成時の図書館学，読書指導法等の学習経験あり 

教員の意識 

（3 項目） 

3 問 7 学校図書館活用の意義・必要を感じている 

4 問 7 学校図書館に活用できる資料が揃っている 

5 問 9 学校図書館利用しにくい又はしない理由：限られた時間し

か使えない（開館時間が短い） 

教員の 

利用実態 

（5 項目） 

6 問 13 学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生活科・理科） 

7 問 16 学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている 

8 問 16 学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる 

9 問 16 学校図書館利用の実践例を参考にする 

10 問 17 読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている 

 

2.2.3 研究 1-調査 2：面接調査 

2.2.3.1 面接調査の目的 

面接調査の目的は 2 つある。第 1 に，質問紙調査（研究 1‐調査 1）で得られた学校図書

館活用の活用度に影響を与え得る可能性のある要因である 10 項目（「属性」2 項目，「教員

の意識」3 項目，「教員の利用の実態」5 項目）について，より深く探ることである。第 2

に，教員の自由な意見を収集することで，質問紙調査作成時には想定できなかった「教員

の意識」と「教員の利用の実態」を明らかにすることである。 

 

2.2.3.2 面接調査の方法（調査対象，調査方法，質問項目） 

A．調査対象 

 調査校 8 校の本調査担当者に，面接調査を受けることのできる教員 2～3 人の選出を依頼

した。その結果，活用度の高い教員 16 人が調査対象となった。 

B．調査方法 

 質問項目を 7 問用意し，それに沿ってインタビューを進めていく半構造化インタビュー

を実施した。 

面接調査はすべて，一対一で，15 分～60 分程度行う個人面接法をとった。 

 調査期間は，2009 年 7 月 15 日～9 月 4 日であった。 

C．質問項目 

面接調査の第 1 の目的である「質問紙調査で得られた学校図書館活用の活用度に影響を

与え得る要因である 10 項目をより深く探ること」に対応する質問項目は，以下の問 1，問

2，問 3，問 4 である。また、第 2 の目的である「教員の自由な意見を収集することで，質



69 

 

問紙調査作成時には想定できなかった教員の意識と利用の実態を明らかにすること」に対

応する質問項目は，以下の問 5，問 6，問 7 である（表 2-22）。 

 

表 2-22 研究 1-調査 2：面接調査の質問項目 

質問番号 質問項目 

問 1 学校図書館活用を行うきっかけは何ですか 

問 2 学校図書館活用を行い良かった点は何ですか 

問 3 学校図書館活用を行い大変だったことは何ですか 

問 4 学校図書館活用を行うに当たり工夫していることは何ですか 

問 5 先生方の中に学校図書館活用を行おうとすることに意識差を感じることはあり

ますか 

問 6 学校図書館活用を行おうとされない先生はどうしてされないのか，また，どう 

すれば行うようになると思いますか 

問 7 学校図書館活用に関する課題は何ですか 

 

2.2.3.3 面接調査の分析方法 

 インタビューを IC レコーダーで録音し，得られた事例をすべて書き起こし，「聞き取り

記録」（文書資料）を作成した 24）。 

A．定性的コーディングの作業 

 「聞き取り記録」（文書資料）に，コード（小見出し）を付け，「文書セグメント」（コ 

ードの付いた文書資料の一部分）を作成した。 

B．データベース化 

 「聞き取り記録」から，同じコードが付けられた「文書セグメント」を切り取り，分類 

し，配列した。 

C．ストーリー化（編集作業：データベースを一覧表の形で整理した） 

D．前述 A．で付与したコードを統合し，5 つのカテゴリーを作成した。 

5 つのカテゴリーは，状況として①「学校図書館活用のきっかけ」，行為・相互行為とし

て②「学校図書館活用での工夫・利点」③「学校図書館活用をしにくいまたはしない理由」，

帰結として④「学校図書館活用で得られたもの」⑤「学校図書館活用での課題」であった

（図 2-1）。 

E．前述 B．で作成された「文書セグメント」の内容を要約し，それを前述の 5 つのカテゴ

リー別に整理し，「事例－コード・マトリックス」（表）25）を作成した（付録 1）。 

「事例－コード・マトリックス」（表）の 1 行目には，中心的な概念カテゴリーである中

核的な前述の 5 つのカテゴリーを並べ，左端の 1 列目には，教員の番号（事例）を並べた。

つまり，この表は，それぞれの教員に関する文字テキスト資料から切り出された「文書セ

グメント」をカテゴリー別に一覧表に整理したものであった。この表を作ることで，複数
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の事例同士について比較できるようになった。この表を縦方向に見ていくと，事例の一般

的なパターン，規則性を見ていくことができる。一方，横方向に見ていくと事例の個別性，

特殊性を明らかにしていくことができる。 

F．前述 E．で作成された「事例－コード・マトリックス」（表）を使い，文書セグメント

の関係についてさまざまな角度から検討し，81 のサブカテゴリーを抽出した。サブカテゴ

リーは，典型的にそのカテゴリーの内容を含むことを条件に抽出した 26）。さらに，81 のサ

ブカテゴリーを前述の 5 つのカテゴリーに分類し直し，「学校図書館活用に関する 5 つのカ

テゴリーと 81 のサブカテゴリー一覧」（付録 3）を作成した。 

 

 

  

状況 

①「学校図書館活用

のきっかけ」 

行為・相互行為 

②「学校図書館活用での

工夫・利点」 

③「学校図書館活用をし

にくいまたはしない理

由」 

帰結 

④「学校図書館活用で得

られたもの」 

⑤「学校図書館活用での

課題」 

図 2-1 面接調査カテゴリー間の関係 
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2.2.3.4 面接調査の結果 

81 のサブカテゴリーの中から，質問紙調査で尋ねていない教員の意識と利用の実態が，

面接調査で 59 サブカテゴリー得られた。この 59 サブカテゴリーで類似した内容のサブカ

テゴリー同士をまとめ，その回答件数が 9 件以上（調査対象教員 16 人中の過半数）となる

サブカテゴリー群を 1 つのグループとしたところ，8 項目抽出された（表 2-23 の項目番号

(10)～(17)）。この 8 項目に対応する 35 サブカテゴリーが分析対象となった。一方，質問紙

調査（研究 1‐調査 1）で得られた学校図書の活用度に影響を与える可能性のある要因であ

る 10 項目の内の 9 項目が面接調査でも抽出された。9 項目の内，1 項目は「属性」で 8 項

目は「学校図書館活用に対する教員の意識（3 項目）と利用実態（5 項目）」であった。教

員の「属性」に関する 1 項目は，「校務分掌での学校図書館担当経験がある」であった。「教

員の意識」3 項目は，「学校図書館活用の意義・必要を感じている」，「学校図書館に活用で

きる資料が揃っている」，「学校図書館利用をしにくい又はしない理由：限られた時間しか

図書館が使えない（開館時間が短い）」であった。「教員の利用実態」5 項目は，「学校図書

館利用教科は国語・社会・総合・生活科・理科である」，「学校図書館利用の効果的な学習

展開を心がけている」，「学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる」，「学校図

書館利用の実践例を参考にする」，「読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている」

であった（表 2-23 の項目番号(1)～(9)）。この項目に対応する 22 サブカテゴリーを分析対

象とした（参照：付録 3「Ⅱ章 学校図書館活用に関する 5 つのカテゴリーと 81 のサブカ

テゴリー一覧」） 

 以上の 35サブカテゴリーと 22サブカテゴリーを合わせた 57サブカテゴリーを分析対象

とした。分析対象となった 57 サブカテゴリーを，共通の内容のサブカテゴリーを合わせ，

学校図書館活用の鍵となる教員の実態，児童の実態，学校の実態の 3 つに分類した。以下

にカテゴリーごとのサブカテゴリーの内訳を示す。「教員の実態」は，教員の属性：2 サブ

カテゴリー，教員の意識：9 サブカテゴリー，教員の利用実態：11 サブカテゴリー，教員

と学校司書の協働：4 サブカテゴリー，合計 26 サブカテゴリーであった。「児童の実態」は，

6 サブカテゴリーである。「学校の実態」は，25 サブカテゴリーであった（表 2-23）。 
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表 2-23 面接調査の結果（分析対象：57 サブカテゴリー） 

領域 
 項目

番号 

サブカ
テゴリ
ー番号 

内容 
回答

件数 

教
員
の
実
態
（1

0

項
目2

6

サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
） 

教
員
の 

属
性 

(1) 

6 校務分掌で学校図書館経験あり 5 

52 校務分掌で学校図書館担当経験なし 

 

1 

教
員
の
意
識 

(2) 35 図書館活用の意義・必要を感じない 3 

(3) 

9 学習指導で使える資料が揃っている 2 

37 資料が揃っていない 7 

54 図書館蔵書が即授業に使えるという提示がない 1 

76 学習活動で使える資料を揃える 1 

(4) 

13 常時開館している 1 

45 図書館が常時開館していない 1 

53 図書館が空いていない（使いたいときに使えない） 1 

78 学校図書館が空いていない（使いたいときにすぐに使

えない） 

2 

教
員
の
利
用
実
態 

(5) 30 多くの教科で図書館を活用する 2 

(6) 

18 児童が主体的・自主的な学び方をするように工夫する 9 

21 系統的・計画的な利用指導あり 6 

66 利用指導が必要 7 

(7) 

2 図書館利用の年間指導計画あり 8 

20 図書館活用の年間指導計画あり 6 

49 図書館活用の年間指導計画なし 1 

68 図書館活用の年間指導計画を作る 2 

(8) 
29 図書館活用授業の実践例を参考にする 3 

73 図書館活用の参考になる実践例が必要 1 

(9) 
23 読書指導の工夫在り（読み聞かせ，ブックトーク，お

話会） 

5 

教
員
と
学
校
司
書

の
協
働 

(10) 

19 教員と学校司書の協働（コラボレーション） 8 

35 図書館担当者に相談できない 1 

41 教員と学校司書の協働がない 4 

60 学校司書との協働（コラボレーション）教員が教材研

究に専念 

1 
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表 2-23 面接調査の結果（分析対象：57 サブカテゴリー）（続き） 

領域  
項目

番号 

サブカ
テゴリ
ー番号 

内容 
回答

件数 

児
童
の
実
態
（3

項
目6

サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
） 

児
童
の
実
態 

(11) 56 児童に調べる力がついた 25 

(12) 57 児童が主体的・自発的な学びをするようになった 21 

(13) 

58 児童の意識が変わった 10 

61 本を通じ児童の中に交流が生まれた 1 

62 児童の作品が変わった 1 

64 児童が生きる力を得た 1 

学
校
の
実
態
（4
項
目2

5

サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
） 

学
校
の
実
態 

(14) 

1 図書館活用が学校の研究授業になっている 9 

3 研究指定校（文科省）になっている 6 

40 図書館活用が学校の研究授業になっていない 4 

(15) 

7 学校全体に図書館活用の意識がある 4 

11 校長が図書館活用に熱心である 2 

24 校務分掌に組織的な図書館活用部会がある 3 

31 職員会議で学校図書館部から報告あり 1 

32 図書館活用を学校教育の中心に据える 1 

43 校務分掌に組織的な図書館活用部会がない 2 

48 校長の学校図書館活用の意識が低い 1 

50 学校全体に図書館活用の意識がない 1 

55 職員会議で図書館の報告がない 1 

69 学校図書館を学校教育の中心に置く 1 

(16) 

12 学校司書が常駐している 1 

36 学校司書が常駐していない 9 

67 司書教諭を専任にする 2 

70 学校司書の常駐 1 

71 能力のある学校司書の存在 1 

75 時間の確保が必要 1 

77 図書館担当教員の授業時間を軽減する 1 

(17) 

5 図書館ネットワークがある 6 

17 教育委員会からの働きかけがある 1 

22 教員研修に参加する 1 

42 研修がない 2 

74 研修が必要 1 
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表 2-23 面接調査の結果（分析対象：57 サブカテゴリー）（続き） 

注 1：サブカテゴリー番号は，付録 3「Ⅱ章 学校図書館活用に関する 5 つのカテゴリ

ーと 81 のサブカテゴリー一覧」にあるサブカテゴリー番号を示している。 

注 2：項目番号 11，サブカテゴリー番号 56，児童に調べる力がついたの回答件数が 25

件となっているのは，付録 3「Ⅱ章 学校図書館活用に関する 5 つのカテゴリーと

81 のサブカテゴリー一覧」のサブカテゴリー番号 56 内の項目件数を合計したも

のである（項目番号 12 はサブカテゴリー番号 57 の項目件数の合計）。 

注 3：図書館は学校図書館を指す。 

 

2.2.3.5 研究 1-調査 2（面接調査）の考察 

面接調査では，質問紙調査で有意であった学校図書館の活用度に影響を与え得る要因 10

項目の内で面接調査の結果と合致した 9 項目（項目番号(1)～(9)）と，サブカテゴリーの回

答件数が 9 件以上となった 8 項目（項目番号(10)～(17)）を合わせ 17 項目が学校図書館活

用度に影響を与え得る可能性のある要因であることが示唆された。この 17 項目を「教員の

実態」10 項目（「属性」1 項目，「教員の意識」3 項目，「教員の利用実態」5 項目，「教員と

学校司書の協働」1 項目），「児童の実態」3 項目，「学校の実態」4 項目の 3 つに整理した結

果，以下の表 2-24 のとおりとなった。一方，協働に関することは，面接調査から，教員と

学校司書のコラボレーションあり（項目番号(10)）が 1 項目のみ挙がり，協働は少ない現状

であることが推察された（表 2-24）。 
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表 2-24 学校図書館活用度に影響を与え得る可能性のある要因（17 項目） 

 
項目 

番号 

サブカテゴリ

ー番号 
内容 

教員の属性 

（1 項目） 
(1) 6,52 

校務分掌での学校図書館担当経験あり 

教員の意識 

（3 項目） 

(2) 35 学校図書館活用の意義・必要を感じている 

(3) 9,37,54,76 学校図書館に活用できる資料が揃っている 

(4) 13,45,53,78 
学校図書館利用をしにくい又はしない理由：限られた

時間しか使えない（開館時間が短い） 

教員の利用実態 

（5 項目） 

(5) 30 
学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生活科・理

科）で学校図書館を活用している 

(6) 18,21,66 

学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている 

（児童生徒の主体的・自主的学びの工夫，系統的・計

画的な利用指導） 

(7) 2,20,49,68 学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる 

(8) 29,73, 学校図書館利用の実践例を参考にする 

(9) 23 読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている 

教員と学校司書

の協働（1 項目） 
(10) 19,35,41,60 

教員と学校司書がコラボレーション（教員と学校司書

の協働）をしている 

児童の実態：学校

図書館活用の効

果（3 項目） 

(11) 56 児童に調べる力がついた 

(12) 57 児童が主体的・自発的な学び方をするようになった 

(13) 
58，61，62，

64 

児童の意識，作品が変わってきている 

（児童間の協働，児童が生きる力を獲得） 

学校の実態 

（4 項目） 

(14) 1,3，40 学校図書館活用の研究指定校になっている 

(15) 

7,11,24,31,3

2,43,48,50,5

5,69 

学校図書館活用を学校教育の中心に置く 

（校長のリーダーシップ，校務分掌に組織的な学校図

書館活用部会あり） 

(16) 
12,36,67,70,

71,75,77 

職務体制を整備する 

（学校司書の常駐，司書教諭の専任化，能力ある学校

司書の存在） 

(17) 
5,17,22,42,7

4 

教育委員会からの働きかけ・支援がある 

（学校図書館ネットワークあり，教員研修あり） 

注 1：サブカテゴリー番号は，付録 3「Ⅱ章 学校図書館活用に関する 5 つのカテゴリーと 81 

のサブカテゴリー一覧」にあるサブカテゴリー番号である。 

注 2：項目番号()は表 2-23 の項目番号に対応している。 
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2.2.4 研究 1 の考察（調査 1：質問紙調査と調査 2：面接調査の総合考察） 

調査 1：質問紙調査では，学校図書館活用の授業時間数を基に活用度の高い教員と低い教

員に分け，両者間の回答の比較・分析を行った。その結果，活用度高・低で有意であった

項目は 10 項目あり，その内訳は，「教員の属性」2 項目，「教員の意識」3 項目，「教員の利

用実態」5 項目であった（表 2-21）。この 10 項目が学校図書館活用の活用度に影響を与え

得る可能性のある要因であると考えられる。調査 2：面接調査では，調査 1（質問紙調査）

で有意であった項目と合致した 9 項目とサブカテゴリーの回答件数が 9 件以上（調査対象

教員 16 人中の過半数）の 8 項目を合わせた 17 項目を分析対象とした。その内訳は，「教員

の属性」1 項目，「教員の意識」3 項目，「教員の利用実態」6 項目，「児童の実態」3 項目，

「学校の実態」4 項目であった（表 2-24）。以上の 2 つの調査結果を合わせた 27 項目から，

質問紙調査で有意であった項目と面接調査で合致した項目（重なった項目）9 項目と学校図

書館活用の結果である「児童の実態」3 項目を除いた 15 項目が学校図書館活用の活用度に

影響を与え得る可能性のある要因であることが示唆された（表 2-25）。その内訳は，「教員

の属性」2 項目，「教員の意識」3 項目，「教員の利用実態」6 項目，「学校の実態」4 項目で

あった（表 2-25）。 
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表 2-25 学校図書館活用度に影響を与え得る可能性のある要因（15 項目） 

 項目 

番号 
内容 

教員の属性 

（2 項目） 

1  (1) ✻ 校務分掌での学校図書館担当経験あり 

2  教員養成時に図書館学，読書指導法等の学習経験あり 

教員の意識 

（3 項目） 

3  (2) ✻ 学校図書館活用の意義・必要を感じている 

4  (3) ✻ 学校図書館に活用できる資料が揃っている 

5  (4) ✻ 

 

学校図書館を利用しにくい又はしない理由：限られた時間しか

使えない（開館時間が短い） 

教員の利用

実態 

（6 項目） 

6  (5) ✻ 学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生活科・理科）で学

校図書館を活用している 

7  (6) ✻ 学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている 

8  (7) ✻ 学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる 

9  (8) ✻ 学校図書館利用の実践例を参考にする 

10 (9) ✻ 読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている 

(10) 教員と学校司書がコラボレーションしている（教員と学校司書

の協働） 

学校の実態 

（4 項目） 

(14) 学校図書館活用の研究指定校になっている 

(15) 学校図書館活用を学校教育の中心に置く 

(16) 職務体制を整備する 

(17) 教育委員会からの働きかけ・支援がある 

注 1：項目番号 1~10 は，表 2-21 の項目番号に対応している。 

注 2：項目番号(1)~(17)は，表 2-23 の項目番号に対応している。 

注 3：調査 1（質問紙調査）と調査 2（面接調査）の学校図書館活用度に影響を与え得る

可能性のある要因で重なった 9 項目の項目番号に✻を付けてある（表 2-21，表 2-24）。 

 

調査 1（質問紙調査）で得られた活用度の高い教員が低い教員より有意であった 10 項目

（表 2-21）は，学校図書館を活用しようとする「教員の属性」2 項目，「教員の意識」3 項

目，「教員の利用実態」5 項目である。χ2検定から，この 10 項目と教員の活用度の高低に

関連があるといえる。この 10 項目の内，調査 2（面接調査）における半構造化インタビュ

ーにおいて，多くの教員から，これらのことを実践することで学校図書館を活用するよう

になったという発言を得ることができた項目が 9 項目あった。この内，学校図書館を利用

しにくいまたは利用しない理由：限られた時間しか使えない（開館時間が短い）を除いた 8

項目は学校図書館の活用度を上げるための条件となり得る可能性が示唆された。したがっ

て，この 8 項目は，学校図書館の活用度を上げ得る可能性のある要因であると考えられる。

この 8 項目は，「教員の属性」1 項目：「校務分掌での学校図書館担当経験あり」，「教員の意
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識」2 項目：「学校図書館活用の意義・必要を感じている」，「学校図書館に活用できる資料

が揃っている」，「教員の利用実態」5 項目：「学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生

活科・理科）で活用している」，「学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている」，「学

校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる」，「学校図書館利用の実践例を参考に

する」，「読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている」であった（表 2-26）。 

これらの 8 項目の関係は，相互に関連付けられることによって教員の学校図書館の活用

が促進されると考えられる。ただし，これらの要因は相互補完的であるため，どの要因が

活性化の出発点であり，終点であるということではなく，どの要因でも出発点になり得る。

このような学校図書館活用の促進のプロセスを通し，教員は学校図書館を活用する時に，

学校図書館担当者の支援を受け，教員と学校図書館担当者との協働は構築されていくこと

が期待される。 

次に，協働構築の視点で 2 つの調査結果を考察する。調査 1（質問紙調査）では，協働に

関する項目は，活用度と有意である項目にはみられなかった。調査 2（面接調査）では，教

員と学校司書がコラボレーションしている（教員と学校司書の協働）に関して 4 つのサブ

カテゴリーが挙がり 14 件抽出され，分析対象になった（表 2-23：項目番号(10)）。調査 2

の調査対象者は活用度の高い教員であったため，活用度の高い教員は学校司書とのコラボ

レーション（教員と学校司書の協働）はしているが，コラボレーションしている教員（学

校司書と協働している教員）は学校図書館を活用しているとは言えないため，活用度を上

げ得る可能性があるとは言えない。 

調査 1（質問紙調査）と調査 2（面接調査）を総合考察した結果，導き出された 8 項目（表

2-26）は，学校図書館の活用度を上げ得る可能性のある要因であることが示唆された（表

2-26）。一方，協働構築は停滞していることが明らかになった。 

 

表 2-26 学校図書館の活用度を上げ得る可能性のある要因（8 項目） 

 項目

番号 
内容 

教員の属性 

（1 項目） 
1 校務分掌での学校図書館担当経験あり 

教員の意識 

（2 項目） 

3 学校図書館活用の意義・必要を感じている 

4 学校図書館に活用できる資料が揃っている 

教員の利用

実態 

（5 項目） 

6 学校図書館利用教科（国語・社会・総合・生活科・理科） 

7 学校図書館利用の効果的な学習展開を心がけている 

8 学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込んでいる 

9 学校図書館利用の実践例を参考にする 

10 読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫をしている 

注：項目番号は，表 2-21 の項目番号に対応している。 
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2.3 研究 2：学校教育における学校図書館活用の効果と協働の現状：学校図書館担当者の

職務体制の視点と教員と学校図書館担当教員の協働の視点 

 

2.3.1 研究 2（ウェブアンケート調査の分析）の目的と方法 

 教員が学校教育において学校図書館を活用するには，学校図書館担当者からの支援（協

働）が求められる。しかし，学校図書館担当者の職務体制は多様である。そこで，研究 2

では 2 つのウェブアンケート調査の分析を実施した。まず，学校図書館担当者の職務体制

の違いによる学校図書館活用の効果と協働の現状を明らかにし（調査 1），次に，教員と学

校図書館担当教員の協働の現状を明らかにした（調査 2）。 

 

2.3.2 研究 2-調査 1：職務体制別の学校図書館の効果（ウェブアンケート調査の分析） 

2.3.2.1 研究 2-調査 1 の目的 

 学校図書館担当者の職務体制別に教員の学校図書館活用に影響を与え得る効果と協働の

現状を明らかにすることを目的とした 27）。 

 

2.3.2.2 研究 2-調査 1 の研究方法 

調査 1 は，独立行政法人国立青少年教育振興機構による「子どもの読書活動と人材育成

に関する調査研究」28）における「教員調査ワーキンググループ」29）によるウェブアンケー

ト調査結果を基に，そのデータの一部を筆者の視点で分析・考察した。筆者は 2011 年度か

ら 2012 年度に「教員調査ワーキンググループ」に参加し学校図書館調査を担当した。 

この調査結果を使用するに当たり，独立行政法人国立青少年教育振興機構及び，「教員調

査ワーキンググループ」のメンバー全員 30）から「調査結果使用」許可をメールおよび電話

にて得た。 

A．子どもの読書活動と人材育成に関する調査研究（教員調査）の概要 

a．調査対象校，調査対象者 

調査対象校は，小・中・高等学校各 2000 校である。 

学校単位に，「学校組織調査」と「教員調査」の 2 つの調査を実施し，「学校組織調査」

は，校長または副校長（教頭）の 1 名が回答し，「教員調査」は，小学校の場合は，1 年（低

学年），3 年（中学年），6 年（高学年）の学年主任 3 名が回答した（学年主任がいない場合

は学年担当教員が回答）。中・高等学校は 2 年生の学年主任が回答した。 

b．調査対象校の条件 

 47 都道府県より各都道府県，政令指定都市，市区町村の教育委員会のホームページ及び

各学校のホームページに，メールアドレスが公開されている学校より地域ブロックごとの

人口構成比を配慮して抽出した。なお，地域ブロックは以下の通り 10 地域に分類した（表

2-27）。 

c．調査方法，調査期間，回収結果（回収率） 
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 ウェブアンケート調査を 2012 年 8 月 1 日～8 月 31 日に実施した。回収結果（回収率） 

は，小学校：572 校（28.6％），中学校 578 校（28.9％），高等学校 537 校（26.9％），全学

校数 1，687 校（28.1％）であった。教員数は，小学校 2,051 人（25.6％），中学校 1,127

人（28.2％），高等学校 1,050 人（26.3％），全教員数 4,228 人（26.4％）であった。また，

全教員数 4,228 人中，学校図書館担当教員は 1,617 人（38.2％）であり，一般の教員は 2，

611 人（61.8％）であった。 

 

表 2-27 都道府県における 10 地域ブロック 

地域ブロック 都道府県 

北海道 北海道 

東北 青森県，秋田県，山形県（岩手県，宮城県，福島県を除く） 

関東 茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県 

北陸 富山県，石川県，福井県 

甲信越 新潟県，山梨県，長野県 

東海 岐阜県，静岡県，愛知県，三重県 

近畿 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 

中国 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 

四国 徳島県，香川県，愛媛県，高知県 

九州 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県 

 

d．調査目的，質問項目，回答方法 

「学校組織調査」の調査目的は，学校の読書環境，学校図書館環境を明らかにすること

である。質問項目は，学校の属性，専門職の配置，学校図書館ボランティア活動状況，学

校図書館整備状況，学校の読書活動状況，地域との連携，図書委員会活動の状況，読書活

動に関する自由記述であった。 

「教員調査」の調査目的は，教員，学校図書館担当者の読書活動，学校図書館活用の実

態と学校図書館担当者の教員支援の状況を明らかにすることである。質問項目は，教員の

属性，教員の読書活動状況，教員の学校図書館メディア活用状況，教員の読書活動研修経

験であった。一方，学校図書館担当者向けの質問項目は，調べ学習の支援，読書活動推進

の方法，学校図書館運営予算等であった。 

 回答方法は，質問項目により，選択肢法，4 段階評価法，自由記述法であった。 

 以上の質問項目のうち，学校図書館に関する質問項目は，筆者の調査 31）で作成した調査

票を基に，筆者が中心となり教員調査ワーキンググループのメンバーで改訂・追加する方

法で作成した。 

e．ウェブアンケート調査における「学校図書館担当職員」の概念 

ウェブアンケート調査が実施されたのは，学校図書館法に「学校司書」が規定される以
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前であったため，「学校図書館担当職員」は次の概念に従った。“学校図書館の仕事を主と

して行っている事務職員の通称，「学校図書館法」で規定されている専任の司書教諭が充分

に配置されなかったため，日常の学校図書館サービスに当たる人が様々な形で雇用される

ようになり，そうした職員がこの名で呼ばれている。地方自治体によっては，司書資格を

持つ人を専任で学校図書館の運営にあたらせるなど，雇用の形式ばかりでなく，雇用され

た人の学歴や資格も多種多様である（略）”32）。 

 

B．研究 2-調査 1 の分析対象，質問項目と回答方法，分析方法 

a．分析対象 

分析対象校は，ウェブアンケート調査における回収小学校 572 校から司書教諭発令校を

抽出し，246 校とした。なお，小学校のみを分析対象としたのは，1.4.3 で示したとおりで

ある。司書教諭発令校（246 校）を，司書教諭時間確保の有無と学校司書配置の有無の組み

合わせで，4 種類の学校状況，①司書教諭時間確保有・学校司書有，②司書教諭時間確保有・

学校司書無，③司書教諭時間確保無・学校司書有，④司書教諭時間確保無・学校司書無に

分類した。それぞれの学校数をみると，③司書教諭時間確保無・学校司書有が一番多く（111

校：45.1％），④司書教諭時間確保無・学校司書無（95 校：38.6％），①司書教諭時間確保

有・学校司書有（24 校：9.8％），②司書教諭時間確保有・学校司書無（16 校 6.5％），の順

になっている。一方，司書教諭時間確保有 40校（16.3％），司書教諭時間確保無 206 校（83.7％）

であり，学校司書有は 135 校（54.9％），学校司書無は 111 校（45.1％）であった（表 2-28

参照）。 

司書教諭の時間確保の状況について文部科学省の平成 24 年度「学校図書館の現状に関す

る調査結果について」33）と本ウェブアンケート調査を比較してみると，文部科学省の調査

では，司書教諭の負担軽減有（本調査においては司書教諭時間確保有）の学校は，12 学級

以上の学校 6.8％，11 学級以下の学校 7.4％を示し，本ウェブアンケート調査では 571 校中

40 校（7.0％）に司書教諭の時間確保があり，文部科学省の調査とほぼ同じ割合を示してい

た（表 2-28）。 

 

表 2-28 司書教諭発令校における 4 種類の学校状況別の学校数と割合（小学校） 

 司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 
合計 

①学校司書有 ②学校司書無 ③学校司書有 ④学校司書無 

学校数 24 校 16 校 111 校 95 校 246 校 

割合 9.8％ 6.5％ 45.1％ 38.6％ 100％ 
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b．分析項目と回答方法 

「司書教諭の時間確保」の有無と「学校司書配置」の有無で区分した 4 種類の学校状況

の違いによる「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」への効果を検討するため，「学校

図書館サービス」と「学校図書館活用」に関する質問項目を分析項目とした。なお，本研

究では，ウェブアンケート調査における「学校図書館担当職員」は「学校司書」とした。 

「学校図書館サービス」に関する質問 9 項目は，データベース管理，必読書コーナー設

置，新聞配備，選書委員会開催，年間貸出冊数把握，図書標準達成，公共図書館との連携，

資料が揃っている，開館時間（週）であった。この質問 9 項目の内，8 項目が「学校組織調

査項目（校長または副校長どちらか 1 名が回答）」であり，1 項目が「教員調査項目（低学

年，中学年，高学年の担当教員 3 名が回答）」であった。回答方法別でみると，選択肢法（「は

い，いいえ」）の質問 7 項目は，データベース管理，必読書コーナー設置，新聞配備，選書

委員会開催，年間貸出冊数把握，図書標準達成，公共図書館との連携であった。4 段階評価

法（非常にそう思う 4 点，そう思う 3 点，あまりそう思わない 2 点，そうとは思わない 1

点）でたずねた質問は 1 項目：資料が揃っているである。自由記述法でたずねた質問は 1

項目：開館時間（週）であった（表 2-29）。 

「学校図書館活用」に関する質問 11 項目は，ブックトークの実施，調べ学習時の相談，

教科書以外の本の活用，実践例を参考にする，教科での図書館活用，意義・必要を感じる，

学校図書館の役割：教員支援，学校図書館の役割：学び方を学ぶ，学校図書館のイメージ：

親切なところ，年間貸出冊数量（児童＋教員），年間貸出冊数量（児童）であった。この質

問 11 項目の内，3 項目が「学校組織調査項目（校長または副校長どちらか 1 名が回答）」で

あり，8 項目が「教員調査項目（低学年，中学年，高学年の担当教員 3 名が回答）」であっ

た。回答方法別でみると，選択肢法の質問 5 項目は，ブックトークの実施，調べ学習の相

談，教科書以外の本の活用，実践例を参考，教科での図書館活用である。4 段階評価法の質

問 4 項目は，意義・必要を感じる，学校図書館の役割：教員支援，学校図書館の役割：学

び方を学ぶ，学校図書館のイメージ：親切なところであった。自由記述法の質問 2 項目は，

年間貸出冊数量（児童＋教員），年間貸出冊数量（児童）であった。「学校図書館サービス」

に関する質問項目と「学校図書館活用」に関する質問項目の合計は20項目であった（表2-29）。 
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表 2-29 研究 2-調査 1 の質問項目 

 

質問

項目 
内容 

学
校
図
書
館
サ
ー
ビ
ス 

問 1 
あなたの学校の蔵書はデータベースとして管理されていますか。あてはまる

ものを 1 つ選んでください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 2 
全校一斉読書以外に必読書コーナーを設置していますか。あてはまるものを 1

つ選んでください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 3 
学校図書館に新聞は配備されていますか。あてはまるものを 1 つ選んでくだ

さい（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 4 
あなたの学校において選書委員会を開いていますか。あてはまるものを 1 つ

選んでください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 5 
学校図書館の年間貸出冊数を把握していますか。あてはまるものを 1 つ選ん

でください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 6 
あなたの学校は学校図書館図書標準を達成していますか。あてはまるものを 1

つ選んでください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 7 
あなたの学校では公共図書館との連携をしていますか。あてはまるものを 1

つ選んでください（はい，いいえ）：学校組織調査 

問 8 

教科等の学習活動を充実させる資料が揃っている。それぞれ一番近いと思う

ものを 1 つ選んでください（非常にそう思う 4 点，そう思う 3 点，あまりそ

う思わない 2 点，そうとは思わない 1 点）：教員調査 

問 9 学校図書館の開館時間をお答えください（時間数を記述）：学校組織調査 

学
校
図
書
館
活
用 

問 10 

児童に「豊かな感性や情操を育むための読書」を行うためにブックトークを

実施していますか。あてはまるものを 1 つ選んでください（はい，いいえ）：

学校組織調査 

問 11 

「調べ学習」で学校図書館担当者に学校図書館利活用の授業計画や資料等の

相談をする。あてはまるものを 1 つ選んでください（はい，いいえ）：教員調

査 

問 12 
教科等の指導に際して教科書以外の本も活用する。あてはまるものを 1 つ選

んでください（はい，いいえ）：教員調査 

問 13 
「調べ学習」で学校図書館利活用で学校図書館を使った実践例を参考にする。

あてはまるものを 1 つ選んでください（はい，いいえ）：教員調査 

問 14 
教科等の学習にあたって学校図書館を活用する。あてはまるものを 1 つ選ん

でください（はい，いいえ）：教員調査 
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表 2-29 研究 2-調査 1 の質問項目（続き） 

 質 問

項目 
内容 

学
校
図
書
館
活
用 

問 15 

授業を行うのに学校図書館を使う意義・必要を感じる。それぞれ一番近いと

思うものを 1 つ選んでください（とても当てはまる 4 点，まあ当てはまる 3

点，当てはまらない 2 点，全く当てはまらない 1 点）：教員調査 

問 16 

学校図書館の役割で大切なものは教員支援（資料提供，指導のサポート）で

ある。それぞれ一番近いと思うものを 1 つ選んでください（とても当てはま

る 4 点，まあ当てはまる 3 点，当てはまらない 2 点，全く当てはまらない 1

点）：教員調査 

問 17 

学校図書館の役割で大切なものは児童が教科学習等の学び方を学ぶ場であ

る。それぞれ一番近いと思うものを 1 つ選んでください（とても当てはまる 4

点，まあ当てはまる 3 点，当てはまらない 2 点，全く当てはまらない 1 点）：

教員調査 

問 18 

学校図書館のイメージは親切なところである。それぞれ一番近いと思うもの

を 1 つ選んでください（とても当てはまる 4 点，まあ当てはまる 3 点，当て

はまらない 2 点，全く当てはまらない 1 点）：教員調査 

問 19 
学校図書館の年間貸出冊数（児童＋教員）をお答えください（貸出冊数を記

述）：学校組織調査 

問 20 
学校図書館の年間貸出冊数（児童）をお答えください（貸出冊数を記述）：学

校組織調査 

 

c．分析方法 

 「司書教諭の時間確保」の有無と「学校司書配置」の有無を組み合わせた 4 種類の学校

状況の違いによる「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」への効果を検討するために

以下のような分析を実施した。 

 司書教諭発令校（246 校）を 4 種類の学校状況，①司書教諭時間確保有・学校司書有(24

校)，②司書教諭時間確保有・学校司書無（16 校），③司書教諭時間確保無・学校司書有・（111

校），④司書教諭時間確保無・学校司書無（95 校）に分け，各質問項目の回答結果とのクロ

ス集計表を作成し，比較分析を行った。 

 選択肢法の質問項目は，「はい」と回答した割合（％），4 段階評価法の質問項目は，選択

肢を得点化し（4 点から 1 点）その平均値，自由記述法の質問項目は，正規分布からの乖離

が大きかったため，中央値，25 パーセンタイル値，75 パーセンタイル値を算出し，比較分

析を行った。 

 本研究では，これらの指標（自由記述法の場合は中央値）を 38 の質問項目それぞれにつ

いて 4 種類の学校状況で比較し，最も高いことを「効果有」とした。 
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2.3.2.3 研究 2-調査 1 の結果 

研究 2：調査 1 の結果は，「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」に関する質問項目

の順に，また，同じ質問項目の内では，選択肢法項目の結果，4 段階評価法項目の結果，自

由記述法項目の結果の順に表にまとめた。これらをまとめたものが表2-30，表2-31，表2-32，

表 2-33，表 2-34，表 2-35 である。まず，A．で 4 種類の学校状況と「学校図書館サービス」

の関係，次に，B．で 4 種類の学校状況と「学校図書館活用」との関係，最後に C．まとめ

を記した。 

A．「学校図書館サービス」に関する質問項目 

司書教諭の時間確保と 4 種類の学校状況別の「学校図書館サービス」の水準を，先ず，

データベース管理，必読書コーナー設置，新聞配備，選書委員会開催，年間貸出冊数把握，

図書標準達成，公共図書館との連携（選択肢法項目，表 2-30），次に，資料が揃っている（4

段階評価法項目，表 2-31），最後に，開館時間（週）（自由記述法項目，表 2-32）の順に記

した。 

a．選択肢法項目（問 1～7）：学校組織調査（校長または教頭どちらか 1 名回答） 

 4 種類の学校状況間で比較し，①司書教諭時間確保有・学校司書有の割合が最も高かった

のは 7 項目の内 5 項目であった。その 5 項目は，「データベースの管理」（83.3％），「必読

書コーナーの設置」（100％），「新聞配備」（75.0％），「選書委員会開催」（20.8％），「公共

図書館との連携」（100％）であった。残りの 2 項目は③司書教諭時間確保無・学校司書有

の割合が最も高かった。その 2 項目は，年間貸出冊数把握（90.1％），図書標準達成（64.9％）

であった（表 2-30）。 

 

表 2-30 4 種類の学校状況と「学校図書館サービス」（問 1～問 7） 

選択肢法項目 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有

N＝24 校 

②学校司書無

N＝16 校 

③学校司書有

N＝111 校 

④学校司書無

N＝95 校 

n 割合 n 割合 n 割合 n 割合 

問 1 データベース管理 20 83.3% 12 75.0% 85 76.6% 43 45.3% 

問 2 必読書コーナー設置 24 100% 12 75.0% 94 84.7% 60 63.2% 

問 3 新聞配備 18 75.0% 2 12.5% 55 49.5% 24 25.3% 

問 4 選書委員会開催 5 20.8% 0 0% 9 8.1% 5 5.3% 

問 5 年間貸出冊数把握 20 83.3% 9 56.3% 100 90.1% 51 53.7% 

問 6 図書標準達成 13 54.2% 4 25.0% 72 64.9% 42 44.2% 

問 7 公共図書館との連携 24 100% 9 56.3% 80 72.1% 50 52.6% 
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b．4 段階評価法項目：「資料が揃っている」（問 8）：教員調査（低学年，中学年，高学年の

担当教員 3 名が回答） 

選択肢を得点化し（4 とても当てはまる，3 まあ当てはまる，2 あまり当てはまらない，1

全く当てはまらない），各群の平均値で比較した。 

4 種類の学校状況間で比較し，低学年と中学年は，①司書教諭時間確保有・学校司書有の

平均値（低学年 2.87，中学年 2.67）が最も高かった（表 2-31）。高学年は，③司書教諭時

間確保無・学校司書有の平均値（2.67）が最も高かった。 

c．自由記述法項目：「開館時間」（問 9）：学校組織調査（校長または教頭どちらか 1 名回答） 

開館時間のデータに正規分布からの乖離が大きかったため，中央値で比較した。 

4 種類の学校状況間で比較し，②司書教諭時間確保有・学校司書無の中央値（34.0 時間）

が最も高かった（表 2-32）。 

 

表 2-31 4 種類の学校状況と「資料が揃っている」（問 8） 

4 段階評価法項目 

平均値 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有 

N＝24 校 

②学校司書無 

N＝16 校 

③学校司書有 

N＝111 校 

④学校司書無 

N＝95 校 

資料が揃っている（低学年） 2.87 2.31 2.53 2.46 

資料が揃っている（中学年） 2.67 2.56 2.54 2.37 

資料が揃っている（高学年） 2.48 2.50 2.67 2.56 

 

表 2-32 4 種類の学校状況と「開館時間（週）」（問 9） 

自由記述法項目 

中央値 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有 

N＝24 校 

②学校司書無 

N＝16 校 

③学校司書有 

N＝111 校 

④学校司書無 

N＝95 校 

開
館
時
間
（
週
） 

中央値 29.5 時間 34.0 時間 30.0 時間 26.5 時間 

25％点 12.3 時間 7.5 時間 7.0 時間 3.8 時間 

75％点 38.0 時間 35.0 時間 35.0 時間 36.3 時間 
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B．4 種類の学校状況と「学校図書館活用」 

4 種類の学校状況と「学校図書館活用」との関係を，先ず，「ブックトーク実施」（表 2-33），

「調べ学習時相談」，「教科書以外の本活用」，「実践例を参考」，「教科で図書館活用」（選択

肢法，表 2-34），次に，「意義・必要を感じる」，「役割：教員支援」，「役割：学び方を学ぶ」，

「イメージ：学校図書館は親切なところ」（4 段階評価法，表 2-35），最後に，「年間貸出冊

数把握：児童＋教員」，「年間貸出冊数把握：児童」（自由記述法，表 2-36）の順に記した。 

a-1．選択肢法項目：「ブックトークの実施」（問 10）：学校組織調査（校長または教頭どち

らか 1 名回答） 

4 種類の学校状況間で比較し，①司書教諭時間確保有・学校司書有の割合（70.8％）が最

も高かった（表 2-33）。 

 

表 2-33 4 種類の学校状況と「ブックトーク実施」（問 10） 

選択肢法項目 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有

N＝24 校 

②学校司書無

N＝16 校 

③学校司書有

N＝111 校 

④学校司書無

N＝95 校 

n 割合 n 割合 n 割合 n 割合 

ブックトーク実施 17 70.8% 5 31.3% 56 50.5% 21 22.1% 

 

a-2．選択肢法項目（問 11～14）：教員調査（低学年，中学年，高学年の担当教員 3 名が回

答） 

「調べ学習時の相談」は，低学年・中学年・高学年で，①司書教諭時間確保有・学校司

書有の割合（低学年 78.3％，中学年 76.2％，高学年 76.2％）が最も高かった（表 2-34）。 

「教科書以外の本活用」は，低学年で，①司書教諭時間確保有・学校司書有の割合（95.7％）

が最も高かった。中学年では，④司書教諭時間確保無・学校司書無の割合（94.0％）が最も

高かった。高学年では，②司書教諭時間確保有・学校司書無の割合（93.8％）が最も高かっ

た（表 2-34）。 

「実践例を参考」は，低学年・中学年・高学年で，①司書教諭時間確保有・学校司書有

の割合（低学年 52.2％，中学年 52.4％，高学年 38.1％）が最も高かった（表 2-34）。 

「教科で図書館活用」は，低学年・中学年で，④司書教諭時間確保無・学校司書無の割

合（低学年 93.9％，中学年 97.6％）が最も高かった。高学年では，②司書教諭時間確保有・

学校司書無の割合（100％）が最も高かった（表 2-34）。 
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表 2-34 4 種類の学校状況と「学校図書館活用」（問 11～問 14） 

選択肢法項目 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有 

低学年：N=23 人 

中学年：N=21 人 

高学年：N=21 人 

②学校司書無 

低学年：N=13 人 

中学年：N=16 人 

高学年：N =6 人 

③学校司書有 

低学年：N =9 人 

中学年：N=99 人 

高学年：N=98 人 

④学校司書無 

低学年：N=82 人 

中学年：N=83 人 

高学年：N=78 人 

n 割合 n 割合 n 割合 n 割合 

問

11 

調べ学習時相談 

（低学年） 
18 78.3% 6 46.2% 58 58.6% 21 25.6% 

調べ学習時相談 

（中学年） 
16 76.2% 10 62.5% 52 52.5% 18 21.7% 

調べ学習時相談 

（高学年） 
16 76.2% 5 31.3% 61 62.2% 15 19.2% 

問

12 

教科書以外の本活用 

（低学年） 
22 95.7% 8 61.5% 88 88.9% 74 90.2% 

教科書以外の本活用 

（中学年） 
18 85.7% 12 75.0% 90 90.9% 78 94.0% 

教科書以外の本活用 

（高学年） 
19 90.5% 15 93.8% 90 91.8% 72 92.3% 

問

13 

実践例を参考 

（低学年） 
12 52.2% 6 46.2% 29 29.3% 27 32.9% 

実践例を参考 

（中学年） 
11 52.4% 3 18.8% 27 27.3% 35 42.2% 

実践例を参考 

（高学年） 
8 38.1% 3 18.8% 26 26.5% 24 30.8% 

問

14 

教科で図書館活用 

（低学年） 
21 91.3% 12 92.3% 92 92.9% 77 93.9% 

教科で図書館活用 

（中学年） 
20 95.2% 13 81.3% 95 96.0% 81 97.6% 

教科で図書館活用 

（高学年） 
20 95.2% 16 100% 96 98.0% 75 92.6% 
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b．4 段階評価法項目（問 15～18）：教員調査（低学年，中学年，高学年の担当教員 3 名が

回答） 

選択肢を得点化し（4 とても当てはまる，3 まあ当てはまる，2 あまり当てはまらない，1

全く当てはまらない），各群の平均値で比較した。 

「意義・必要を感じる」は，低学年で，②司書教諭時間確保有・学校司書無の平均値（3.23）

が最も高かった。中学年では，①司書教諭時間確保有・学校司書有の平均値（3.52）が最も

高かった。高学年では，③司書教諭時間確保無・学校司書有の平均値（3.16）が最も高かっ

た（表 2-35）。 

「役割：教員支援」は，低学年・中学年・高学年で，①司書教諭時間確保有・学校司書

有の平均値（低学年 3.22，中学年 3.24，高学年 2.86）が最も高かった（表 2-35）。 

「イメージ：親切なところ」は，低学年・中学年・高学年で，③司書教諭時間確保無・

学校司書有の平均値（低学年 3.04，中学年 2.96，高学年 3.07）が最も高かった（表 2-35）。 

 

表 2-35 4 種類の学校状況と「学校図書館活用」（問 15～問 18） 

4 段階評価法項目 

平均値 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有 ②学校司書無 ③学校司書有 ④学校司書無 

問

15 

意義・必要を感じる（低学年） 3.13 3.23 3.06 3.05 

意義・必要を感じる（中学年） 3.52 2.94 3.15 2.96 

意義・必要を感じる（高学年） 2.95 2.94 3.16 3.09 

問

16 

役割：教員支援（低学年） 3.22 2.54 2.81 2.84 

役割：教員支援（中学年） 3.24 3.00 2.81 2.80 

役割：教員支援（高学年） 2.86 2.56 2.84 2.63 

問

17 

役割：学び方を学ぶ(低学年) 3.22 2.85 2.88 3.18 

役割：学び方を学ぶ(中学年) 3.92 3.00 3.02 3.10 

役割：学び方を学ぶ(高学年) 3.10 2.88 3.00 3.08 

問

18 

イメージ： 

親切なところ（低学年） 
3.00 2.62 3.04 2.56 

イメージ： 

親切なところ（中学年） 
2.95 2.56 2.96 2.58 

イメージ： 

親切なところ（高学年） 
2.95 2.56 3.07 2.69 
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c．自由記述法項目（問 19～20）：学校組織調査（校長または教頭どちらか 1 名回答） 

 年間貸出冊数のデータに正規分布からの乖離が大きかったため，中央値で比較する。 

 4 種類の学校状況間で比較し，①司書教諭時間確保有・学校司書有の中央値が最も高かっ

たのは，年間貸出冊数（児童＋教員）（14,250.0 冊），年間貸出冊数（児童）（14,220.0 冊）

であった（表 2-36）。 

 

表 2-36 4 種類の学校状況と「年間貸出冊数の把握」（問 19～問 20） 

自由記述法項目 

中央値 

司書教諭時間確保有 司書教諭時間確保無 

①学校司書有 

N=20 校 

②学校司書無 

N=9 校 

③学校司書有 

N=100 校 

④学校司書無 

N=50 校 

年間貸出

冊数の把

握（児童

＋教員） 

中央値 14,250.0 冊 10,284.0 冊 12,943.0 冊 5,125.5 冊 

25％点 5,895.5 冊 4,520.0 冊 5,031.3 冊 2,000.0 冊 

75％点 21,150.0 冊 20,700.0 冊 28,822.8 冊 9,805.0 冊 

年間貸出

冊数の把

握（児童） 

中央値 14,220.0 冊 10,284.0 冊 12,668.0 冊 5,125.5 冊 

25％点 5,795.5 冊 4,365.0 冊 5,001.3 冊 1,975.0 冊 

75％点 21,087.5 冊 20,595.0 冊 28,656.0 冊 9,675.0 冊 

 

C．まとめ：4 種類の学校状況と「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」における効果 

4 種類の学校状況別の「学校図書館サービス」と「学校図書館活用」において，効果有項

目はそれぞれ，①司書教諭時間確保有・学校司書有では 24 項目あり，②司書教諭時間確保・

学校司書無では 4 項目，③司書教諭時間確保無・学校司書有では 7 項目，④司書教諭時間

確保無・学校司書無では 3 項目であった（表 2-37）。全 38 項目中，①司書教諭時間確保有・

学校司書有における効果有の 24項目が占める割合は 63.2％で 4種類の学校状況の内最多で

あった（表 2-37）。 
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表 2-37 4 種類の学校状況別の効果有項目 

4 種類の 

学校状況 
効果有項目 指標値 

①司書教諭時

間確保有・学校

司書有（24 校） 

図
書
館
サ
ー
ビ
ス 

問 1 データベース管理 

割合 

83.3％ 

問 2 必読書コーナー設置 100.0％ 

問 3 新聞配備 75.0％ 

問 4 選書委員会開催 20.8％ 

問 7 公共図書館との連携 100.0％ 

問 8 
資料が揃っている（低学年） 平均値 2.87 

資料が揃っている（中学年） 平均値 2.67 

図
書
館
活
用 

問 10 ブックトーク実施 

割合 

70.8％ 

問 11 

調べ学習時相談（低学年） 78.3％ 

調べ学習時相談（中学年） 76.2％ 

調べ学習時相談（高学年） 76.2％ 

問 12 教科書以外の本活用（低学年） 95.7％ 

問 13 

実践例を参考（低学年） 52.2％ 

実践例を参考（中学年） 52.4％ 

実践例を参考（高学年） 38.1％ 

問 15 意義・必要を感じる（中学年） 

平均値 

3.52 

問 16 

役割：教員支援（低学年） 3.22 

役割：教員支援（中学年） 3.24 

役割：教員支援（高学年） 3.86 

問 17 

役割：学び方を学ぶ（低学年） 3.22 

役割：学び方を学ぶ（中学年） 3.92 

役割：学び方を学ぶ（高学年） 3.10 

問 19 年間貸出冊数量（児童＋教員） 
中央値 

14,250 冊 

問 20 年間貸出冊数量（児童） 14,220 冊 

②司書教諭時

間確保有・学校

司書無（16 校） 

図
書
館 

サ
ー
ビ
ス 

問 9 開館時間（週） 中央値 34.0 時間 

図
書
館
活
用 

問 12 教科書以外の本活用（高学年） 
割合 

93.8％ 

問 14 教科で図書館活用（高学年） 100.0％ 

問 15 意義・必要を感じる（低学年） 平均値 3.23 
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表 2-37 4 種類の学校状況別の効果有項目（続き） 

4 種類の 

学校状況 
効果有項目 指標値 

③司書教諭時

間確保無・学校

司書有（111 校） 

図
書
館 

サ
ー
ビ
ス 

問 5 年間貸出冊数把握 
割合 

90.1％ 

問 6 図書標準達成 64.9％ 

問 8 資料が揃っている（高学年） 

平均値 

2.67 

図
書
館
活
用 

問 15 意義・必要を感じる（高学年） 3.16 

問 18 

イメージ：親切なところ（低学

年） 

3.04 

イメージ：親切なところ（中学

年） 

2.96 

イメージ：親切なところ（高学

年） 

3.07 

④司書教諭時

間確保無・学校

司書無（95 校） 

図
書
館 

活
用 

問 12 教科書以外の本活用（中学年） 

割合 

94.0％ 

問 14 
教科で図書館活用（低学年） 93.9％ 

教科で図書館活用（中学年） 97.6％ 

注：図書館は学校図書館を表す。 

 

2.3.2.4 研究 2-調査 1 の考察 

研究 2-調査 1 において，「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」に関する 38 の質問

項目に対する効果有の項目数が最多であったのは，司書教諭時間確保有・学校司書有の職

務体制の学校状況であった。38 項目中「学校図書館サービス（7 項目）」「学校図書館活用

（17 項目）」の 24 項目に効果があった。つまり，司書教諭時間確保有・学校司書有の職務

体制の学校状況が「学校図書館サービス」と「学校図書館活用」の促進要因であると考え

られる（表 2-37）。 

全 38 項目中，教員と学校図書館担当者の協働に該当する項目は 8 項目ある。その内訳は，

「学校図書館サービス」は，「選書委員会開催（問 4）」，「公共図書館との連携（問 7）」，の

2 項目であった。「学校図書館活用」は，「調べ学習時の相談（低学年，中学年，高学年の 3

項目）（問 11）」と「学校図書館の役割は教員支援（低学年，中学年，高学年の 3 項目）（問

16）」，の 6 項目であった（表 2-37）。以上 8 つの効果有項目は全て①司書教諭時間確保有・

学校司書有の学校状況においてみられた。よって，協働が構築されるには，学校図書館担

当者である司書教諭と学校司書が協働できる職務体制が整っていることが重要である。す

なわち，司書教諭の学校図書館の職務に関わる時間が確保されていることと，学校司書が

配置されていることの双方が揃うことが求められる。つまり，学校図書館担当者の職務体

制として，司書教諭時間確保有，学校司書有が整うことで，学校図書館組織内での司書教
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諭と学校司書の協働，学校組織内での教員と学校図書館担当者の協働構築が可能となるこ

とが示唆された。 

 

2.3.3 研究 2-調査 2：教員と学校図書館担当教員の協働の現状（ウェブアンケート調査の

分析） 

2.3.3.1 研究 2-調査 2 の目的 

教員と学校図書館担当教員の学校図書館活用における協働の現状を明らかにすることを

目的とした。 

 

2.3.3.2 研究 2-調査 2 の方法（研究対象，質問項目） 

教員と学校図書館担当教員（司書教諭，学校図書館担当教員）の協働の現状を，質問紙

調査 1 の基となった調査報告書「子どもの読書活動と人材育成に関する調査研究」【教員調

査ワーキンググループ】報告書」34）の結果データを用い，新規に分析・考察した（研究の

概要はⅡ章：2.3.2.2-A 参照）。 

A．分析対象 

分析対象校は，小学校 572 校，中学校 578 校，高等学校 537 校（計 1,687 校）とした。

分析対象教員は，4,228 人であり，その内訳は，教員 2,611 人，学校図書館担当教員 1,617

人であった。 

B．質問項目 

 調査項目の中から，学校図書館担当教員から教員への学校図書館活用に関する支援につ

いて尋ねている以下の 4 項目を質問項目とした。支援をすることは，自ずと教員と学校図

書館担当教員の協働につながるためである（表 2-38）。 

 4 項目中，問 1～問 3 は，学校図書館担当教員を対象とする質問項目であり，問 4 は，教

員と学校図書館担当教員の両方を対象とする質問項目であった。 

C．分析方法 

 問 1~問 3 は，学校図書館担当教員と各質問項目の回答結果（割合）とのクロス集計表を

作成し，比較分析を行った。問 4 は，教員と学校図書館担当教員と各質問項目の回答結果

（割合）とのクロス集計表を作成し，比較分析を行った。 
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表 2-38 研究 2-調査 2：質問項目 

問 1 

 

「読書活動の推進」にあたり，どのような支援をしているか 7 つの選択肢の中から

複数選択を許す選択肢法でたずねた。 

（質問）「読書活動の推進」にあたって，次のようなことをしていますか。あてはま

るものをすべて選んでください。 

①読書に関する行事の年間計画を立てる，②担任の行う読書活動の支援を行う，③

児童生徒に読書感想文の指導を行う，④全学年のブックリストを作成する，⑤「学

校図書館便り」を作り読書活動を広報する，⑥特に何もしていない，⑦その他 

問 2 

 

「調べ学習の支援」にあたり，どのようなことをしているかを 9 つの選択肢から複

数選択を許す選択肢法でたずねた。 

（質問）「調べ学習の支援」については，どのようなことをしていますか。あてはま

るものをすべて選んでください。 

①児童生徒に学校図書館の利用指導を行う，②担任の行う調べ学習の支援を行う，

③児童生徒に情報メディアを活用した学び方の指導を行う，④担任に学習テーマに

合った学校図書館の資料を用意し提供する，⑤公共図書館から資料を借りる，⑥TT

（チーム・ティーチング）の授業の支援を行う，⑦学校図書館担当職員と協力して

学習活動の支援を行う，⑧特に何もしていない，⑨その他 

問 3 「学校図書館の運営」にあたり，どのようなことを実施しているかを 14 の選択肢か

ら複数選択を許す選択肢法でたずねた。 

（質問）学校図書館の運営にあたって，次のようなことをしていますか。あてはま

るものをすべて選んでください。 

①学校図書館の年間指導計画を立てる，②教育課程編成，学習指導計画作成時に関

わる，③学校図書館に関わる職員研修会を企画運営する，④公共図書館との連携を

行う，⑤学校図書館担当職員と協力し職務の分担を行う，⑥学校図書館の評価を行

う，⑦学校図書館利用状況を調査する，⑧学校図書館メディア収集方針を策定する，

⑨学校図書館メディアの管理（購入，修理，廃棄）を行う，⑩学校図書館メディア

の整備（配架・展示）を行う，⑪図書委員会の指導を行う，⑫学校図書館ボランテ

ィアの指導・助言を行う，⑬特に何もしていない，⑭その他 

問 4 学校図書館の活用について学校や学校図書館に要望を伝えたことがあるかを 2 つの

選択肢（はい，いいえ）から一つ選ぶ選択肢法でたずねた。 

（質問）学校図書館の活用について，学校や学校図書館に要望を伝えたことがあり

ますか。あてはまるものを 1 つ選んでください。 

①はい，②いいえ 
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2.3.3.3 研究 2-調査 2 の結果 

A．「読書活動の推進時の協働の現状」（問 1） 

読書活動の推進時の教員と学校図書館担当教員の協働の現状は，「①読書行事の年間計画

立案時」は 68.8％，「⑤学校図書館だより作成（広報活動）時」は 61.8％，「③児童生徒へ

の読書感想文の指導時」は 41.6％，「②担任の行う読書活動への支援時」は 26.2％，「④全

学年のブックリスト作成時」は 16.9％，「⑦その他」は 4.4％，「⑥特に何もしていない」は

4.3％，「無回答」は 0.1％であった（表 2-39）。 

 

表 2-39 読書活動の推進時の協働の現状（問 1） 

（回答者：学校図書館担当教員）（N=1,617）複数回答 

選択肢法項目 n 割合 

①読書行事の年間計画立案 1,112 人 68.8％ 

⑤学校図書館だより作成（広報活動） 1,000 人 61.8％ 

③児童生徒への読書感想文の指導 672 人 41.6％ 

②担任の行う読書活動の支援を行う 423 人 26.2％ 

④全学年のブックリストを作成 274 人 16.9％ 

⑦その他 71 人 4.4％ 

⑥特に何もしていない 70 人 4.3％ 

無回答 1 人 0.1％ 

注：国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター総務企画部調査・広報課編集．教員

調査ワーキンググループ報告書，2013，p.83.を参考に筆者が作成した 

 

B．「調べ学習の支援時の協働の現状」（問 2） 

調べ学習の支援時の教員と学校図書館担当教員の協働の現状は，「①児童生徒への学校図

書館利用指導時」は 68.0％，「④担任への学習テーマに合った資料提供時」は 43.7％，「⑦

学校図書館担当職員と協力し学習活動支援時」は 35.1％，「⑤公共図書館から資料貸借時」

は 33.5％，「②担任の行う調べ学習への支援時」は 22.3％，「③児童生徒への情報メディア

活用の学び方指導時」は 20.3％，「⑥TT の授業支援時」は 10.0％，「⑨その他」は 1.5％，

「⑨特に何もしていない」は 12.0％，「無回答」なしであった。 

選択肢の中の③学校図書館担当職員と協力し学習活動支援（35.1％）は，学校図書館担当

教員と学校図書館担当職員（学校司書）の協働（学校図書館組織内の協働）である（表 2-40）。 
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表 2-40 調べ学習支援時の協働の現状（問 2） 

（回答者：学校図書館担当教員）（N＝1,617）（複数回答） 

選択肢法項目 n 割合 

①児童生徒への学校図書館利用指導 1,099 人 68.0％ 

④担任への学習テーマに合った資料提供 707 人 43.7％ 

⑦学校図書館担当職員と協力し学習活動支援 

（学校図書館担当職員との協働有） 
568 人 35.1％ 

⑤公共図書館から資料貸借 542 人 33.5％ 

②担任の行う調べ学習への支援 361 人 22.3％ 

③児童生徒への情報メディア活用の学び方指導 329 人 20.3％ 

⑥TT の授業支援 162 人 10.0％ 

⑨その他 24 人 1.5％ 

⑧特に何もしていない 194 人 12.0％ 

無回答 N/A N/A 

 

C．「学校図書館の運営時の協働の現状」（問 3） 

学校図書館の運営時の協働の現状は，「⑬図書委員会の指導時」は 91.0％，「⑨学校図書

館利用状況の調査時」は 83.5％，「⑪学校図書館メディアの管理（購入，修理，廃棄）時」

は 80.8％，「⑫学校図書館メディアの整備（配架，展示）時」は 76.2％，「①学校図書館年

間指導計画の立案時」は 66.7％，「⑤学校図書館担当職員と協力して職務分担時」は 56.5％，

「④公共図書館と連携時」は 41.9％，「⑧学校図書館の評価時」は 39.9％，「⑩学校図書館

メディア収集方針策定時」は 38.7％，「⑭学校図書館ボランティアの指導・助言時」は 22.0％，

「②教育課程編成，学習指導計画作成時に関与時」は 19.3％，「③職員研修会の企画運営時」

は 9.5％，「⑦その他」2.1％，「⑥特に何もしていない」は 0.4％，「無回答」は 0.1％であっ

た。 

選択肢の中の「⑤学校図書館担当職員と協力して職務分担時の協働」56.5％は，学校図書

館担当教員と学校図書館担当職員（学校司書）の協働（学校図書館組織内の協働）である

（表 2-41）。 

  



97 

 

表 2-41 学校図書館の運営時の協働の現状（問 3） 

（回答者：学校図書館担当教員）（N＝1,617）（複数回答） 

選択肢法 n 割合 

⑬図書委員会の指導 1,471 人 91.0％ 

⑨学校図書館利用状況の調査 1,350 人 83.5％ 

⑪学校図書館メディアの管理（購入，修理，廃棄） 1,307 人 80.8％ 

⑫学校図書館メディアの整備（配架，展示） 1,232 人 76.2％ 

①学校図書館年間指導計画の立案 1,079 人 66.7％ 

⑤学校図書館担当職員と協力し職務分担 

（学校図書館担当職員との協働有） 
914 人 56.5％ 

④公共図書館と連携 678 人 41.9％ 

⑧学校図書館の評価 645 人 39.9％ 

⑩学校図書館メディア収集方針の策定 626 人 38.7％ 

⑭学校図書館ボランティアの指導・助言 356 人 22.0％ 

②教育課程編成，学習指導計画作成時に関与 312 人 19.3％ 

③職員研修会の企画運営 154 人 9.5％ 

⑦その他 34 人 2.1％ 

⑥特に何もしていない 6 人 0.4％ 

無回答 1 人 0.1％ 

 

D．「学校図書館活用の要望伝達時における協働の現状」（問 4） 

学校図書館活用の要望伝達時における協働の現状は，要望を「伝えている」において，

教員は 32.5％，図書館担当教員は 41.2％である。特に要望を「伝えていない」において，

教員は 67.5％，図書館担当教員は 58.8％であり，教員の割合が図書館担当教員より 8.7％

高かった（表 2-42）。 
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表 2-42 学校図書館活用の要望伝達時の協働の現状（問 4） 

（回答者：教員と学校図書館担当教員）（N＝4,228）単一回答 

選択肢法 
教員：N=2611 人 図書館担当教員：N=1617 人 

ｎ 割合 ｎ 割合 

伝えている 876 人 32.5％ 675 人 41.2％ 

伝えていない 1,735 人 67.5％ 941 人 58.8％ 

注：国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター総務企画部調査・広報課編集．教員調

査ワーキンググループ報告書，2013，p.86.を参考に筆者が作成した。 

 

2.3.3.4 研究 2-調査 2 の考察 

 学校図書館担当教員から教員への支援における協働の現状を，読書活動の推進時，調べ

学習の支援時，学校図書館の運営時，学校図書館活用の要望伝達状況の 4 つの観点で概観

した。それぞれの現状を 50％以上の協働，50％以下の協働に分けて考察する。 

 読書活動の推進時に，特に何もしていない学校図書館担当教員，つまり，教員と協働し

ていない学校図書館担当教員は 4.3％であり両者は協働していることが明らかになった。中

でも，両者の協働の割合が高かったのは，「読書行事の年間計画立案時（68.8％）」と「学校

図書館だより発行（広報活動）時（61.8％）」であった。「読書行事の年間計画立案」は，教

育的な認識・理解が必要であり，「学校図書館だより作成」は学校外への広報となり教員が

責任を持って作成・発行する必要があること，また，一時的・単発的なものであるため，

協働の割合が高いことが考えられる。一方，50％以下の協働は，「担任の行う読書活動への

支援時（26.2％）」，「児童生徒への読書感想文の指導時（41.6％）」，「全学年のブックリスト

の作成時（16.9％）」であった。これらは，教員が読書活動の推進の方法として実践してい

ないこと，また，手間のかかるものであるため，協働の割合が低いことが考えられる（表

2-39）。 

調べ学習支援時に，特に何もしていない学校図書館担当教員，つまり，教員と協働して

いない学校図書館担当教員は 12.0％で読書活動推進時に比べ約 3 倍の割合であり，読書活

動推進時に比べ両者の協働が少ないことが明らかになった。その中でも，協働の割合が高

かったのは，「児童生徒への学校図書館利用指導時（68.0％）」1 点であった。学校図書館利

用指導は，学校図書館における分類の指導，学校図書館システムの活用指導等，学校図書

館に関する専門的知識が求められるため協働の割合が高いことが考えられる。一方，50％

以下の協働は，「担任の行う調べ学習への支援時（22.3％）」，「児童の情報メディア活用の学

び方指導時（20.3％）」，「担任への学習テーマに合った学習資料の提供時（43.7％）」，「公共

図書館から資料貸借時（33.5％）」，「TT の授業支援時（10.0％）」であった。これらは，教

員が学校図書館を活用する調べ学習を実施していないこと，また，時間を費やす必要があ

るため，協働の割合が低いことが推察される（表 2-40）。 

学校図書館の運営時に，特に何もしていない学校図書館担当教員，つまり，教員と協働
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していないのは，わずか 0.4％であり，両者の協働の割合は一番高かった。中でも，協働の

割合が高かったのは，「図書委員会の指導時（91.0％）」，「学校図書館利用状況の調査時

（83.5％）」，「学校図書館メディアの管理（購入，修理，廃棄）時（80.8％）」，「学校図書館

メディアの整備（配架，展示等）時（76.2％）」，「学校図書館年間指導計画の立案時（66.7％）」，

「学校図書館担当職員と協力し職務分担時（56.5％）」，であった。これらは，教育的な視点

や学校図書館経営の視点が求められること，また，一時的・単発的なものであるため，協

働の割合が高いと考えられる。一方，学校図書館担当教員と教員の協働が認められたもの

で 50%以下の協働は，「公共図書館と連携時（41.9％）」，「学校図書館の評価時（39.9％）」，

「学校図書館メディアの収集方針の作成時（38.7％）」，「学校図書館ボランティアの指導・

助言時（22.0％）」，「教育課程編成時，学習指導計画作成時に関与（19.3％）」，「職員研修会

の企画運営時（9.5％）」，であった。これらは，学校図書館担当教員がこのような運営を実

施していないこと，また，時間を費やさなければならないもののため，協働の割合が低い

ことが考えられる（表 2-41）。 

 学校図書館活用の要望伝達時は，要望を伝えている教員・学校図書館担当教員は少ない

ことが明らかになった（教員：32.5％，学校図書館担当教員：41.2％）。特に教員が学校 

図書館担当教員へ要望を伝えていない現状であり，教員が学校図書館を活用していないこ

とが示唆された（表 2-42）。 

 教員と学校図書館担当教員の協働について 4 つの視点でまとめる。第一の視点である「読

書活動推進時」で割合が高い職務は，教育的な認識・理解が必要な職務や教員が責任を持

つ必要のある職務であり，一時的・単発的なものである。一方，協働の割合が低い職務は，

読書活動推進の方法として教員が実践していない職務であり，時間を費やさなければなら

ない手間のかかるものであると考えられる。第二の視点である「調べ学習支援時」で割合

の高い職務は，学校図書館に関する専門的知識が求められる職務である。一方，協働の割

合が低い職務は，教員が学校図書館を活用する調べ学習を実践していない職務であり，時

間を費やす必要のあるものであると考えられる。第三の視点である「学校図書館運営時」

で割合が高い職務は，教育的な視点や学校図書館経営に関する視点が求められるため教員

の協力が必要な職務であり，一時的・単発的なものである。一方，協働の割合が低い職務

は，学校図書館担当教員が学校図書館の運営として実践していない職務であり，時間を費

やす必要のあるものである。第四の視点である「学校図書館活用の要望の伝達時」は，両

者ともに要望を伝えていないこと，特に教員が学校図書館担当教員へ要望を伝えていない

ことが明らかになり，教員が学校図書館を活用していないこと，教員に学校図書館活用の

ニーズが乏しいことが考えられる。 

これら 4 つの視点における協働の割合は，「学校図書館運営時」が高く，次に「読書活動

推進時」，最後に「調べ学習支援時」となっていた。協働の現状は，学校図書館活用の計画

立案，学校図書館便り発行，利用状況調査等のように一時的・単発的である程度簡易的な

職務に関する協働が主であり，全学年のブックリスト作成，TT の授業支援時等のように日
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常的，時間を費やす労を要する職務に関する協働が少なかった。その結果，両者ともに要

望伝達も少なくなったことが考えられる。さらに，教員と学校図書館担当教員の協働の内

容をみると，児童生徒への学校図書館利用指導，図書委員会指導等のように児童生徒への

支援における協働が多く，TT 授業支援，職員研修会の企画運営等教員支援等のように教員

の支援における協働は少なく停滞していることが明らかになった。 

 

2.3.4 研究 2 の考察 

研究 2-調査 1 において，「学校図書館サービス」，「学校図書館活用」に関する 38 の質問

項目の内，司書教諭時間確保有・学校司書有の職務体制の学校状況においては効果有が 24

項目あり，4 種類の学校状況の内最多であった（表 2-37）。つまり，司書教諭時間確保有・

学校司書有の職務体制の学校状況が「学校図書館サービス」と「学校図書館活用」の促進

要因である。全 38 項目中，教員と学校図書館担当者の協働に該当する項目は 8 項目あった。

その内訳は，「学校図書館サービス」は，選書委員会開催（問 4），公共図書館との連携（問

7），の 2 項目であった。「学校図書館活用」は，調べ学習時の相談（低学年，中学年，高学

年の 3 項目）（問 11）と学校図書館の役割は教員支援（低学年，中学年，高学年の 3 項目）

（問 16），の 6 項目であった（表 2-37）。以上 8 つの効果有項目は全て司書教諭時間確保有・

学校司書有の学校状況においてみられた。よって，協働が構築されるには，学校図書館組

織構成員である司書教諭と学校司書が協働できる職務体制が整っていること，学校図書館

における両者の存在が重要であることが示された。職務体制が整っている状況において，

学校図書館組織内での司書教諭と学校司書の協働，学校組織内での教員と学校図書館組織

構成員の協働が可能となる。 

研究 2-調査 2 の結果，教員と学校図書館担当教員の読書活動の推進時，調べ学習の支援

時，学校図書館の運営時，学校図書館活用の要望伝達状況時の協働の現状が明らかになっ

た。これら 4 つの視点における協働の割合は，「学校図書館運営時」が高く，次に「読書活

動推進時」，最後に「調べ学習支援時」となっていた。教員と学校図書館担当教員の協働の

内容をみると，学校図書館活用の計画立案，学校図書館便り発行，利用状況調査等，一時

的・単発的である程度簡易的な職務に関する協働が主であり，全学年のブックリスト作成，

TTの授業支援時等のように日常的，労を要する職務に関する協働が少なかった。その結果，

両者ともに要望伝達も少なくなったことが考えられる。したがって，教員と学校図書館担

当教員の協働は少ないことが明らかになった。さらに，教員と学校図書館担当教員の協働

の内容をみると，児童生徒への学校図書館利用指導，図書委員会指導等のように児童生徒

への支援における協働が多く，TT 授業支援，職員研修会の企画運営等教員支援等のように

教員の支援における協働は少なく停滞していることが明らかになった。 

両調査から，学校図書館の職務体制の整備が学校図書館活用において重要であることが

示され，教員と学校図書館担当者の協働は，単発的で簡易な協働，児童生徒への支援にお

けるものが多く，日常的で労を要する協働，教員への支援における協働は少なく停滞して
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いる現状が明らかになった。 

 

2.4 まとめ：学校教育における学校図書館活用の要因と協働の現状 

研究 1，研究 2 で明らかにされた学校教育における学校図書館活用の要因と協働の現状に

ついて総合的に考察する。研究 1 では，調査 1（質問紙調査）と調査 2（面接調査）を実施

し，活用度の高い教員と低い教員の意識と利用実態における差から学校図書館活用の要因

と協働の現状を明らかにした。研究 2-調査 1（ウェブアンケート調査の分析）では，司書教

諭の時間確保有無，学校司書配置有無の組み合わせによる 4 種類の学校状況における学校

図書館サービスと学校図書館活用の実態の違いから，4 種類の学校状況別に教員の学校図書

館活用に影響を与え得る効果と協働の現状を明らかにした。研究 2-調査 2（ウェブアンケー

ト調査の分析）では，教員と学校図書館担当教員の協働の現状を，読書活動の推進時，調

べ学習の支援時，学校図書館の運営時，学校図書活用の要望伝達状況時に視点を置き明ら

かにした。 

研究 1 において，調査 1（質問紙調査）と調査 2（面接調査）を総合的に考察した結果，

導き出された 8 項目は，学校図書館の活用度を上げ得る可能性のある要因であることが示

唆された。この 8 項目の内訳は，「校務分掌での学校図書館担当経験（属性）」，「学校図書

館活用教育の意義・必要の実感（意識）」，「学校図書館に活用できる資料が揃っている（意

識）」，「国語・社会・総合・生活科・理科での学校図書館活用（利用実態）」，「学校図書館

利用の効果的な学習展開を心がける（利用実態）」，「学校図書館利用授業を年間授業計画に

組み込む（利用実態）」，「学校図書館利用の実践例の参照（利用実態）」，「読み聞かせ・ブ

ックトーク等指導の工夫（利用実態）」であった（表 2-26）。 

研究 2-調査 1（ウェブアンケート調査の分析）において，司書教諭時間確保有・学校司書

有の職務体制の学校状況が「学校図書館サービス」と「学校図書館活用」の促進する可能

性がある要因であることが示された。また，全 38 項目中，教員と学校図書館担当者の協働

に該当する 8 つの効果有項目は全て司書教諭時間確保有・学校司書有の学校状況において

みられた（表 2-37）。よって，協働が構築されるには，学校図書館における両者の存在が重

要であり，学校図書館組織構成員の職務体制の整備が求められることが確認された。 

研究 2-調査 2（ウェブアンケート調査の分析）では，教員と学校図書館担当教員の協働の

実態を考察した。その結果，教員と学校図書館担当教員の協働は，単発的で簡易な協働，

児童生徒への支援が主であり，日常的で労を要するな協働，教員への支援における協働が

少なかった。その結果，両者ともに要望伝達が少なかった。その結果，両者の協働が少な

いことが予測された。（表 2-39，2-40，2-41，2-42）。 

研究 1 と研究 2 の総合的に考察した結果から，学校図書館活用度を上げ得る可能性のあ

る要因として前述の 8 項目と学校図書館組織構成員の職務体制の整備が挙がった。さらに，

協働の停滞が明らかになった。学校図書館活用度を上げ得る可能性のある要因を実践する

には，学校図書館の職務体制，協働体制の整備のための予算付け等，学校外部からの支援
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が求められる。しかし，財政緊縮，教育課題が山積している学校教育及び教育行政からの

支援が受けにくいことが推察される。また，学校教育における学校図書館活用の現状をみ

てみると，学校図書館を活用する教員は一部の教員に限られており，学校教育において学

校図書館活用が必須のものであるという状況ではない。今後は，このような状況において

も，学校図書館が学校教育及び教育行政から支援を受けるには，一部の教員が学校図書館

を活用している現状から多くの教員が学校図書館を活用し，学校図書館活用が学校教育に

はなくてはならないものとなることが求められる。そのためには，研究 1，研究 2 で明らか

になった教員の学校図書館活用度を上げ得る可能性のある要因 8 項目を実践することと学

校図書館組織構成員の職務体制の整備が有効である。学校図書館を活用した結果，教員一

人ひとりが学校図書館の認識を新たに持つことになり，教育方法の一つとして自発的に学

校図書館を活用していくことになることが期待される。このような学校図書館活用の実践

を通し，教員は，学校図書館活用の教育的効果を実感し，学校図書館活用の意欲へつなが

り，学校図書館活用が学校内で推進されると考えられる。学校図書館を活用する教員は，

学校図書館組織構成員から専門的な支援を求めることになる。学校図書館組織構成員から

教員への支援は，教員一人ひとりのニーズに則した「支援」であることが重要である。そ

のためには，教員と学校図書館組織構成員間に良好な支援関係を伴う協働構築が重要であ

る。 
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Ⅲ章：学校図書館活用における協働構築の阻害要因と協働構築方法 

 

Ⅱ章では，学校図書館活用に影響を与え得る要因として，8 項目と学校組織構成員の職務

体制の整備（司書教諭時間確保有・学校司書配置有）を明らかにした。一方，教員と学校

図書館組織構成員の協働は停滞していることを明らかにした。協働の停滞状況から，学校

図書館活用における協働構築の促進要因を検討することは難しいと考えられたため，Ⅲ章

では，協働構築の阻害要因を検討し，阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにす

る（研究 3）。学校図書館活用における協働構築は，学校図書館を活用する主体が教員であ

るため，教員と学校図書館組織構成員間の協働構築となる。この協働構築には，学校図書

館組織内の協働構築，学校組織内の協働構築が求められるが，特に学校組織内の協働構築

が基盤となる（Ⅰ章：1.1.3.1 参照）。そこで，Ⅲ章では，まず，学校組織内，学校図書館組

織内，教員と学校図書館組織構成員の 3 つの協働構築における阻害要因をそれぞれ検討す

る。次に，阻害要因を抑制し，協働を構築する方法を文献調査で明らかにする（研究 3）。

なお，文献調査の過程は，まず，経営論を起点に組織論の関連文献を個別に収集し，協働

の定義から協働構築の観点を検討した。次に，協働構築の観点を基に教育学，学校図書館

における協働に関する文献を個別に収集し 3 つの協働構築の阻害要因を検討した。最後に，

これらの文献を基に阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにした。 

 

3.1 研究 3：学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員における協働

構築の阻害要因（文献調査） 

協働が構築されている組織とは，組織構成員が組織全体と必然的な関係を持ち，相互に

意思伝達し合いながら組織の目的・価値を能動的に実現している組織である 1）。単なる寄せ

集めではなく，組織構成員一人ひとりの集合である組織が目的を持ち，それを実現するた

めに，その集合が意図的にあたかもひとつの生き物であるかのように動いているように見

えることであり，一つの統一体を成している組織のことである 2） 

教員と学校図書館組織構成員の協働構築は，教員の属する学校組織内と学校図書館組織

構成員の属する学校図書館組織内における協働が構築されていることが前提である。特に，

学校図書館組織は学校組織の一部であることから，学校組織と必然的な関係性を持ち，学

校組織という統一体を成しているため，学校組織内の協働構築が基盤となる。したがって，

第一に，学校組織内，第二に，学校図書館組織内，第三に，教員と学校図書館組織構成員

の協働構築の阻害要因について，文献を用いてそれぞれ調査した。 

協働構築の阻害要因の観点をⅠ章で述べた協働の定義から検討した。協働構築とは，人

の配置（職務体制）と分業（職務分担）の工夫と意思疎通の調整の工夫をし，人々に協働

を促し，協働を動機づけることである（Ⅰ章：1.1.3 参照）。協働は，装置（組織構造，権限

関係，目標，評価研修等）と組織文化と個人（自律）の相互作用で構築される（Ⅰ章：1.1.3.2

参照）。協働構築には協働のパターン（型）の考え方が有効である（Ⅰ章：1.1.3.3）。これ
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らを考慮し，協働構築の阻害要因の観点として，協働のパターン（型），職務体制，職務分

担（組織構造）組織文化，組織の自立，組織構成員の自律 3）とした。 

 

3.1.1 学校組織内における協働構築の阻害要因 

3.1.1.1 学校組織内の協働のパターン（均質性協働，専門性協働）における協働構築の阻

害要因 

学校組織内の協働の阻害要因について協働のパターンを用いて概観する。教員間の協働，

専門職間の協働として均質性協働（同職種間の協働），教員と他の専門職間の協働として専

門性協働（異職種間の協働）がある。均質性協働は同職種間の協働であり，協働は容易で

ある。一方，専門性協働は異職種間の協働であり，互いの専門性を理解することが求めら

れるため協働は難しく協働構築の阻害要因である 4）（Ⅰ章：1.1.3.3 参照）。 

学校図書館活用における教員と司書教諭の協働の場合，司書教諭は教員であり，学校図

書館における専門職でもあるため，学校組織内では，その立ち位置によって，平常は教員

同士の均質性協働となるが，学校図書館活用の支援の場合は学校図書館の専門職として協

働するため専門性協働になる。専門性協働は，互いの専門性を理解することが求められる

ため協働が難しく，協働構築の阻害要因である（表 1-3）。 

 

3.1.1.2 学校組織の職務体制（個業型組織）における協働構築の阻害要因 

学校組織における職務体制は「個業型」である。教員は，意思決定の可能領域において

ある一定の裁量性を持ち，自己完結的に教育活動を展開することが日常であり，教員組織

は個別分散する体制である。そのため，組織としての統合性を失い，教育目標の形成，教

育活動の組織的な改善・改革は困難である。また，学校組織は，「個業化」と「統合化」の

相反する理念の併存する組織である。この相反する理念を併存させるには，「個業化」のマ

イナス面を抑制し，協働を構築することである（Ⅰ章：1.1.3.2 参照）。「個業型」組織は，

児童生徒の多様性や教育課題の複雑性が個々の教員の知識や技能の範囲に収まる場合に有

効であるが，その範囲を超える場合には，組織的な対応が難しい組織形態である（Ⅰ章：

1.1.3.3 参照）。つまり，児童生徒の実態や課題に対応する思考様式や行動様式が教員ごとに

個別分散し，統合化が難しい。このことは，学校組織の教育機能の限界を学校にもたらし，

児童生徒の対応力を縮小させることになる。その結果，教員の指導困難を増大させ，教員

の教育改善意欲を抑制し，学校組織の形骸化へつながり，マイナス面となる。学校組織の

形骸化は，個業化を増大し，教員間の閉塞感を高め，協働化を抑制する 5）6）。つまり，学校

の職務体制の特徴である「個業型組織」は協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.1.3 学校組織の職務分担（校務分掌）における協働構築の阻害要因 

教員は，学級担任，教科担任，部活動の顧問等さまざまな職務分担（校務分掌）を担っ

ている。各学校は，法令等の定めにより，学習指導，生徒指導，学校運営に関する委員会
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等の組織（企画委員会，学校評価委員会，研修委員会，生徒指導委員会等），担当者（教務

主任，学年主任，生徒指導主事，進路指導主事，保険主事，特別支援コーディネーター等）

を設置する。これらは各学校の校務分掌に位置付けられている 7）。校務分掌とは，学校が教

育目標を達成するために行う職務を教職員が分担し処理に当たることについて，その職務

の種類や内容および，権限や責任を明示し，遂行の仕組みとプロセスを図示したものであ

る 8）。具体的には，教育指導組織（学習指導，生徒指導）を中心に運営組織と学校事務組織

などを加えたものとなっている 9）。つまり，校務分掌は教職員がどのように職務を分担し処

理にあたっているかを示している。 

校務分掌（職務分担）のメリットは，学校における課題に対し教員一人で抱え込むこと

なく学校組織全体で対応することができ，担当者は，分担された職務のリーダーとして組

織的な学校運営や特定の校務に関する責任関係の明確化ができることである。デメリット

は，さまざまな課題ごとに新たな校務分掌が追加され学校全体の業務量や負担の増加につ

ながる恐れがあること，校務分掌の細分化により，小規模校では一人の教師が担う校務分

掌が大量になること，新たな課題が発生した時や担当の教員の不在時に柔軟な対応をとる

ことができない恐れがあることである 10）。 

学校における校務分掌（職務分担）は，校長・教頭をツートップ（つまみ部分）と他の

教員（平面部分）とした「鍋蓋型組織」が長らく敷かれてきた。この組織構造は教員一人

ひとりが同等の権利と責任を持つことにより，目標の複雑多様性，手段の複雑多様性，児

童生徒の複雑多様性，学校課題の複雑多様性という教育が有する不確定性を教員レベルで

吸収する組織として成り立ってきた。この組織では，校長がリーダーシップを発揮できな

い，担当する校務が細分化されるため全体像が見えにくい，創造性が発揮しにくい，責任

の所在が曖昧になる，連絡調整や意思形成に時間がかかる，日常的な人材育成が行いにく

い等，組織としての力を発揮しにくい等の鍋蓋型組織のデメリット 11）が挙げられる。これ

らのデメリットに対応するために，鍋蓋型組織を改善していくことが期待されるようにな

り，以下のような改善が説かれるようになった。 

1998 年，中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」12）の第 3 章「学

校の自主性・自律性の確立について」，4.「学校運営組織の見直し」において，“学校運営が

校長の教育方針の下に円滑かつ機動的に行われるように校務分掌，各種の会議，委員会な

ど校内組織及びその運営の在り方について見直しを図ること”と書かれ，鍋蓋型組織（校

務分掌）の改善が説かれ始めた。 

2004 年，中央教育審議会「学校の組織運営の在り方について（作業部会審議のまとめ）」

13）（2）学校の組織体制の再編整備に，「副校長」，「副教頭」，「一定の権限を持つ主幹教諭，

指導教諭」の設置が提案され，校長を頂点において校内組織における権限・責任の構造的

整備を行おうとする改革論が提示された。これを受け，2007 年，学校教育法改正では，校

長の権限拡大と集権化や，組織に関する以下のような改革の導入 14）が行われた。小・中

学校に副校長，主幹教諭，指導教諭の職を置くことができるように改正され，「鍋蓋組織」
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を階層化した組織である「官僚制組織」15）へ改善されるようになった。 

つまり，管理層と実践層のとの間に中間的な指導層（ミドルリーダー）が入る多層的な

組織構造としての官僚制組織が描かれるようになった。学校において，校長を支えるミド

ルリーダーとして検討されたのが「主幹教諭」と「指導教諭」である。「主幹教諭」は，校

長，副校長，教頭を助け，命を受けて校務の一部を整理し，児童生徒の教育を掌る職であ

る。担当する職務に対し一定の責任をもって取りまとめ，教育委員会が任命し，給与の処

遇面，人事面において，一般教員と処遇面が同じ「指導教諭」とは異なる位置づけとなっ

た。さらに，「主幹教諭」，「指導教諭」は，管理職と教職員間をつなぐパイプ役としての役

割も期待された。具体的には，管理職と教職員とのコミュニケーションの活性化を促し，

信頼関係及び協働体制の構築，つまり，官僚制組織を作っていくための役割が「主幹教諭」，

「指導教諭」に期待されることになった 16）。  

官僚制組織は，ミドルリーダーを配置することで協働体制を構築し，合理的に運営され，

人や組織の結びつきが強い，最も効率的な組織形態である。官僚制組織への移行とともに，

学校の教育目標と教員の個別的な目標をより密接に連動させ，目標を共有化させる目標管

理手法 17）が導入された。同時に，民間企業に近いマネジメント（PDCA サイクル）による

学校評価，教員評価が実施されるようになった。 

このような官僚制組織のメリットは以下の 4 点である。第一に，学校の教育目標を達成

する効率性が高い。第二に，1990 年代から学校の情報公開・開示（開かれた学校）が求め

られるようになり 18），説明責任が求められる時代において学校組織に適合している。第三

に，官僚制にともない教員の職務内容の義務や責任が明確化され，各教員の職務は，「部分

的・限定的」なものとなり，長時間労働，多忙からくる疲弊，バーンアウトを解決する一

助となった 19）。第四に，明確な階層構造を持ち込むことにより，上から下に向かう意思疎

通を円滑化し，組織の動きは一体化すると考えられるようになった 20）。一方，デメリット

は以下の 7 点であり 21），学校組織に向かないことが明らかになった。第一に，官僚制組織

は職務を細分化し，規則重視の管理が行われ，人間的な働き方を阻害するような合理的か

つ効率的な組織運営の仕組みである。つまり，人間的な働き方をするヒューマン・サービ

ス組織 22）である学校組織には向かない。第二に，官僚制組織は，職位が細分化され，タテ

の命令系統が明確化された組織であるため，個人が組織の中でバラバラに切り離され，相

互に関連を持たない一面がある 23）。つまり，タテの命令系統で規則に基づき定型的な業務

を遂行する組織に向いている。しかし，環境に大きな影響を受け（オープン・システム），

創造的な業務を遂行する組織である学校組織には向かない。第三に，官僚制組織は，職務

の専門化が進んでおり権限と責任が職位に対して付され，それが階層をなす組織であるた

め，効率的に管理する必要がある大規模組織に向いている。つまり，20 人程度の小規模組

織の学校組織には向かない。第四に，官僚制組織は，規則と評価で集団行動を統制し，合

理的かつ効率的，定型的な業務の実施には長けた組織となることを意味している。しかし，

校長の発言を下に徹底させることに長ける組織であり，つまり，ヒューマン・サービス組
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織であり，創造的な業務を遂行する小規模組織である学校組織には向かない。第五に，官

僚 

制組織は，民間企業に近いマネジメント（PDCA サイクル）を導入するものである。しか

し，学校組織はヒューマン・サービス組織であり，対人的にサービスを提供する組織 24）で

あり，評価のための指標がなく，代替尺度（学力調査の結果等）で評価項目を補うことが

多く，その結果は曖昧であり，適正な評価とは言い難く，合理的なマネジメントが可能と

は言えない 25）。そのため，学校組織に向かない。第六に，官僚制組織は，個人の目標を組

織の目標と共有化させる目標管理手法をとる。しかし，学校組織は個業型であるため，学

校の教育目標と教員個人の目標を連動させ目標の共有化を図ることは難しいため学校組織

に向かない。第七に，官僚制組織は民間企業に近いマネジメント（PDCA サイクル）を導

入するものである。しかし，学校教育においては，どのような教育方法・技術が効果的で

あるかを事前に知ることは困難であり，教育の成果の予測・評価の方法が難しいという特

色がある。学校組織は，教育目標の多様性，教育方法・技術の不確実性，教育成果の予測・

評価方法の難性という特徴を持つ。つまり，官僚制組織は学校組織に適合しない組織構造

である 26）。 

以上のように，学校組織構造（職務分担）は，「鍋蓋型組織」から「官僚制組織」へと変

遷してきた。しかし，「官僚制組織」という組織構造は，学校組織の特徴に適さず，協働構

築の阻害要因であった。協働は，組織のメンバーやそのメンバーからなる集団が互いに補

完し合い協力し合い一定の組織目的を達成するための活動であるため 27），このような活動

がしやすい学校組織の特徴に合致した組織構造が求められる。 

 

3.1.1.4 学校組織文化（教員文化）における協働構築の阻害要因 

「組織文化」とは，組織構成員が共有する思考様式，行動様式であり，組織的慣行であ

り，組織風土ともいう 28）29）。「組織文化」は，2 つの抽象的な要素である思考様式と，1 つ

の具体的な要素である行動様式の 3 つの要素から構成されている。2 つの抽象的な要素であ

る思考様式の第一は，「組織の価値観」である。組織構成員は何に価値を置くか，何が大切

で何が大切ではないか，このような「価値観」として多くの組織構成員に共有されている

ものである。これが組織文化の最も基本的な部分である。第二は，組織構成員に共有され

た「組織のパラダイム（認識の枠組み，ものの見方）」である。個人が持つ「パラダイム」

が多くの人に共有される時，その共有されているものを「組織のパラダイム」という。「組

織の価値観」と「組織のパラダイム」は互いに強化し合い，一つの組織文化を成している。

1 つの具体的な要素である行動様式は，「行動規範」であり，「組織の価値観」と「組織のパ

ラダイム」を具体的に表現した行動を指す。「組織の価値観」（思考様式），「組織のパラダ

イム」（思考様式），「行動規範」（行動様式）の 3 つの要素は，互いに緊密に関連し合って

いる。 

「組織文化」のメリットは，それを構成する「組織の価値観」，「組織のパラダイム」，「行
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動規範」が組織構成員の間に「共有」されていることによりモチベーション，コミュニケ

ーションが図れることである。また，「同調の圧力（同僚と足並みを揃えること）」を基盤

とする職場集団を表し，「みんなで共通する目標に足並みを揃えて頑張る」ことで，組織の

共通目標を達成する機能を果たす 30）。一方，デメリットは，「組織の価値観」と「組織のパ

ラダイムの」の共有により「行動規範」の均質化が起こり，変化と自由な対応ができにく

くなり，保守的な傾向を持ち，不干渉主義となり，自尊感情が強くなることがある。特に，

強い組織文化は自己保存本能が働き 31），新しい試みに対し出る杭は打たれるという抑圧的

な機能を果たす 32）。以上のような「組織文化」の特徴を学校組織文化に当てはめると，学

校組織文化は，学校組織において，多くの学校組織構成員（教職員）に望ましいと受け止

められる「組織の価値観」，「組織のパラダイム」，「行動規範」が共有されることにより，

モチベーション，コミュニケーションが図られ，学校組織の共通目標を達成する機能を果

たす。しかし「組織の価値観」，「組織のパラダイム」，「行動規範」の均質化により変化や

自由な対応ができにくくなり，抑圧的になることがある。このように「学校組織文化」は，

学校組織構成員の思考様式・行動様式に深く影響を及ぼすものである 33）。具体的な「学校

組織文化」には，教員の保守的傾向，見て見ぬふり行動，縄張り意識や不干渉主義，自尊

感情の強さといった，思考様式・行動様式の特徴が指摘されている 34）。このような思考様

式・行動様式は，教員の「個業化」を増大し，教員の関係性を閉ざすことになる。つまり，

学校組織文化は，教員の協働構築の阻害要因である。 

学校組織文化には，教員文化という下位集団の文化があり，この教員文化は教員集団の

信念や利益を巡って形成され，学校組織を異なる方向に誘導し分裂させる可能性をはらん

でいる。教員文化には，教科等の小集団ごとに「教科文化：教科王国」，学級ごとの「学級

文化：学級王国」があり，ネガティブでクローズドな文化となっている。学校組織は「個

業型」の組織体制をとっており，このネガティブでクローズドな教員文化に拍車をかけて

いる 35）。つまり，このような教員文化は，教科や学級等の小集団の壁を越えた協働構築の

阻害要因になる。一方，教員文化における協働構築の阻害要因として，「同僚性」の希薄化

がある 36）。「同僚性」とは，児童生徒をどう育てるかの方向性を教員間で議論し，共有して

取り組み，自らの資質能力を高めるように心がけることであり，学び合いや支え合いであ

り，このような教員集団の中で育まれるものである。「同僚性」は，教育の成果を上げるた

めに不可欠なものであり，教員間の協働構築において欠かせないものであり，学びの共同

体としての学校の機能である 37）。学びの共同体としての学校の機能とは，教員が専門職と

して相互に学び合う機能であり，授業研究，集団づくり，生活指導等さまざまな形で実践

されてきた。特に「授業研究」による教育方法の工夫，改善の蓄積では，自らの授業や生

徒指導力を高めるために，教員が授業を見せ合い，批判し合い，検討し合うことを行って

きた。このように日本の学校では，開かれた人間関係があり，協働が培われてきていた。

学校組織においては，学びの主体である児童生徒，教育の専門家としての教員，保護者や

地域住民が学校の教育活動に参加し学び育ち合う場所としての「学びの共同体」38），教員
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たちが専門職として学びを持続，追求し，チームやグループでの学び合いと集合的な知性

の開発に重点が置かれている場所としての「専門職の学び合うコミュニティ」39），教員が

学習する組織である「学習する学校」が構築されていた。日本は，OECD 加盟国中，教育

への公費投入の対 GDP 比が最低水準 40）であり，公教育への財政投入や条件整備が遅れて

いる。その上，1 クラス 40 人という大規模な学級編成にも関わらず，世界的に見ても子ど

もたちの学力が高い 41）のは，「学びの共同体，専門職が学び合うコミュニティ，学習する

学校」が構築されていたためである。しかし，現在では，同僚性という伝統的な流れが消

失している 42）。「同僚性」の希薄化へと向かった要因として，官僚制組織となったこと（Ⅲ

章：3.1.1.3 参照），つまり，権限・責任がタテ関係で結ばれた管理職とその他の教員との関

係の強い組織となったことが挙げられる 43）。官僚制組織となるまでの鍋蓋型組織の時代は，

日常的な交流，同僚と教育方針について話合う等個人的な付き合い，つまり，職員室でイ

ンフォーマルな付き合いという教員同士の「実践的交流」があった。しかし，官僚制組織

となりインフォーマルな付き合いは減少し，組織構成員としての付き合いであるフォーマ

ルな付き合いへと変化し 44），教員の人間関係が「形式的な交流」となり 45），「同僚性」の

希薄化が進んだ。さらに，教員は学校が一つの組織体であるとの認識が薄く，学校の小規

模化を背景に学年主任等が他の教員を指導するという機能が低下していることも「同僚性」

の希薄化へつながっている 46）。 

以上のように，学校組織には，学校組織文化，教員文化，同僚性の希薄化といったネガ

ティブでクローズドな文化や状況があり，これらは協働構築の阻害要因である（Ⅰ章：

1.1.2.2 参照）。 

 

3.1.1.5 学校組織の自立における協働構築の阻害要因 

 学校組織内の協働構築には，学校組織の自立が求められる。学校組織の自立には，教育

行政改革における学校組織の「裁量性」の拡大，義務教育システム改革における「地方分

権・規制緩和」の実行，実質的な「学校評価」が求められる。 

まず，教育行政改革における学校組織の裁量性の拡大について述べる。1998 年，中央教

育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」47）に以下のように示されている。

答申第 3 章「学校の自主性・自律性の確立について」に，“公立学校が地域の教育機関とし

て，家庭や地域の要請に応じ，できる限り各学校の判断によって，自主的・自律的に特色

ある教育活動を展開できるようにするため”，2.教育委員会と学校の関係の見直しと学校裁

量権限の拡大，3.校長・教頭への適材の確保と教職員の資質向上，4.学校運営組織の見直し，

5.学校の事務・業務の効率化，6.地域住民の学校運営への参画，以上の 5 つの視点（2～6）

から制度とその運用や事業の在り方について見直し，学校の裁量性の拡大，学校経営の改

善を図る必要があるとしている 48）。その後，2006 年に，教育基本法改正，2007 年に，学

校教育法改正，2008 年に，教育職員免許法改正と法律の見直しが実施され，義務教育の目

標新設，学校評価及び情報提供の新設，副校長・主幹教諭・指導教諭の職の創設，教員免
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許更新制の導入，指導不適切な教員の人事管理の厳格化等の取りまとめが実施され，学校

経営の改善が進められるようになった 49）。教育行政改革により，学校の裁量性の拡大が図

られ，学校経営の改善のできる条件が実現しているが，施策を支えるヒト・モノ・カネ（学

校予算）等の制度面の整備が十分ではなかったため，学校裁量の拡大といっても，教育委

員会は従来型の指導行政を進めた。つまり，教職員の人事，学校予算の編成・執行に関す

る学校管理規則の見直しは進んでおらず，「地方分権・規制緩和」の議論は学校の近くまで

来ているがその手前で止まっているのが現状である 50）。すなわち，教育行政改革において

学校の裁量性の拡大は図られたが，制度面の整備が不十分（予算等）であり，裁量性拡大

の実現には至らず，学校改善につながらず，学校の自立は達せられることはなかった。つ

まり，教育行政改革は協働構築の阻害要因となっている。なお，2022 年 2 月 25 日の閣議

で，2022 年 7 月から教員免許更新制の廃止が決まり，“今後は，個別最適な学びや現場経

験を重要視した学びを進めることになる”とある。このことは，教育行政改革における裁

量性の拡大に貢献することが期待されるが，制度面の整備につなげるのは難しいと考えら

れる 51）。 

次に，義務教育システム改革における「地方分権・規制緩和」の実行について述べる。

2005 年，中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」52）において，

“義務教育システムについて，目標設定とその実現のための基盤整備を国の責任で行う，

市区町村・学校の権限と責任を拡大する分権改革を進める，教育の結果の検証を国の責任

で行い，義務教育の質を保証する”という「地方分権・規制緩和」策を打ち出した。これ

は，“国の責任によるインプット（目標設定とその実現のための基盤整備）を土台にし，プ

ロセス（実施過程）は市区町村や学校が担い，アウトカム（教育の結果）を国の責任で検

証し，質を保証する義務教育システムへの転換”である。具体的には，“国の責任でナショ

ナル・スタンダードを確保し，市区町村と学校の主体性と創意工夫により，ローカル・オ

プティマム（それぞれの地域において最適な状態）を実現する必要がある”としている。

すなわち，義務教育の到達目標を国が設定し，地方と学校が主体的に創意工夫しそれを実

現し，国が結果の検証を行うという構造である。このように，国による目標と結果の管理

が行われていることで，地方と学校は主体的に創意工夫しそれを実現することは難しい。

つまり，学校の自立を妨げるものであり，「地方分権・規制緩和」策は打ち出されたが，公

権力による影響が緩和されることはなく，公権力による影響力強化となり，学校の自立は

阻まれ，学校組織内の協働構築の阻害要因となっている。このような公権力による影響力

強化となる状況を説明する理論としてサール（Searle, John R．）53）による規制的規則

（regulative rules）と構成的規則（constitutive rules）の理論がある。規制的規則とは，

指令型「Ｙ（目的）ならばＸ（手段）をせよ」であり，希望として施策を語ることであり，

手段は目的を達成するための一つの方法である。一方，構成的規則は，宣言型「文脈Ｃに

おいては，Ｘ（手段）をＹ（目的）とみなす」であり，施策を命ずることであり，手段を

目的とみなしている。「地方分権・規制緩和」策は，国に目標と結果を管理され，手段を目
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標とみなしており構成的規則となっている。つまり，国の施策を命ずることになっており，

公権力は緩和されず公権力による影響力の強化となっている。義務教育システム改革にお

ける「地方分権・規制緩和」は，公権力による影響力の強化となっており協働構築の阻害

要因である。 

最後に，実質的な学校評価について述べる。学校評価の契機となったのは，1998 年の中

央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」54）である。同答申では，学校

が家庭や地域と連携協力して教育活動を展開すること，学校の経営責任を明らかにするこ

と，保護者や地域住民に対する説明責任を果たすこと，これら 3 つの視点からの自己評価

の実施を提言している。2006 年 3 月，文部科学省は「義務教育諸学校における学校評価ガ

イドライン」55）を策定し，学校の自己評価と外部評価の実施について詳細な方法を示した。

これを参考に全国的に学校評価が実施されていくことになった。2007 年，学校教育法と同

法施行規則の改正が行われ，学校評価の実施が法的根拠を伴うようになった。学校教育法

における学校評価は，“小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活

動その他の学校運営の状況について評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図る

ため必要な措置を講ずることにより，その教育水準の向上に努めなければならない（学校

教育法第 42 条）”56）と経営責任が述べられている。一方，説明責任に関しては，“小学校は，

当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，これら

の者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状

況に関する情報を積極的に提供するものとする（学校教育法 43 条）”57）と，述べている。

2010 年，文部科学省の「学校評価ガイドライン（改訂）」58）に，学校評価の目的を 3 つ述

べている。第一に，組織的・継続的な学校運営改善として，“学校として目指すべき重点目

標を設定し，その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等を評価することにより，組

織的・継続的に学校運営を改善する”と述べている。第二に，説明責任として“自己評価，

学校関係者評価の実施・公表により，適切に説明責任を果たすとともに，保護者や地域住

民からの理解・参画を得ながら学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを目指す”

と述べている。第三に，教育委員会による支援・改善として，“学校評価の結果を踏まえ，

教育委員会などが，学校に対する支援・改善を行うことにより，教育水準の保証・向上を

図る”と述べている。その後，2016 年，学校評価ガイドラインが改訂 59）され，自己評価，

学校関係者評価，第三者評価の学校評価の 3 つの形態に整理された。 

学校評価の課題は，学校評価の結果が学校改善に結びつかないこと，評価結果を活用で

きないこと，ガイドラインの項目のまま学校評価を行い地域や学校の独自性や課題が反映

されないことの 3 点挙がっている 60）。学校の現状に合わない一律的，形式的な学校評価は，

学校の独自性や課題性が反映されず，学校を他律的なものとし，学校の自立性は失われ，

協働構築の阻害要因である。 
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3.1.1.6 教員の自律における協働構築の阻害要因 

学校組織の協働には教員の自律が求められる。教員の自律には，義務教育システム改革

である学習指導要領・全国学力・学習状況調査（以後学力調査）・教員評価の影響がある。

この 3 つの教育施策による協働の阻害要因について述べる。 

学習指導要領は約 10 年に一度改訂され，教育課程や指導計画の修正を図り，教育内容や

指導方法の改善を進めるという教育改革を実施する。これは個々の教員の意識の変化を迫

る動きであるが，新しい指導方法の多くが既存の組織体制に組み込まれ，時間の経過とと

もに失われることが多い。今回の学習指導要領改訂の基になった中央教育審議会答申（2016）

「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要

な方策等について（答申）」61）では，子どもたちが主体的に学び，「新しい社会の在り方を

自ら創造することができる資質・能力を育む」ことの意義が繰り返し強調されている。ま

た，教員には，「学びの本質」を示し，それを理解したうえで，各学校の現状に合わせた「学

びの本質」を設定し，検討し，「創意工夫に基づく指導法の不断の見直し」を全教員による

協働で実施することを求めている。学校教育の目的は「学びの本質」の設定であり，学習

指導要領は学校教育の目的達成のための一つの手段である。しかし，教員は，学習指導要

領の実施を教育の目的としていることが少なくない。つまり，教員は，全国一律の画一化・

標準化された学習指導要領に基づいた教育を実施しており，教員の教育における自律性が

失われる結果となっている。つまり，学習指導要領体制は協働の阻害要因である（Ⅰ章：

1.2.1.2 参照）。 

次に，学力調査について述べる。学力調査は，「教育の結果の検証を国の責任」で行うた

めの制度として 2008 年から実施されてきた。2017 年：文部科学省専門家会議．「全国的な

学力調査の今後の改善方策について（まとめ）62）には，「学力調査は，学校や教師，児童生

徒にとり目標設定の役割を果たす」ことが明記されている。つまり，学力調査の結果が教

育目標となる。その上，学力調査は，国が教育目標を決め，各学校が調査を実践し，教育

結果を国が検証する。すなわち，国の作成した学力調査という手段の結果が各校の教育目

標となり，この教育目標は全国一律のものとなる。その結果，学力調査の結果がそれぞれ

の学校の一律の教育目標となっており，児童生徒の実態に即した教育目標となっていない。

このような学力調査の実態は，教員の自律性を失わせ協働の阻害要因である。一方，学力

調査の結果は，学校における教育改善の指標として教員，学校にとり大きな影響力を持っ

ており，児童生徒と教員に意味のある情報を提供してきた。しかし，学力調査における「学

力」は，現場の実践からの「学力」，児童生徒の実態からの「学力」ではなく，国から「付

与されたもの」であり，その上，調査により測定できる学力は特定の一部分であるため「学

力の一形態」である。つまり，この調査で各学校の児童生徒の「真の学力」を測ることは

できない。学力調査の結果は，学習指導要領による画一化・標準化された学習の結果であ

り，児童生徒の能力，家庭の教育力，社会の教育力等児童生徒の個別性が考慮されていな

い。つまり，学力調査の結果は，教員の教育活動でどれだけ伸びたかを測ったものではな
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い。本来，学力調査の結果は，児童生徒と教員間の個別の問題であるため，学力調査は，

各学校の現状に合わせた調査項目の設定，調査方法の検討，調査結果の活用が成される必

要がある。しかし，学力調査は，各校の児童生徒の個別性が考慮されておらず，画一化・

標準化されており，「真の学力」を測れるものではない。つまり，教員の教育活動の結果を

測るものとなっていないため，学力調査に基づいた教育は教員の自律性を失う。すなわち，

学力調査は協働の阻害要因である。 

最後に，教員評価について述べる。学校評価に伴い教員評価も実施され，教員の管理体

制は強化されるようになってきている。教員評価の目的は，“教員の資質の向上，質の高い

教育の実現，学校教育の信頼確保の教育の課題を解決するために，教員評価により，教員

が自らその教育活動を見直し，自発的に改善していくとともに，教員の能力と業績を適正

に評価し，意欲と自信を持たせ，教員の指導力や勤務実績が処遇上も報われるようにして

いくことである”63）。つまり，教員評価の目的は，教育活動の改善，教員の能力の適正評

価，教員のモチベーション向上，処遇改善である。しかし，現行の教員評価は，教員の能

力と業績を適正に評価するものではなく，児童生徒の学習の成果である学力調査の得点の

結果で教員評価し管理している 64）。このように，児童生徒の学力調査の得点の結果で教員

は評価され，評価結果は，教員評価の目的に結びつかない。そもそも，学力調査の結果は

「真の学力」を測るものとなっていない（前述）。そのため，教員には教員評価制度に対す

る不信感が芽生え，教育活動に対する意欲と自信を減退させている。そのため，教員の自

律性が失われ，教員評価は協働構築の阻害要因である。このような教員評価制度の導入だ

けでなく，教員免許更新制度の導入，不適格教員（力量不足教員）の教職排除政策等の教

育施策が次々と作られている。これらの教育施策が教員の自律性を圧迫しており協働構築

の阻害要因である。 

以上のように，義務教育システム改革における学習指導要領・学力調査・教員評価を概

観したところ，全ての施策が国の決めた教育目的のもと，学校，教員が実施し，国が評価

するという構図になっている。3 つの施策は，教育目的達成のための一つの手段であるはず

だが，その実施自体が目的となり，目的イコール手段となり，施策を命ずる構成的規則の

強化になっている（Ⅲ章：3.1.1.5 参照）。つまり，教員は，目の前の児童生徒の課題や学校

の課題を自ら考えることなく，命じられた施策を実践するだけの思考停止状態に陥ってい

る。この状態は，自分たちで考え作っていくこと，つまり，当事者性を喪失させ，教員の

やる気を後退させ，教員間の関係性を閉じさせ，同僚性を消失させ（Ⅲ章：3.1.1.4 参照），

その結果，教員の自律性を奪う。義務教育システム改革における学習指導要領・学力調査・

教員評価は協働の阻害要因である 65）。 

 

3.1.1.7 「チーム学校」における協働構築の阻害要因 

「チーム学校」とは，教員と専門職員が協働し，全教職員で組織的に教育に当たること

を指す。「チーム学校」が学校教育に現れてきた経緯として，学校組織の課題の複雑多様化
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と教員の長時間労働・多忙・バーンアウトがある。まず，学校組織の課題の複雑多様化の

側面から「チーム学校」について述べる。 

学校組織は，元来，複雑多様性の高い組織であるが，近年，教育の地方分権・規制緩和

の進行による学校体制の変化と教育課題の複雑多様化が進んでおり，学校組織の課題の複

雑多様化を促進している。学校組織の課題は，生徒指導上の課題（不登校，いじめ行為等）

66），特別な支援を必要とする生徒の増加，日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の増加 67）

がある。さらに，子どもの貧困の状況も高い数値を示している 68）。学校にはこのような複

雑多様化した課題の対応が求められている。 

これらの複雑多様化した課題の対応には，心理・福祉の専門職との組織的な対応，つま

り，「チーム学校」が求められる。しかし，教員はそれらの課題の対応に当たり「教員が担

う」ことを前提に議論するため，形だけの「チーム学校」となりがちであった。なぜなら，

日本の学校は教職員の中において教員の割合が圧倒的に高いことで成立しており 69），学校

は教員のみの職場と捉えるような実態があり，学校教育関係者（教員，研究者）も教員の

みに目を向け「教員論」，多種多様な専門職員から構成された職場として学校をとらえる視

点「教職員論」が欠けていた。教員以外の専門職員に目を向けることが複雑多様化した課

題の対応に有効である 70）。すなわち，複雑多様化した課題に対応するには，教員のみでは

なく，多種・多様な専門職員との協働が有効である。 

そのため，学校では教員とは役割の異なる専門職員（スクールカウンセラー，スクール

ソーシャルワーカー，特別支援教育に関わるスタッフ，学校司書等）の配置が進められて

いる。このような学校組織構成員の複雑多様化の傾向は，経営的な役割の専門分化，教育

的な職務内容の専門分化の二つの側面から捉えることができる。第一の側面である経営的

な役割の専門分化は，校長，教頭，主幹，主任，指導教諭等の職位を配置するといういわ

ゆる「縦の専門分化」と捉えられる。第二の側面である教育的な職務内容専門分化として，

養護教員，栄養教員，司書教諭等を配置するといういわゆる「横の専門分化」と捉えられ

る 71）。このような専門分化の進んでいる状況の中，学校では，勤務形態が正規，非正規，

臨時，常勤，非常勤，委託等多様化が進展している。これまでの学校組織の職務体制は，

組織構成員の職務内容，勤務形態における「同質性」を基盤としていたが，経営的な役割

と教育的な職務内容の専門分化と勤務形態の多様化に伴い，「異質性」が現れるようになっ

た 72）。この学校組織構成員勤務形態の多様化と職務内容の専門化による「異質性」が「チ

ーム学校」における協働の課題であり阻害要因である。 

他方，学校現場の課題である，教員の長時間労働・多忙・バーンアウトの側面から「チ

ーム学校」について述べる。これらの教員の課題解決には教員の増員が求められるが，教

育施策では教職員定数削減を実施している現状である。そこで，この課題解決のため教員

以外の専門職を雇用し協働すること，つまり，「チーム学校」という考え方が現れてきた。

この考え方が現れてきた経緯として，まず，2014 年，教育再生実行会議（首相の私的諮問

機関）「今後の学制等の在り方について（第五次提言）」73）で，“教師の勤務時間や授業以外
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の活動時間が世界的に見て格段に長いことを踏まえ，教員が子どもと向き合う時間を確保

し，教育活動に専念できるようにする観点から，学校経営を支える管理・事務体制の充実，

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職の配置や活用が進むよう，

制度面・財政面の整備を行う”と提言された。これは，「教員中心の学校経営観」から「全

教職員を組み込んだ学校経営観」への転換である。2015 年，財政制度等審議会，「財政健全

化計画等に関する建議」74）では，“教員の多忙に関して，国が責任を持ち徹底した事務作業

の効率化を図るとともに，外部人材の活用，関連部門との連携を図ることで教員が教育勤

務に専念できるように負担軽減を図る必要がある”とした。さらに令和 6 年度（2024）度

までに教員定数削減をしたうえで学校外部人材や他部門との連携を強調した。しかし，文

部科学省は，「財政制度等審議会の「財政健全化計画等の関する建議」に対する文部科学省

としての考え方」75）において，“これらの指摘は，学校現場を取り巻く課題が複雑・困難化

する中，時代の変化に対応した新しい教育に取り組まなければならない状況を考慮してい

ない。教育再生の推進のためには（略）機械的な教員定数削減ではなく，加配定数をはじ

めとする教職員定数の戦略的充実が必要”と反論し，文部科学省は教員の加配を求めてい

る。このように，教員定数充実（加配）した上での施策が求められる。2015 年，中央教育

審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」76）は，教員以外の

専門職の組み込み方について学校をいかに組織的に開発していくかの組織的な視点や具体

的な提言はなく，「多職種によって構成される学校」の効率的なマネジメントに止まってい

る。 

以上のように，学校組織の課題の複雑多様化の解決策として出された「チーム学校」に

おける専門職の配置であったが，専門職の勤務形態の多様化と職務内容の専門化による専

門職の学校組織内における「異質性」は協働の阻害要因である。また，教員の長時間労働，

多忙，バーンアウトの解決策として出された「チーム学校」に関する教育施策は効率的な

マネジメントに止まり組織的な視点が欠け，具体的な提言がない。つまり，「チーム学校」

に関する教育施策は協働の阻害要因である。 

 

3.1.1.8 学校組織内における協働構築の阻害要因の抑制と協働構築方法 

 以上述べてきた学校組織内における協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法を

それぞれ明らかにする。 

 学校組織内の協働のパターンの特徴は，教員間の協働として「均質性協働（同職種間の

協働）」と教員と他の専門職間の協働として「専門性協働（異職種間の協働）」がある。均

質性協働は，互いの専門性の理解が容易なため協働構築が促進され，専門性協働は，互い

の専門性を理解し合うことが困難なため協働構築の阻害要因である。この阻害要因を抑制

し協働を構築する方法は，教員が他の専門職の専門性を理解するためのコミュニケーショ

ンが鍵となる 77）。コミュニケーションを活性化するには，専門職の限られた職務体制をや

め，可能な限り，教員と同じ職務体制で雇用することが基盤となる（Ⅲ章：3.1.1.1 参照）。 
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 学校組織の職務体制の特徴は，「個業型」であり，自己完結的に教育活動を展開し，個別

分散する体制であり，組織としての統合性を失い，教育活動の組織的な改善・改革は困難

である。このことは，学校組織を形骸化し，個業化を増大し，教員間の閉塞感を高め，協

働構築の阻害要因である。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，「個業化」のマイ

ナス面を抑制し協働を構築することである。つまり，教員個人の裁量性に委ねる（「個業」）

だけでなく，組織的に教員間の個人と個人の相互作用を活性化させること，コミュニケー

ションを活性化させることで学校組織を「統合」することである 78）（Ⅲ章：3.1.1.2 参照）。 

学校の職務分担（校務分掌）は，鍋蓋型組織から中間にミドルリーダー（主幹教諭，指

導教諭）を作り成層化した官僚制組織へと変革された。しかし，「官僚制組織」という組織

構造は，組織の権限，責任を構造化し，上から下に向かう意思伝達で統制する組織であり，

ヒューマン・サービス組織，オープン・システム組織，小規模組織，個業型組織，不確実

性組織である学校組織の現状には適さない。つまり，官僚制組織は，協働の阻害要因であ

る。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，複数の個人・集団が組織の壁を越え特

定の共通目的を果たすような組織，すなわち，ネットワークを媒介にしながら，水平的で

柔軟に結合した組織構造である「ネットワーク組織」79）が求められる（Ⅲ章：3.1.1.3 参照）。 

 学校組織文化（教員文化）の特徴は，学校組織構成員の「組織の価値観」「組織のパラダ

イム」「行動規範」の 3 つの要素が関連し合い構成されている。この 3 つの要素が，組織構

成員間に共有されることで，モチベーションが向上し，コミュニケーションが図られ，学

校組織の目標を達成する機能を果たす。一方，学校組織文化では，思考，行動の均質化が

起こり，変化と自由な対応ができず，保守的な傾向を持つようになり，不干渉主義となり，

自尊感情が強くなるといったマイナス面が指摘されている。このような学校組織文化は，

教員の「個業化」を増大し，教員の関係性を閉ざし，同僚性の希薄化となり，教員同士の

協働の阻害要因である。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，インフォーマルな

コミュニケーションの推進による同僚性の回復が求められる（Ⅲ章：3.1.1.4 参照）。 

 学校組織の自立は，教育行政改革と義務教育システム改革において，「地方分権・規制緩

和」がなされ，学校組織の裁量性が拡大されてきた。しかし，教育行政改革を実行する制

度面の整備（予算等）が伴わなかったため，「地方分権・規制緩和」は形骸化し公権力の強

化となり学校組織の自立性を阻み，協働構築の阻害要因である。この阻害要因を抑制し協

働を構築する方法は，教育政策の実質的な制度面の整備と各学校の独自性や課題性が加味

された政策が求められる（Ⅲ章：3.1.1.5 参照）。 

教員の自律は，義務教育システム改革において，教育政策の目標と結果を国が定め，管

理し，学校がそれを実施するという形式を学習指導要領・学力調査・教員評価がたどり，

公権力による影響は緩和されるのではなく強化されるものとなっている。その結果，教員

は目の前の児童生徒の課題や学校の課題を自ら考えることなく，全国一律に画一化・標準

化され，命じられた施策を実践するだけの思考停止状態に陥っている。そのため，教員の

当事者性を喪失させ，教員のやる気を後退させ，教員間の関係性も閉じさせている（同僚
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性の消失）。その結果，教員の自律性は失われ，義務教育システム改革は協働の阻害要因で

ある。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，全教員で，各学校の状況や児童生徒

の現状から課題を見極め目標を構築し（「課題生成型」目標構築：図 4-2 参照），教育計画を

設計し，実践し，評価することである。つまり，教員の自律性の確立には，教員の思考停

止を脱することで，教員の当事者性を回復し，教員のやる気を起こし，教員の同僚性を回

復することが重要である（Ⅲ章：3.1.1.6 参照）。 

「チーム学校」は，学校組織の課題の複雑多様化と教員の長時間労働・多忙・バーンア

ウトの 2 つの側面から協働の阻害要因を検討した。まず，学校組織の課題の複雑多様化は，

多様な専門職の雇用が始まり，学校組織構成員の勤務形態の多様化と職務内容の専門化に

よる「異質性」は協働の阻害要因である。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，

専門職の勤務形態を正規雇用とすること，本務以外の教育活動への参画，教育委員会や校

長の支援が求められる。このことは，中央教育審議会による答申「チームとしての学校の

在り方と今後の改善方策について（2015）」80）以前に，1998 年の中央教育審議会答申「今

後の地方教育行政の在り方について」81）に示されている。この答申では，「教諭以外の専門

性を有するもの」を「教育」の担い手として，教育活動への参画者とし，正規雇用すると

いう具体的な改善方法を示している。教育免許状をもち，その職務として「教育を掌る」

と法に規定されている「教員」だけが児童生徒の教育に当たるのではなく，「その他の専門

性を有するもの」の本務以外の教育活動における活用が望まれる。さらに，多様な専門職

員の活用には，教育委員会，校長の支援が必要であることも記されている 82）。専門職の正

規雇用は，まず，専門職がどのような職務をしているのかを把握・分析し，正規職員や専

門職の理解を深めることが求められる 83）。その結果，専門職への理解が深まり，教育委員

会や校長からの支援を受け，専門職は正規雇用となり，教育活動への参画へとつながるこ

とが期待される。 

次に，教員の長時間労働・多忙・バーンアウトの現状の課題解決のため教員の増員の代

替として専門職の雇用が進んだ。そのため，教員と専門職の協働が求められるようになり，

教育施策として，学校経営の充実，財政面の整備等効果的なマネジメントが提案された。

しかし，学校をいかに組織的に開発するかの視点と具体的提言が欠けていた。つまり，組

織的な視点と具体的な提言のない教育施策は協働の阻害要因である。この阻害要因を抑制

し協働を構築する方法は，組織的な視点を持ち学校の経営体制の整備・変革を具体的に進

めることである。さらに，「チーム学校」の意義を教員養成課程で学ぶ機会を設けることも

重要である 84）（Ⅲ章：3.1.1.7 参照）。 

3.1.1.8 では，学校組織内における協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法を概

観した。教員と専門職における協働のパターンの阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，

教員が他の専門職の専門性を理解するためのコミュニケーションを活性化することである。

そのためには，専門職の限られた職務体制をやめ，可能な限り，教員と同じ職務体制で雇

用することが基盤となる。学校組織の職務体制（個業型）の阻害要因を抑制し協働を構築
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する方法は，「個業化」のマイナス面を抑制し協働を構築することである。つまり，教員個

人の裁量性に委ねる（「個業」）だけでなく，組織的に教員間の個人と個人の相互作用を活

性化させること，つまり，コミュニケーションを活性化させることで学校組織を「統合」

することである。学校組織の職務分担（校務分掌）における阻害要因を抑制し協働を構築

する方法は，現状に合った組織構造である「ネットワーク組織」が求められる。学校組織

文化の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，インフォーマルなコミュニケーションの

推進による同僚性の回復である。学校組織の自立性における阻害要因を抑制し協働を構築

する方法は，教育政策の実質的な制度面の整備と各学校の独自性や課題性が加味された政

策が求められる。教員の自律性における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，教員が

思考停止を脱することで，教員の当事者性を回復し，教員のやる気を起こし，教員の同僚

性を回復することが重要である。「チーム学校」における阻害要因を抑制し協働を構築する

方法は，専門職の勤務形態を正規雇用とすること，本務以外の教育活動への参画，教育委

員会や校長の支援が求められる。さらに，組織的な視点を持ち学校の経営体制の整備・変

革を具体的に進めることである。「チーム学校」の意義を教員養成課程で学ぶ機会を設ける

ことも重要である。（Ⅲ章：3.1.1.1～3.1.1.7 参照）。 

 

3.1.2 学校図書館組織内における協働構築の阻害要因 

3.1.2.1 学校図書館組織内の協働パターンにおける協働構築の阻害要因 

 学校図書館組織内の協働パターンは，教員（司書教諭）と教員以外の職種（学校司書）

による異職種間の協働，つまり，専門性協働である 85）。 

司書教諭と学校司書は，それぞれ異なる専門教育課程（司書教諭は司書教諭課程による

資格制度あり，学校司書は資格制度なし）や職業観を持つ。役割分担は，司書教諭は教育

的職務，学校司書は事務的職務と専門性に基づき決められ，両者の職務が重なる部分もあ

り，役割分担の取り決めは曖昧である。両者の関係性は，異なる背景を持つため，互いの

専門性を理解し合うことが必要だが難しく，両者の協働構築の阻害要因である（表 3-1）。

そもそも，学校司書には資格制度がなく，その専門性が確立されているとは言い難い。こ

のような中，2014 年に学校図書館法改正により，学校司書が法制化されたが，学校司書の

現状は，職務体制，資格要件（専門性）に地域格差，個人格差があり課題となっている。

さらに，小中高の校種によっても配置の実態に大きな差がある。これらの課題の中で，資

格要件に関しては，2016 年に文部科学省の会議で検討され「学校司書モデルカリキュラム」

86）が提案され，大学で学校司書養成講座が始まったところである。しかし，これは，学校

司書の資格制度ではなく，その実態及び実施状況は流動的である。 
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表 3-1 専門性協働の特徴 

項目 特徴 

組織構成員 異なる専門教育課程や職業観をもつ 

役割分担 

専門性に基づき決定される 

職務が重なる部分もあるが役割分担の取り決めが重視される（異な 

る職種の人が能力的に可能でも役割交代はないことが基本） 

関係性 専門性によるヨコの関係 

相互理解：協働構築 異なる背景のため互いの専門性を理解し合う必要がある 

注：荊木 84）p.34.を参考に筆者が作成した。 

 

3.1.2.2 学校図書館組織の職務体制における協働構築の阻害要因 

学校図書館においては，司書教諭が発令されれば学校司書が不要になるということでは

なく，司書教諭と学校司書には異なる専門性を活かした「協働」が求められる。そのため

には，司書教諭の全校発令，学校司書の全校配置の職務体制の整備が求められる 87）と『学

校図書館運営の手びき』にある。しかし，職務体制の現状は，総じて，兼任・充て職の司

書教諭と非常勤・非正規の学校司書である。 

司書教諭は，12 学級以上の学校に発令が義務付けられているが，11 学級以下の学校では

努力義務に止まり，司書教諭の発令されていない学校が少なくない 88）。11 学級以下の学校

で司書教諭が発令されていない場合は，学校図書館担当教員が配置される。司書教諭及び

学校図書館担当教員は，学校図書館運営の知識・技術に関心や経験を持った人であること

が求められるが，司書教諭及び学校図書館担当教員を任命する校長の学校図書館に対する

認識が乏しく，適任者が選ばれるとは限らない。そのため，学校司書との協働は停滞する

ことが多い。また，司書教諭の学校図書館における職務量は多く専任の司書教諭の発令が

求められるが，予算的に厳しく実現は難しい。少なくとも，学校図書館活動に取り組める

時間の確保をすることが求められるが，このような時間を確保している教員も少ない。以

上のように，司書教諭発令の有無，職務体制の状況（専任，兼任，時間確保の有無）は，

それぞれの地域や学校で異なり 89），知識・技術，経験による専門性も多様である。 

一方，学校司書は，「非常勤・非正規」という限られた職務体制であり，職務を確立し，

その存在を周囲に示していく難しさがある。さらに，学校司書自身に役割権限に対する自

己評価の低さがある 90）。両者の協働の過程においては，司書教諭と学校司書間の葛藤（対

立）が伴うこと 91），学校司書は勤務日が不定期であり司書教諭が学校司書にすぐに支援を

頼めないこと，支援を頼むのに所定の手続きが必要であること等の理由から両者は協働し

たくともできないことが多い。つまり，司書教諭に学校司書が協働の相手として意識に上

りにくい現状である 92）。 

学校司書の職務体制が「非常勤・非正規」である成り立ちについて以下に述べる。1953

年，学校図書館法成立の後，1997 年，図書館法改正（12 学級以上の学校に司書教諭発令義
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務）まで，長期にわたり司書教諭の学校図書館における不在は続いた。そのような中，学

校図書館の業務を担う人の不在問題が発生し，それを緩和するために学校司書が自然発生

的に誕生した歴史がある。当初，学校司書は司書教諭・学校図書館担当教員の事務補助の

形で雇用された。これは，教科教員と実習助手の関係を学校図書館内に求めたものであり，

司書教諭が不在の中，支援する者である学校司書だけを配置した間に合わせのものであっ

た。支援される側である司書教諭不在のまま配置された「非常勤・非正規」の学校司書の

存在が，学校図書館の業務を支えてきた。つまり，司書教諭の不在をカバーし，学校図書

館を運営してきたのが学校司書であった。学校司書があったからこそ今日の学校図書館が

維持され，発展してきた。この状況が長期にわたり続いたため，「非常勤・非正規学校司書」

のままでも，十分に学校図書館の運営をしていけるとの認識が教育委員会や管理職に芽生

え，この状況が現在も続いている 93）。そのため，学校司書の職務体制の整備を進めること

は困難であった。 

以上のような兼任・充て職の司書教諭と非常勤・非正規の学校司書の職務体制は，両者

の不在を意味しており，協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.2.3 学校図書館組織の職務分担における協働構築の阻害要因 

 学校図書館組織の職務分担とは，学校図書館組織において，どのように職務（役割）を

分担しているかを示すものである。 

2014 年に学校図書館法改正で学校司書が法制化され，2015 年 4 月から施行され，学校

図書館組織構成員が制度上二職種併置となり，司書教諭と学校司書が協働して学校図書館

運営を行うことが期待されている。二職種併置の状況で協働構築するためには，両者の職

務分担（役割分担）を明確にすることが必要である。両者の専門性に関して「学校図書館

法」には，以下のように書かれている。「司書教諭は学校図書館の専門的職務を掌る（第 5

条）」，「学校司書は専ら学校図書館の職務に従事する（第 6 条）」とあり，学校司書の職務

は，専門的職務とはなっていないが，同法附則に「専門的知識及び技能を必要とするもの」

とある。つまり，学校図書館法では，両者の職務の専門性の違いを明確にしておらず，両

者の職務分担は曖昧のままである。このように両者の職務分担が曖昧であることは，両者

の協働構築の阻害要因である（Ⅰ章：1.3.2 参照）。 

 

3.1.2.4 学校図書館組織文化における協働構築の阻害要因 

組織文化とは，組織構成員が共有するものの考え方，ものの見方，感じ方（思考様式），

仕事の進め方（行動様式）であり，組織的慣行であり，組織風土である 94）95）。 

司書教諭は，資格制度があり専門職として認められている，一方，歴史的に，司書教諭

の事務補助としての配置であり，資格制度がなく専門職として認められない学校司書の配

置によって，学校図書館組織内に職種による暗黙の上下関係（力関係）が築かれている。

このような在り方において，学校司書が教員の専門性に関わる職務（教育に関わる職務）
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を実施しようとすると，司書教諭の職務侵害となることがある。また，司書教諭が教育に

関わらない非専門的な職務を学校司書に求めると，学校司書をつまらない，やりがいのな

い職務と憤慨させることになる 96）。このような司書教諭と学校司書における職種による暗

黙の上下関係（力関係）を起因とする学校図書館組織文化は両者の協働構築の阻害要因で

あえる。このような両者の職種による暗黙の上下関係（力関係）をパワー・ポリティクス

と言う。 

パワー・ポリティクスとは，“対人関係や部門間で影響力を競い合うことであり，保有し

ている資源の大きさがその影響の度合いを決めることが多い。資源の少ない人はコミュニ

ケーションを通して意思伝達することでパワーを得ることが必要である。しかし，非正規

雇用や不規則勤務のような資源の少ない人は，立場が弱くコミュニケーションを控えるこ

とも多い”97）。つまり，資源の多い人はそれを基にパワーを行使し，資源の少ない人はパ

ワーを大きくすることで自分の思いを実現しようとするため，パワー・ポリティクス（駆

け引き）が存在する。このように，学校図書館組織文化における両者間のパワー・ポリテ

ィクスは協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.2.5 学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律における協働構築の阻害要因 

学校図書館組織は，組織の自立及び組織構成員の自律そのどちらも欠けている。その大

きな要因として以下の 4 点が挙げられる。 

第一に，学校図書館組織は学校組織の一部であり，学校組織に依存するオープン・シス

テムである。学校組織と学校組織構成員から大きな影響を受ける学校図書館組織及び学校

図書館組織構成員は，その自立・自律を得ることは難しい。第二に，学校図書館発展の歴

史的背景である。戦後の占領下において，第一次（1946），第二次（1950）米国教育使節団

が来日し，「教材センターとしての学校図書館」を提言し，「学校図書館は学校の心臓部」

と述べ学校図書館の必要性を強調した。教育制度や社会環境の異なる米国の教育制度の導

入が進められ，日本の学校図書館はこれに従うことになった 98）。つまり，日本の学校図書

館の発展は，自立的なものではなかった。1958 年～1989 年，日本の学校教育は受験戦争に

向かい，学校教育と学校図書館活用に乖離が生じ，学校図書館発展の低迷期であった。1990

年～現在，課題解決型の学習が学校教育に導入され，学校教育における学校図書館活用の

発展期を迎えている。しかし，この発展も単独法である「学校図書館法」があることで，

文部科学省主導のもとで推進されてきたため，学校図書館組織及び組織構成員の自立・自

律に欠けている。第三に，学校図書館活用に関する意義や重要性の教員間での認識不足で

ある。学校図書館活用に関する多くの教員の認識は，「学校図書館担当者（司書教諭，学校

司書）を配置し，本を購入・整理・管理し，児童生徒に読書させるために連れていく場所」

である。学校教育における学校図書館活用の実質的な活動の少ない状況では学校図書館組

織及び組織構成員の意義や重要性を教員が認識するということは難しい。そのため，学校

図書館組織及び組織構成員の自立・自律は乏しい。第四に，学校図書館の職務体制である。
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司書教諭は，「学校図書館法第 5 条」で専門的な力量を備えた担当者が求められているが，

担任兼任，校務分掌兼任の充て職であり，学校図書館の多くの職務の遂行は時間的に難し

い。一方，学校司書は，2014 年「学校図書館法 6 条」に明記されたが，法改正以前も以後

も資格制度はなく，職務体制は，総じて非常勤・非正規である。その上，配置は努力義務

である（Ⅲ章：3.1.2.2 参照）。このような学校図書館組織構成員の職務体制では，学校図書

館組織及び組織構成員の意義や重要性を教員が認知することは難しく，学校図書館組織及

び組織構成員の自立及び自律の確保は難しい。 

以上のような状況が現在まで長きにわたり続いており，学校図書館組織及び組織構成員

の自立・自律の欠如は協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.2.6 学校図書館の経営概念及び組織概念における協働構築の阻害要因 

 図書館全般において，その経営概念が語られてこなかった理由を，小泉公乃は，図書館

は「良いものだ」という考えが自明であり経営は必要ない（図書館性善説），図書館は文化

活動の一環であるから経営は必要ない（図書館文化活動論），図書館は蔵書を保有すればよ

いので経営は必要ない（図書館設備論）の論議があったことによると述べている 99）。これ

までの，図書館経営は，最初に図書館の理念・原則を示し，その後具体的な業務を論じる

というものであった。一方で，理念・原則のみでは不十分と感じた人が企業の経営組織を

対象とした経営論を図書館に示してきた 100）。学校図書館においても同様であり，学校図書

館における経営概念は語られてこなかった。 

戦後から発表されている，文部省の手引き，学校図書館に関するテキスト類，論文を通

読しても，技術面，指導面に留まるものが殆どであった。1959 年，文部省から学校図書館

の充実活用をはかるための一つの指針として，『学校図書館運営の手引き』が出版され 101），

その後の学校図書館に関わる議論に用いられてきた。その内容は，学校図書館基準 C.学校

図書館職員に，“司書教諭及び事務職員を置くこと，司書教諭は兼任で担当授業時間は 10

時間以下とすること，司書教諭の学校図書館の活動時間の確保時間を 15 時間以上にするこ

と”が記されていた。H.運営 1.（2）に，“計画性・一貫性を持って運営すること”，2.“必

要な委員会を設けて，学校図書館運営の円滑を帰すること”が示され，組織に関すること

が述べられている。9.に，“他の学校図書館・公共図書館・公民館・博物館・各種文化施設

などと密接に連絡を保つこと”とし，学校図書館と公共施設との連携も記されていた。10.

に，“各種の評価を行い，具体的改善を図ること”とし，学校図書館経営について書かれて

いる 102）。また，学校図書館運営については，“学校経営全体の立場から学校図書館のあり

方を認識することが大切”とし，学校経営との関係性も示されている 103）。学校図書館経営

は，管理面と運営面に大別され，その管理面は，“図書館の事務的・技術的仕事，人事管理”

が挙げられ，運営面については，“図書館の奉仕・指導の諸活動”が挙げられている 104）。

さらに，“学校図書館運営の基本方針や具体的計画を立てる”必要も記されている 105）。そ

の内容は，学校教育の目的をより効果的に実現していくために学校図書館をどう運営する
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のが良いかを明らかにし，“学校図書館運営と学校の教育計画全体の有機的一体性”を実現

しなければならないとしている 106）。また，学校図書館の運営が“学校全体の運営機構や教

育計画に即応した計画性と組織づけを持つ”ことが大切であり，このような“計画性と組

織づけをどのようにするかが学校図書館運営の問題”である 107）としている。さらに，学校

の全教育活動と学校図書館運営を有機的に関連づけるためには，“適切な組織をつくる”と

述べている 108）。このように，『学校図書館運営の手引き』では，第一に，経営について兼

任司書教諭の学校図書館活動のために必要な時間を示している。第二に，学校図書館運営

について組織委員会を設ける，学校図書館の評価と改善を図る，学校教育と学校図書館運

営の有機的一体性を実現する，学校の教育計画に即応する，学校教育と有機的に関連付け

るために適切な学校図書館組織をつくることが述べられている。これらの提案は，現在の

学校図書館において未だに達成されていないことが多い。 

その後，学校教育は，1990 年代からの調べ学習の進展，総合的な学習の導入，教育情報

の飛躍的な増加等の状況の変化を受け，学校図書館活用への要請が出されるようになって

いった。1998 年，「司書教諭講習等の改善方策について」の報告が出され，司書教諭に期待

される資質能力として「単なる日常的な学校図書館業務遂行の技能等ではなく，教師とし

ての力量や学校図書館に関わる教育論，経営論などが一層求められるようになってきてい

る」109）と指摘された。そこで，「学校図書館司書教諭講習規程」が改訂され，学校図書館

の教育的意義，経営などの全般事項についての理解を図る科目として「学校経営と学校図

書館」110）が新設された。これは，司書教諭に経営の視点を求めており，学校図書館におけ

る経営概念の出発点となるものであった。 

司書教諭科目に「学校経営と学校図書館」が新設されたことを受け，一連の教科書，関

連図書が出版され，その科目のねらいから学校図書館経営概念と組織概念の明確化やその

内容の体系化が図られた。これらの文献における学校図書館経営概念を以下に述べる。福

永義臣編著『学校経営と学校図書館』は，“学校図書館の目的を達成するために，学校図書

館をいかに適切かつ効率的に管理・運営を図っていくかという営み”111）と定義しているが，

組織に関する言及はない。熱海則夫，長倉美恵子編著『子どもが生きる学校図書館』では，

“経営の責任者である司書教諭（主任）が，図書館の経営目標を設定し，これを達成する

ために適切な計画を立て，その遂行に必要な組織を作り，役割分担によって効率的な運営

を行うこと”112）と定義され，組織にも言及している。古賀節子編『学校経営と学校図書館』

には，“図書館が学校の教育目標の達成を図る上で必要な各種の計画を立てる一連の創意機

能”113）と定義されているが，組織に関する言及はない。山本順一編著『学校経営と学校図

書館』では，“学校図書館の目的を達成するために，司書教諭などの学校図書館の経営の責

任者を中心として，図書館の具体的な経営方針を設定し，経営方針の実現に向けてふさわ

しい計画を立て，必要な組織を作り，効率的な運営を行っていくこと”114）と定義され，組

織に関する言及がある。渡辺重夫著『司書教諭のための学校経営と学校図書館』には，“学

校図書館の目的を実現するために，図書館運営の方針を立て，必要な組織を作り，諸資源
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（人，メディア，施設・設備）を効率的に編成しながら，事業を継続的に実行すること”115）

と定義され，組織に関する言及がある。 

以上のように，学校図書館における経営概念は，「学校図書館の目的の達成」，「学校図書

館の効率的管理・運営」「学校図書館組織の作成」について述べられ，経営論的な知見や組

織概念が積極的に取り入れられているが，組織概念に関する具体的な言及はなかった。 

一方，同年（1998）に中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」に

おいて，「特色ある学校づくり」が提唱され，学校経営の特色に学校図書館を取り入れる学

校が出現し，学校図書館における経営概念の芽生えを後押しした。これを契機に，文部科

学省の学校図書館に関する事業として，学校図書館資源共有モデル事業（2001～2003 年度），

学校図書館資源共有ネットワーク事業（2004 年～2006 年度）が生まれた。これらの事業は，

学校経営を越えたより広い経営の視点（教育経営）から学校図書館経営について捉えなお

していくことを求めることになった。同時に，学校経営から一定の自立性を確保するため

の主体的な学校図書館経営も求められることになった 116）。以上のように，1998 年，司書

教諭科目に「学校経営と学校図書館」が新設され，同年，地方教育行政の在り方において

「特色ある学校づくり」が提唱され，学校図書館における経営概念及び組織概念の出発点

となったが，その後，組織的運営，協働構築について具体的に議論されること，研究され

ることは少なかった。つまり，経営概念及び組織概念の欠如は協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.2.7 学校図書館組織内における協働構築の阻害要因の抑制と協働構築方法 

 学校図書館組織内の協働は，教員である司書教諭と教員以外の職種である学校司書によ

る協働である。協働のパターンは，司書教諭の立ち位置によって変わる。学校図書館の専

門職の立場で学校司書と協働する時は均質性協働となり協働は容易であるが，教員の立場

で学校司書と協働する時は専門性協働であり，協働構築の阻害要因である。この阻害要因

を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性を理解し合うことである。それができるよ

うになるには，両者合同の研修の実施と職務体制の整備が求められる 117）（Ⅲ章：3.1.2.1

参照）。 

学校図書館組織の職務体制は，総じて司書教諭は兼任・充て職，学校司書は非常勤・非

正規であり，両者の学校図書館における不在が日常化しており，両者の協働構築の最大の

阻害要因となっている。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の職務体

制を，専任での発令及び，全校発令とすることである。さらに，学校司書の職務体制を常

勤・正規とすること及び，資格要件を明らかにすることである。しかし，職務体制を整え

るには，教育行政（国，地方自治体）と学校の制度的支援システム（予算，学校規模等）

が必要であり，職務体制の整備は難しい。司書教諭の専任化が難しいのであれば，その職

務量の多さから，その職務を実施する時間を確保することや数名の教員が図書館の仕事を

分け合う必要があるが，これは多忙な学校において容易ではない。一方，学校司書は，職

務体制が多様である上，資格制度がなく学校司書を常勤・正規とするのは困難である。以
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上のように，学校図書館組織の職務体制の整備は困難である。この阻害要因を抑制するに

は，両者合同の継続的な研修が求められる（Ⅲ章：3.1.2.2 参照）。 

学校図書館組織の職務分担は，職務体制の不備により，両者の専門性を明確にすること

ができず，職務分担を明らかにすることは難しい。このことが協働構築の阻害要因である。

この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，両者の専門性の違いを明確にし，両者の職

務内容を明らかにすることである。司書教諭は，教育に関する専門性と図書館に関する専

門性が必要であり，学校司書は，図書館に関する専門性と教育に関する専門性が求められ

る。司書教諭は，司書教諭資格制度が確立しており学校図書館に関する専門性は保証され

ている。一方，学校司書は，学校図書館法改正でその存在は明記されたが，資格要件（専

門性）については具体的には触れられておらず 118），学校図書館に関する専門性を明確にす

ることはできないため，資格制度が求められる。このような状況の中，「学校図書館の整備

充実に関する調査研究協力者会議（文部科学省）」が「これからの学校図書館の整備充実に

ついて（報告）」を示し，この中に学校司書モデルカリキュラム 119）を提案し，一部の大学

でその実践が始まっている。しかし，資格制度ではなく，その実態と実施状況は流動的で

ある。また，モデルカリキュラムの受講だけでなくモデルカリキュラム終了の学校司書を

教育委員会が雇用することが伴う必要もあり，さまざまな面で課題がある。このような中，

両者の専門性を確立するには両者に対する継続的な研修が重要である。このことで，両者

の専門性が確立され，職務分担を明らかにすることが可能となる。このように，職務分担

が明らかになることで，両者の専門性の理解が互いに進み，両者の協働構築が期待される

（Ⅲ章：3.1.2.3 参照）。 

学校図書館組織文化の特徴は，司書教諭と学校司書の異なる 2 職種による暗黙の上下関

係，力関係（パワー・ポリティクス）が存在し協働構築の阻害要因である。この阻害要因

を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性を理解するためのコミュニケーションが活

発に行われる組織に変革することである。そのためには，学校図書館活用の課題を，両者

の視点で考えることが重要である。このことで両者間に，コミュニケーションが生まれ，

活性化され，相互理解が進み，包摂的な関係が生じ，パワー・ポリティクスが緩和され，

協働が構築されやすくなる。特に，非常勤・非正規の職務体制であり，資源の少ない学校

司書はコミュニケーションを通して意思伝達することでパワーを得ることが求められる。

しかし，立場の弱い学校司書は，コミュニケーションを控えることが多いため，学校司書

の職務体制を常勤・正規とすることが重要である（Ⅲ章：3.1.2.4 参照）。 

学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律はそのどちらも欠けており，協働構築の阻

害要因である。その理由は，学校図書館組織が学校組織の一部であること，学校図書館が

米国の制度を導入したこと，学校図書館が文部科学省主導で発展してきたという歴史的な

背景，教員の学校図書館に関する意義や重要性の認識不足，学校図書館の職務体制の不備

等が挙げられる。これらの阻害要因を抑制して協働を構築する方法は，学校図書館組織の

職務体制を整え，教員に学校図書館組織及び組織構成員の意義や重要性が認識され，教員
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が学校図書館活用の実践を積み重ねていくことである。司書教諭は，教員に学校図書館の

意義や重要性の伝達時，教員の学校図書館活用の実践時に，学校組織及び学校図書館組織

においてリーダーシップを発揮することが重要である。 

学校図書館の経営概念及び組織概念は長きにわたり欠如していた。しかし，1990 年代以

降，調べ学習の進展，総合的な学習の導入，教育情報の飛躍的な増加等の状況の変化を受

け，学校図書館活用が要請されるようになった。そのため，学校図書館の経営，司書教諭

の資質向上が求められるようになった。その結果，1998 年，司書教諭科目に「学校経営と

学校図書館」が新設され，同年，地方教育行政の在り方において「特色ある学校づくり」

が提唱され，学校図書館における経営概念及び組織概念の出発点となった。しかし，その

後，学校図書館組織構成員に経営概念及び組織概念が具体的に議論されることは少なかっ

た。このことは，学校図書館内の協働構築の阻害要因である。この阻害要因を抑制し協働

を構築するには，学校図書館組織構成員が学校図書館の経営概念及び組織概念を議論する

ような学びの場としての研修等が必要である。一方，学校図書館の研究者には，経営概念

及び組織概念を有した研究が求められる（Ⅲ章：3.1.2.5 参照）。 

3.1.2.6 では，学校図書館組織内における協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方

法を概観した。司書教諭と学校司書の協働のパターンにおける協働の阻害要因を抑制し協

働を構築する方法は，互いの専門性を理解し合うことである。それができるようになるに

は，両者の研修の実施と職務体制の整備が求められる。学校図書館組織の職務体制の阻害

要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の職務体制を，専任での発令及び，全校発

令とすることと，学校司書の職務体制を常勤・正規とすることである。学校図書館組織の

職務分担における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭と学校司書の専門性

と職務内容を明確にし，職務分担を明らかにすることである。そのために，資格制度のな

い学校司書の資格制度を確立すること，継続的な研修制度を確立することが重要である。

学校図書館の組織文化における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性の

理解やコミュニケーションが活発に行われる組織に変えることで，暗黙の上下関係（力関

係）を起因とするパワー・ポリティクスを緩和することである。そのためには，コミュニ

ケーションを活性化させ，相互理解を進めることで，包摂的な関係が生じ，パワー・ポリ

ティクスが緩和され，協働が構築される。この時に，学校司書の職務体制を常勤・正規と

することが重要である。学校図書館の経営概念及び組織概念不足による協働の阻害要因を

抑制し協働を構築する方法は，学校図書館組織構成員が学校図書館の経営概念及び組織概

念を学ぶ場としての研修が必要である。一方，学校図書館の研究者には，経営概念及び組

織概念を有した研究が求められる（Ⅲ章：3.1.2.1～3.1.2.5 参照）。 

 

3.1.3 教員と学校図書館組織構成員における協働構築の阻害要因 

学校図書館活用における協働に関する調査において，「非協力に困っている」と回答し

た割合は，校長（21％），教員（22％），学校司書（26％）という結果であり 120），学校
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図書館活用における協働が得られていないと捉えている校長，教員，学校司書が 2 割~3 割

存在する。 

一方，学校図書館活用における教員と学校図書館組織構成員の協働は，教員からの支援

要望，つまり，協働要望がなくては始まらない。しかし，教員から学校図書館組織構成員

への協働の要望は低い現状である 121）。教員から学校図書館組織構成員への協働要望が低い

要因は，教員の学校図書館組織構成員に対する認識が，「学校図書館を整備してくれる人」

であり，学校図書館活用における協働相手と認識していないことである。教員が学校図書

館を活用しようとする時には，学校図書館の資料に関する専門的知識や学校図書館の活用

法に関する支援が求められる。しかし，支援を受けたことがないと，学校図書館の活用は

時間や手間がかかる大変さだけが残り，教員は学校図書館を活用しなくなる。学校図書館

の活用の経験が少ないこと，つまり，学校図書館組織構成員との協働が少なく，学校図書

館活用における，学校図書館組織構成員との協働のメリットの実感を得る機会がない現状

である。その結果，教員は学校図書館組織構成員を協働相手と認識することがないという

ループに陥る。教員は，学校図書館活用を認識しているが，学校図書館組織構成員の職務

内容，学校図書館の機能に関する認知は低い。そのため，教員は学校図書館を活用せず，

学校図書館組織構成員からの支援を受けること，つまり，学校図書館活用における協働の

要望は少ない 122）。教員からの要望喚起には，教員の学校図書館活用の実践の積み重ねが求

められる。 

 

3.1.3.1 教員と学校図書館組織構成員の協働のパターンにおける協働構築の阻害要因 

教員と学校図書館組織構成員の協働のパターンは，教員と専門職の協働であり専門性協

働である。両者の関係は，異なる背景を持つため，互いの専門性を理解し合うことが必要

であるが難しく，両者の協働構築の阻害要因である。しかし，教員と司書教諭の協働にお

いては，司書教諭は教員であり，学校図書館の専門職であるため，教員の立場で協働する

時は，教員同士の均質性協働となり，協働の困難さは緩和される（Ⅰ章：表 1-3 参照）。 

 

3.1.3.2 学校組織職務体制（司書教諭の処遇）における協働構築の阻害要因 

司書教諭の処遇における課題は，司書教諭の業務量の多さ，業務に関わる時間の無さ，

司書教諭資格に対する特別の手当てがないが挙げられる。つまり，業務量の多さから司書

教諭自身が大変な仕事と思いやりたくないと感じ，また，業務に関わる時間のなさから業

務をやりたくてもできない現状がある。司書教諭は教員として採用されるため司書教諭資

格は給与に反映されないため，司書教諭としてのモチベーションが上がらず教員支援に消

極的になるという状況が起きている（Ⅱ章：2.1.1 参照）。その結果，学校図書館活用におけ

る教員との協働構築が難しくなっている。つまり，司書教諭の処遇における課題は教員と

司書教諭の協働構築の阻害要因である。 
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3.1.3.3 学校組織の職務分担（校務分掌）における学校図書館組織の位置付けと協働構築

の阻害要因 

学校図書館ガイドライン 123）には，「計画的・組織的な学校図書館運営」，「学校図書館に

関する校内組織の設定」と書かれており，学校図書館の運営に関して計画的・組織的運営，

教職員との連携，校務分掌上での学校図書館の位置づけが重要であることが記されている。 

しかし，校長の学校図書館に対する認識が低く，校務分掌上に学校図書館が位置付けら

れることは少ない。そのため，学校図書館経営組織及び学校運営組織は他の分掌（生徒指

導部や進路指導部）に吸収され独立していないことが多い 124）。このように，学校図書館経

営組織及び運営組織が校務分掌上に位置付けられてこなかったため，学校教育において学

校図書館を活用する体制が整うこと，学校組織内で学校図書館経営組織及び運営組織が機

能することはなかった 125）。学校組織の職務分担（校務分掌）における学校図書館経営組織

及び運営組織の位置付けの欠如は協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.3.4 教員文化における協働構築の阻害要因 

学校図書館活用は，学校教育に教員以外の専門職としての司書教諭制度の導入を図るこ

とである。しかし，変化を好まない学校教育において，司書教諭制度は，未開拓分野であ

り，未知のものである。さらに，教員の中に他の専門職を認めない教員文化があり，司書

教諭が教員内に容認され難い事情がある 126）。つまり，学校教育には，司書教諭制度は根付

き難いと考えられる。司書教諭制度は，米国の学校図書館における専門職（スクールライ

ブラリアン）を教員に求めたものである。この制度が日本において根付き難い要因を「学

校図書館法」の欠陥としていることが多い。しかし，前述に示したとおり教員文化に，同

一職種内での専門化を容認しない意識を持つことが司書教諭制度の根付き難い理由である。

つまり，このような教員文化は協働構築の阻害要因である。 

 

3.1.3.5 学校図書館組織の職務体制における協働構築の阻害要因 

教員と学校図書館組織構成員の協働は，教員の学校図書館組織構成員への支援要望と協

働に対する問題意識が重要であり，それが両者の協働構築につながる。しかし，教員は，

学校図書館組織構成員からの学校図書館活用に対する支援を期待しておらず，学校図書館

組織構成員の専門性に対する理解も乏しく，教員の協働相手として意識に上がっていない。

教員の協働相手として意識に上がらない最大の要因は，学校図書館組織構成員の職務体制

が制度として確立されていないための学校図書館における不在である。司書教諭は，学校

図書館法に位置づけられているが，学校教育法，公立義務教育学校の学級編成及び教職員

定数の標準に規定されていない。そのため，職務命令により発令されているものの，担任

兼任，他の公務分掌も兼任する充て職である。一方，学校司書は，学校図書館法に定義さ

れるも資格要件は問われず配置は努力義務であり，総じて非常勤・非正規職員である 127）。

以上のように，両者は限られた職務体制のため，学校図書館に不在であることが多く，教
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員の意識に上がり難い。そのため，両者は専門性を確立し，教員に示していくことが困難

であり，教員に対し学校図書館組織構成員の認識を自ら喚起する難しさがある。その結果，

教員の学校図書館の活用は少なくなり，学校図書館の活用があったとしても，支援要望は

資料提供に止まる。学校図書館組織構成員との密な協働が必要な職員会議や校務分掌等の

会議での学校図書館に関する提案，指導計画策定，企画・立案・評価を伴うものに対する

要望は低い 128）。つまり，学校図書館組織の職務体制の不備は，協働構築の阻害要因である

（Ⅲ章：3.1.2.2 参照）。 

 

3.1.3.6 学校図書館組織の職務分担における協働構築の阻害要因 

学校図書館組織には，司書教諭と学校司書の二職種が併置されているが，学校司書は資

格制度がないため専門性は曖昧であり，二職種の専門性を明らかにできない。そのため，

両者が協働するために必要な職務分担を明らかにすることができない。その結果，両者の

協働の基盤が整わず，学校図書館組織内の協働は非常に困難である（Ⅲ章：3.1.2.3 参照）。

このような学校図書館組織内の職務分担の曖昧さは，協働構築の阻害要因である。なお，

学校司書の専門性の確保 129）のための学校司書モデルカリキュラムが作られているが資格

制度ではないため専門性を保証することは難しい（Ⅲ章：3.1.2.3 参照）。 

 

3.1.3.7 学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律における協働構築の阻害要因 

教員と学校図書館組織構成員が協働を構築するには学校組織と学校図書館組織が自立し

ており，それぞれの組織構成員が自律していることが求められる。しかし，学校図書館組

織が学校組織の一部であること，司書教諭が日本と異なる米国の制度を導入したことや学

校図書館が文部科学省主導で発展してきたという歴史的な背景，教員の学校図書館に関す

る意義や重要性の認識不足，学校図書館の職務体制の不備があり，学校図書館組織の自立

及び組織構成員の自律のどちらも欠けており，協働構築の阻害要因である（Ⅲ章：3.1.2.5

参照）。 

 

3.1.3.8 教員と学校図書館組織構成員の協働構築の阻害要因の抑制と協働構築方法 

教員と学校図書館組織構成員の協働は，教員と司書教諭，教員と学校司書の協働である。

教員と司書教諭の協働の場合は，司書教諭の立ち位置で協働のパターンは以下のように変

わる。司書教諭が教員の立場の時は均質性協働となり協働は容易であるが，図書館専門職

の立場の時は専門性協働となり協働は困難である。一方，教員と学校司書の協働の場合は，

専門性協働となり協働は困難であり協働構築の阻害要因となる。この阻害要因を抑制し協

働を構築する方法は，互いに理解し合うこと，つまり，コミュニケーションの推進が鍵と

なり，それができるような研修の導入や職務体制の整備が求められる 130）（Ⅲ章：3.1.3.1

参照）。 

学校組織職務体制における司書教諭の処遇の在り方は，業務量の多さ，業務に関わる時
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間のなさ，司書教諭資格に対する特別な手当の無さが協働構築の阻害要因として挙がった。

この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，教員と学校図書館組織構成員をつなぎ，学

校図書館活用を推進する中心的役割を担うために，その役割にふさわしい位置づけや処遇

を学校組織内において与えること，つまり，司書教諭を主幹教諭・教務主任や学校図書館

館長とすることである 131）。主幹教諭・教務主任は，教育の専門性を持ち，職位があること

で教員に指導・助言を適切に行うことが可能である。つまり，司書教諭が主幹教・教務主

任となることで，教員へ学校図書館活用の指導・助言，カリキュラム・マネジメントの指

導・助言が可能となる。例えば，学校図書館活用の研修を教員研修において実施すること

で，教員からの期待，ニーズも得やすくなり，司書教諭から教員への支援がしやすくなる。

さらに，司書教諭は，校内研究会議，カリキュラム・マネジメント会議で，学校教育に学

校図書館活用をつなげることを提案することで，校内研究，カリキュラム・マネジメント

と学校図書館活用をつなげることも可能となる 132）。これらを通して研究主任・教務主任と

の協働も構築され，教員と学校図書館組織構成員の協働が構築されやすくなる。さらに，

司書教諭は主幹となることで，給与面でのやりがいが出てくることも期待できる。また，

学校組織内において司書教諭が主幹教諭として位置付けられることで司書教諭の役割の認

知が進み，教員の学校図書館活用も進み，その実践の過程において，教員と学校図書館組

織構成員の協働が構築される。さらに，この実践が積み重ねられることで司書教諭の自律

性が生まれ，学校図書館組織を学校組織内において自立的な組織へと導くことになる 133）

（Ⅰ章：1.2.2.4 参照，Ⅲ章：3.1.3.2 参照）。 

学校図書館組織が学校組織の職務分担（校務分掌）に位置づけられていないことが阻害

要因として挙がった。つまり，校務分掌に学校図書館経営組織及び運営組織が独立して位

置付けられておらず，他の分掌に吸収されている現状を指している。この阻害要因を抑制

し協働を構築する方法は，校務分掌上に学校図書館経営組織及び運営組織を独立して位置

付けることである。学校図書館経営組織には，管理職，教務主任，研究主任，学年主任，

司書教諭等を当て，学校図書館運営組織には，司書教諭，学校司書を当てる。つまり，学

校経営と学校図書館経営の連携が密になるような適任者を学校図書館経営組織及び運営組

織の組織構成員として選ぶことが重要である 134）。このように，学校図書館組織を学校組織

に位置付けることで，学校図書館組織は実働できる組織となる 135)。学校組織と学校図書館

組織の在り方は，校種，学校規模，職員構成，図書館の規模等，それぞれの実情に応じて

異なる。特に小規模校では，学校図書館経営組織及び運営組織を設けるのは難しいが，学

校経営組織に司書教諭が入ることで全教員へ学校図書館活用の周知が可能となる。学校組

織に学校図書館組織を位置付けた上で，学校図書館組織の機能を発揮するには，司書教諭

のリーダーシップの発揮が最も重要である。その上で，“学校図書館は学校教育の中核であ

る（学習指導要領）”，“学校図書館は学校教育において欠くことのできない基礎的な設備（学

校図書館法第一条）”と書かれているとおり，全教員がそれぞれの立場において，常に学校

図書館に関心を持ち，直接・間接にその運営に参加できる体制が確立されていることが重
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図 3-1 望まれる校務分掌組織図 

要である。さらに，学校図書館組織は，教職員や児童生徒の要望や意見が容易に反映され

る開かれた組織体制にすることも望まれる 136）。学校図書館組織を学校組織に位置付けるこ

とで，学校図書館組織は，学校組織内の諸組織と有機的に，つまり，偶然ではなく必然的

に結びつき，学校図書館活用はあらゆる学校教育を支援すると考えられる。（Ⅲ章：3.1.3.3

参照，図 3-1）。 

 

 

 

 教員文化において司書教諭が教員の中に受け入れられないことが阻害要因として挙がっ

た。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の有用性を教員に伝え，教員

が司書教諭の有用性を理解すること，フォーマル及びインフォーマルなコミュニケーショ

ンの推進による同僚性の回復が有効である。（Ⅲ章：3.1.3.4，3.1.1.4 参照）。 

学校図書館組織の職務体制において，学校図書館組織構成員の不在が協働の阻害要因と

して挙がった。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，専任司書教諭と常勤・正規

の学校司書の職務体制の整備である（Ⅲ章：3.1.3.5 参照）。 

学校図書館組織の職務分担が曖昧であることが阻害要因として挙がった。この阻害要因

を抑制し協働を構築する方法は，両者の専門性を明らかにすることである。しかし，学校

司書には資格制度がなく，専門性を明らかにすることが難しい。職務分担を明らかにする

には，両者の合同の研修を実施することで互いの専門性の理解を進めることが有効である

（Ⅲ章：3.1.3.6 参照）。 

学校組織内で学校図書館組織が自立していないこと及び，組織構成員が自律していない

ことが阻害要因として挙がった。この阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，学校図書

館組織の職務体制を整え，教員に学校図書館組織及び組織構成員の意義や重要性が認識さ

校長 

生徒指導部 

運営 

進路指導部 

運営 

教務部 

運営 

教科 教科外 

図書館部 

運営 

校務部 

運営 

学校経営委員会 経営 学校図書館経営委員会 経営 



135 

 

れることで，教員の学校図書館活用の実践を積み重ねていくことである。さらに，司書教

諭は，教員に学校図書館の意義や重要性の伝達時，教員の学校図書館活用の実践時に，学

校組織及び学校図書館組織においてリーダーシップを発揮することが重要である。その結

果，学校図書館組織の目的や課題を達成する機能と，学校図書館組織を強化し活性化する

機能が生じ 137）138），学校図書館組織を受動的な組織から主体的，創造的に行動することの

できる自立的な組織及び，自律的な組織構成員へと変化させることになる（Ⅲ章：3.1.3.7

参照）。 

3.1.3.8 では，教員と学校図書館組織構成員の協働構築の阻害要因とこの阻害要因を抑制

し協働を構築する方法を述べた。 

教員と学校図書館組織構成員の協働のパターンにおける阻害要因を抑制し協働を構築す

る方法は，両者が互いに理解し合うこと，つまり，コミュニケーションの推進が鍵となり，

それができるような研修の導入や職務体制の整備が求められる。学校組織職務体制（司書

教諭の処遇）における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の役割にふさわ

しい位置づけや処遇を学校組織内において与えること，つまり，司書教諭を主幹教諭や学

校図書館館長とすることである。学校組織の職務分担（校務分掌）における学校図書館組

織の位置付けの阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，校務分掌上に学校図書館経営組

織及び運営組織を独立して位置付けることである。学校図書館経営組織には，学校経営と

学校図書館経営の連携が密になるような適任者を学校図書館経営及び運営両組織構成員と

して選ぶことが重要である。また，全教員がそれぞれの立場において，その運営に参加で

きる体制が確立されていることが重要である。教員文化における阻害要因を抑制し協働を

構築する方法は，司書教諭の有用性を教員に伝え教員が司書教諭の有用性を理解すること，

フォーマル及びインフォーマルなコミュニケーションの推進による，同僚性の回復が有効

である。学校図書館組織の職務体制における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，専

任司書教諭と常勤・正規の学校司書の職務体制の整備である。学校図書館組織の職務分担

における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，両者の専門性を明らかにすることであ

る。そのためには，両者の合同の研修を実施することで互いの専門性の理解を進めること

である。学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律における阻害要因を抑制し協働を構

築する方法は，学校図書館組織の職務体制を整え，教員に学校図書館組織及び組織構成員

の意義や重要性が認識されることで，教員の学校図書館活用の実践を積み重ねていくこと

である。さらに，司書教諭は，教員に学校図書館の意義や重要性の伝達時，教員の学校図

書館活用の実践時に，学校組及び学校図書館組織においてリーダーシップを発揮すること

である（Ⅲ章：3.1.3.1～3.1.3.7 参照）。 

 

3.2 まとめ：学校図書館活用における協働構築の阻害要因と協働構築方法 

Ⅲ章では，まず，学校組織内，学校図書館組織内，教員と学校図書館組織構成員の 3 つ

の協働構築における阻害要因をそれぞれ検討し，次に，阻害要因を抑制し，協働を構築す
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る方法を文献調査で明らかにした。文献調査の過程は，まず，経営論を起点に組織論の関

連文献を個別に収集し，協働の定義から協働構築の観点を検討した。次に，協働構築の観

点を基に教育学，学校図書館における協働に関する文献を個別に収集し 3 つの協働構築の

阻害要因を検討した。最後に，これらの文献を基に阻害要因を抑制し協働を構築する方法

を明らかにした。なお，学校図書館活用における学校組織内の協働構築の実態が少ないこ

とが，Ⅱ章における現状調査から明らかにされており，現時点では，協働構築を促進する

要因を検討することが難しいため阻害要因を視点に研究を進めた。 

まず，学校組織内の協働構築における阻害要因を抑制し協働を構築する方法をまとめる

（Ⅲ章：3.1.1.8 参照）。教員と専門職における協働のパターンの阻害要因を抑制し協働を構

築する方法は，教員が他の専門職の専門性を理解するためのコミュニケーションを活性化

すること，教員と同じ職務体制で専門職を雇用することが基盤となる。学校組織の職務体

制（個業型）の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，学校組織内の個人と個人の相互

作用を活性化させること，コミュニケーションを活性化させることで学校組織を「統合」

することである。学校組織の職務分担（校務分掌）における阻害要因を抑制し協働を構築

する方法は，現状に合った組織構造である「ネットワーク組織」が求められる。学校組織

文化の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，インフォーマルなコミュニケーションの

推進による同僚性の回復である。学校組織の自立における阻害要因を抑制し協働を構築す

る方法は，教育政策の実質的な制度面の整備と政策が求められる。教員の自律における阻

害要因を抑制し協働を構築する方法は，教員の思考停止を脱することで，教員の当事者性

を回復し，教員のやる気を起こすこと，教員の同僚性を回復することが重要である。「チー

ム学校」における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，専門職の勤務形態を正規雇用

とすること，本務以外の教育活動への参画，教育委員会や校長の支援が求められる。さら

に，組織的な視点を持ち学校の経営体制の整備・変革を進めることである。（Ⅲ章：3.1.1.1

～3.1.1.7 参照）。 

次に，学校図書館組織内における協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法をま

とめる（Ⅲ章：3.1.2.7 参照）。司書教諭と学校司書の協働のパターンにおける協働の阻害要

因を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性を理解し合うことである。それができる

ようになるには，両者の研修の実施と職務体制の整備が求められる。学校図書館組織の職

務体制の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の職務体制を，専任・全校発

令とし，学校司書の職務体制を常勤・正規とすることである。学校図書館組織の職務分担

における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭と学校司書の専門性と職務内

容を明確にし，職務分担を明らかにすることである。そのために，司書教諭と学校司書合

同の研修制度を確立し，互いの専門性を理解することが重要である。学校図書館の組織文

化における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性の理解やコミュニケー

ションの活性化である。このことで相互理解が進み，包摂的な関係が生じ，パワー・ポリ

ティクスが緩和され，協働が構築される。特に，立場の弱い学校司書の職務体制の整備が
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重要である。学校図書館の経営概念及び組織概念不足による協働の阻害要因を抑制し協働

を構築する方法は，学校図書館組織構成員が学校図書館の経営概念及び組織概念を研修等

で学ぶ必要がある。一方，学校図書館の研究者には，経営概念及び組織概念の視点を持つ

研究が求められる（Ⅲ章：3.1.2.1～3.1.2.6 参照）。 

最後に，教員と学校図書館組織構成員の協働構築における阻害要因を抑制し協働を構築

する方法をまとめる（Ⅲ章：3.1.3.8 参照）。教員と学校図書館組織構成員の協働のパターン

における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，両者のコミュニケーションの推進と研

修の導入や職務体制の整備が求められる。学校組織職務体制（司書教諭の処遇）における

阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，司書教諭の役割にふさわしい位置づけや処遇と

して，主幹教諭，教務主任，学校図書館館長を学校組織内において与えることである。学

校図書館組織の学校組織の職務分担（校務分掌）における阻害要因を抑制し協働を構築す

る方法は，校務分掌上に学校図書館経営組織及び運営組織を独立して位置付け，学校経営

と学校図書館経営の連携が密になるような適任者を学校図書館経営組織及び運営組織の組

織構成員として選ぶことが求められる。また，全教員がその運営に参加できる体制が確立

されていることも重要である。教員文化における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，

教員が司書教諭の有用性を理解すること，フォーマル及びインフォーマルなコミュニケー

ションの推進による同僚性の回復が有効である。学校図書館組織の職務体制（学校図書館

組織構成員の不在）における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，専任司書教諭と常

勤・正規の学校司書の職務体制の整備である。学校図書館組織の職務分担における阻害要

因を抑制し協働を構築する方法は，互いの専門性を明らかにするため，司書教諭と学校司

書の合同の研修を実施することで互いの専門性の理解を進めることが有効である。学校図

書館組織の自立及び組織構成員の自律における阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，

学校図書館組織の職務体制を整えること，教員が学校図書館組織及び組織構成員の意義や

重要性を認識し学校図書館活用の実践を積み重ねることである。さらに，司書教諭は，教

員の学校図書館の意義や重要性の伝達時，教員の学校図書館活用の実践時に，学校組織及

び学校図書館組織においてリーダーシップを発揮することが重要である（Ⅲ章：3.1.3.1～

3.1.3.7 参照）。 

以上述べてきた協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法をまとめてみると，学

校と学校図書館両組織内及び教員と学校図書館組織構成員のコミュニケーション（フォー

マル，インフォーマル）の活性化による専門性の相互理解，学校図書館組織の職務体制の

整備（専任司書教諭と常勤・正規に学校司書）と専門性の明確化，司書教諭の処遇改善と

リーダーシップの確立，校務分掌に学校図書館組織を位置づける，全教員の間接・直接の

学校図書館運営参加，継続的な研修の実施，ネットワーク組織への転換，学校組織構成員

の経営概念・組織概念の学び，教員の思考停止を脱し当事者性と同僚性の回復の 9 点が明

らかになった。これらは，組織構成員の個人の力量や個人の取り組みでは限界があり，組

織的な取り組みが求められることが示唆された。 
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本章では，学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築（3

つの協働構築）の阻害要因を協働のパターン，職務体制，職務分担，組織文化，組織の自

立性，組織構成員の自律性の視点で明らかにし，明らかになった阻害要因を抑制し協働を

構築する方法を検討した。検討された協働構築方法を，3 つの協働構築別に組織論（理論）

を用いて具体化することが必要である。 
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Ⅳ章：学校図書館活用における協働構築の理論と方法：センゲの「学習する組織論」を枠

組みに 

 

Ⅱ章では，学校図書館活用に影響を与え得る要因として，8 項目と学校組織構成員の職務

体制の整備（司書教諭時間確保有・学校司書配置有）を明らかにした。一方，教員と学校

図書館組織構成員の協働は停滞していることを明らかにした。Ⅲ章では，学校と学校図書

館両組織内及び教員と学校図書館組織構成員の協働構築における阻害要因を検討し，阻害

要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにした。Ⅳ章では，まず，組織論の中から学校

組織に合致した協働構築のための組織論を文献調査で選択し（研究 4），次に，この組織論

を枠組みにⅢ章で明らかにされた協働構築方法を具体化し提示する。なお，文献調査の過

程は，まず，経営論を起点に組織論の関係文献を個別に収集した。次に，学校と学校図書

館の両組織の特徴と両組織で活用されてきた組織論の関係文献を個別に収集し，その課題

を抽出した。最後に，両組織における組織論の課題を解消し，かつ，両組織の特徴に合致

した組織論の関係文献を個別に収集し，センゲの「学習する組織論」を選択した。 

 

4.1 研究 4：学校組織に合致した協働構築の理論（組織論）と方法 

 学校組織に合致した協働構築の理論（組織論）を選択するため，まず，経営論から組織

論への流れを述べ，次に，組織行動論から学習する組織論への流れを説明する 1）。 

 

4.1.1 学校組織に合致した協働構築の理論：経営論から組織論へ 

組織論は，経営論から派生したものであるため，経営論を理解する必要がある。まず，

経営論について述べ，次に組織論の発展について言及する。 

経営論は，多くの理論を発展させてきており，非常に複雑な系統があるが，その中でも，

組織論（Organization Theory）への発展について簡単に述べる。経営論は，管理の本質を

主体的に行動する人間に置いたバーナード（Barnard, Chester I.）の理論から始まり 2），そ

の研究の対象は，主に大規模な民間企業であり，中小企業は周辺的な対象であった。 

一方，組織論は，“論旨を一貫する成果指標はなく，組織によって様々であり，それを通

底する論理は希薄で学問としての主張の強度はやや弱い。組織の存続を支えるものは何かと

いうことが論点である”3）とある。つまり，研究の対象は，大企業，中小企業ばかりでなく，

公共，教育等，多様な組織であり，組織の多様性を前提としている 4）。また，組織論は，“組

織をどのようにすれば，その要素を一つに統合し，組織を一つの方向に動かすことができる

かという単なる加算ではなく，加算したものに，従来ばらばらではありえなかったものを効

果的に統合させ，付加価値を持った組織にすることができるのか，そのように動き出させる

条件（方法）は何か，それらの条件（方法）を診断的に検討することである”5）と定義され

ている。つまり，組織論とは，協働に支えられた多様な組織の存続の条件を，組織の管理戦

略だけでなく，組織と組織構成員の相互関係（相互作用）を基に検討する学問である 6）。 
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以上のように，組織論は，組織マネジメントとして，組織間関係論へと発展した 7）。その

後，組織間関係論は，組織行動論，組織学習論，学習する組織論へと発展していった。一方

で，ヒトのマネジメントとして，ヒトを組織における個として統合的に把握する人的資源管

理論へと発展した 8）（図 4-1）。 

次に，学校組織における経営論と，学校における組織論について概観する。まず，学校

組織における経営論として NPM 論（New Public Managemennt Theory：ニュー・パブリ

ック・マネジメント論）を述べる。NPM 論は，イギリスの行政学者クリストファー・フッ

ド（Food, Christopher．）により生み出され，1980 年代以降，欧米諸国において，行政の

運営の効率化を目指す行政改革として，民間企業の経営的手法を導入するものであった。

日本において話題になり始めたのは 1995 年以降のことである 10）。独立行政法人化，行政

評価制度，公共事業において資金調達・管理・運営を民間に委ねる PFI（Praivate Finance 

Initiative）と図書館においての指定管理者制度は，NPM 改革の一つといえる 11）。本来，

PFI は，「民ならではの価値創造を意図するもの」であったが，日本型の PFI は，官公庁の

意思決定プロセスを変えることはできず，「安上がりの公共事業」，「官製の下請け事業」に

止まった。つまり，官公庁の仕事を民間へ移転するだけのものであり，民ならではの新た

な価値を創造するものではなく 12）効果的な導入とはいえなかった。 

また，NPM 論は，公共組織も組織として成り立てば，私企業組織と同じマネジメントの

理論や手法が適用されるべきと主張している。しかし，公共組織は，政治的，制度的，社

会的な価値に影響を受けざるを得ないため，環境と相互依存的な関係にあるオープン・シ

ステムであるため，私企業組織とは異なる。つまり，NPM 論は，公共組織と私企業組織の

成り立ちが基本的に異なることを考慮していない論理であった。さらに，NPM 論が最も重

視することは成果を測定することであり，公共組織も私企業組織のような合理的なマネジ

メントを心がけるべきと主張している 13）。しかし，公共組織の成果の測定は困難であり，

その指標は代替尺度で補うことが多いため，評価の意味をなさないことがある。現在は，

公共組織においても経営資源（ヒト，モノ，カネ，情報）の制約がなされるため，効率性

や生産性の重視が必要であるが，私企業組織と同様な合理的なマネジメントは不可能であ

り，NPM 論は公共組織に合わない。例えば，4 つの経営資源の中で，モノとカネが先細り

になるといった制約が成されたとしても，ヒトを活かし，情報という経営資源を有効に活

組織間関係論 

組織のマネジメント 

学習する組織論 

組織論 

人的資源管理論 

ヒトのマネジメント 

組織学習論 組織行動論 

図 4-1 組織論の系統図 

注：塩次 9）p.45-46を参考に筆者が作成した。 
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用することができる。つまり，経営資源としてのヒトを適正に配置し，活用することが求

められ，ヒトを活かせる組織になることで公共組織の効率性や生産性は上がる 14）。これら

のことを学校組織に当てはめてみると，公共組織と私企業組織の違いを考慮しない合理的

なマネジメント手法である NPM 論は合わないことが理解できる。学校組織に合致する，ヒ

トを活かせる経営論が求められる。 

次に，学校における組織論として，バーナードの組織論について述べる。多くの学校に

おける組織論は，バーナードの組織論に基づき，「学校教育目標の明確化と教員間の共通理

解の深化」により，「教員間の協働を高める」ことが示され 15），それを導く「管理職，主任

層によるリーダーシップ」についてさまざまな形で論じられてきた。バーナードの組織論

とは，組織成立の要素を，相互依存関係をもつ三要素，伝達（communication），貢献意欲

（willingness to serve），共通目的（common purpose）とした。また，組織が継続して存

在するためには目的達成の度合いである協働の有効性（effectiveness），目的達成に必要な

個人の貢献度である組織の能率（effency）のいずれかが必要であるとした 16）。しかし，学

校組織は，環境と相互依存的関係にあるオープン・システムであり，曖昧さや緩やかさの

ある組織である。そのため，共通目標に向けて合理的に秩序づけられるバーナードの組織

論は学校組織に合致しているのかとの疑問が提起された 17）。また，教員の教室における自

律性は高く，個々の教員の裁量範囲は広く，学校組織構成員間の相互関係は低い 18）といっ

た特徴を持つ個業型の組織である。以上のような学校組織の特徴から，教育目標は曖昧で

あり，教育目標に関する共通理解は低く，教員間の関係は緩やかであることが理解される。

また，学校の教育目標だけでなく，学年や教科という下位組織の教育目標にあっても共通

理解されるものであるかは定かではない 19）。したがって，「学校教育目標の明確化と教員の

共通理解の深化」により協働を構築するバーナードの組織論ではなく，学校組織に合致し

た組織論が求められる。 

また，バーナードの組織論における「協働」は，解決すべき課題が存在しており，その

課題解決のための協働構築が焦点となっている。すなわち，課題を「共通メンバーが認識

し，それを受け入れている」ことが前提となる。このタイプの協働のことを「課題解消型

協働」という。一方，学校における課題は，児童生徒の実態を重視し，その実態から学校

の主要な課題や学校組織目標は何かを関係者の相互作用によって明確化していく過程が必

要である。この課題明確化の過程が学校組織における協働構築となる。このようなタイプ

の協働を「課題生成型協働」という（図 4-2）。以上のように，児童生徒の実態の認識から，

各学校の組織課題を見究め，それに向け教育活動を位置づけることは，教員の主体的な教

育活動の改善を可能にし，教員の自律と学校の自立を構築する可能性も示している 20）。児

童生徒の実態から児童生徒の基本課題を生成し，児童生徒の到達目標を生成し，教員の取

り組み目標を生成し，学校組織の課題を生成し，学校組織の目標とすることで，学校の組

織目標は児童生徒の課題から構造化される。つまり，学校組織構成員が学校組織目標を明

確にする過程が協働構築の過程であり，「課題生成型協働」である 21）。したがって，「課題
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解消型協働」のバーナードの組織論は学校組織の「協働構築の理論」には合わないため，

明確な目標や課題を持たない学校組織に合致する「課題生成型協働」を指向する組織論が

求められる。 

 

4.1.2 組織行動論から組織学習論へ 

「組織行動論（Organization Behavior）」とは，“組織と人との関わりを捉えた学問領域

であり，人間行動が研究の主な領域であり，心理学的知識が用いられている”22）。「組織行

動論」は，人の行動に注目し，具体的には，組織の中でいかに行動すべきか，行動はどの

ような結果をもたらすのかについて，組織と個人との関わり方や組織における個人の行動

について解明するものである 23）。組織行動論には，「組織学習論（organization learning）」

と「学習する組織論（learning organization）」がある。組織学習論は「組織が学習する」

立場と「組織の中の個人が学習する」という立場がある。「組織はどのように学習するか（組

織が学習する立場）」の理論的探求が中心であり，教育学と組織行動学の観点から組織と個

人の関わり方を研究したクリス・アージリス（Argyris, Chris．）により提唱された 24）。 

「組織学習」について，アージリスは，“組織学習とは，誤り（学習を妨げる情報や知っ

たかぶり）を見つけ修正するためのプロセスである”とし，そのプロセスをシングル・ル

ープ学習（single loop learning）とダブル・ループ学習（double loop learning）の 2 つの

パターンで捉えている。シングル・ループ学習は，既存の方針を維持・継続し目標を達成

するプロセスであり，自己完結的なクローズド・システム（閉鎖系）である。つまり，問

題が起きた時，自分自身の思考の前提を変えずに，自分の知っていることに基づいて物事

を見ようとすることである。その結果，課題解決において，既存の方針は変えず，目的達

成へ向けて軌道修正を行うだけなので悪循環が起こることになる 25）。一方，ダブル・ルー

プ学習は，既存の方針について本当に望ましいかを自ら問い，組織の基本方針，目標等を

見直すプロセスであり，他者に学ぶオープン・システム（開放系）である 26）。つまり，課

題解決において，既存の方針そのものを疑い，それらも含めて軌道修正を行い，自分の思

児童生徒の実態認識 

児童生徒の基本課題生成 

（関係者間の協働構築） 

児童生徒の到達目標 

生成 

（関係者間の協働構築） 

教員の取り組み目標 

生成 

（関係者間の協働構築） 

学校組織の課題生成 

学校組織の目標生成 

（関係者間の協働構築） 

図 4-2 学校における課題生成型協働 
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考と合致しないことがある時，自分の思考そのものが違うのではと仮定する。その結果，

自分の思考と異なる事実に基づいて自分の思考を広げ，変化させるので好循環が起きる 27）。

すなわち，ダブル・ループ学習は，自らの枠組みや価値を問い，自分たちがどのように物

事を認識しているか省察する（反省してよく考える）ことである 28）。このダブル・ループ

学習はピーター・センゲ（Senge, Peter M．）の「学習する組織論」に引き継がれている。 

また，「組織学習」は，組織全体の学びであり，継続性，持続性がある。他方，個人のみ

の学びである「個人学習」は，当該個人で終結し他者に継承されることはない 29）ため，そ

の成果は本人が組織からいなくなった時点で途絶える 30）。しかし，「組織学習」による成果

は，組織が学習するため，組織構成員の入れ替えやリーダーの交代があっても多くの部分

は継承される 31）。「組織学習」が行われる時，学習成果が組織文化として組織に定着・浸透

し，そこに新たに加わってくる個人にも変容をもたらす。すなわち，「組織学習」の成果は

組織内に定着・浸透され，他のメンバーにも伝承されていくため 32），継続性，持続性を持

つ。このように，「組織学習」が行われることで，組織は組織変革を内在化した組織となり

33），その成果は，継続し，持続する。 

 

4.1.3 組織学習論から学習する組織論へ 

「組織学習論」から発展した「学習する組織論」を提唱したセンゲは，“組織は「個人学

習」を通してのみ学ぶ。学習する個人がいるからといって，必ず組織も学習するとは保証

できないが，学習する個人がいなければ，学習する組織などあり得ない”34）と述べている。

学習する組織のことを，“人々がたゆみなく能力を伸ばし，心から望む結果を実現し得る組

織，革新的で発展的な思考パターンが育まれる組織，共通の目標に向かい自由にはばたく

組織，協働して学ぶ方法を絶えず学び続ける組織”35）“自分たちが本当に望んでいるもの

に一歩一歩近づいていく能力を自分たちの力で高めていける集団である”36）と定義してい

る。そのような組織になるためには，「ダブル・ループ学習（前述アージリスが提唱，Ⅳ章：

4.1.2 参照）」が必要である 37）と言及している。組織の構成員が自発的な意欲と責任感を持

って変革に資するような行動をとるためには，「ダブル・ループ学習」が不可欠な要素であ

る。 

「学習する組織論」は，「組織学習論」とは違う視点で組織の学習を捉えている。「組織

における個人はどのように学習するべきなのか（行動の解明）」という実践的な立場から具

体的な方法を考えるのが特徴である 38）。また，「学習する組織」とは，物事の相互関係（相

互作用）に目を向け，変更したり新しい関係を生み出したりできる組織であるとしている

39）。すなわち，「学習する組織論」は，相互関係（協働）の構築の理論であり，実践的な立

場から具体的な方法を考える理論である。 
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4.2 センゲの「学習する組織論」 

4.2.1 経営学と教育学におけるセンゲの「学習する組織論」研究 

 まず，経営学におけるセンゲの「学習する組織論」研究について述べる。経営学事典に

はセンゲについて以下のように記されている。“組織学習とシステム思考を提唱するアメリ

カの研究者。1990 年，『最強組織の法則』を発表し「学習する組織」の概念を一般に広めた。

これは，組織内のあらゆる階層の人に学習を奨励し，彼らが有するスキル・知識等を組織

の資産とみなす考え方であり，今日，経営の現場において広く受け入れられている”40）。

また，中村香は，“Harvard Business Review 誌（1997）は，過去 75 年間に記されたマネ

ジメントに関する本の内，最も発展性のある著書の一つとしてセンゲの『The Fifth 

Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization（和訳：学習する組織論：

システム思考で未来を創造する）』を認定している。また，Business Week 誌（2001）は，

センゲを「トップ 10 のマネジメント指導者」と評価している”と述べている 41）。つまり，

「学習する組織」という理論は，これからの組織マネジメントに必要不可欠なものとして，

経営の現場と経営学において理解されている。 

 次に，教育分野におけるセンゲの「学習する組織論」に関する論文件数について説明す

る。国立情報学研究所の CiNii Articles を用いて「センゲ」で論文検索をしたところ，92

件該当した。この 92 件の文献にピーター・センゲと関係のない論文（チュキセンゲ，タイ

センゲ等の論文）が 70 件あり，それらを除いた 22 件がピーター・センゲの「学習する組

織論」に関する論文件数であった。この 22 件の論文のタイトルと掲載誌の属性からどの分

野のものか整理した（表 4-1）。センゲの「学習する組織論」に関する論文数を分野別に概

観すると，教育分野 63％，経営の分野 27％，医療・介護分野 5％，その他 5％であり，教

育分野の論文は約 6 割を占めており，研究が進んでいることが理解される。なお，教育分

野の論文は，2004 年から 2020 年の間に書かれたものであった。（表 4-1）。 

 

表 4-1 センゲの「学習する組織論」に関する論文件数 

分野 件数（％） 

教育 14 件（ 63％） 

経営 6 件（ 27％） 

医療・看護 1 件（  5％） 

その他 1 件（  5％） 

合計 22 件（100％） 

2022 年 3 月 22 日時点 

 

  



154 

 

 センゲの「学習する組織論」に対する批判を 2 点取り上げる。第一に，センゲは“ディ

シプリンを実践することは生涯学び続けることだ。「ゴールに到達する」ことは決してない”

42）と説きながら“自分たちが本当に望んでいるものに一歩一歩近づいていく能力を自分た

ちの力で高めていける集団が「学習する組織」である”43）と到達点であるゴールを示して

いる。つまり，センゲは，ゴールに到達することはないとしながら，学習する組織のゴー

ルを示しているという批判である。この批判に対し安藤史江は，信頼関係に基づく対話や

相互作用から組織にとり望ましいゴールに到達するとは限らないが，センゲはゴールに到

達することを強調しすぎていることで，「学習する組織論」の根本的な考えにそぐわない批

判を呼んだのであろうと述べている 44）。特に，学校組織は，不確実性が高く，正しいこと

が一つに定まらない複雑・多様な組織である。そのため，必ずしも望ましいゴールに到達

するとは限らない組織である。したがって，事前に議論や活動の到達点であるゴールを明

らかにすることは適切ではない。ゴールは達成すべき目標のことであるが，目標に基づく

評価だけに捉われず，さまざまなニーズを捉えて評価することが重要である。これらを理

解した上で「学習する組織論」の理論を採用することが重要であると考えられる。 

 第二に，曽余田浩史は，「学習する組織」を構築する校長のリーダーシップの在り方を明

らかにする研究を通して「学習する組織論」と 5 つのディシプリンの因果関係に疑問を呈

している。校長のリーダーシップの特徴を，「総合力」を意識した組織作り，学校の現状の

中に価値を見出すこと，ビジョン実現に向けたわずかな前進の事実を発見しそこを刻々に

評価し価値づける「指導的評価活動」を行うこととした。つまり，校長は，学校の現状の

中に学校のビジョン（思いや願い）を見出し，それがビジョンの実現へと高まっていく過

程で自然に「学習」している。校長や教職員が 5 つのディシプリンを身に付けたことで学

習障害を脱し「学習する組織」になったわけではないく，「学習する組織」となっていく過

程で 5 つのディシプリンが高まっている。すなわち，「学習する組織論」の因果関係を逆転

している可能性があると指摘し，批判している 45）。この批判は，校長や教職員が元々5 つ

のディシプリンを意識せずに獲得しており，それを実践していたことが考えられる。この

ような場合は，校長や教職員に「学習する組織論」を意識させることで「学習」がより進

んでいく可能性があると考えられる。 

以上のように，センゲの「学習する組織論」には批判があるものの，経営学において「学

習する組織論」を実践可能な形で経営の現場に浸透させたことが評価されており，経営の

分野を越えて教育や医療・看護の分野でも幅広く研究されていることは，研究論文件数で

明らかである（表 4-1）。 

 

4.2.2 「学習する組織論」の視点 

「学習する組織論」の考え方は，統計学者であり品質管理革命のパイオニアであるウィ

リアム・デミング（Deming, William E．）が提唱した「マネジメントの変革」を超えるも

のとしてセンゲが提案したものである。デミングは，「マネジメントの変革」に到達するに
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は，組織外部の視点であり相互に関連する以下の 4 つの視点，組織のシステムに対する認

識，組織の変動に関する知識，組織の知識の理論，組織の心理学（深遠なる知識）が必要

であると述べている。さらに，これらを応用し，マネジメントを変革し最適化を図るため

の「マネジメントのための 14 の原則」の実践を提唱した 46）。センゲはこのデミングの考え

を基に考察し，組織外部の視点による 8 つの基本的要素を導き出した。評価によるマネジ

メント，追従を基盤にした文化，結果の管理，「正しい答え」対「誤った答え」，画一性，

予測とコントロールが可能，過剰な競争と不振，全体性の喪失である。この 8 つの組織外

部の視点による弊害がほとんどの組織を悩まし，信念と行動を変えるには多くの時間がか

かると論じている 47）。その上で，組織を変革するには，組織内部の視点が求められ，組織

内部には，以下の 7 つの学習障害の根があると述べている。自分の職務だけにしか目が向

かず職務イコール自分の職務であること，組織の課題の原因は外部にあること，組織は「外

部の敵」に積極的に反応しているに過ぎないこと，個々のできごとに捉われ長期的変化の

パターンから目をそらしてしまっていること，組織にとり重大な課題は不意なできごとで

あること，人は試行錯誤や経験から短期間に直接的に学ぶことができると信じていること，

共同の決定は妥協の産物か一人の考えを皆に押し付けたものになっていること 48)である。 

以上のような 7 つの学習障害に組織構成員が支配されている組織では，個々のできごと

や職務への固執，短期的・短絡的な視点，自己防衛的な思考により，組織の断片化が進ん

でいる。そのため，根源から生成する，自らの未来を創造する能力を高める学習，つまり，

「生成的学習」49）は不可能であると述べている。組織が学習していくには，以上のような

組織内部の 7 つの学習障害を乗り越えていく必要があり，その方法は以下の通りである。

第一に，他の人の職務に目を向けること，第二に，問題の原因は内部にあると考えること，

第三に，内部の原因に積極的に対応すること，第四に，長期的視点を持つこと，第五に，

組織の課題は徐々に進行するのでそのプロセスに注目すること，第六に，経験から学べな

いことがあること，第七に，意見を公に述べることである。多様な課題を抱える社会状況

の中，課題解決のために，組織はその社会状況の変化に合わせて学習することが求められ

る。その学習方法として，センゲはこの 7 つの学習障害を乗り越える方法を示したのであ

る。 

「学習する組織」とは，「組織の弊害である組織外部の視点（外的圧力）に自分たちで生

み出した組織内部の視点（内的圧力）を基礎として 50），自らの未来を創造する能力を絶え

ず高めていく組織 51）である。つまり，自分たちが本当に望んでいる結果を生む能力を絶え

ず高めていく組織，革新的で発展的な思考パターンが生まれる組織，共通の志が自由に羽

ばたく組織，共に学び続ける組織 52）のことである」。すなわち，「学習する組織」は「組織

構成員が共に学び続け，協働を構築することで目標を達成する能力を高める組織」であり，

組織を悩ます組織外からの弊害を乗り越え，組織変革・改善する組織である。 
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4.2.3 「学習する組織論」における「学習の三要素」 

学校における「学習」の一般的な概念は，教室に座り，一斉に教員の言葉に耳を傾け覚

えるという知識伝達型学習のことである。学習は知識を正確に記憶する，つまり，知識の

蓄積のことであった。しかし，佐伯胖らによると，“真の「学習」は，より広い世界へ向け

て，より根源的なところに立ち返りつつ，文化における意味，世界の吟味，享受，再構築

の共同的実践に参加していくことであり，「学習」を通じて自分自身を再構築し，「学習」

を通じて以前にはできなかったことができるようになり，「学習」を通じて自己の認識を新

たにし，自己と世界の関係を捉えなおすことである 53）”と新しい「学習」の概念を示して

いる。 

一方，センゲもこの新しい「学習」の概念と同様のことを述べている。センゲの重視す

る「学習」は，「何をするか」「どのようにするか」についての学習ではなく，「自分たちは

何者なのか」についての学習である 54）。つまり，学習を通して世界を知り，自己と世界の

関係を再認識し，自分自身を再構築することである。環境の変化に対応して生き残るため

だけに行う「適応的学習」ではなく，根源から自らの未来を創造する能力を高める学習 55），

つまり，「生成的学習」がセンゲの重視する「学習」である。組織を「学習する組織」へと

変えるには，組織構成員一人ひとりがいかなる「学習」をしているかを確認する必要があ

る。つまり，組織構成員たち自身の中にある「学習」をいかに変えていくかを組織構成員

自身が考え，変えていくことが重要である 56)。すなわち，組織構成員以外から与えられる

指示や命令の管理手法では，組織を「学習する組織」へ変えることはできない。以上のよ

うに，センゲの「学習する組織論」では，組織内部の視点である組織構成員一人ひとりの

自身の中にある「学習」に着目し，一人ひとり自身の中にある「学習」を通し，組織構成

員が共に学ぶことによる協働の構築を目指している。センゲは，一人ひとりの中にこの種

の「学習（自分たちは何者なのか）」に対する深い渇望があり，これが「学習する組織」の

基本的な意味であると述べている 57）。 

学校組織が「学習する組織」になるには，「ダブル・ループ学習（深い学習サイクル）」58）

を築くことが求められる（4.1.3 参照）。「ダブル・ループ学習」とは，信念・前提，慣行，

スキル・能力，関係，気づき・感性という 5 つの要素をつなぎ，好循環を生み出すことで

ある 59）。「ダブル・ループ学習」を起こすには以下の「組織における学習の 3 要素」60）が

必須である。第一の要素は，基本理念の確立であり，注意深く選ばれた言葉で表現された

理念のことである。具体的には学校の未来の方向性である学校の教育目標や基本理念をは

っきり言葉に表すことである。第二の要素は，インフラのイノベーションであり，長年か

けて確立された組織的慣行である組織文化の革新である。具体的には，教員研修の改善や

教員の裁量を広げること等である。第三の要素は，理論・ツール・手法であり，具体的に

は，組織における育成すべき中核的な「学習能力」である 3 つのコア・コンピタンス（Core 

Competence）と，その「学習能力」を育成する方法の 5 つのディシプリン（Discipline）

61）である。 



157 

 

本章では協働構築のための理論と方法について具体的に提示するため，組織における学

習の第三の要素である理論・ツール・手法を協働構築の枠組みとして活用する。理論・ツ

ール・手法について以下に詳細に述べる。 

 

4.2.4 「学習する組織論」における「理論・ツール・手法」 

4.2.4.1 3 つのコア・コンピタンス（学習能力） 

 「学習する組織論」における「理論・ツール・手法」は，組織における育成すべき中核 

的な「学習能力」であり，3 つのコア・コンピタンスを指す。3 つのコア・コンピタンスと

は，①「志を育成する能力」：個人と組織の願望を明確に表現し，進む方向を定める能力，

②「省察的に対話する能力」：内省的な思考と生成的な会話の実践に関する能力，③「複雑

性を理解する能力」：世界における複雑性を認知し，それを管理するための幅広い知識とそ

れを実践する能力である 62）63）。「志を育成する能力」は，個人と組織が学習し，意識や能

力を広げ，効果的に行動するための基盤となる能力である。「省察的に対話する能力」は，

組織内で志を育成し，互いを理解するために，他の人たちと話し合い相互に理解を深める

ために求められる能力である。「複雑性を理解する能力」は，目的に向かうときに，今どこ

にいてどのように進めばよいのか知るために必要な能力である 64）。この 3 つのコア・コン

ピタンス（学習能力）は，組み合わせて総合的に使う必要があり，その結果，高い効果が

得られる。つまり，どれか 1 つの能力が上がるとその他の能力も上がり，高い効果が得ら

れる 65）。また，3 つの能力の内 2 つの能力が備わっていても，他に 1 つの能力がないとい

う場合，高い効果を得ることはできない 66）。このように，3 つの能力は，互いに効果を上

げ合う関係，相互補完的な関係である 67）。 

一方，3 つのコア・コンピタンスを育成する方法は 5 つのディシプリンを実践することで

ある。5 つのディシプリンは，①自己マスタリー（Personal Mastery），②共有ビジョン

（Shared Vision），③メンタル・モデル（Mental Models），④チーム学習（Team Learning），

⑤システム思考（Systems Thinking）である。この 5 つのディシプリンは，学習し，習得

すべき理論と技術の具体的な方法であり 68），これを使うことで 3 つの学習能力が自然に引

き出される 69）。また，5 つのディシプリンは，単なるスキルではなく，一生かけて獲得す

る生き方・在り方を表している 70）。さらに，センゲは 5 つのディシプリンについて以下の

ようにも述べている。“組織とは，一人ひとりの「思考様式（思考・感情）」と「行動様式

（相互作用）」のプロセスの産物である。組織の学習を達成させるときに学習を動かす力点

であるレバレッジ（テコの支点）は自分自身の内にある。この 5 つのディシプリンの内，「思

考様式」を検証し変化させるディシプリンは①自己マスタリー，②共有ビジョン，⑤シス

テム思考である。一方，「行動様式」を変化させるディシプリンは③メンタル・モデル，④

チーム学習”71）である。さらに，「思考様式」と「行動様式」について“一人ひとりが自分

自身の「思考様式」や「行動様式」を意識し，異なったやり方で考え，人とやり取りする

能力を身に着け始めるとその時点で組織をより良い方向へ変えていく。この変化が周囲に
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波及していくと能力や自信が高まっていく”72）と説明している。つまり，学校組織を改善

したいのであれば，そこに関わる一人ひとりの「思考様式」と「行動様式」を変えること

が求められる。「思考様式」を変えるとは，当然と思っていることや自分の人生についてよ

く考え自分自身の内に目を向ける時間を持つと同時に，異なる意見に耳を傾け共有のビジ

ョンを明らかにし自分自身の外に目を向けることである。つまり，「思考様式」の方向付け

のポイントを常に内と外に動かし続けることである。「行動様式」を変革するとは，単に組

織の構造や経営計画を再編するだけでなく，人々の間に存在する関係性のパターンや知識

体系，さまざまな側面を再編することである 73）。「思考様式」と「行動様式」のいずれかの

一方を変えるだけでは変化や変革は実現できない。「思考様式」と「行動様式」は互いに変

化や変革を促進する関係，相互補完的な関係である。 

3 つのコア・コンピタンスと 5 つのディシプリンについて表 4-2 にまとめた 74）75）。次に，

この表 4-2 に基づき，これらの関係性について詳細に述べる。 
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表 4-2 3 つのコア・コンピタンスと 5 つのディシプリンの関係 

学習能力 

3 つのコア・コンピタンス 

学習能力の育成法 

5 つのディシプリン 

1.志を育成する能力 

（個人・組織の能力） 

※個人と組織の志を明確に表

現し，自ら進む方向の決定に

関する能力 

※この能力を育むには他の 2

つのコンピタンスを使う 

①自己マスタリー（個人のビジョン）：個人の志（目標）

を構築する能力を育成すること「思考様式」 

・個人のビジョン達成のため，意識的に取り組むこと，自

己実現と自己研鑽のこと 

②共有ビジョン（組織のビジョン）：組織の志（目標）を

構築する能力を育成すること「思考様式」 

・自己マスタリーから組織内の人の共通するビジョンを導

くこと 

2.省察的に対話する能力 

（個人・組織の能力） 

※内省的な思考と生成的（根

源から創造すること）な会話

の実践に関する能力（熟考，

議論，会話する能力） 

※この能力を育むには他の 2

つのコンピタンスを使う 

③メンタル・モデル（個人のメンタル・モデル）：個人が

省察的に対話する能力を育成すること「行動様式」 

・個人が省察的な対話をすること（振り返り）で個人のメ

ンタル・モデル（個人の固定観念：暗黙の前提）をマネジ

メントすること 

④チーム学習（組織のメンタル・モデル）：組織が省察的

に対話する能力を育成すること「行動様式」 

・組織内の価値観の異なる人との省察的な対話を通して学

習を引き出し，組織共通のメンタル・モデル（組織の固定

観念：暗黙の前提）をマネジメントすることで人の総和を

超えたチーム力を創り出すこと（合致を作り出すこと） 

3.複雑性を理解する能力 

（個人・組織の能力） 

※複雑性を認め管理する能力 

※世界における複雑性を認

知，管理するための幅広い知

識と実践に関する能力 

※全ての学習の土台となる能

力 

※この能力を育むには他の 2

つのコンピタンスを使う 

⑤システム思考（個人と組織の思考システム）：個人・組

織が複雑性を理解する能力を育成すること「思考様式」 

・個人・組織において，問題・目標を異なる視点で見るこ

とで物事の全体像を見，物事の相互関係を理解すること  

※システムとは相互作用する要素の集合体であり，お互い

に結び合った状態，相互作用しあっている状態（有機的な

状態）を指す 

 

注：74）75）を参考に筆者が作成した。 
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4.2.4.2 5 つのディシプリン（3 つのコア・コンピタンスを育成する方法） 

5 つのディシプリンは，個人と組織のディシプリンがあり，個人のディシプリンが基盤と

なる。5 つのディシプリンは，自分自身の考え方，学習の深め方を示しており，習得しなけ

ればならない理論と手法の体系である 76）。個人が学習すればするほど自分の無知に気づき，

5 つのディシプリンを常に実践し続けることで，学習は良くなったり悪くなったり変化する。

5 つのディシプリンを実践するということは，スキルの獲得とは異なり短期間で習得できる

ものではなく，生涯をかけて習得するものである。次に，5 つのディシプリンのそれぞれの

項目について詳細に述べる。 

自己マスタリーとは，個人の志（目標）を育成する領域であり，個人の思考様式である。

自己の現実を実際的に評価しながら，自分が人生の中で最も生み出したいと考える成果（個

人のビジョン）について一貫性のあるイメージを開発することである 77）。自己マスタリー

を構築するには 3 つの要素がある。第 1 の要素は，自分の個人的な将来展望や見通しであ

る自分のビジョンを明確にすること，つまり，自分が本当に生み出したいビジョンを掲げ

ることである。第 2 の要素は，今の現実に焦点を当て，自分のビジョン（将来展望）との

ギャップを見出すこと，つまり，現実についての明確なイメージを持つことである。第 3

の要素は，自分のビジョン（将来展望）達成のために意識的に取り組むことである 78）。自

己マスタリーを構築することで，自らの基準をより高く保とうと努力するようになり，自

分のビジョンをさらに大きく広げ，深く見直し，自分の持つ可能性に一層挑むようになる

79）。この 3 つの要素をスパイラルに続けることは，学びの探究を続けることである 80）。こ

のように，自己マスタリーは個人のビジョンを明確にし，それを深めることであり，現実

を客観的に見ることである。これは，「学習する組織」における精神的基盤である。自分自

身にとり，本当に大切なことを明確にし，自分の最高の志「人生の志」を生きることであ

り，生涯学習者となることである 81）。つまり，自己マスタリーの構築とは，自己実現と自

己研鑽のことである 82）。 

共有ビジョンとは，組織の志（目標）を育成する領域であり，組織の思考様式であり，

お互いが共有する目的を生み出すことである。自己マスタリーを基に，組織が心から望む

将来像を構築することである 83）。共有ビジョンの構築では，自己マスタリーに含まれる要

素「今の現実を明確にすること」，「自分のビジョン（将来展望）を明確にすること」を活

用し，自己マスタリーを達成するために組織構成員が協働で共有ビジョンを選択すること

で効果的なものになる 84）。ここでは，ビジョンが何であるかよりもビジョンが何を成すの

かが大切である。効果的な共有ビジョンの構築は，組織の持てる力を超え，想像を超えた

大きな力を発揮する原動力となる 85）。共有ビジョンは，組織に浸透する共通の意識を生み

出し，多様な活動に一貫性（統合性）を与え，新しい思考様式を生み出す 86）。 

メンタル・モデルとは，個人の省察的に対話する能力であり，個人の行動様式であり，

物事の見方や行動に大きく影響を与える固定観念や暗黙の前提のことである。具体的には，

「自分自身がどのように世界を理解し，どのように行動するか」に影響を及ぼすような自
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身に深く染み込んだ前提，一般概念，想像やイメージである 87）。人は，自分の持っている

思い込みや常識から物事を認知し，解釈し，行動を決めており，行動を決める時に使われ

る意識・無意識の固定観念（暗黙の前提）を持っている。これは，物事の見方や行動に大

きな影響を与えている。このような自分のメンタル・モデルが生み出す意識・無意識の固

定観念や暗黙の前提を乗り越えなければ真実の状況を見極めることができず，同じミスを

繰り返すことになる。これをマネジメントするには，内省的な思考をし，価値観の違う人

とも生成的な会話（根源から創造するような会話）をすることである。つまり，省察的な

対話を促すことである 88）。こうした行動様式は，「深い学習サイクル（ダブル・ループ学習）」

であり，「学習する組織」の基盤である 89）。 

チーム学習とは，組織の省察的に対話する能力であり，組織の行動様式である。組織構

成員が心から望む結果を出せるようにチームの能力を整え，伸ばしていくプロセスのこと

である 90）。組織において，内省的な思考，生成的な会話を通し（省察的な対話），複雑な物

事を探究することである。このプロセスは，個人で考えるよりも優れた解決方法の発見に

もつながり，人の総和を越えたチーム力を創り出す。そのためには，価値観の違う人とも 

省察的な対話を促すことが重要である 91）。省察的な対話には，ダイアログとディスカッシ

ョンの 2 つの基本タイプがある。どちらもチームが生成的な学習（根源から創造するよう

な学習）を継続していくために重要であり，双方は相互補完的であり，双方の違いが理解 

されていない場合は現れない 92）。ダイアログは，ディスカッションとは異なり，意見は分

かれるものであり一致させるものではなく，意見の合意ではなく複雑な問題をより深く理

解することを目指す。ディスカッションは，初めから新しい行動に焦点を絞っていること

が多いのに対し，ダイアログでは副産物として新しい行動が生まれると捉える。ダイアロ

グもディスカッションも新しい行動方針を導き出す。チーム学習では，ダイアログとディ

スカッションを行き来する動きを習得する。両者の違いを誤るとチーム学習では生産的な

ダイアログもディスカッションもできなくなる 93）ため，注意が必要である。組織構成員が

全ての意見に合意することはないが合致（alignment）して共に働く必要がある。合致とは，

バラバラに散らばった要素を互いに目的や現実を一つのものとして機能するように配置し

直すことで，お互いを理解し尊重することである 94）。この状況は組織における共通のメン

タル・モデルを確立することと共に生じる 95）。つまり，理解し尊重することで組織の関係

性の質を高め，自分たちがチームであるという共通基盤（共通の観念：共通の前提）を築

いた状態のことである。チーム学習が目指すのは，合致を作りだすことである 96）。ここで

いう「チーム」とは，目的達成のため，互いに必要とする組織を指している 97）。 

システム思考とは，個人・組織の複雑性を理解する能力であり，個人・組織の思考様式

である。物事そのものではなく物事の相互関係を理解するため，静態的な一瞬を切り取っ

たものではなく，変化のパターンを理解するための動態的な枠組みのことである 98）。つま

り，物事の全体像や本質を見ることで，それぞれの関係性を捉え，改善策を見出すための

有効なアプローチである。視点を内と外へ自由に変えることで，さまざまなレベルでの物
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事のつながりと全体像を見ることである。つまり，「新しいものの見方」のことであり，社

会における物事の関係性や複雑さの相互関係を理解することである 99）。問題や目標を一つ

の個別のできごととして捉えるのではなく，お互いに影響し合う要素とし，その要素間の

関係性を時間の経過を通し理解することである。つまり，問題や目標を異なる視点で見る

ことであり，システムとして捉えることである。システムとは，さまざまな要素が時間の

経過とともにお互いに影響を与え合うことであり，「お互いに結び合った状態（有機的な状

態）」100），「相互作用しあっている状態」101）を示している。組織内で起きている問題の原

因を個々の要素（個人の性格や不運）に求めるのでなく，問題となっている現象を引き起

こしやすくしているシステム（相互作用），つまり，個々の行動の背景にあるものに目を向

けることがシステム思考である 102）。 

 

4.2.5 「学習する組織論」における「5 つのディシプリンの相互関係性」 

「学習」には，個人と組織の 2 つのレベルの「学習」があるが，基礎にあるのは個人の

「学習」である。個人の「学習」だけでは「学習する組織」はできないが，個人の「学習」

なくしては組織の「学習」はあり得ないとセンゲは述べている 103）。以下に示す 5 つのディ

シプリンのうち，①自己マスタリー，③メンタル・モデルは，個人の学習であり，②共有

ビジョン，チーム学習は，組織の学習である。⑤システム思考は，全てのディシプリンの

土台であり，個人と組織双方での学習である。これら 5 つのディシプリンは，それぞれの

つながり，つまり，相互関係性が重視される。①~④の 4 つのディシプリンが⑤システム思

考を活用することで統合され，融合され，一つの集合体として展開することが重要である。

自分自身と自分の世界を新しく捉える方法を理解できるようにするものがシステム思考で

ある 104）。「学習する組織」の核心にあるものは，自分自身の問題に対し，自分自身の外部

（自分以外の人）が引き起こしていると考えることから，自分自身の問題は自分自身の内

部の問題が起こしていると考えることへの変容である。このような個人の変容が起こるこ

とで，個人の変容が組織内に波及し，組織の変容が起こる。この過程の中で，⑤システム

思考が①~④の 4 つのディシプリンを強化し「組織の学習は個人の学習の総和にまさる」こ

とを実現する 105）106）（図 4-3）。 

組織が「学習する組織」となると以下の 3 つの特徴を持つ組織となる。第一に，組織文

化や経営戦略の枠に縛られずそれらの変化に対応し，自己変革（個人），組織改革（組織）

していく機能を継続的に発見し続ける場を備えている組織となる。第二に，全ての組織構

成員が自律性（個業性）と協働性（統合性）という相反するものを両立させる組織となる。

第三に，現在の環境に適応する強さと将来の変化に対応する柔軟性を理解し，自己変革と

組織変革を実践する組織となる 107）。なお，5 つのディシプリンの概念は，センゲが初めて

提示したものではなく，100 年以上も前から行われていた集団力学，システム，創造的プロ

セス等の研究に根ざしたものである 108）。 
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複雑性を理解する能力 

  志を育成する能力 省察的な対話をする能力  

個人 ①自己マスタリー ③メンタル・モデル 

組織 ②共有ビジョン ④チーム学習 

⑤システム思考 

注：105）106）を参考に筆者が作成した。 

 

図 4-3 センゲの「学習する組織論」における 3 つのコア・コンビタンスと 5 つのディ 

シプリンの関係 

 

4.2.6 協働構築と組織学習 

「協働構築」には，組織構成員一人ひとりが，まず，自分自身の内に目を向け，自分の

思い込みや固定概念を乗り越えることを意識しそれを探求することが必要である。そのた

めの方法は，自己マスタリーを認識し，自己のメンタル・モデルをマネジメントし，シス

テム思考を用いて探究する。その過程において自己マスタリー，メンタル・モデル，シス

テム思考は，いずれも自分の思考様式を検証し，行動様式を変えていくことを助ける。次

に，自分自身の外に目を向け，自分以外の人との共有ビジョンを構築し，チーム学習を創

り出し，それを探求する。この探究の過程において，共有ビジョン，チーム学習，システ

ム思考はいずれも思考様式を検証し，行動様式の変革を助ける。以上のように 5 つのディ

シプリンを総合的に実践することで，一人ひとりが自分の思考様式と行動様式を意識する

ようになり，それまでと異なったやり方で思考し，他の人との相互作用，つまり，協働を

築き始める。つまり，協働が構築されることで，組織はそれまでと異なる方向へ動き始め

る。組織における個人の「学習」は，その「学習」を絶えず検証し，知識を生み出し，生

み出された知識を他の人と分かち合うことで協働が構築される。この時，一人ひとりが個

人の「学習」を振り返ることが組織の「学習」にとって重要である 109）。 

つまり，「協働構築」は，「組織学習」において形成され，「組織学習」において重要なこ

とは，「個人学習」を振り返ることである。 

 

4.3 センゲの「学習する組織論」選択の理由 

4.3.1 学校教育目標，学校教育課題と「学習する組織論」 

 従来の学校における組織論は，バーナードの組織論に基づき「学校の教育目標の明確化

と教員の共通理解の深化」により，教員の協働を構築していた。しかし，学校組織は，曖

昧さや緩やかさのある組織のため，教育目標は曖昧であり，教育目標の共通理解は低く，

教員間の関係性も緩やかである。「学習する組織論」では，目標設定のことを「志を育成す

る能力」とし，具体的には「自己マスタリー（個人の目標）」と「共有ビジョン（組織の目
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標）」の視点で省察的な対話（協働）を通して目標を設定していくことを求めており，「学

習する組織論」は，学校組織の現状に合致している。 

 また，バーナードの組織論における学校教育の課題は，「解決すべき課題が存在し，この

課題を教員が認識し受入れている」ことが前提であるが，実際は，児童生徒の実態から教

員の相互作用で教育課題を明確化する。つまり，協働の形態は，前提となっている課題を

解決する過程で協働を構築する「課題生成型協働」ではなく，課題を明確化する過程で協

働が構築される「課題解決型協働」が学校組織の実体に合っている。「学習する組織論」で

は，課題設定について，「志を育成する能力」とし，具体的には，「自己マスタリー（個人

のビジョン）」から「共有ビジョン（組織のビジョン）」を構築することを求めており，こ

の過程で協働が構築される「課題生成型協働」である。すなわち，「学習する組織論」は学

校組織内における協働構築に合致している。 

（4.1.1 参照） 

 バーナードの組織論とセンゲの「学習する組織論」における 5 つのディシプリンの概念

を対応させると以下のようになる。バーナードの組織論では，組織の構成要素を，共通目

標，伝達（コミュニケーション），貢献意欲（協働意欲），としている 110）。一方，センゲの

「学習する組織論」111）112）は，組織における個人が 5 つのディシプリン（自己マスタリー，

共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考）を実践することで，3 つの

コア・コンピタンス（学習能力）：（志を育成する能力，省察的な対話をする能力，複雑性

を理解する能力）が獲得され，組織内に協働が構築されると述べている。バーナードの共

通目標は，センゲの志を育成する能力（自己マスタリー，共有ビジョン）であり，バーナ

ードの伝達（コミュニケーション）はセンゲの省察的な対話（メンタルモデル，チーム学

習）であり，バーナードの貢献意欲（協働意欲）はセンゲの協働構築（個人学習：5 つのデ

ィシプリン実践の結果）に対応している（表 4-3）。センゲの 3 つ目のコア・コンピタンス

である複雑性を理解する能力：システム志向は，他の 2 つの能力とそれらを育成する 4 つ

のディシプリンに関わる。組織における個人が 5 つのディシプリンを実践することで 3 つ

のコア・コンピタンスを育成することで（個人の学習），自ずと組織内に協働が構築され，

組織は「学習する組織」となる 113）114）。 
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表 4-3 組織の構成要素と「学習する組織論」の対応 

組織の構成要素：バーナード 

（3 つの構成要素） 

学習する組織論：センゲ 

（3 つの能力 1～3 と 5 つのディシプリン①～⑤） 

1. 共通目標 

共通目標は既存のものである 

1.志を育成する能力 

①自己マスタリー 

②共有ビジョン 

共通目標は関係者の協働で

明確化していくものである 

3.複雑性を理解する能力 

⑤システム思考 

2. 伝達（コミュニケーション） 2.省察的な対話をする能力 

③メンタル・モデル 

④チーム学習 

3. 貢献意欲（協働意欲） 

課題解消型協働：組織メンバー

に認識されている課題を解決

する過程で協働が構築される 

 

課題生成型協働：課題を組織メンバーで設定していく過程

で協働が構築される 

注：113）114）を参考に筆者が作成した。 

 

4.3.2 学校組織の特徴を踏まえた学校組織の改善と「学習する組織論」 

学校組織の特徴としてセンゲは以下の 4 点を示している。第一に，優れたイノベーショ

ンに重要な役割を果たした校長，教員が去れば，直ぐに元に戻るというように，持続的な

イノベーションが難しい，持続性がない組織である。第二に，学校制度は，17，18 世紀に

一教室一校型の学校が始まり，19 世紀にできた都市型学校システムであり，未だに新しい

制度である。第三に，学校組織が教育委員会，文部科学省，保護者等の社会システムに深

く密着して埋め込まれており，オープン・システムであり，学校の自立性が少ない。その

ため，これがイノベーションの観点において教育システムの最も難しい特性である。第四

に，学校組織が，管理する教員と教員から認められることに依存した児童生徒で構成され，

児童生徒は，テストで点数を取るのが学習だという考え方の実用本位の小さなビジョンし

か持ち得ない 115），ことである。以上のような 4 つの特徴を持つ学校組織が，持続可能性が

高く，自立性があり，実用本位ではない大きなビジョンを持つ学校組織に改善するには，

学習のために存在する学校が「学習する組織」になれることを認めることである 116）と説い

ている。つまり，「学習する組織論」を構築することで，学校組織の特徴を踏まえた学校組

織改善が達成されることが期待される。 

 

4.3.3 教員及び児童生徒における「学習」の課題解決方法と「学習する組織論」 

学校組織構成員であり，教える側の教員の「学習」の現状は，一番大切な「考えること」，

「疑問を抱くこと」を忘れ，既存の制度や枠組みを前に思考停止している 117）。このような
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思考停止する教員が，教える側の教員の最大の課題である。この課題を解決する方法は，

教員が「考えること」，「疑問を抱くこと」を回復することで「学習」を回復することであ

る。それには，教員の一人ひとりが思考様式の変化を起こし，行動様式の変革を起こすこ

とである。特に，「深い学習サイクル（ダブル・ループ学習）」を学校組織内の個人や集団

の中に起こすことが重要である 118）。 

一方，児童生徒の「学習」は，教科の内容や教員の教授法だけでなく，児童生徒の理解

の仕方や児童生徒が誰であるか，児童生徒は既に何を知っているかによって左右される。

教員がこのような児童生徒の現状に気づくことが児童生徒の「学習」を深いものにする。

児童生徒の「学習」の課題の解決方法は，教科の内容や教員の教授法に焦点を当てるだけ

でなく，教科の内容を児童生徒の「学習」の現状へと導き，教員と児童生徒の相互関係の

中に児童生徒の「学習」を築くことである 119）。児童生徒の「学習」は教員と児童生徒の相

互作用である 120）とセンゲは述べている。 

以上のように，教員及び児童生徒の「学習」における課題を解決する方法は，新学習指

導要領が教員に求めている授業改善「主体的・対話的で深い学び」121）に通じている。教員

は，授業改善を進めながら，まず，自ら内省し，自ら「主体的・対話的で深い学び」を実

践することである。その時に 5 つのディシプリンを総合的に実践し，「深い学習サイクル（ダ

ブル・ループ学習）」を起こすことである。このように，教員は自ら「学習」することを回

復し，児童生徒の「学習」の現状に気付き，児童生徒を教員との相互関係の中に導き，相

互作用を起こすことである。つまり，教員自身が「学習する教員」となり「学習する児童

生徒」を育む必要がある。このように，「学習する組織論」は，教員及び児童生徒における

「学習」の課題解決方法の現状と合致している。 

一方，センゲと同様に，教員の思考停止を脱し，教員の「学習」を回復することに関す

る佐古秀一の以下のような研究がある。教員の思考停止に関して，“教員は目の前の現状を

見ず，今までの経験でやっているため，具体的な学校経営（学校教育）の課題や新規の知

識の形成がブロックされている。このような教員の思考停止の現状では，学習指導要領か

ら児童生徒に求められている「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」「カ

リキュラム・マネジメント」は，形だけのものになるだろう”と述べている 122）。一方，教

員の思考停止による当事者性の喪失の対策として，佐古は，「主体的・対話的で深い学び（ア

クティブ・ラーニング）」の手法による校内研修を提案している 123）124）。また，市村淳子は，

同様の研修を実施することで教員をアクティブラーナーに変容させることが可能であるこ

とを明らかにしている 125）。また，思考停止から当事者性を回復する具体的な方法として，

勝野正章は，“国から命じられたことをそのまま実施するのではなく，自校や自分の教育の

在り方を願い，希望として，自分の言葉で語ることを提案している。具体的には，「学び」

とは「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」であるというのではなく，

児童生徒に「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」をしてほしいと教員

は願っているのだという議論をすることである”と述べている 126）127）。このように自分の



167 

 

言葉で語る議論を実施することで教員は当事者性を回復し，思考停止から脱出し，アクテ

ィブラーナーへと変わる。例えば，学習指導要領等国からの命令を，「自校の具体的な児童

生徒の固有の課題」へ引き戻し，自分の言葉として再定義することで「自校の固有で具体

的な現実」に向き合うことである。このことは，国からの命令を緩和させる可能性がある

と述べている 128）。以上のような方法で，教員は自ら当事者性を回復し，思考停止状態から

脱し，アクティブラーナーとなり，自律性を取り戻し，これを起点とした協働構築が始ま

る。つまり，協働構築には，教員がアクティブラーナーとなることである。すなわち，「学

習する組織」は，教員をアクティブラーナーへと変容させるこれらの理論と合致している。 

 

4.4 学校組織におけるセンゲの「学習する組織論」 

4.4.1 学校組織における 3 つのコア・コンピタンス 

センゲは，学校組織において教員に育成すべき中核的な学習能力である 3 つのコア・コ

ンビタンスを以下のように述べている。 

第一は，「志を育成する能力」であり，個人と組織の願望を明確に表現し，進む方向を定

める能力である 129）。具体的には，教員は，子どもたちの未来のために新しいものを生み出

すことに心から関心を持つこと，教員は提案したことに取り組みその結果を工夫し，自分

なりの未来を自分なりの方法で生み出すことを学んでいること，自分たちや子どもたちの

未来のために新しいものを生み出すことに心から関心を向けていることである。教員の思

考様式や行動様式の中にこれらが認められることである 130）。 

第二は，「省察的に対話する能力」であり，内省的な思考と生成的な会話の実践に関する

能力である 131）。具体的には，教員は学校組織において，自分の見解を強く主張しすぎて人

の声が聞こえなくなっていないこと，自分の考えを絶対的なものと思わず人の考えも聞い

ていること（内省的な思考），教員が当惑するようなテーマでも誰も傷つけず安心して話を

していること，教員自身が抱く希望・願望の相違点・類似点をオープンに話し合っている

こと（生成的な会話）である。教員の思考様式と行動様式にこれらが認識されることが必

要である 132）。  

第三は，「複雑性を理解する能力」であり，世界における複雑性を認知し，それを管理す

るための幅広い知識とそれを実践する能力である 133）。具体的には，教員は問題を他人のせ

いにしていないこと，あらゆる行為は関係し合い誰か一人の責任ではないことを認めてい

ること，システム全体の観点から問題を注視し自分の見解を絶対的なものと思わず他の異

なる見解も検討していることである。教員の思考様式や行動様式にこれらが見受けられる

ことである 134）。 

 

4.4.2 学校組織における 5 つのディシプリン 

 センゲは，学校組織において，3 つのコア・コンビタンスを育成する 5 つのディシプリン

について以下のように述べている。 
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 第一は，自己マスタリーの構築であり，「自分のビジョン（将来展望）を明確にすること」，

「現実と自分のビジョンとのギャップを見出すこと」，「自分のビジョン達成のために意識

的に取り組むこと」の 3 つの要素をスパイラルに続けることである。具体的には，教員が，

学びの楽しさを児童生徒に経験してもらいたいと考え，優れた教育課程を作りたいと願っ

ている時に，まず，自分のビジョンを引き出すことである。つまり，自分が心の底から望

むこと，自分の生み出したいものに近いビジョンを自分の言葉で明確に表現することであ

る。次に，理想とする自分のビジョンの中で，自分は現在どのような教員か，自分の望む

ような教員となっているか，児童生徒，他の教員，管理職とどう交流しているか，自分の

ために何を生み出そうとしているのか，自分が望む成果を実現するものは何かを明らかに

し，現状を理解することである。つまり，学校の状況，学級の状況，学習の質，使える資

源（ヒト，モノ，カネ，情報），自身の能力の現実を直視し，自分のビジョンと現実の中で，

自身の望む成果や行動を心から選ぶことである。最後に，自分のビジョンを意識的に取り

組むことで自身の教員としての資質をより高くしようと努力し，自分のビジョンをさらに

大きく広げ，自分の可能性に大きく挑み続けることである 135）。 

第二は共有ビジョンの構築であり，組織構成員がお互いに共有する目的を生み出すため

に，本質的に異なる個人の目標や願望を整合的に調整することである。具体的には，教員

は，目標に到達する上で重要な価値観，達成したい中間目標，役立つ原則や指針となる慣

行を共有しながら組織で「生み出したいと思っているビジョン」のイメージを膨らませる

ことである。定期的に話し合う機会を持つことも含まれる。共有ビジョンを構築するため

にはコミュニケーションにおける戦略が必要であり，自己マスタリーの 3 つの要素「自分

のビジョンを明確にすること」「現実とビジョンとのギャップを見出すこと」「自分のビジ

ョン達成のために意識的に取り組むこと」を活用すると効果的である 136）。学校組織のビジ

ョンの構築には，以下の 5 つの段階がある。第一段階は，校長による「命令（トップダウ

ン）」であり，ビジョンの内容が明確であり，教員の否定の余地がなく，校長の権威に根差

している。第二段階は，「売り込み」であり，校長は教員に多くの関りを求めながら「これ

をやると必ず役立つよ」等のアプローチをすることで新しいことに参画させる。第三段階

は，「テスト」であり，校長は人々にいくつか案を提示しどれをどのくらい支持するか尋ね

ることで教員に選択させる。第四段階は，「相談」であり，校長は自分には全ての答えを知

ることはできないと認めることから始め，どのようなことが考えられるか，できるかを教

員に尋ねる。第五段階は，「共創（ボトムアップ）」であり，教員一人ひとりが参加し，教

員個人のビジョンを一人ひとりが生み出すことである。これには，教員一人ひとりに意味

のある省察的な対話（意味のある深い会話）ができることが求められる。すなわち，第一

段階は校長に依存する度合いが高いが，第五段階へ進むほど組織全体としての方向付け，

学習能力の度合いが高くなっていく 137）。「命令（トップダウン）」の目標を超えるには，下

から築く「共創（ボトムアップ）」となることが求められる。個人のビジョン（自己マスタ

リー）を使い，省察的な対話を重ねていくことで，共有ビジョンを築き上げていく。この
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ように共有ビジョンは上から伝えるものではなく下から「築く」ものである 138）。そのため，

児童生徒，保護者との関係性も重要である。共有ビジョンの構築は，「組織の中のあらゆる

人々の個人のビジョンと結びつく」ことが最重要であり，「リーダーシップをとる立場の

人々にとり最も重要なことは，リーダーのビジョンもやはり個人のビジョン（自己マスタ

リー）なのだと肝に銘じること」139）である。校長は，個々の教職員が自らの実践を通じて

抱く課題意識を起点に教員同士の省察的な対話の機会を促進し，その中に校長自身のビジ

ョン（自己マスタリー）を絡み合わせることで「学校の共有ビジョン」を形成していく過

程でリーダーシップを発揮すべきである 140）。学校組織の目標である「学校組織の共有ビジ

ョン」が構築される過程が学校組織内における協働構築の過程である。 

第三は，メンタル・モデルのマネジメントであり，自身の物事の見方や行動（思考様式

や行動様式）に大きく影響を与えている個人の固定観念（暗黙の前提）を自覚することで

ある 141）。メンタル・モデルは，普段は言葉で表されず，意識の底に潜むため，検証される

ことは多くはない 142）。また，メンタル・モデルは，人により異なり，たとえ同じものを見

ても異なる形で表現される。このような自分自身の固定観念（暗黙の前提）であるメンタ

ル・モデルをマネジメントするということは，他者と省察的に対話するということである。

具体的には，2 つの段階がある。まず，内省的な思考をし，生成的な会話をするコミュニケ

ーションを通し，どのように自分のメンタル・モデルが作られるのかを自覚的に気づくこ

と（振り返り）である。次に，自分のメンタル・モデルを他者とオープンに共有すること

で，お互いのメンタル・モデルについての知識を高め合う省察的な対話をすること（探究）

である 143）。教員は自分のメンタル・モデルを以上のような方法でマネジメントして新たな

メンタル・モデルを作る。次に，教員は，自分たちの思考のプロセスを見えるようにし，

互いの認識の違いと共通性を明らかにし，自分と他の教員の考え方を客観的・冷静に見直

し，対立する見解を持つ教員と共に互いの「考え方」を考察するようにする 144）。つまり，

それぞれの「考え方」に光を当てることである 145）。教員は，自分の言葉に細心の注意を払

い，何を伝えたいかはっきり意識して伝達することを求められる 146）。 

第四は，チーム学習の構築であり，組織構成員が心から望む結果を出せるように，チー

ムの能力を整え，伸ばしていくことである 147）。チーム学習の構築においては，全ての組織

構成員が同じ考えを持つことはあり得ないしそうすべき理由はない。しかし，このような

価値観の異なる人とも省察的な対話をすることでお互いを理解し，尊重することが重要で

ある。つまり，合致して共に働くことで，それぞれ個人のメンタル・モデルをマネジメン

トして，組織構成員に共通のメンタル・モデルを新しく確立することである。このような

「チーム学習」を構築することで，組織構成員は，調和の中で効果的にふるまうことがで

きるようになる 148）。合致とは，合意とは異なり，バラバラの要素を互いに目的や共有され

た現実の気づきへ向け，一つの全体として機能するように配慮することであり，共有され

た方向へ向かうことである。合意がなくとも組織全体で話ができるのが合致である 149）。し

かし，教員は個人として仕事をする（個業型）ため協働が苦手である。そのため，協働を
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構築するには，どのように協働すれば良いか学ぶ必要がある。教員にとり協働の学びは，

新しい教え方を学ぶことであり，協働の精神を高めることである。そのためには，十分な

時間を設け，継続的に進める必要がある 150）。これまでの学校教育は，教員が自分の教室に

入り，一人で教え，児童生徒は自分ができることを自分一人でやり遂げ，他者に見せるも

のと考えられていた。つまり，学校教育は教員にとっても児童生徒にとっても個人的なも

のと思われてきた。しかし，現在は，教育は教員同士の協働，教員と専門職の協働，教員

と児童生徒の協働，児童同士の協働，つまり，「チーム学習」へと変化してきている 151）。 

第五は，システム思考であり，人がいつも見ているが誰からも説明されることがない行

動のパターンを明らかにし，大きな全体図とその中の詳細，全体を成す部分とその中の部

分が時間の経過とともに起こす相互作用の在り方を見えるようにすることである 152）。つま

り，物事の全体像を見る（本質を見る）ため，組織の中の構成要素である全ての部分との

有機的な関係性を捉えることである。これは，組織の改善策を見出すための有効なアプロ

ーチである。例えば，校長が学校の目標を立てる時，校長は，組織の一個人として組織構

成員の話を聞くことが大切である。つまり，「システム思考」を実践し，トップダウンでは

なくボトムアップの目標を立てることが求められる（前述共有ビジョンの構築参照）。また，

職員会議，学級，個人的な助言等で問題が起きている時，何かを決める時に「システム思

考」を個人的・組織的に実践することが重要である。他に，学校全体でさまざまな「共有」

を推進する時に，「システム思考」を活用することが考えられる。例えば，学校の課題を共

有する時，他の教科の教員と教材研究を共有する時，教科の融合や教科の壁を取り払う教

科横断型授業を実施し授業を共有する時等に活用する。このように，課題共有，教材共有，

授業共有（TT：チーム・ティーチングの活用）等，さまざまな「共有」は，教員がシステ

ム思考を実践することで可能となる。 

 

4.5 5 つのディシプリンの総合的実践法による学校組織構成員の協働構築方法  

学校組織（個人・組織）における「学習」は，3 つのコア・コンピタンスとそれを育成す

る 5 つのディシプリンの実践から成るが，センゲは，これらを個別に扱うのではなく，学

校組織構成員が 5 つのディシプリンを総合的に実践する必要性を示している。つまり，学

校組織構成員が 5 つのディシプリンを総合的に実践することで，志を育成する能力，省察

的に対話する能力，複雑性を理解する能力である 3 つのコア・コンピタンスを育成し，こ

の 3 つのコア・コンピタンスを基に，思考様式を変え，行動様式を変革することで学校組

織構成員は高い学習効果を上げ，組織の目的を達成することができる 153）と述べている。こ

のように，組織の目的が達成される過程において，協働が構築され，学校組織は学習する

組織となる。 

5 つのディシプリンを総合的に実践する方法を以下に示す。学校組織構成員は個々に異な

る「メンタル・モデル」を持つため，互いを理解することは難しい。しかし，学校組織や

社会の複雑性を理解する「システム思考」を用いて，一人ひとりの「自己マスタリー」に
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基づく「チーム学習」によって「共有ビジョン」を構築することができれば，学校組織構

成員に「学習」が促され，個人の「学習」が組織内に波及し，学校組織は「学習する組織」

となる。なお，「自己マスタリー」，「共有ビジョン」，「メンタル・モデル」，「チーム学習」，

「システム思考」は人生を通して「学習」され，自分自身の願望を明確にし，物事を創造

的に方向付け，他者とより深い結びつきをもたらす 154）。この過程を通し互いの理解が進み

協働が構築される。また，学校組織構成員が自分の経験から学ぶためには，過去，現在，

未来を包囲する「行為についての振り返り」が重要である 155）。このような「学習」する学

校組織構成員の存在する学校組織は，「学習する組織」，「協働する組織」であり 156），学校

組織構成員に協働が構築されている組織である。 

 

4.5.1 学校組織内の協働構築における 5 つのディシプリンの総合的実践法 

 学校組織内の協働構築の阻害要因を，Ⅲ章において，協働における観点を 7 点挙げ（協

働のパターン，職務体制（個業型），職務分担（校務分掌），学校組織文化（教員文化），学

校組織の自立性，教員の自律性，「チーム学校」の協働），検討した。次に，この阻害要因

を抑制し協働を構築する方法を明らかにした。本章では，Ⅲ章で明らかにされた協働を構

築する方法を具体化するために，5 つのディシプリンを総合的に実践する方法を具体的に提

示する。 

 

4.5.1.1 学校組織内の協働のパターンにおける協働構築 

学校組織内の協働のパターンは，教員同士の均質性協働と教員と専門職間の専門性協働

がある。教員と専門職間の専門性協働は，両者が異なる背景を持つため互いの専門性を理

解し合わないと通じないため協働が難しい。専門職は限られた職務体制のため，その解決

策は，専門職の専門性に対する理解と教員の協働に対する意識が鍵となる。協働相手の専

門性を理解するには，相手と省察的な対話をすることで（メンタル・モデル，チーム学習

の実践），相手に対する自分の固定観念を乗り越え，相手との相互関係について理解するこ

と（システム思考の実践）が大切である。その上で，相手の個人のビジョンに耳を傾け，

さまざまな意見を取り入れ自分の考え方を修正し，共有のビジョンを構築する（自己マス

タリー，共有ビジョンの実践）ことが重要である。このことで，価値観の違う人との省察

的な対話を引き出し，互いのメンタル・モデルをマネジメントして一つのチームを作り出

すことが期待される（チーム学習の実践）。 

学校組織内で，このような専門性協働を構築する際には，ほぼ同じ背景を持ち，綿密な

やり取りがなくとも協働が可能である教員同士の協働（均質性協働）が構築されているこ

とが前提である（Ⅲ章：3.1.1.1，3.1.1.8 参照）。 

 

4.5.1.2 学校組織の職務体制（個業型）における協働構築 

学校組織は，教員一人ひとりが自分の課題意識や価値基準に基づいて行う意思決定に依
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拠している「個業型」組織であり，個々の教員による教育活動に左右される。そのため，

官僚制組織のように，組織の権限，責任を構造化し，上から下に向かう意思伝達では統制

できない組織である。教員は，多様な子どもたちとの相互作用の中で不確実性と予測困難

に直面しながら「最前線の意思決定者」として日々，職務をこなしている。このような教

員の職務の特性を考えると，組織内部での目標や課題の共有化（統制化）を図るために，

教員は，学校の実態，児童生徒の実態を見極め，自らの教育実践から抱く目標・課題を相

互に交流し対話することが不可欠である（「課題生成型」の協働）。つまり，学校としての

目標・課題の共有化（統制化）は，教員同士の双方向・多方向の交流や対話の実践を通し

て行うコミュニケーションの確立が前提となる 157）。 

学校における教育活動は，教育の実態（児童生徒の実態，学校の課題，教員の実践）に

関する認識や知識を教員間の省察的な対話（メンタル・モデル，チーム学習，システム思

考の実践）で共有し，全教員で学校教育の課題を生成し，教育活動を実践することをスパ

イラルに展開することが求められる。つまり，学校における教育活動の中心を児童生徒の

実態認識とそれを踏まえた学校の課題生成に置き（自己マスタリー，共有ビジョンの実践），

その生成された課題を踏まえた教育の実践をすることが重要である。すなわち，教員は，

児童生徒の実態を認識し，学校の課題を生成し，教員の実践を変革することをスパイラル

に展開する。この過程を年間計画に位置付け，それに連動させて校内研究，職員会議，研

修等の時間を当てる。これらの過程を通して教員間の協働構築は推進される。つまり，協

働構築推進の出発点は，それぞれの学校の児童生徒の実態の明確化と共有化にある（自己

マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。個々

の教員は，児童生徒の実態を認識し，児童生徒の課題を明確にする（自己マスタリーの実

践）。次に，教員全体で学校の課題を共有し明確にする。最後に，学校の諸活動を関連付け，

教員の実践を変革し展開させる（メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。 

教員の実践の変革では，教員個々の自律的な教育活動と研修などを活用した教育の成果

に関する省察的な対話（メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）により，

児童生徒の実態の認識を教員間で共有する（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・

モデル，チーム学習，システム思考の実践）。その上で，教員間の協働を促進する役割をす

る「チーム」を学校内に位置付けることが求められる。「チーム」は，教員間の協働の実践

を確認し，教員間の協働を支えるようにする。校長は，研究推進委員会等にこれらの役割

をはっきり位置付け，その中心的なメンバーとしては，主幹，指導教員，主任を位置付け

158），学校組織内の協働構築を促進させる。さらに，司書教諭を主幹教諭として位置付ける

ことで，学校組織内及び教員と学校図書館組織構成員の協働構築が期待され，教員の学校

図書館活用が推進される（Ⅲ章：3.1.1.2，3.1.1.8 参照）。 

 

4.5.1.3 学校組織の職務分担（校務分掌）における協働構築 

校務分掌の設計者である校長は，多くの場合，他の教員よりも遅れて着任し，しかも他
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の教員よりも先に転出していく存在となっており，学校組織において中心的位置を占めて

いるとは限らない。また，校長を含めた教職員の関係性，つまり，協働構築の実態は一様

ではない。例えば，教職員の関係性が非常に緊密で共通課題を意識し合う関係があり，協

働が構築されている場合がある反面，児童生徒や授業のことを話題にする会話をほとんど

交わさない関係も存在する。つまり，教職員の関係性は疎・密，強・弱，硬・軟さまざま

であり，ある一部の教職員が動けばそれと同じ方向に全体が一斉に動くということは少な

い。明確な権限・責任を持つ校長であっても，強引な動きをすると教職員との関係性は簡

単に切れることがある。このように関係性の切れた状態で意思疎通が困難になっても，授

業をはじめとする個別の教育活動は「個業型」としてそれなりに維持される 159）。すなわち，

校長と教職員，教員同士の関係性の実態を把握することは非常に難しい。このような多様

な関係性や協働の実態に即した校務分掌，組織構造として，「ネットワーク組織」が挙げら

れる。 

校長が校務分掌を設計する時には，まず，教員にとり適切な組織体制になっているか否

か自ら確認するとともに，時には外部の視点を入れながら学校における教員と専門職の役

割分担をはじめとした協働体制の構築，組織構成員の業務負担のバランスを考慮した校務

分掌の設計に積極的に取り組むことが重要である。校務分掌の設計時には，各学校の特色

を考慮し，教育課程経営（カリキュラム・マネジメント）を確実なものとする視点が重要

である。具体的には以下の 6 点を考慮することが推奨されている 160）。第一に，教育課程経

営（カリキュラム・マネジメント）の円滑な展開を軸に校務分掌を整えること，第二に，

校務のスリム化を図ること（類似の内容を扱う委員会等は合同設置や組織構成員を統一す

る等），第三に，組織運営の機能化を図ること，第四に，教員が教育活動に専念できる体制

を整えること（教員と専門職の組み合わせの体制を整えること），第五に，開かれた学校を

目指し教員と保護者・地域の人々との協働を促すこと，第六に，学校が取り組む重点的な

課題への対応を核にして校務分掌組織を組み立てることである。以上の 6 点を考慮して校

務分掌を設計する時に，学校組織全構成員で話し合いを持ちながら進めることが重要であ

る（メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。この話し合い時に校長は，学

校組織全構成員に「自身が何を生み出したいのか自身で考えること（自己マスタリー，共

有ビジョン，システム思考の実践）」を指示することが重要である。このように校務分掌を

「ネットワーク組織」型に設計することで学校組織内の協働構築は期待される（Ⅲ章：

3.1.1.3，3.1.1.8 参照）。 

 

4.5.1.4 学校組織文化における協働構築 

学校組織文化における阻害要因の解決策は，同僚性の回復による協働構築である。 

教員は問題を抱えたまま他の教員と問題を共有することなくストレスと多忙を抱えてい

る。教員はその職務の特徴（個業性）から個人主義的傾向が強く，コミュニケーションが

取り難い状況である。これを解決するには，空き時間等で交わされるちょっとした会話で
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情報交換するインフォーマルなコミュニケーションの推進である 161）。職員会議によるフォ

ーマルなコミュニケーションより，個人的な人間関係によるインフォーマルなコミュニケ

ーションが組織の人間関係に大きく作用する 162）。インフォーマルなコミュニケーションが

教員間の同僚性を回復し協働を構築する。インフォーマルなコミュニケーションでは，お

互いに，学校，学級，自分の問題の原因は何なのか自分の考えていることを明らかにし，

自身の固定観念を自覚し，振り返りながら会話をし，固定観念を変えるきっかけとするこ

とが重要である（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，シス

テム思考の実践）。このような省察的な対話（メンタル・モデル，チーム学習，システム思

考の実践）が，同僚性を回復し協働構築は期待される（Ⅲ章：3.1.1.4，3.1.1.8 参照）。 

 

4.5.1.5 学校組織の自立性における協働構築 

教育施策の実質的な制度面の整備と各学校の現状が加味された教育施策が求められる

（Ⅲ章：3.1.1.5，3.1.1.8 参照）。このことは，学校組織内では対応できない。 

 

4.5.1.6 学校組織における教員の自律性における協働構築 

教員の自律性を確立するためには，適切な教員評価が求められるが，現行の教員評価は，

評価の低い教員を学校から排除するという管理体制の強化となっている。しかし，教員評

価の目的は，評価の低い教員を学校から排除することではなく，その評価を用いて教員の

資質を上げること，教員の学びのためのものである。そのためには，教員の教育活動の目

標達成を阻害する学校内外にある多くの要因を取り除き，継続して教員の資質を上げるこ

とができる環境を整備することが重要である 163）。つまり，教員が自身の資質を上げるため

に学び続けることのできる環境の整備が求められる。また，現行の教員評価の指標は，児

童の学力調査の結果となっていることが多いため，教育活動を適切に評価するための指標

が求められる。適切な指標で教員評価をすることで，教員評価で教員を排除するという管

理体制を改善する。具体的には，教員の教育活動の教育全体への貢献度（目標達成度），つ

まり，教員の編成した教育課程の教育全体への貢献度と児童生徒が学習によりどれだけ伸

びたかを評価（目標達成度の評価）することが重要である。真の教員評価をするには，目

前の児童生徒，学校，家庭，地域の現状に合致した教育課程を自ら考え，心から望むもの

を編成する必要がある。つまり，思考停止を脱し，思考を回復することである。そのため

には，法的な拘束力を持つ学習指導要領に従う画一化・標準化された他律的な教育課程編

成の現状の見直しが求められる。実際，学習指導要領には地域の実情に合わせるように書

かれており，教員が自律的に作成することは可能である。つまり，教員は教育課程の編成

権を持つため，教員が自律的に，地域，家庭，学校，児童生徒に適合した教育課程を自ら

考え編成し，実践する 164）ことである。このことを実践することで，教員評価が教員の教育

活動への実質的な評価に変わり，教員の管理体制の改善となると考えられる。 

自校に合った教育課程を自律的に編成するに当たり， 5 つのディシプリンを統合的に実
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践する具体的な方法は以下のようになる。まず，教員一人ひとりが，目前の児童生徒の目

指す学力や学びと児童生徒の現状との乖離から児童生徒の教育課題を明らかにする（自己

マスタリー，メンタル・モデル，システム思考の実践）。次に，他の教員の意見も注意深く

聴き柔軟に取り入れ，児童生徒の教育課題に対する自分の今までの思い込みや固定観念を

乗り越えることである（メンタル・モデル，共有ビジョン，チーム学習，システム思考の

実践）。教育課題を明らかにする時に，学校組織を超えた教育組織の観点から理解し（シス

テム思考の実践），目前の児童生徒に適した教育課程を編成することが重要である。この教

育課程における目標達成度を評価することが実質的な教員評価となり，管理体制が改善さ

れ，教員間の関係性が開かれ，協働が構築される。さらに，目前の児童生徒に適した教育

課程を編成する過程を通し，教員の教育に対する知識・理解が深まり，教員の資質も向上

し，教員のやる気も高まる。教員がこのような「学習」をすること，この「学習」が組織

内で波及することで，教員間に協働が構築される。この教育課程編成時に司書教諭が参画

することで教員と司書教諭の協働も生まれる。 

また，教員評価は，授業改善，学校改善が目的でもあり 165），目的達成のための一つの手

段としての施策である 166）。しかし，教員評価が目的達成のための手段でなく目的となって

いる状況が見受けられる。その結果，目的の意図は失われ，目的は達成されない。教員評

価は，手段であり，教員は目的を理解した上でその結果を授業改善，学校改善に活用する

ことが求められる。 

一方，センゲは，教員評価について，教員評価が教員の「学習」を阻害していると指摘

している。しかし，評価自体を否定しているのではなく，評価の在り方を問題としており，

“評価の在り方を，Check（調査）ではなく Study（学習：資質向上）とすることが重要で

ある”と述べている。つまり，学校が「学習する組織」に変革されるには，教員評価の在

り方を「調査」から「学習：資質向上」にするということが重要であり，それはゴール・

フリーの評価（goal-free evaluation）を指している。ゴール・フリーの評価とは，目標に

基づく評価だけにとらわれず，さまざまなニーズを評価することである 167）。このゴール・

フリーによる評価は教員評価だけでなく，他の評価においても活用されることが期待され

ている 168）。すなわち，教員評価における評価指標は，他人の作ったものや目標だけに基づ

くものではなく，教員自身が作った，教員のニーズに基づく評価指標で評価することが重

要である。そのためには，教員は教育の現状を認識し，人生で最も生み出したいと考える

教育のビジョンを目標に取り込み（自己マスタリー，システム思考の実践），自身の教育に

対するニーズを評価項目とすることである 169）。この時に，他の教員の意見も聞き，自分の

思い込みや固定観念を乗り越えることが求められる（メンタル・モデル，チーム学習，シ

ステム思考の実践）。評価指標を自分自身で設定し，授業を実践し，ゴール・フリーの考え

方を取り入れた自己評価するという教員評価が求められる。このような評価過程を通し，

教員は学習し，教員の資質は向上され，この評価過程を通して教員間の協働構築が期待さ

れる（Ⅲ章：3.1.1.5，3.1.1.6，3.1.1.8 参照）。 
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4.5.1.7「チーム学校」における協働構築 

「チーム学校」として教員と専門職の協働構築には，学校組織の職務体制として，教員

の増員，専門職員の正規雇用と学校組織の職務分担として，専門職の専門性の理解，専門

職の教育活動への参画が求められる。すなわち，多様な専門職を教員と同様の職務体制，

同様の職務分担で，学校に配備し，「チーム」で学校の課題に対応することが重要である。

「チーム」を教員と専門職が構築するに当たり，5 つのディシプリンを実践する具体的な方

法は以下のとおりである。まず，教員と専門職は共に，心から望む理想の「チーム」の構

築に関心を向け，現実の「チーム」との違いを見究め，「チーム」の構築における課題を明

らかにする（自己マスタリー，共有ビジョン，システム思考の実践）。次に，「チーム」内

のさまざまな課題について教員と専門職の意見の相違点や類似点をオープンに話し合い，

他の教員や専門職の意見もよく聴き柔軟に取り入れる（メンタル・モデル，チーム学習，

システム思考の実践）。「チーム」構築における課題を学校教育全体の観点から考え，主体

的・自律的に理想の「チーム」を構築する（システム思考の実践）。今まで教員が一身に背

負っていた学校の課題を「チーム」で担うことで，教員に時間的，精神的な余裕が生まれ

るようになる。この過程を通して，教員間，教員と専門職間の関係性が開かれ協働が生ま

れる。学校図書館組織構成員も専門職として「チーム」の一員となることで教員との協働

構築が期待される。 

教員と専門職間の協働のパターンは専門性協働であり，教員と専門職には相互理解の難

しさ，意思疎通の難しさがある。この課題を克服するには，互いに，自分の思考様式と行

動様式を探求すること（自己マスタリー，メンタル・モデル，システム思考の実践）であ

り，今までのメンタル・モデルを乗り越え新しいメンタル・モデルを構築することが重要

である。その後，教員と専門職は，コミュニケーションを取りながら思考様式と行動様式

を変革すること（共有ビジョン，チーム学習，システム思考の実践）で，教員と専門職に

協働が構築される。協働が構築されるには，相互に排他的ではなく包摂的な関係，相互の

信頼関係が求められる。この信頼関係を生じさせるには互いに敬意を払うことが前提とな

る 170）。 

以上のように教員と専門職が 5 つのディシプリンを実践することで「チーム」内に協働

構築が期待される。また，協働を通して課題に取り組むことで，教員の協働の阻害要因で

ある多忙を効果的・創造的に改善できる 171）。このような学校組織では，一人ひとりが，思

考様式を変え，行動様式を変革し，個人の能力を最大限に生かし，教育実践を革新し，先

導し，それぞれの学校の強みを伸ばす原動力になっている 172）。その結果，協調的・開放的・

積極的な組織開発（Organization Development: OD）173）が実現した組織となることが期

待される。 

教員と専門職が協働するには，教員の多忙の改善以外にも意義がある。教員と異なる知

見や知識を持つ専門職が教員と協働し児童生徒に接することで，それぞれの足りないとこ
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ろを相互にカバーし合い，多様な児童生徒一人ひとりに応じた教育が可能となる。このこ

とは，児童生徒にとっても大きなメリットである。 

一方，学校組織外に目を向けてみると，近年，教育行政において，中央教育審議会から

二つの答申 174）175）が出されている。これらは，学校組織の在り方や業務の在り方の見直し，

学校の働き方改革の実現として「チームとしての学校」の構築の重要性を提言している。

これらの提言を受け，今後，多くの学校において「チームとしての学校」は推進されてい

くと考えられる。また，「チームとしての学校」の実現に向けた具体的な方法は，同答申に，

教職員の勤務時間管理及び業務改善の促進，専門スタッフ配置の促進，学校の指導・運営

体制の強化充実の 3 点が挙げられている 176）が，教職員がどのように考え（思考様式の変

化）どのように行動したらよいのか（行動様式の変革）の具体的な記述は欠けている。（Ⅲ

章：3.1.1.7，3.1.1.8 参照）。 

 

4.5.2 学校図書館組織内の協働構築における 5 つのディシプリンの総合的実践法 

 学校図書館組織内の協働構築の阻害要因を，Ⅲ章において，まず，協働における観点を 6

点挙げ（協働のパターン，職務体制（司書教諭と学校司書），職務分担，学校図書館組織文

化，学校図書館組織の自立と組織構成員の自律，経営概念及び組織概念の不足）検討した。

次に，この阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにした。本章では，Ⅲ章で明ら

かにされた協働を構築する方法を具体化するために，5 つのディシプリンを総合的に実践す

る方法を具体的に提示する。 

 

4.5.2.1 学校図書館組織内の協働のパターンにおける協働構築 

司書教諭と学校司書が互いに理解し合うことができるようなシステムが導入されること，

互いの専門性を理解すること，両者のコミュニケーションを活性化することで協働構築は

可能となる。司書教諭は担任を兼任しており，学校図書館に不在のことが多い。一方，学

校司書は非常勤・非正規という限られた職務体制の現状であるため，両者が共にいること

が難しく，互いの専門性を理解することは非常に困難である。このような中，互いの専門

性を理解するには，相手と省察的な対話（メンタル・モデル，チーム学校，システム思考

の実践）をすることで，相手に対する固定観念を乗り越え，相手との相互関係を理解する

こと（システム思考の実践）が重要である。このような実践をすることで，両者の相互理

解が進み，両者間に協働構築が期待される（Ⅲ章：3.1.2.1，3.1.2.7 参照）。 

 

4.5.2.2 学校図書館組織の職務体制における協働構築 

職務体制の不備は，学校図書館内の協働構築において，最大の阻害要因である。この阻

害要因を抑制するには，司書教諭の専任及び全校発令，学校司書の常勤・正規雇用及び資

格要件を明らかにすることが求められる。しかし，職務体制を整えるには，教育行政（国，

地方自治体）と学校の制度的支援システム（予算，学校規模等）が必要であり，両者の職
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務体制を整えることは難しい。その対策として，司書教諭の時間確保，数名の教員を図書

館担当教員とすること及び，学校司書と合同の継続的な研修が求められる。このような対

策の実現は多忙な教員の状況，学校司書の勤務状況から難しいことが予想される。それぞ

れの学校の職務体制に合致した協働構築方法として，5 つのディシプリンを総合的に実践し，

相互理解を進めることが両者の協働構築に有効である（Ⅲ章：3.1.2.2，3.1.2.7 参照）。 

 

4.5.2.3 学校図書館組織の職務分担における協働構築 

学校図書館法において，司書教諭と学校司書の専門性について以下のように記されてい

る。司書教諭は，“学校図書館の専門的職務を掌る”とされ，学校司書は，“専門的知識及

び技能を必要とする（付則）”とあり，両者共に専門性が求められている。司書教諭は，司

書教諭資格制度が確立しているが，学校司書は，資格制度がなく，その専門性は具体的に

は触れられていない 177）ため，両者の職務内容を明らかにすることは困難であり，職務分担

を明確にすることはできない。学校図書館組織内において，司書教諭と学校司書が協働す

るには，職務内容を明らかにし，職務分担を明確にする必要があるが，以上のような現状

であり，協働構築は難しい。このような状況の中，「学校図書館の整備充実に関する調査研

究協力者会議（文部科学省）」が「これからの学校図書館の整備充実について（報告）」を

示し，この中に学校司書モデルカリキュラム 178）を提案し，学校司書の専門性の育成が期待

されている。しかし，これは資格制度ではなく，これを受講するだけでは学校図書館現場

での学校司書の専門性は保証されない。このような中，両者の専門性を明らかにし，協働

を構築するには司書教諭及び学校司書に対する継続的な研修が欠かせない。司書教諭向け

研修，学校司書向け研修だけでなく，両者合同の研修で，両者の専門性を明らかにし，ど

のように協働したら良いかを具体的に学べる機会を設けることが重要である。（Ⅳ章：

4.5.3.6 参照）。 

以上のように，両者の職務分担が曖昧な中，司書教諭と学校司書が協働するためには，

研修等において，お互いの専門性に関して話し合い，現状の職務体制に合った職務分担を

両者が納得した上で明らかにする（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，

チーム学習，システム思考の実践）必要がある。このように，両者がお互いに 5 つのディ

シプリンを実践することで理解し合い，互いの職務内容を明確にし，学校図書館組織にお

いて，両者が合致して業務を実施することで協働構築が期待される（Ⅲ章：3.1.2.3，3.1.2.7

参照）。 

 

4.5.2.4 学校図書館組織文化における協働構築 

学校図書館組織文化の特徴は，司書教諭と学校司書の異なる職種による暗黙の上下関係

と力関係（パワー・ポリティクス）が存在することである。これが，両者の協働構築の阻

害要因となっている。この要因の改善のため，学校図書館組織構成員が実践する 5 つのデ

ィシプリンの具体的な方法を以下に示す。 
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パワー・ポリティクスとは，“対人関係や部門間で影響力を競い合うことであり，保有し

ている資源の大きさがその影響の度合いを決めることが多い”179）。学校図書館組織におい

て資源の多い司書教諭はそれを基にパワーを行使し，資源の少ない学校司書はパワーを大

きくすることで自分の思いを実現しようとするため，ポリティクス（駆け引き）が存在す

る。このような中，協働を構築するには，“学校司書はコミュニケーションを通して司書教

諭に意思伝達することでパワーを得ることが必要となる。しかし，学校司書は，非常勤・

非正規という職務体制の特徴から立場が弱くコミュニケーションを控えることも多い”180）。

司書教諭と学校司書が協働できるような学校図書館組織となるには，パワー・ポリティク

スを軽くし学校図書館組織内で省察的な対話（メンタル・モデル，チーム学習，システム

思考の実践）が活発に行われやすい組織に変えることである。 

まず，両者が心から望む理想の学校図書館に関心を向け，現実の学校図書館との違いを

具体的に挙げる（自己マスタリー，メンタル・モデル，システム思考の実践）。次に，それ

ぞれの学校図書館に関する考え方の相違点や類似点をオープンに話し合い，互いに新しい

考え方を学び，学校図書館に対する見方の違いを注意深く聴き，柔軟に取り入れる（共有

ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。この時に，両者で学校

図書館の課題を，学校図書館組織内外，学校組織内外に視点を移し，学校図書館について

考えることが大切である（システム思考の実践）。このように，5 つのディシプリンを総合

的に実践することにより，両者の相互理解が進み，包摂的な関係が生じ，パワー・ポリテ

ィクスが緩和される。その結果，コミュニケーションが推進され，協働構築が期待される

（Ⅲ章：3.1.2.4，3.1.2.7 参照）。 

 

4.5.2.5 学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律における協働構築 

 学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律は，歴史的な背景，教員の学校図書館に関

する意義や重要性の認識不足，学校図書館の職務体制の不備等があり，そのどちらも欠け

ており，協働構築の阻害要因となっている。この阻害要因を抑制するには，教員が学校図

書館組織や組織構成員の意義や重要性を認識することで，教員の学校図書館活用の実践を

積み重ねていくことが求められる。教員が学校図書館組織や組織構成員の意義や重要性を

認識し学校図書館活用を実践する時に，司書教諭は学校組織及び学校図書館組織において

リーダーシップを発揮することが重要である。この時に司書教諭は教員と学校図書館組織

や組織構成員の意義や重要性について省察的な対話をもち（メンタル・モデル，チーム学

習，システム思考の実践），学校図書館活用の方向性を両者の合致で決めることが必要であ

る（自己マスタリー，共有ビジョンの実践）。また，司書教諭は，教員向けに校内研修を学

校図書館において立ち上げ，学校図書館の意義や重要性を伝えることも有効である。研修

における 5 つのディシプリンの総合的実践方法は後述する（Ⅲ章：3.1.2.5，3.1.2.7，Ⅳ章：

4.5.3.6 参照）。 
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4.5.2.6 学校図書館の経営概念及び組織概念における協働構築 

 学校組織構成員に，学校図書館の経営概念及び組織概念に関する認識が乏しく，協働構

築に関する意識が低い現状である。そのため，これらの概念を研修等で学ぶ必要がある。

一方，学校図書館の研究者には，経営概念及び組織概念を有した研究が求められる（Ⅲ章：

3.1.2.5 参照）。研修と 5 つのディシプリンの総合的実践法は後述する（Ⅳ章：4.5.3.6 参照）。 

 

4.5.3 教員と学校図書館組織構成員の協働構築における 5 つのディシプリンの総合的実践

法 

教員と学校図書館組織構成員の協働構築の阻害要因を，Ⅲ章において，協働における観

点を 7 点挙げ（協働のパターン，学校組織の職務体制：司書教諭の処遇，学校組織の職務

分担（校務分掌），教員文化，学校図書館組織の職務体制，学校図書館組織の職務分担，学

校図書館組織の自立と組織構成員の自律），検討した。次に，この阻害要因を抑制し協働を

構築する方法を明らかにした。本章では，Ⅲ章で明らかにされた協働を構築する方法を具

体化するために，5 つのディシプリンを総合的に実践する方法を具体的に提示する。 

 

4.5.3.1 教員と学校図書館組織構成員の協働のパターンにおける協働構築 

学校組織内と学校図書館組織内の協働において，司書教諭は教員と専門職の 2 つの立場

を兼任しているため，教員との協働（学校組織内），学校司書との協働（学校図書館組織内）

それぞれにおいて教員と専門職の 2 つの立場を取ることがある。教員の学校図書館活用の

支援には，教員との協働と同時に学校司書との協働が起こり，それぞれの協働において司

書教諭は教員と専門職の 2 つの立場を取り得るため協働のパターンが非常に複雑である。

例えば，司書教諭は専門職の立場で他の教員と協働しつつ，同時に教員の立場で学校司書

とも協働する場合，教員の立場で他の教員と協働しつつ，専門職の立場で学校司書とも協

働する場合がある（Ⅰ章：表 1-4，表 1-5 参照）。 

 以上のように，教員と学校図書館組織構成員の協働，学校図書館組織内協働は，司書教

諭の立ち位置により，均質性協働，専門性協働の双方が現れ，複雑であるが，それぞれの

協働は，司書教諭の立ち位置により難しくもなり容易にもなる（Ⅲ章：3.1.3.1，3.1.3.8 参

照）。互いの専門性を理解することが難しい専門性協働の場合は，両者が互いに理解し合う

ためのコミュニケーションの推進が鍵となるため，5 つのディシプリンを総合的に実践する

両者合同の研修の導入が協働の構築に有効である。研修における 5 つのディシプリンの総

合的実践方法は後述する（Ⅳ章：4.5.3.6）。（Ⅲ章：3.1.3.1，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.1.1，4.5.2.1

参照）。 

 

4.5.3.2 学校組織の職務体制（司書教諭の処遇）における協働構築 

司書教諭の処遇が教員と司書教諭の協働構築の阻害要因となっている。このような中，

協働を構築するには，司書教諭を学校組織の要としての職位である主幹教諭・教務主任や
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学校図書館長に位置付けることである。司書教諭を主幹教諭・教務主任や学校図書館長と

することで，学校組織内でリーダーシップを発揮することが可能となり，教員に認知され

やすくなる。その結果，教員の司書教諭及び学校図書館活用に関する理解が進み，学校図

書館活用の意欲が喚起され，学校図書館を活用することが期待される。この過程を通して

協働が構築される。司書教諭は，学校図書館を活用する主体である教員に，学校図書館活

用に関する教員の意識（固定観念：学校図書館活用に対するネガティブな意識等）を聞き

出し，学校図書館活用に関する共通認識を新たに作り出すことで，教員は学校図書館に対

するネガティブな固定観念がポジティブに変化するきっかけとなる（メンタル・モデル，

チーム学習，システム思考の実践）。さらに，司書教諭は教員と学校図書館活用を提案する

ようなコミュニケーションを実施（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，

チーム学習，システム思考）することで，学校図書館活用に対するポジティブな認識を共

有する。このことを通じ，司書教諭は教員の信頼を得，学校図書館活用の支援が求められ

るようになる。これらの過程を経ることで，協働構築は期待される（Ⅲ章：3.1.1.2，3.1.3.2，

3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.1.2 参照）。 

 

4.5.3.3 学校組織の職務分担（校務分掌）における協働構築 

 校務分掌上に学校図書館経営組織及び学校図書館運営組織を独立して位置付けることが

重要である。学校図書館経営組織には，管理職，教務主任，研究主任，学年主任，司書教

諭等を充て，学校図書館運営組織には，司書教諭，学校司書を充てる。つまり，学校経営

と学校図書館経営の連携が密になるような適任者を学校図書館経営組織及び運営組織の組

織構成員として選ぶことが重要である。学校組織に，学校図書館経営組織及び運営組織を

位置付けた後，教員の学校図書館活用を推進するには，司書教諭のリーダーシップの発揮

が求められる。さらに，全教員がそれぞれの立場において，常に学校図書館に関心を持ち

直接・間接にその運営に参加できる体制が確立されることが重要である。学校図書館運営

組織は，教職員や児童生徒の要望や意見が反映される開かれた組織体制にすることも必要

である。これらの実践の過程で協働構築が期待される（Ⅲ章：3.1.3.3，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.1.3

参照）。 

 

4.5.3.4 教員文化における協働構築 

個業性によるネガティブでクローズドな教員文化のため，教員は教員の中に専門職とし

ての司書教諭を受け入れがたい傾向がある。協働構築には，この傾向からの脱出が望まれ

る。そのためには，同僚性の回復と教員による司書教諭の有用性の理解が求められる。 

同僚性の回復のためには，インフォーマルなコミュニケーションが重要である。教員は

問題を抱えたまま他の教員と共有することなくストレスと多忙を抱えている。教員はその

職務の特徴（個業性）から個人主義的傾向が強く，コミュニケーションが取り難い現状で

ある。これを解決するには，空き時間等で交わされるちょっとした会話で情報交換するイ
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ンフォーマルなコミュニケーションが重要である 181）。職員会議によるフォーマルなコミュ

ニケーションより，個人的な人間関係によるインフォーマルなコミュニケーションが人間

関係に大きく作用する 182）。インフォーマルなコミュニケーションが教員間の人間関係を変

え，同僚性を回復し協働の構築へと進む。インフォーマルなコミュニケーションをとる時

は，お互いに，学校，学級，自分の問題の原因は何なのか自分の考えていることを明らか

にし，自身の固定観念を振り返りながら会話をし，固定観念を変えるきっかけとすること

が重要である（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システ

ム思考の実践）（Ⅳ章：4.5.1.4 参照）。 

一方，司書教諭の有用性の理解には，全ての教員が何かしら学校図書館に関わるという

学校図書館の運営，つまり，組織的な運営体制を構築することが有効である。これらを通

し，双方向での理解が進み，フォーマル及びインフォーマルなコミュニケーションが推進

され，協働構築が期待される（Ⅲ章：3.1.3.4，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.1.4 参照）。 

 

4.5.3.5 学校図書館組織の職務体制における協働構築 

 教員に学校図書館及び学校図書館活用が認知されるためには，まず，司書教諭と学校司

書の職務体制の整備（専任司書教諭，常勤・正規学校司書）が求められる。その上で，司

書教諭を学校組織の要としての職位（主幹教諭，教務主任）に位置付けることも重要であ

る。その結果，学校図書館活用の推進，協働構築の推進，学校図書館の自立へつながる（Ⅳ

章：4.5.3.2 参照）。 

 教員と学校図書館組織構成員の協働の阻害要因の中で学校図書館組織構成員の不在が一

番の要因であるが，学校図書館組織構成員の職務体制を整えるのは教育委員会からの支援

が必要であり，学校が独自でその不在を解消するのは困難である。学校図書館組織構成員

不在の理由は，学校図書館法において，小規模校（11 学級以下の学校）で発令義務がない，

司書教諭資格を持った教員がいない等が挙げられる。こうした学校においては，全教員が

学校図書館に関わる経営をすることが望まれる。つまり，学校図書館活用における学校組

織内での協働構築となる。校務分掌で学校図書館担当者となった教員が，他の教員とコミ

ュニケーションをとる時に，省察的な対話をすること（自己マスタリー，共有ビジョン，

メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践），全教員向けの学校図書館活用に関

する研修を実施することが求められる。研修における 5 つのディシプリンを総合的に実践

する方法は後述する（Ⅳ章：4.5.3.6）。この実践の過程において，他の教員は学校図書館活

用について認識を深めることで，学校図書館運営に関わることが期待される。つまり，教

員と学校図書館担当教員に協働構築が期待される（Ⅲ章：3.1.3.5，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.2.2

参照）。 

 

4.5.3.6 学校図書館組織の職務分担における協働構築 

学校図書館組織の職務分担は，司書教諭は資格制度あり，学校司書は資格制度なしとい
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う両者の資格制度の在り方が異なり，両者の専門性と職務内容は曖昧である。そのため，

職務分担を明らかにすることは非常に困難である。このことが，協働の阻害要因となって

おり，これを解消するには，学校司書の資格制度の確立が求められるが，実現は難しい。

そのため，本研究では，現状の資格制度を基に論考する。このような中，両者の職務分担

を明確にするには，両者の職務内容を明らかにし，学校組織内で認知されるようにする必

要がある。そのためには，両者の職務内容を明確にすることのできる研修を学校図書館組

織内だけでなく，学校組織内で行うことが有効である。以下に 3 つの協働構築ごとに具体

的に示す。 

まず，学校組織内の研修は，司書教諭が，研修講師を務める必要があるが，講師を外部

から呼んできて実施する「一過性の研修」が多い現状である。その理由は，司書教諭は担

任兼任であるため，時間的に余裕がなく，講師を務めるための学校図書館活用経験や他の

教員の学校図書館活用の支援経験が少なく，研修の準備等が達せられない。そのため，外

部講師を依頼していることが多い。外部講師は，時間に来て時間で帰るのが現状であり，

教員の知識レベル，児童生徒の指導における課題，学校の現状等を知らずに研修を実施し

ている場合が少なくない。さらに，講師や研修参加者が振り返りに積極的に参加する時間

を割くことは滅多にない。その結果，研修で講師が参加者の声を聞くことも，話し合うこ

ともない。このような，「一過性の研修」では児童生徒に実践できる技術まで学ぶことが少

ないため，研修参加者は今まで通りの「やり方」に戻り，改善につながらない。「継続性の

ある研修」を実施するには，このような研修を変えることが求められる。具体的には，研

修の講師は，研修参加教員の既存の知識を考慮し，教員の直面している課題に対し即応用

できる改善方法を提案できるような研修を実施する必要がある。つまり，研修講師は，研

修校の背景をよく知り，直ぐに応用できる実践的な知識・スキルを提供できる人材である

ことが望まれる。一方，各学校では，研修講師を外部講師に頼るだけでなく，内部の司書

教諭，教員や管理職が研修講師となり，自校の課題や間違いを指摘し誰かを非難するので

はなく，教職員全員の協働を通して解決するような研修を実施する。このような研修を実

施することで現状に即した研修となる。研修において，教員は，自分の個人的なビジョン

と現状についての明確な違いを把握し（自己マスタリーの実践），自分の信じていることに

囚われず他の教員と省察的な対話を続けることで共有のビジョンを構築する（メンタル・

モデル，共有ビジョン，システム思考の実践）。つまり，普段は「個業」である教員が，こ

のような研修はを受けることで，どうすれば他の教職員と協働できるのかを学べる機会と

なる（チーム学習の実践）。また，学年，学科という境界を越えて児童生徒をどのように育

てたいか，そのためには何が必要なのかを話し合う機会ともなる（システム思考の実践）183）。

このような「内省的，生成的な研修」は，相互に学ぶものであり，協働して仕事をする方

法を提供し，学校の改善能力を向上させる。このような研修を実践できる学校には協働が

構築される 184）。 

次に，学校図書館組織内の研修は，研修参加者（司書教諭と学校司書）が 5 つのディシ
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プリンを実践することで，両者の専門性の理解も進み，両者の課題であるパワー・ポリテ

ィクスが軽減される。 

最後に，教員と学校図書館組織構成員の研修について述べる。教員と学校図書館構成員

の研修の課題は，教員の学校図書館活用に対するニーズ不足が挙げられる。このような教

員に対し，学校図書館組織構成員による学校図書館活用の研修を実施することが有効であ

る。個人として仕事をする教員（個業）にとり，学校図書館組織構成員との協働が必要と

なるような学校図書館活用のニーズをどうしたら得られるかを考慮することが重要となる。

つまり，学校図書館組織構成員は，以上のことを考慮した研修を企画する必要がある 185）。

しかし，現状は，外部講師や学校図書館組織構成員から「学校図書館の理念，学校図書館

活用の在り方等」を聞くだけの一方向の研修（講義型の研修）が少なくない。つまり，講

義型の一方向型の研修では，教員と学校図書館組織構成員との学校図書館活用の認知・共

有及び，教員の学校図書館活用のニーズに結びつかず，協働を学ぶ研修にならない。その

改善方法として，教員も学校図書館組織構成員も共に学ぶ双方向型・演習型の研修を計画

することである。研修の参加者一人ひとりが 5 つのディシプリンを総合的に実践し，教員

と学校図書館組織構成員共に学校図書館活用に対する思考様式の変化，行動様式の変革が

起こるものとする必要がある。以下に研修における 5 つのディシプリンの総合的実践方法

を具体的に記す。 

第一に，教員と学校図書館組織構成員は，学校図書館活用に対して自分自身が心から望

む個人的なビジョンを明確にし，そのビジョンと現状との乖離から課題を明確に持つこと

である（自己マスタリー，メンタル・モデル，システム思考の実践）。第二に，学校図書館

活用についてそれぞれが信じていることは何か，学校図書館活用の成果は学校教育にどう

関わるか，学校図書館活用は全ての教科，教材を横断的に検討できるか，学校図書館活用

をうまく児童生徒に教えるにはどうするか，教えるために何ができるか，教員研修を最善

の形で組織するにはどうすれば良いのか，教員と学校図書館組織構成員は学校や学校図書

館から何を必要としているか等個人の考え（思い込み，固定概念）を知ることである（自

己マスタリー，メンタル・モデル，システム思考の実践）。特に，教員は自分の信じている

ことから足を踏み出すことが苦手なため，研修では，教員と学校図書館組織構成員で注意

深い内省的な会話，省察的な対話を続け，学校図書館がどのように発展していくべきかの

見解を参加者全員で生み出すような話し合いを持つことが必要である（共有ビジョン，メ

ンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。研修は省察的な対話を実践する有意

な場である。また，教員は，学級，学年，教科の領域を超えたコミュニケーションが不足

している現状がある。研修は，コミュニケーション不足を超え，「学校教育に学校図書館を

どう活用し，児童生徒をどう伸ばしたいか，そのためにはどのような支援が必要か等」に

ついて，対話しあえるプロセスを提供することができる（メンタル・モデル，チーム学習，

システム思考の実践）。両組織構成員は個人の既に持っている学校図書館活用についての知

識を共有し，議論するために，新しい情報を研修で得，それを教育現場で実践し，学校教
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育における学校図書館活用の貢献について検証し，比較し，次の研修につなげる。このこ

とで研修は，一過性のものでなく継続性のあるものとなり，学校内で引き継がれていく 186）。

研修を終えたあと教員は実際に学校図書館活用の何に取り組み始めるか（研修時に参加者

に教育現場に戻った時に学校図書館活用の何を実践しようとするかニーズを尋ねておく必

要がある）を評価すること，ゴール・フリーの評価（Ⅳ章：4.5.1.6 参照）をすることで，

研修の成果が分かる。数か月たっても何も起こらなかった場合は永遠に何も起こらないと

推察される。つまり，その研修は失敗に終わったということである 187）。 

学校図書館活用の研修の実施によって，学校図書館活用に関する理念の認知・共有が促

され，教員の学校図書館活用への取り組みが活性化する。その結果，教員から学校図書館

組織構成員に対して学校図書館活用支援の提供，協働が求められるようになる。つまり，

研修により学校図書館活用に対する教員のニーズが喚起され，学校図書館組織構成員から

教員への専門的・適切で質の高い支援が不可欠となる。教員は学校図書館組織構成員から

の専門的・適切な質の高い支援を受けて，学校図書館活用を体験してみると，その後は意

欲的に学校図書館活用に取り組むようになり，教員の学校図書館活用はスパイラルに続く

ことになる。このような支援を実施する際，司書教諭の処遇を「主幹教諭，教務主任」と

並ぶ位置づけとして学校組織内に位置付けることは，司書教諭にはモチベーション向上，

教員には司書教諭の存在の認知につながり，教員から司書教諭への支援の依頼にも有効で

ある。このような過程を経ることで，両者間に協働構築が期待される。 

また，以前，日本の学校で頻繁に実施されていた「授業研究」も協働構築に有効である。

学校図書館活用に関する「授業研究」をする時も一方向型のものではなく双方向型のもの，

演習型のもの，思考様式の変化，行動様式の変革の起こる「授業研究」とする工夫が必要

である。授業研究で教員が協働を学ぶには，以下のようなことに注意する必要がある。授

業研究における単元計画を授業実践者である教員個人のみが考えるのではなく，教員全員

で意見を出し合い，作成し，その単元計画を共有財産にすることである。この授業研究の

評価では，実施した教員を評価する場ではなく，全教員で作成した単元計画がうまくいっ

ているのかいないかを検証する場とすることが重要である。つまり，授業研究においての

評価を，授業を実践した個人の評価とするのではなく，授業計画を共に考えた全教員の評

価とすることである。このような授業研究を蓄積していくことで「チーム学習」が構築さ

れる。つまり，組織共通のメンタル・モデルを作ることであり，この過程が「チーム学習」

である。これらが学校の習慣や伝統（学校文化）となっていれば，校長や教員の異動があ

ったとしても「チーム学習」は変わらず継続し，協働構築の学びも継続する。新しく入っ

てきた教員が協働構築を学ぶ際には，省察的に対話する能力（メンタル・モデル，チーム

学習の実践）を育成することが重要である（Ⅲ章 3.1.3.6，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.2.3 参照）。 

 

4.5.3.7 学校図書館組織の自立と組織構成員の自律における協働構築 

学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律が乏しい現状であり，協働構築の阻害要因
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である。その要因は，学校図書館組織が，学校組織の一部であり学校組織に依存し影響を

受けること，学校図書館の発展が文部科学省主導であり自主的・自立的でなかったこと，

学校図書館に関する理念の教員間での認識不足，学校図書館職務体制の不備による学校図

書館担当者の不在である。これらの要因を解決するには，学校図書館組織を学校組織に独

立して位置付けること，司書教諭がリーダーシップを発揮して教員へ学校図書館活用に関

して主体的に発信することが求められる。司書教諭が主体的に発信することで，教員の学

校図書館及び学校図書館組織構成員に対する認知が促される。その結果，学校図書館組織

及び学校図書館組織構成員の自立・自律が得られ，協働が構築される。これらを進めるた

めの教員とのコミュニケーションにおいて，5 つのディシプリンを総合的に実践することで

ある（Ⅲ章：3.1.3.7 参照）。具体的には，司書教諭は，児童生徒の学習状況とどのような学

習を児童生徒にさせたいのかを教員と話し合い，両者で共通の認識を持つ（自己マスタリ

ー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。司書教諭は教

員との共有の認識を基に，教員の編成する教育課程に関わり，学校図書館の機能や認識を

伝え，どこの単元で学校図書館を活用すれば，教員の望む教育的な効果が上がるかを省察

的に対話する（メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。このように，司書

教諭は教員に学校教育における学校図書館活用の情報を積極的に発信してゆくこと（自己

マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）が重

要である（Ⅲ章：3.1.3.7，3.1.3.8，Ⅳ章：4.5.2.5 参照）。 

 

4.6 学校図書館活用における学校図書館組織構成員の教員支援方法 

学校図書館活用における，学校図書館組織構成員による教員支援方法は，教員を自律的

な学校図書館活用実践者にするような支援方法が求められる。そのような教員支援の方法

としてプロセスコンサルテーションがある。 

 一般的な支援は，支援を求める人に対し課題解決に向けた具体的なアドバイスを行うこ

とが多い。一方，プロセスコンサルテーションは，支援を求める人が自ら考え実行できる

ような支援，つまり，自律した実践者となるまでのプロセスを同行し支援を行うことを指

す。プロセスコンサルテーションはエドガー・シャイン（Schein, Edgar H．）が示した人

的システム（human system）であり，個人及び組織を支援するための方法論である。シャ

インは，“支援する人が，支援を求める人との関係性を築くことによって，支援を求める人

は自身の内部や外部環境において生じている出来事のプロセスに気づき，理解し，それに

従った行動が出来るようになること”とプロセスコンサルテーションを定義している。こ

れは，センゲの「学習する組織論」では「システム思考」に当たる（Ⅳ章：4.2.4 参照）。ま

た，プロセスコンサルテーションは，人と人との相互理解のプロセスに焦点を当て，互い

に相手を受け入れ，互いの関係を維持し，深めることに不可欠のプロセスであり 188），協働

における人と人の理解の仕方，関係性の築き方 の考え方の方法論でもあると考えられる。 

支援を求める人は，組織内で課題を抱えており，その課題の複雑さを知り，また，所属
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する文化において，何が上手くいきそうか知っている。支援を求める人が自分で組織内の

課題を理解し，自分たちが行う解決法を深く考えてみるようにならない限り，彼らが解決

法を実行に移すことは期待できない。そのため，支援を求める人と支援者は，共に支援を

求める人の組織の状況を観察し，組織の課題は何なのかを見極め，適切な改善策を共に考

え，共に改善策を実現することを目指すことが求められる。支援者は，支援を求める人が

組織文化の中で，何が有効であるかを支援を求める人自身で見出せるように支援すること

が重要である。このような状況における支援は，まず，支援者と支援を求める人が課題の

解決や状況の改善のために，チームとして協働できるような関係を構築することも重要で

ある。支援者は，支援を求める人がこのような支援を受けられるような関係性を築くこと

が求められる 189）。有効な支援関係（協働関係）を築くには，支援者から働きかける必要が

あり，支援者がまず，変わる必要がある。そして，以下の 3 点を実行することが重要であ

る。第一に，組織の状況に内在する無知を取り除くこと，第二に，初期段階における立場

上の組織構成員間の格差を縮めること，第三に，認識された課題にとりどのような支援が

最適なのか見究めることが求められる 190）。 

シャインによるプロセスコンサルテーションを，学校図書館活用における教員支援に当

てはめてみると，支援者は，学校図書館組織構成員であり，支援を求める人は教員である。

支援者である学校図書館組織構成員は，協働構築における支援を求める教員の理解の仕方，

教員との付き合い方を知ることが重要である。協働構築（有効な支援関係の構築）には，

学校図書館組織構成員から教員に働きかける必要があり，学校図書館組織構成員自身が変

わる必要がある。そのためには，第一に，学校教育，学校図書館活用，学校組織，学校図

書館組織に内在する無知を取り除くことである（自己マスタリー，共有ビジョン，システ

ム思考の実践）。第二に，初期段階における学校図書館組織構成員と教員の立場上の格差（パ

ワー・ポリテックス）を省察的なコミュニケーションによって縮めることである（メンタ

ル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）。第三に，学校図書館活用における課題に

対し，どのような支援が最適なのか見究めることが求められる（システム思考の実践）。教

員を適切に支援するには，教員だけでなく専門職も含めた教職員との多様な協働関係を築

くことが重要である。これらを実践するに当たり，学校図書館組織構成員が実践する 5 つ

のディシプリンは，学校図書館活用のスキルに磨きをかけ（自己マスタリーの実践：自己

研鑽），省察的なコミュニケーションのスキルを進歩させる（メンタル・モデル，チーム学

習，システム思考の実践）ことである。 

 シャインは，真の協働関係を作る 7 つの原則を以下のように示している。第一に，支援

者（学校図書館組織構成員）も支援を求める人（教員）も準備ができている時に効果的な

支援が生じる。つまり，教員が学校図書館活用に関する支援の必要な時及び，学校図書館

組織に支援の準備ができている時に，効果的な支援が生じる。第二に，支援関係が公平な

ものだとみなされた時，効果的な支援が生まれる。教員と学校図書館組織構成員には暗黙

の上下関係（パワー・ポリティクス）があるためその緩和が求められる（3.1.2.4 参照）。第
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三に，支援者（学校図書館組織構成員）が適切な支援の役割を果たしている時，支援は効

果的に行われる。第四に，支援者（学校図書館組織構成員）の言動全てが人間関係の将来，

つまり，協働構築を決定づける介入である。つまり，支援者の思考様式と行動様式（自己

マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考の実践）の全

てが両者の協働構築を決定する。そのため，支援者（学校図書館組織構成員）には省察的

な対話（メンタル・モデル，チーム学習の実践）が求められる。第五に，支援者（学校図

書館組織構成員）の純粋な問いかけから始めることで効果的な支援が生じる（メンタル・

モデル，チーム学習，システム思考の実践）。第六に，課題を抱えている当事者（教員）は

支援を求める人である，つまり，支援者（学校図書館組織構成員）は支援を求める人（教

員）の課題を心から理解する必要がある（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モ

デル，チーム学習，システム思考の実践）。第七に，全ての回答を得ることはできない 191）

（Ⅰ章：1.3.3.2，Ⅲ章：3.1.3.7 参照）。支援者である学校図書館組織構成員は，以上のこと

を考慮しながら，教員との真の協働関係を 5 つのディシプリンを総合的に実践しながら築

いていくことが望まれる。 

 

4.7 まとめ：学校図書館活用における協働構築の理論と方法：センゲの「学習する組織論」

を枠組みに 

本章では，まず，学校組織に合致した協働構築のための組織論としてセンゲの「学習す

る組織論」を文献調査から選択した（研究 4）。次に，センゲの「学習する組織論」を枠組

みにⅢ章で明らかにされた協働構築方法を具体化し提示した。 

センゲの「学習する組織論」は，両組織構成員が協働を構築する方法を以下のように述

べている。協働構築するには，その組織構成員には，志を育成する能力，省察的に対話す

る能力，複雑性を理解する能力の 3 つのコア・コンピタンス（学習能力）が求められ，こ

の 3 つのコア・コンピタンス（学習能力）を育成する 5 つのディシプリンとして，自己マ

スタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考を挙げている。

これら 5 つのディシプリンは，思考様式（自己マスタリー，メンタル・モデル，システム

思考）と行動様式（共有ビジョン，チーム学習）に分けることができる。組織構成員の協

働構築には，この思考様式の変化と行動様式の変革を組織構成員一人ひとりに起こすこと

が求められている。この思考様式と行動様式は相互補完的な関係であり，5 つのディシプリ

ンは，個別に使うのではなく，総合的に使うことが必要である。 

協働構築における阻害要因の抑制方法は，両組織構成員一人ひとりがこの 5 つのディシ

プリンを総合的に実践し，自身の思考様式を変え，行動様式を変革することである。これ

が個人の「学習」である。個人の「学習」が組織内で実践され，波及することで，個人の

「学習」は他の人と分かち合うことになり，これらの過程をとおし，組織の「学習」が形

成される。その過程において教員・司書教諭・学校司書の協働が構築され，学校組織と学

校図書館組織は「学習する学校」と「学習する学校図書館」となる。 
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 「学習する学校」と「学習する学校図書館」が構築されることで，学校は以下に示すよ

うな 6 つの成果が期待される。第一に，学校組織内（教員と教員以外の専門職）と学校図

書館組織内（司書教諭と学校司書）における組織構成員間の風通しが良く，オープンに話

し合う文化が両組織内に浸透し，よく考え・聴き・話すことが習慣化している。第二に，

このように習慣化された思考様式，行動様式により，組織の目的・ビジョン・価値観が組

織構成員に共有されている。第三に，チーム及び組織全体における最適化への取り組みが

組織構成員により主体的・自律的に行われている。第四に，組織構成員は，教育環境の変

化をいち早く察知し，迅速・柔軟に対応しながらもその主となる組織の独自性が保持され

ている。第五に，高いチーム力が発揮され，それぞれがやりがいを感じて働いている。第

六に，「学習する組織」の構築は，チームや組織文化，個人間のコミュニケーションを改善

するだけでなく，財政的・戦略的な動向にも大きな効果をもたらすことが期待できる 192）。

この 6 つの成果は，学校教育，学校組織（学校図書館組織も含む）の一番の課題であり，

実現の難しい課題である「職務体制の整備」の実現を可能とし，「学校図書館の活用の推進」

にとり大きなメリットであると考えられる。 

 「学校教育の目的」は，教員が既知の知識を「児童生徒に与える」こと（知識の伝達）

ではなく，「生きる力」の育成へと転換することが求められている。その実現には，教育方

法，学習方法を構成し直すことである。まず，学校教育の主役である児童生徒は，誰かが

作ったカリキュラムを受け取るだけの存在ではなく，自らの学習に責任を持つことを学ぶ

ことである。つまり，現実のコミュニティの複雑な問題に取り組み，相互につながり合う

多様な利害関係者と関わり，多くの人との関係性を築いていくことである。この関係性を

築いていく過程，つまり，協働構築の過程を通して，児童生徒は，自身の感受性を磨きな

がら，相互依存的な世界のために能動的な主体となっていく 193）。このような児童生徒を支

援することが教員の役割であり，学校の役割であり，「学校教育の目的」である。そのため

には，教員自身が学校教育により責任を持ち，「学習」を実践し，思考停止を脱し，自ら思

考様式を変え，行動様式を変革し，学校組織内外の人と多様な協働関係を築いていくこと

が求められる。協働構築は，組織の存在意義であり，協働関係が組織と人間の関りに関す

る諸問題を生み出すことにもなる 194）。この組織構成員の協働関係は，どのような思考様式

や行動様式を持つかによって捉えられる 195）。つまり，組織の存在意義であり，組織と組織

構成員の諸問題の起因である協働構築は，組織構成員の思考様式と行動様式に委ねられて

いる。 

本章で示した協働構築の具体的な方法は，各学校の実態・状況 196）に合わせて個別にカス

タマイズすることが求められる。それぞれの学校の実態・状況は異なるため，この具体的

な方法をただ単に実践することは，複雑多様な学校の実態に応じた課題改善の方法を見失

うことになるからである。 
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・学校の施設状況に応じ，たとえ設備に多くを望みえなくとも，経営の仕方に工夫

を凝らし，それぞれの学校が「自分たちの図書館」を創る。 

2.教員や専門職の状況（人数，配置状況）。 

・組織の現状の違いを大きく分けて提案する（司書教諭発令有無，司書教諭時間確

保有無，学校司書配置の有無。学校司書に関しては勤務形態が多様なため常勤・非

常勤，直営・委託等を考慮する）。 

3.児童生徒・保護者の状況。 

4.学校を取り巻く地域社会の環境（地方の実情，経費の状況）。 
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Ⅴ章. 総合考察 

 

Ⅴ章では，まず，研究課題に対応して得られた知見について述べる。次に，研究の意義

として，学術的意義と社会的意義について述べる。次に，研究の限界と今後の課題につい

て述べる。最後に，研究の発展について述べる。 

 

5.1 研究課題に対応して得られた知見 

本研究では，学校教育において学校図書館活用を推進させ得る要因として，「学校教育に

学校図書館活用を位置付けること」に着目した。学校教育に学校図書館活用を位置付ける

とは，教員が教育方法の一つとして日常的に学校図書館を活用することである。教員が学

校図書館を活用するには，学校図書館に関する専門的な知識が必要なため，学校図書館組

織構成員（司書教諭・学校司書）からの支援が欠かせない。つまり，両者の協働が求めら

れる。そこで，研究目的を「学校教育において学校図書館の活用を推進するため，教員・

司書教諭・学校司書の協働構築の具体的な方法を組織論の視点で明らかにする」とした。

この研究目的を達成するための研究課題を 3 つ設定した。 

まず，研究課題に対応して得られた知見について研究課題ごとに述べる（図 5-1）。 
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図 5-1 研究全体の構成図 

 

研究課題 1 

学校教育における学校図書

館活用要因を検討し，協働

の現状を明らかにする 

研究課題 2 

学校と学校図書館両組織内

及び，教員と学校図書館組織

構成員の協働構築における

阻害要因を検討し，協働を構

築する方法を明らかにする 

研究課題 3 

学校組織に合致した協働を

構築する組織論を選択し，そ

の組織論を枠組みに研究課

題 2 で明らかにされた協働

構築方法を具体化する 

学校図書館活用の要因と協

働の現状を明らかにした

が，協働の実態は少なかっ

た（協働不足） 

協働構築の阻害要因を検討

し，この阻害要因を抑制し

協働を構築する方法を明ら

かにした 

センゲの学習する組織論を

枠組みに協働を構築する方

法を具体化した 

研究 1，研究 2 

学校教育における 

学校図書館活用要因と 

協働の現状 

研究 3 

3つの協働構築に 

おける阻害要因と 

協働構築方法 

研究 4 

組織論の選択と 

協働構築方法の具体化 

 

研究方法 

1.質問紙調査，面接調査 

2.ウェブアンケート調査の分析 

研究方法 

3 文献調査 

研究方法 

4 文献調査 

研究課題 得られた知見 

Ⅱ

章 
Ⅲ

章 
Ⅳ
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Ⅰ

章 序論 研究背景，先行研究，研究目的，研究課題，研究概要 

総合考察：研究課題と得られた知見，研究の意義，研究の限界と今後の課題 

Ⅴ

章 
Ⅵ

章 結論 
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5.1.1 研究課題 1 に対応して得られた知見 

学校教育における学校図書館活用の先行研究から導き出された求められる研究は，教員

の学校図書館活用の実態を詳細に検討し教員の学校図書館活用の要因を明らかにする研究，

司書教諭と学校司書の職務体制の現状と学校図書館活用を明らかにする研究，研究範囲を

学校組織と学校組織構成員まで広げた研究である。そのため，研究課題 1 を，学校教育に

おける学校図書館活用の要因を検討し，協働の現状を明らかにするとした。 

まず，教員に視点を置き，教員の学校図書館活用の意識と利用の実態を調査した。調査

対象は，学校図書館活用の努力をしている小学校 8 校（荒川区，新宿区，千葉県市川市）

の授業担当教員全員 160 名であった。その結果を学校図書館の活用度の高い教員と低い教

員に分類し，両者の学校図書館活用の意識と利用の実態の差から教員の学校図書館活用に

影響を与え得る要因を確認し，協働の現状を検討した（研究 1-調査 1：質問紙調査，調査 2：

面接調査）。次に，学校図書館組織構成員の職務体制と協働に視点を置き，国立青少年教育

振興機構による小・中・高等学校 2,000 校の教員に実施したウェブアンケート調査結果を

分析した。まず，司書教諭の時間確保の有無と学校司書の有無の職務体制の違いによる学

校図書館サービスと教員の学校図書館活用の実態を分析し，職務体制別の効果を検討し，

さらに，協働の現状を明らかにした（研究 2-調査 1：ウェブアンケート調査の分析）。次に，

教員と学校図書館担当教員の協働の実態を分析し，協働の現状を明らかにした（研究 2-調

査 2・ウェブアンケート調査の分析）。 

研究課題 1 から得られた知見は，学校図書館活用を推進し得る 8 つの要因と司書教諭時

間確保有・学校司書有の職務体制であった。さらに，協働の現状は停滞していることが明

らかになった。学校図書館活用を推進し得る 8 つの要因は，校務分掌での学校図書館担当

経験，学校図書館活用の意義・必要の実感，学校図書館に活用できる資料が揃っている，

国語・社会・総合・生活科・理科での学校図書館活用，学校図書館利用の効果的な学習展

開を心がける，学校図書館利用授業を年間授業計画に組み込む，学校図書館利用の実践例

の参照，読み聞かせ・ブックトーク等指導の工夫であった。協働の現状は，一時的・単発

的である程度簡易な協働が主であり，日常的，時間を費やす労を要する協働が少なく，そ

の結果，両者ともに学校図書館活用時における要望伝達は少なかった。すなわち，両者の

協働は停滞していることが示唆された。このような状況において，学校図書館活用を推進

し得る要因としての 8 つの要因の実践と司書教諭時間確保有・学校司書有の職務体制の整

備と協働構築が求められることを明らかにした。 

 

5.1.2 研究課題 2 に対応して得られた知見 

学校図書館活用における協働構築の先行研究から導き出された求められる研究は，学校

組織の特徴を考慮した研究，学校図書館組織構成員の職務分担を明確にする研究，協働構

築の具体的な方法を提示する研究である。そのため，研究課題 2 を，学校と学校図書館両

組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築における阻害要因を検討し，協働を
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構築する方法を明らかにするとした。 

研究方法としては，文献調査を実施した。文献調査の過程は，まず，経営論を起点に組

織論の関連文献を個別に収集し，協働の定義から協働構築の観点を検討した。次に，協働

構築の観点を基に教育学，学校図書館における協働に関する文献を個別に収集し 3 つの協

働構築（学校組織内の協働構築，学校図書館組織内の協働構築，教員と学校図書館組織構

成員の協働構築）の阻害要因を検討した。最後に，これらの文献を基に阻害要因を抑制し

協働を構築する方法を明らかにした（研究 3）。 

まず，学校組織内における協働構築の阻害要因とその抑制方法について述べる。教員と

専門職の協働パターンによる阻害要因を抑制して協働を構築する方法は，教員は専門職と

のコミュニケーションを活性化し，専門職の専門性を理解し，専門職に対する「異質性」

を解消することであった。個業型の職務体制における阻害要因を抑制し協働を構築する方

法は，教員同士のコミュニケーションを活性化して相互作用を推進することであった。鍋

蓋型組織，官僚制組織の職務分担による阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，ネット

ワーク組織へ変革することであった。学校組織文化，教員文化による阻害要因を抑制し協

働を構築する方法は，フォーマル及びインフォーマルなコミュニケーションの推進により

同僚性を回復することであった。義務教育システム（学習指導要領体制，学力調査，教員

評価）における教員の自律性の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，教員が自身の思

考停止を脱し当事者性を回復することであった。「チーム学校」における協働の阻害要因を

抑制し協働を構築する方法は，教員が専門職の職務内容を把握・分析により専門性を理解

し，その上で，専門職が本務以外の教育活動へ参加することであった。 

次に，学校図書館組織内における協働構築の阻害要因とその抑制方法について述べる。

司書教諭と学校司書の協働のパターンによる協働の阻害要因を抑制し協働を構築する方法

は，両者のコミュニケーションの活性化による相互の専門性の理解であった。司書教諭と

学校司書の職務体制による協働構築の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，職務体制

を整備することであった。両者の職務分担による阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，

それぞれの専門性を確立し，司書教諭と学校司書の専門性の違いを明確にすること，特に，

資格制度のない学校司書の資格制度を確立することと継続的な研修制度を確立することで

あった。学校図書館の組織文化による阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，コミュニ

ケーションを活性化し互いの専門性を理解することであった。学校図書館における経営概

念不足による阻害要因を抑制し協働を構築する方法としては，経営概念，組織概念を学校

図書館組織構成員が学ぶことであり，学ぶ機会（研修）の設定が必要であることであった。 

最後に，教員と学校図書館組織構成員の協働構築の阻害要因とその抑制方法について述

べる。教員と学校図書館組織構成員の協働のパターンによる協働の阻害要因を抑制し協働

を構築する方法は，両者のコミュニケーションの活性化による専門性の相互理解であった。

職務分担による教員側の阻害要因を抑制し協働を構築する方法は，校務分掌に学校図書館

組織を位置付け，全教員の間接・直接の学校図書館運営参加と司書教諭のリーダーシップ
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の発揮であった。そのためには，司書教諭の処遇を主幹教諭・教務主任又は，学校図書館

館長にすることである。司書教諭が教員に受け入れられない教員文化の阻害要因を抑制し

協働を構築する方法は，教員が司書教諭の有用性を理解すること，つまり，両者のコミュ

ニケーションが大切であった。学校図書館内の職務体制，職務分担による阻害要因を抑制

し協働を構築する方法としては，互いに専門性を明確にし，職務内容を明らかにすること

であった。また，学校図書館組織の自立及び組織構成員の自律のなさを抑制し協働を構築

する方法は，司書教諭が両組織内において，リーダーシップを発揮することにより，主体

的な活動のできる自立した組織となることであった。 

研究課題 2 から得られた知見をまとめると，組織構成員のコミュニケーション（フォー

マル，インフォーマル）の活性化による相互の専門性の理解，学校図書館組織の職務体制

の整備と専門性の明確化，司書教諭の処遇改善とリーダーシップの確立，校務分掌に学校

図書館組織を位置づける，全教員の間接・直接の学校図書館運営参加，継続的な研修制度

の確立，ネットワーク組織への転換，学校組織構成員の経営概念・組織概念の学び，教員

の思考停止を脱し当事者性と同僚性の回復の 9 点であった。これらを実践するには，組織

構成員の個人の力量や個人の取り組みでは限界があり，組織として取り組む必要があるこ

とを明らかにした。 

 

5.1.3 研究課題 3 に対応して得られた知見 

学校図書館活用における組織論応用の先行研究から導き出された求められる研究は，組

織論を応用した研究である。そのため，研究課題 3 は，学校組織に合致した組織論を選択

し，組織論を枠組みに研究課題 2 で明らかにされた協働構築の方法を具体化するとした。 

学校組織に合致した組織論を選択するには文献調査を実施した。文献調査の過程は，ま

ず，経営論を起点に組織論の関係文献を個別に収集した。次に学校と学校図書館の両組織

の特徴と両組織で活用されてきた組織論の関係文献を個別に収集し，その課題を抽出した。

最後に，両組織における組織論の課題を解消でき，かつ，両組織の特徴に合致した組織論

の関係文献を個別に収集し，センゲの「学習する組織論」を選択した（研究 4）。 

その後，センゲの「学習する組織論」を枠組みに，研究課題 2 で明らかにされた協働構

築方法を具体化した。センゲの「学習する組織論」における「学習」とは，5 つのディシプ

リン（自己マスタリー，共有ビジョン，メンタル・モデル，チーム学習，システム思考）

を組織構成員一人ひとりが総合的に実践し，自身の思考様式を変え，行動様式を変革する

ことで，3 つのコア・コンピタンス（志を育成する能力，省察的に対話する能力，複雑性を

理解する能力）を育成することである。個人の「学習」が組織内に波及することで，この

個人「学習」は他の人と分かち合うことになり，組織の「学習」が形成される。これらの

過程を通し，教員・司書教諭・学校司書に協働が構築されることを明らかにした。 

 



208 

 

5.1.4 教員・司書教諭・学校司書の協働構築 

以上，本研究における研究課題に対して得られた知見を 3 つの課題ごとに述べてきた。

得られた知見は，「学校図書館活用」に関わる学校組織構成員（教員・司書教諭・学校司書）

を主体とし，学校組織構成員一人ひとりが実践できる協働構築の方法を具体的に示し，明

らかにしたことであった。つまり，教員・司書教諭・学校司書一人ひとりが思考様式を変

化させ行動様式を変革するシステムを具体的に提示した。教員・司書教諭・学校司書が互

いに，省察的な対話をし，理解し合うことで，多くのことを共有し，協働を構築する。こ

のように，教員・司書教諭・学校司書は互いに排除することなく，包摂する関係を構築す

ることで協働は構築される。すなわち，立場の異なる人々が多様な視点を持ち，意見を出

し合い，ビジョンを共有することで，協働のきっかけを見つけ，いたるところに協働は構

築され，協働は循環する。つまり，学校組織は「教える組織」から「学習する組織」へと

変革される。学び続ける学校組織構成員一人ひとりを支援するのが学校図書館である。 

 

5.2 研究の意義 

 研究の意義を学術的意義と社会的意義の 2 つの視点で述べる。 

 

5.2.1 学術的意義 

本研究では，学校図書館研究に「組織論」を取り入れ，センゲの「学習する組織論」を

枠組みに教員・司書教諭・学校司書の協働構築方法を提示した。本研究の学術的意義は，

次の 3 つの研究領域の発展に貢献できると考えられる。 

第一に，既存の学校図書館研究で希少な理論に基づく研究を実施し，学校図書館研究に

おける理論に基づく研究と実践に貢献することが期待される。第二に，本研究による教員

と専門職の協働構築の具体的な方法の提示は，「チーム学校」の実践でもあり，教育学にお

ける協働構築の研究と実践に貢献することが期待される。第三に，本研究における教員と

学校図書館組織構成員の協働構築の具体的な方法の提示は，大学図書館における大学図書

館員と教員の協働構築，公共図書館における公共図書館内の多様な職員間の協働等他の館

種の図書館の協働構築にも応用でき，図書館情報学における協働構築の研究と実践に貢献

することが期待される。 

 

5.2.2 社会的意義 

学校教育における学校図書館活用には，授業実践者である教員に学校図書館活用に関す

る専門性が求められるため，学校図書館活用の推進には学校図書館組織構成員から教員へ

の支援を欠くことはできない。学校図書館活用における学校図書館組織構成員から教員へ

の支援は，一人ひとりの教員のニーズに応じた学校図書館サービスを充実させる必要があ

り，そのためには，学校図書館の資源（人，資料，施設設備，情報）を充実させ，学校図

書館組織構成員の専門性を高めた上で，教員と学校図書館組織構成員の協働構築が求めら
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れる。本研究は，協働を構築する理論と学校と学校図書館両組織構成員の思考様式を変え，

行動様式を変革する具体的な方法を提示した。 

社会的意義は，以下の点が考えられる。既存の学校図書館活用において，協働の重要性，

困難性は，教員・司書教諭・学校司書は認識していたが，具体的にどのように思考し，行

動すればよいのか模索している状況であった。また，学校図書館研究においてもその重要

性は認識されていたが具体的な方法の提示はされていなかった。このような状況の中，協

働構築の理論と具体的な実践方法を提示したことで，学校と学校図書館両組織構成員が実

践してみよう，行動してみよう，学習してみようといった思考の変化から行動の変革に繋

がることが期待される。さらに，学校図書館組織構成員から教員支援の質の向上も期待さ

れる。本研究は，協働構築の理論と実践，実践と理論を融合した研究である。 

 

5.3 研究の限界と今後の課題 

 本研究の限界は以下の 5 点挙げられる。 

第一に，センゲの「学習する組織論」を枠組みにした協働構築方法の提示に止まり，学

校と学校図書館両組織内及び教員と学校図書館構成員の協働構築に有効であることの検証，

つまり，センゲの「学習する組織論」による協働構築の実践校 2）の検証はできていない。 

第二に，「学校図書館活用」が両組織構成員一人ひとりの「学校教育を改善する，学校教

育で学校図書館を活用する」という自発的な強い希望やニーズに支えられる必要があり，そ

のことが前提となっている。さらに，「学校図書館活用」における支援（協働構築）が学校

教育・学校現場における教員の内発的な問題意識，改善願望であることも前提である。この

ような「学校図書館活用」における前提に関して検討していない。 

第三に，学校と学校図書館組織内及び教員と学校図書館組織構成員の協働について，学

校組織内（学校と学校図書館両組織）に限定された研究となっており，学校組織外（教育

委員会）との協働に関して言及していない。 

第四に，教職員中心の変革，教職員中心の学校観で論を進め，学校組織構成員を教職員

に限定しており，学校教育の主体である児童生徒に言及していない。センゲは学校の進化

のプロセスにおける児童生徒のリーダーシップについて以下のように述べている。“学校に

おける深く永続的な進化のプロセスにとって真の希望は，生徒たちの責務であると考えざ

るを得なくなった。生徒たちは，学校を機能させるための深い情熱を持っている。生徒た

ちは，成人とは異なる方法で未来と接続されている。生徒たちは，正規の学校教育プロセ

スでは形成されない想像力や物の見方を備えている。そして生徒たちは，自らの環境に関

与して更なる責任を担いたいと叫んでいる。このことは，生徒のリーダーシップがなけれ

ばほとんど希望がないという意味である”3）つまり，永続的な学校の進化のプロセスには児

童生徒の主体的な関わりが大きく，学校組織構成員に児童生徒を含めることが求められる。 

 第五に，本研究の研究対象が小学校に限定されており，中学校及び高等学校に関して言

及していない。なお，小学校のみを研究対象としたのは，1.4.3 で示したとおりである。 
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 研究の今後の課題は前述の研究の限界と対応している。 

 第一に，得られた知見である「協働構築方法」の有効性を検証することである。具体的

には，学校教育において，学校図書館活用が定着している学校を対象に，事前に，学校と

学校図書館の組織構成員に 5 つのディシプリンの実施状況を聞き（質問紙調査），5 つのデ

ィシプリンを 3 つ以上導入している学校を選び，面接調査を実施し，分析考察し「協働構

築方法」の有効性を明らかにすることである。「協働構築の具体的な方法」が学校と学校図

書館両組織構成員の現場感覚に合ったものであり，無理なく実践できるものか，学校と学

校図書館両組織構成員が実際に困っている学校図書館活用の課題に対して具体的に貢献で

きるものか，学校図書館活用の実践を支える存在となっているか，類似の試み（例えば，「チ

ーム学校」における協働構築）が学校及び学校図書館組織内のあちこちで生まれ，頻繁に

実践されているかの検証が求められる。 

 第二に，教員の「学校図書館活用」の前提となる「学校図書館活用」に関する教育的な

意識（ニーズ，問題意識，改善願望等）を具体的に検討することである。 

 第三に，本研究の研究範囲が学校組織内（学校と学校図書館組織）に限られていたため，

学校組織外（教育委員会）に研究範囲を広げ検討することである。 

 第四に，本研究の研究対象が学校組織内の教職員に限られていたため，学校の主体であ

る児童生徒を「学校の変革の主体」，「協働構築の主体」として位置付け，児童生徒を学校

組織構成員に含め，研究範囲を児童生徒まで広げ検討することである。 

第五に，本研究の研究対象が小学校に限られていたため，研究対象を中学校，高等学校

まで広げ検討することである。 

 

5.4 本研究の発展 

協働構築により，学校組織は「学習する学校」，学校図書館組織は「学習する学校図書館」

となる。「学習する学校」と「学習する学校図書館」では，両組織構成員の一人ひとりが学

び続け，学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員に学びのネットワ

ークが創られる。このことで，学校図書館組織構成員は，教員の学びのネットワークに参

加する。教員の学校図書館活用において，学校図書館組織構成員が教員の支援をしていく

時に，教員の学びのネットワークに参加することで，教員一人ひとりのニーズに合わせ専

門的・適切な支援の提供が可能となる。これらを通して，それぞれの学びのネットワーク

は発展していくと推測される。教員と学校図書館組織構成員の学びのネットワークが構築

されれば，それに刺激され，児童生徒にも学校図書館活用における学びのネットワークが

構築され，児童生徒は単なる知識の受け手ではなく，主体的・自律的に学校図書館を活用

し，協働で知識を生み出すようになり，5 つのディシプリンの内の幾つかを自然に実践でき

るようになる 4）。つまり，教員や学校図書館組織構成員が学ぶことで児童生徒も能動的な主

体となる。学習する教員，自己変革・向上する教員は，その姿勢自体が児童生徒にとり学

ぶ励みになることが予測される。このように，学校組織構成員が学ぶことで多様な学びの
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ネットワークが学校組織内で発展し，その結果，児童生徒を含む学校組織構成員は常に学

び続ける「生涯学習者」となる。 

 また，学校教育において学校図書館活用が推進されることで，教員の「指導案」に学校図

書館活用が載り，「授業実践報告」に学校図書館活用の授業が示されるようになる。学校図

書館が活用される時，教員は学校図書館組織構成員から支援を受け，そのことにより，教員

は司書教諭，学校司書の存在を知り，「学校図書館活用の認知」も進み，より適切な支援を

得られるようになる。そして，さまざまな教科（単元）で「指導案」を作成時に学校図書館

活用の導入を考えるようになることが期待される。「指導案」「授業実践報告」に学校図書館

活用の事例が増えていくことで，「教職課程関連図書」に学校図書館活用が載るようになり，

司書教諭課程を取らない他の学生にも学校図書館活用，司書教諭，学校司書等，「学校図書

館活用の認知」が得られることになる。このような循環が起こることで学校教育に学校図書

館活用が推進されるようになり，学校図書館活用は学校教育において特別なことではなくな

っていくことが期待される。 

このように学校と学校図書館両組織構成員に協働が構築され学校図書館活用が推進され

ることで，以下のような変化が起きると考えられる。学校組織では，研究主任，教務主任

の「学校図書館活用の認知」による研修体制の整備，研修体制の整備により校長はじめ全

教職員の共通の「学校図書館活用の認知」が進み，多様な教科学習で学校図書館が活用さ

れる。学校図書館組織内では，多様な教科学習の支援において司書教諭と学校司書の協働

が構築される。教員と学校図書館組織構成員の協働構築においては，学校図書館活用の計

画・実践・評価を両者で取り組み，両者の協働による学校図書館活用が推進される。協働

構築が推進されることで，教員が学校図書館を活用する時に感じる抵抗感（学校図書館活

用方法が分からない，学校図書館活用が面倒，時間がかかる等）が軽減し，学校図書館の

活用は推進される。「学校図書館活用の認知」が進み，学校図書館活用が推進され，この過

程を通じ，学校組織においても協働を重視する思考様式や行動様式をもつ学校文化の形成

が図られることが期待される。そして，教員を取り巻く環境が改善され，「学習する組織」

の組織体制が構築される。「学習する組織」の組織体制が構築されることで学校組織内の一

人ひとりが意欲的に主体的・自律的に「学習」に取り組み，その能力を活かすことになる。

一人ひとりの「学習」は組織内で波及し，「組織学習」となる。 

センゲは，さまざまな課題に対処できる目指すべき「学習する組織」の在り方を，“組織

のトップが「事態を読み」，他の皆がこの「大戦略家」の指示に従うという在り方では様々

な課題に対処不可能である。本当の意味で抜きんでる組織（さまざまな課題に対処できる

組織）は，あらゆるレベルのスタッフの意欲と学習能力を活かすすべを見出した組織だろ

う”5）と述べている。つまり，組織内のあらゆるレベルのスタッフ一人ひとりが意欲的に「学

習」し，その能力を活かすことができる組織体制が求められ，組織内の全ての人が学習す

ることが求められる。このような組織になるには，「学習する組織」となる組織体制の構築

が求められる。つまり，「学習する学校」における校長には，学校組織内全ての人々が継続
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的に学び続けることのできる組織体制を生み出すことが求められる。学校という環境をそ

こに関わる全ての人にとり学習の場（問い続ける場）にすることに力を傾けることにリー

ダーシップを発揮することが重要である。組織構成員の学習と組織体制の構築は相互補完

的な関係である。 

現在，学校教育において，学校図書館を活発に活用している教員や学校はまだ少ない。

教員も児童生徒も，親も地域も，まして社会では，学校図書館の存在そのものを知らない

ことが多い。教員，学校図書館組織構成員，保護者，地域や社会の人々の間に協働体制が

築かれ，「学習する社会」へと広がり，人と人の間に協働が構築されるようになれば，児童

生徒が学校で学習したことが学校だけに止まらず日々の暮らしの中で，社会の中でさまざ

まな方向に発展していくことが推察される。学校では，全組織構成員で学習しやすい環境

を整備し，その成果を学校全体，地域全体，ひいては社会全体で共有する仕組み（システ

ム）の基盤を作ることが求められる。学校が「学習する組織」となることで，学習は，学

校の周りのより大きなコミュニティに対して開かれ，教育は社会的なプロセスになる 6）。 

 「学校教育の目的」は，教員が既に知っていることを「児童生徒に与える」こと（知識

の伝達）ではなく，皆が健康で持続可能性の高い生き方をするために必要な能力を学び続

ける方法を提供すること，つまり，「生きる力」の育成へと転換することである。そのため

には，教育方法，学習方法を構成し直すことが求められる。一方，学校教育の主役である

児童生徒は，誰かが作ったカリキュラムを受け取るだけの人間を止め，自らの学習に責任

を持つことを学び，現実のコミュニティの複雑な問題に取り組み，相互につながり合う多

様な利害関係者と関わり，多くの人との関係性（協働）を築いていく。このように，児童

生徒は自身の感受性を磨きながら，相互依存的な世界のために能動的な主体となっていく 7）

ことが重要である。このような児童生徒を支援することが教員の役割であり，学校と学校

図書館の役割である。学校教育の目的，教員の役割，学校の役割を果たすためには，まず，

教員・司書教諭・学校司書が学校教育に責任を持ち，学校組織内外の人と多様な人間関係

を築くことである。組織構成員の多様な人間関係，協働関係は，どのような思考様式や行

動様式を持つかによって捉えられる 8）。つまり，教員自身が自ら思考様式を変え，行動様式

を変革すること，思考停止を脱し，多様な協働関係を築いていくことである。協働構築こ

そ，組織の存在意義であり，協働構築が組織と人間の関りに関する諸問題を生み出すこと

になる 9）。すなわち，協働構築は，学校・学校図書館の教育目的を達成するためになくては

ならないものである。 
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Ⅵ章 結論 

 

Ⅵ章では，結論として，研究課題に対応して得られた知見を示し，学校教育における教

員・司書教諭・学校司書の協働構築について考察する。 

 

6.1 研究目的と研究課題 

教員が学校図書館を活用するためには，学校図書館に関する専門的な知識が必要なため，

学校図書館組織構成員（司書教諭・学校司書）からの支援は欠かせない。つまり，両者の

協働が求められる。そこで，研究目的を「学校教育において学校図書館の活用を推進する

ため，教員・司書教諭・学校司書の協働構築の具体的な方法を組織論の視点で明らかにす

る」とした。この研究目的を達成するために 3つの課題を設定した。第一の課題は，「学校

教育における学校図書館活用の要因を検討し，協働の現状を明らかにする」とした。第二

の課題は，「学校と学校図書館両組織内及び，教員と学校図書館組織構成員の協働構築にお

ける阻害要因を検討し，阻害要因を抑制し協働を構築する方法を明らかにする」とした。

第三の課題は，「学校組織に合致した協働を構築する組織論を選択し，その組織論を枠組み

に第二の課題で明らかにされた協働構築方法を具体化する」とした。 

 

6.2 研究課題と得られた知見 

研究課題 1 では，2 つの研究を実施した。第一の研究は，教員に視点を置き，教員の学校

図書館活用の意識と利用の実態を調査し，その結果を学校図書館活用度の高い教員と低い

教員に分類し，両者の差から教員の学校図書館活用に影響を与え得る要因を検討し協働の

現状を明らかにした。第二の研究は，学校図書館担当者の職務体制に視点を置き，司書教

諭の時間確保の有無と学校司書の配置の有無の職務体制の違いによる学校図書館整備の状

況と教員の学校図書館活用の実態を分析し，職務体制別の学校図書館活用の効果と協働の

現状を明らかにした。さらに，教員と学校図書館担当教員の協働の実態を分析し，両者の

協働の現状を明らかにした。研究課題 1 で得られた知見は，学校図書館活用を推進し得る 8

つの要因，司書教諭時間確保有・学校司書有の職務体制の整備，教員と学校図書館組織構

成員の協働が求められること，の 3 点を明らかにしたことである。  

研究課題 2 では，まず，協働構築の観点を，経営論・組織論の文献調査で明らかにした。

次に，協働構築の観点ごとに文献調査を実施し，学校組織内，学校図書館組織内，教員と

学校図書館組織構成員の協働（以後 3 つの協働という）の阻害要因を明らかにした。最後

に，3 つの協働における阻害要因をそれぞれ検討し，阻害要因を抑制し協働を構築する方法

を明らかにした。研究課題 2 で得られた知見は，学校図書館の阻害要因を抑制し協働を構

築する 9 つの方法，この 9 つの方法を具体化するには，組織的な取り組みが求められるこ

と，の 2 点を明らかにしたことである。 

研究課題 3 では，まず，学校組織に合致した協働構築の組織論として，ピーター・セン
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ゲ（Senge, Peter M）の「学習する組織論」を文献調査で選択した。次に，研究課題 2 で

明らかにされた協働構築方法をセンゲの「学習する組織論」を枠組みに 3 つの協働におけ

る協働構築方法をそれぞれ具体化した。研究課題 3 で得られた知見は，「個人の学習」と「組

織の学習」の具体的な方法を 3 つの協働ごとに明らかにしたことである。 

本研究は，学校組織，学校図書館組織を「学習する組織」へと動かす，学校組織構成員

と学校図書館組織構成員の協働構築の具体的な方法をセンゲの「学習する組織論」を枠組

みに示した。学校組織を「教える組織」から「学習する組織」へと変革することで，学校

と学校図書館両組織内の立場の異なる組織構成員が多様な視点で意見を出し合いビジョン

を共有し，協働していくことのきっかけを見つけ，いたるところで協働が構築されること

が期待される。この過程を通して，協働構築が進み，協働の循環が期待される。このよう

な「学習する組織」を支援するのが学校図書館である。 

今後は，本研究の今後の課題として挙げられた 5 つの課題に対応した研究を行っていく

必要がある。 
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付録 1 Ⅱ章 研究 1（調査 1）質問紙調査調査票 

 

 

 

問１ あなたは、どの程度学校図書館へ行かれますか（該当の番号に○をつけてください） 

   １．毎日  ２．週１～２回  ３．月１～２回  ４．使わない 

 

問２ あなたは、以下の目的別にどの程度学校図書館を使われます

か（１番近いと思われる数字に○をつけてください） 

ア 児童が「調べる学習」をするため（図書館での授業） ４ ３ ２ １ 

イ 児童が読書をするため（図書館での授業） ４ ３ ２ １ 

 ウ 教材研究のため ４ ３ ２ １ 

 エ 学校図書館担当者に、調べ物の相談をするため ４ ３ ２ １ 

 オ 児童に奨める本を探すため ４ ３ ２ １ 

 カ 国語の発展として読ませる本を探すため ４ ３ ２ １ 

 キ あなたの読む本を探すため ４ ３ ２ １ 

ク その他（                  ） ４ ３ ２ １ 

 

問３ 授業での学校図書館利用についてお伺いします 

 ア あなたは、昨年度、学校図書館を利用した授業を行いましたか（該当の番号に○を

つけてください） 

   １．はい  ２．いいえ 

   「はい」と答えた方にお聞きします。 

 イ 利用した教科について教えてください（該当の番号に○をつけてください。複数回

答可） 

   １．国語 ２．社会 ３．算数 ４．理科 ５．音楽 ６．図画工作 ７．家庭科 

８．体育 ９．道徳 10．総合 11．英語 12．生活科 13．特別活動  

14．その他（        ） 

 ウ 授業における学校図書館の利用頻度はどのくらいですか（数字をご記入ください） 

   年に［   ］授業時間程度  

内、教材研究・調べる学習での利用頻度は、年に［   ］授業時間程度  

年に［   ］単元程度 

 

問４ 教材研究についてお聞きします（1つ選び○をつけてください） 

 ア 教科書だけで教科目標を達成できる 

 イ 教科書だけでは教科目標を達成できない  

学校図書館調査 調査票 

月
１
～
２
回 

使
わ
な
い 

 

週
１
～
２
回 

毎
日
使
う 
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 ウ どちらとも言えない 

 

問５ 教科書だけで教科目標を達成できない時、どのような方法で補足し、改善したら良

いと思いますか（最も良いと思われるものを 1つ選び○をつけてください） 

 ア 学校図書館の資料を活用する      オ 同僚の先生から資料を借りる 

 イ 公共図書館の資料を活用する      カ インターネットを活用する     

 ウ 新聞を活用する            キ 補足する必要はない 

 エ 書店で資料を購入する         ク その他（            ） 

 

問６ 「調べる学習」での学校図書館利用についてお聞きします（該当の記号に○をつけ

てください。複数回答可） 

 ア 学校図書館担当者に学校図書館利用の授業計画や資料等の相談・依頼をする 

 イ 学校図書館を使った授業の実践例を参考にする 

 ウ 学校図書館を使った授業の児童の成果物を参考にする 

エ 「学校図書館を使う授業」の教員研修がある 

オ 学校図書館利用授業（教科学習・読書学習）を年間授業計画に組み込んでいる 

カ 学校図書館を使う効果的な学習活動の展開を心がけている 

キ 児童が学校図書館を自主的に利用するような課題を出す 

 

問７ 「調べる学習」での学校図書館利用について以下の項目別にどう 

思われますか（1番近いと思われる数字に○をつけてください） 

ア 学校図書館にカリキュラムに沿った活用できる資料が揃っている ４ ３ ２ １ 

 イ 児童が学校図書館の利用に慣れている（利用指導がされている） ４ ３ ２ １ 

 ウ 学校図書館は使いやすい場所にある ４ ３ ２ １ 

 エ 授業を行うのに学校図書館を使う意義・必要を感じる ４ ３ ２ １ 

 オ 学校図書館を使う授業の準備をする時間的余裕がある ４ ３ ２ １ 

 

問８ 「児童の楽しみのための読書」での学校図書館利用についてお聞きします（該当の記号

に○をつけてください。複数回答可） 

 ア 学級文庫で間に合うので学校図書館は使わない 

 イ 児童にお奨めの本を手渡している 

 ウ お奨めの本の参考リストがある 

 エ 読み聞かせ、ブックトーク等指導を工夫している 

 オ 児童に自由に読書させ、特に指導はしていない 

 カ 自分で児童向けの本をなるべく読むようにしている 

 キ 読書指導計画に基づいて指導している 

あ
ま
り
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
う 

非
常
に
思
う 
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 ク その他（                          ） 

 

問９ 「読書活動」は児童のどのような面を伸ばすのに役立つと思いますか（特に役立つと 

思われるものを３つまで選び○をつけてください。1つでも２つでも可） 

 ア 知識が増える  エ 考える力がつく   キ 集中力がつく  

 イ 想像力がつく  オ 言葉を豊かにする  ク 読書の楽しさを味わう 

 ウ 生き方を学ぶ  カ 国語力がつく    ケ その他（           ） 

                 

問 10 学校図書館を利用されるとき、利用しにくい、または利用しない理由は何ですか 

  （特にそう思われるものを３つまで選び○をつけてください。１つでも２つでも可） 

 ア 学校図書館に授業に必要な資料が揃っていないため 

 イ 限られた時間しか学校図書館が使えない（開館時間が短い）ため 

 ウ 学校図書室に学校図書館担当者が常駐していないため 

エ 児童に利用指導（図書館の使い方・調べ方の指導）が行きわたっていないため 

 オ 時間的に余裕がないため 

 カ 教員自身が学校図書館の使い方が分からないため 

 キ 授業で学校図書館の資料を使わなくても間に合うため 

 ク その他（                          ） 

 

問 11 学校図書館の役割で最も大切なものは何だと思いますか（特に大切だと思われるも

のを１つ選び○をつけてください） 

 ア 児童の楽しみのための読書の場 カ 児童が教科学習の学び方を学ぶ場 

 イ 放課後の児童の居場所       キ 家庭・地域における読書活動の支援の場 

ウ 児童の｢心の居場所・第二の保健室｣ ク 大切なものは特にない 

 エ 活用できる多様なメディアがある  ケ その他（             ） 

 オ 教員への資料提供、指導のサポート  

 

問 12 以下の質問にお答えください（該当の番号に○をつけてください） 

ア あなたは、教員養成の時に図書館学、読書指導法等について学びましたか    

１．はい  ２．いいえ 

 イ あなたは、小中高校時代に学校図書館を使った調べる学習をしたことがありますか 

   １．はい  ２．いいえ 

 

問 13 学校図書館に対するイメージをお伺いします。はい／いいえでお答えください 

（該当の言葉に○をつけてください） 

 ア 学校図書館は、心が安らぐ場である。 はい／いいえ 
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 イ 学校図書館は、人と人のふれあいの場である。 はい／いいえ 

 ウ 学校図書館は、楽しく親しめる場である。 はい／いいえ 

 エ 学校図書館は、居心地の良いところである。 はい／いいえ 

 オ 学校図書館は、堅苦しいところである。 はい／いいえ 

 カ 学校図書館は、活気のある場である。 はい／いいえ 

 キ 学校図書館は、文化の薫り高いところである。 はい／いいえ 

 ク 学校図書館は、情報化社会を感じさせるところである。 はい／いいえ 

 ケ 学校図書館は、児童の学習上不可欠な場である。 はい／いいえ 

 コ 学校図書館は、たいくつなところである。 はい／いいえ 

 サ 学校図書館は、めんどうくさいところである。 はい／いいえ 

 シ 学校図書館は、親切なところである。 はい／いいえ 

 ス 学校図書館は、児童とともに教員にとっても大切な場である。 はい／いいえ 

 

問 14 あなた自身について教えてください 

 ア 教職歴を教えてください（該当の番号に○をつけてください） 

   １．～５年  ２．６年～１０年  ３．１１年～２０年  ４．２１年以上 

 イ 担当している学年と教科を教えてください(該当の番号全てに○をつけてください) 

   学 年  １．１年 ２．２年 ３．３年 ４．４年 ５．５年 ６．６年 

   教 科  １．国語 ２．社会 ３．算数 ４．理科 ５．音楽 ６．図画工作 

 ７．家庭科 ８．体育 ９．道徳 10．総合 11．英語  

12．生活科 13．特別活動 14．その他（    ） 

   学級担任  １．はい  ２．いいえ 

 ウ これまで校務分掌で学校図書館の係を担当したことがありますか。あるいは、今担

当していますか（該当の番号に○をつけてください） 

   １．現在担当中である  ２．担当したことがある  ３．担当したことがない 

 エ 司書教諭の資格をお持ちですか（該当の番号に○をつけてください） 

   １．はい  ２．いいえ 

 

問 15 このアンケートに関するご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にお書き 

   ください 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終了です。ご協力いただきありがとうございました 
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付録 2 Ⅱ章 事例-コード・マトリックス（表） 
インタビュー調査:コード・マトリックス 

  図書館利用授業のき
っかけ 

図書館利用授業での
工夫・利点 

図書館利用授業をしにく
い理由・対策 

図書館利用授業で得ら
れたもの 

今後の課題 

事例 A 
 
補助教員 
図書主任 
（高い） 

文科省の指定 
図書館年間指導計画
あり 
学校全体の意識あり 
個人の意識の中に常
にあり 
図書館の位置（学校
の中心） 
図書館とパソコンル
ーム近接 
学校司書常駐 
整備されている 

ワークシートの積み
重ねあり 

図書館の時間を他教科で
使ってしまう 
蔵書数が揃っていない 
学校司書の非常駐 
学習内容が多い（増えてき
ている） 

読書量 
ポイントのつかみ方、
メモのとり方、要点の
まとめる力が育ってき
ている 
子どもの思考力、表現
力、プレゼンテーショ
ン力が育つ 

学習する内容が増
え、余剰時間が少な
くなり、調べ学習と
のバランスが難し
い（覚えなくてはい
けない事・教えなく
てはいけないこと
と調べ学習とのバ
ランス） 

事例 B 
 
1 年担任 
（高い） 

図書館利用研究授業
あり 
教員が楽しく図書館
活用 
図書館の位置 
学校司書常駐 
司書教諭に時間軽減
があり 
施設の整備（読書室、
調べ学習室、資料室） 

学校司書と教員のコ
ラボ 
校務分掌に図書館部
あり 
図書館学習の実践あ
り 
朝読、読み聞かせ等イ
ベントあり 
本好きになる雰囲気
があり 
地域、ＰＴＡのボラン
ティアあり 
親子読書など家庭と
の連携あり 

図書館学習が研究授業と
なっていない 
管理は学校司書、授業は担
任とシステムができてい
ない 
学校図書館に関する組織
が学校内にない 
学校司書の非常駐 
職員会議で学校図書館の
報告なし 
図書館の位置（校舎の隅に
ある） 
一斉に読書する時間を作
る（朝読書） 

聞く力が育つ 
言葉の数・語彙力がの
びた 
調べ方が上達 
本と日常的に触れ合う 
本との出会いを楽しむ 
実践の中で、図書館は
活用できるということ
を学んだ 
教員自身も楽しい 

継続、発展 

事例 C 
 
6 年担任 
（高い） 

研究校（学校図書館
利用の伝統文化理解
教育・学校全体の取
り組み） 
学校目標（卒業まで
に全部の本が使え
る） 
校長が熱心 
使える資料あり（パ
ンフレット、ファイ
ル） 

系統的に調べ学習を
教える 
全教科で図書館で調
べ学習 
意図的読書（一斉読
書） 
教員の研修参加 
学校司書と教員のコ
ラボ 
独自の調べ学習の手
引きがあり 
学校図書館を学校の
中心に位置付ける（位
置、意識の） 
空き時間のある教員
が授業に入る（教員同
士助け合う） 

校長の意識が低い 
学校司書の非常駐 
蔵書が揃っていない 
子どもたちが調べ方を知
らない（資料の丸写し） 
子どもたちが落ち着いて
いない 
子どもたちが調べ学習が
嫌い 
時間確保が大変 

調べ学習が出来るよう
になる（きちんとした
手立てを踏む） 
子どもたちが図書館が
好きになる 
分からないことがあれ
ば直ぐ図書館へ 

子どもの中に個人
差がある（興味のわ
かない子、調べるこ
とを見つけられな
い子） 
引用ばかりの子ど
もがいる 
学びのプロセス（つ
かむ、調べる、まと
める、伝えあう）を
しっかり教える必
要がある 
時間数の確保が大
変（特に高学年） 
教科内容を終える
ことが基礎基本で
あり、発展応用とし
て調べ学習がある 
教員で学校図書館
活用の手引きを作
る（六日ノート）授
業の参考になる 

事例 D 
 
4 年担任 
（高い） 

校内研究（図書館活
用研究） 
専任の司書教諭 

子どもたちの達成感
をゴールにする 
学校司書と教員のコ
ラボ 
指導計画の中で納ま
るように時間調整す
る（簡単に調べる、じ
っくり調べる） 
子どもが充実感を持
てるように発表の工
夫（子ども同士が認め
合う） 
自分の調べたいこと
を選ばせる 
ワークシートを作る
（研究紀要を参考に
する） 

調べ学習の手順を知らな
い 
学校司書の非常駐 
学校図書館不整備 
資料が揃っていない 
インターネットに頼る 
図書館の本が古い 
調べ学習のスキルを学ぶ
機会がない（指導法） 
図書館に関する研修がな
い 
図書館利用計画がない 
図書館の活用の仕方が分
からない 

自分から調べたいとい
う気持ちを持つ（与え
て教えるのではなく、
子どもが自分で調べ面
白いということを互い
に伝えあう） 
授業の形態が自ずから
学ぶ（教え込むでなく） 
子どもたちの作品が変
わった 
沢山の知識を吸収し、
発表する 

子どもたちの資料
を読み取る力に個
人差がある 
自分で出来る子は、
少しのアドヴァイ
スで進めて行くが、
出来ない子は、自分
で読めない資料を
読んで苦しんでい
る 
個々の指導が必要
だが、一人では指導
しきれない 
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事例 E 
 
6 年担任 
（高い） 

利用の抵抗なし（小
学校時に図書館利用
の経験あり） 
意識（調べものする
のなら図書館） 
本が好き、図書館が
好き 
図書館授業計画あり
（総合で図書館利
用） 

皆から愛されている
図書館（雰囲気、きれ
いに飾られた魅力的
な書棚、手入れの行き
とどいた資料） 
展示の工夫あり（先生
向けに） 

資料が揃っていない 
時間がない 
図書館へ行けば何か有る
だろうという意識が作れ
ない 
学校司書の非常駐 
1人でどうにかしなくては
ならない 
教員自身図書館のことを
何も知らない 
図書館の価値を見いだせ
ない 
図書担当教員に時間がな
い（低学年担任の教員であ
れば放課後など時間の余
裕あり） 
即授業に使えるという提
示の仕方ができれば使う 
学校司書と教員のコラボ 
先生から変えるのは無理、
図書館の楽しさを図書委
員から先生へ広めていく 

教科書教材以上の情報
を得る 
資料を深く読み込む 
本を通しての交流（本
を通して人と関わるこ
とができる） 
情報を選びとる力が育
つ 
考える力を伸ばす 
図書館へ行く抵抗感が
なくなる 
図書館が生活の一部に
なる 
休み時間に自主的に図
書館へ行き調べるよう
になる 
教科書から発展し自分
の興味・課題をもち調
べるようになる 
情報を取捨選択する力
がつく 

子どもたちの中に
個人差がある（調べ
ることを分かって
いる子と分からな
い子） 
本の選び方から
個々の指導 
丸写しが多いので
個々に指導 

事例 F 
 
4 年担任 
（高い） 

読書教育の研究校 
読書の日常化がテー
マ 
先輩の教員が良く使
っている 
他の教員から教わる 
常時開館 
資料が揃っている 

柔軟な対応をする学
校司書（授業中子ども
を一人で図書室に行
かせても適切な指導
をしてもらえる） 
統的な調べ学習指導 
調べ学習は目的では
なく手段（図書館を活
用し子どもたちがど
ういう力を付けるか） 
学校図書館活用授業
計画をたてる 
図書館活用とは調べ
学習を通し教科と連
携しながら使うこと 
調べ学習の限界を教
える（実物ではない、
ここまで分かったこ
の先は科学の進歩を
待つ） 
グループ学習では、調
べられない子には他
の子が教える（子ども
同士で教えあう） 

図書室の常時非開館 
学校司書の非常駐 
資料が揃っていない 
子どもに調べる能力が育
っていない 
調べ学習に時間をかけた
が、ただ写すだけで終わっ
てしまうと意味がないと
いうことになってしまう 
子どもたち自身に学習の
目的が分からないとやら
され、写しているだけとな
りつまらない 
本を使って学びが深まっ
たという思いが子どもに
も教員にもあれば図書館
を使うようになる 
教員が、調べ学習の前に、
どの資料を使うか予測し
ておく必要あり 
学校司書によりる資料に
対する適切なアドヴァイ
スが必要 
教員が本の知識を持つ 

子どもが一人でも図書
館へ行く 
子どもが一人で本を探
せる（配架の理解） 

膨大な量の本を差
し出すのではなく、
中学年までは情報
がきちんと載って
いる本を与える 
本選択の能力は個
人差がある 
個々の指導が大切 

事例 G 
 
6 年担任 
（高い） 

図書館ネットワーク
あり 
研究（小学校と中学
校で図書館を活用し
て交流） 

図書館利用計画（教科
の中のどの部分で図
書館を使うか） 
調べ学習はあくまで
授業の流れの中にあ
る 
日夜、図書館活用、意
欲的取り組みについ
て考える 
教員自身が楽しむ 
子どもを認め評価し
ていく 
子ども同士で読み合
う 
図書館を使うことが
目標でなく、図書館活
用と通して子どもが
どのような力をつけ
るかが基本 
色々な教科で図書館
を使う 

図書館学習をしてマイナ
スが出てくると使わなく
なるだろう（図書館学習の
意義を得られない） 

情報をうのみにしなく
なる 
喜んで調べ物に没頭し
ていく 
意欲を引き出す 
公共図書館、博物館へ
調べに行く行動力を示
す 
分からないことがあれ
ば調べる 
読む、書く、まとめる、
発表する力が付く 
生きる力を得る 
自ら課題に向かう 
表現の工夫ができる 

子どもたちに個人
差がある（興味関心
の高い子は自分で
図書館へ行き探し
て来るが、興味関心
のない子は図書館
へ行かない） 
本選択能力は個人
差が大きい 
それぞれの子に応
じた指導 
 

事例 H2
年担任
（高い） 

図書館教育に力（市全
体、学校全体、教員個
人）図書館年間指導
計画あり司書教諭（週
1時間の時間軽減あ
り） 

1年生は、教員と学校
司書が本を選びブックト
ラックに載せ廊下に置く
学年に合わせた指導を
する読書記録をつけさ
せる 

学校図書館活用授業が子
どもに返っていくという実感
を持てない学校司書の非常
駐（鍵を開けたり面倒）図書
館の必要性を感じていない
学校が何を研究しているか
で図書館活用が決まる（予
算的なこともある）学校全体
の意識がない、図書館を身
近に感じない 

子ども自ら疑問を出すこ
とができる 

学校司書の常駐 
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事例 I 
 

2年担任 
（高い） 

研究校 
物流システムあり 
先生の意識として当然 
地域・家庭の読書意識
が高い 

学校司書とのコラボ（学
校司書との情報交換） 

図書資料を使った、学習の
深まる授業を体験していな
い 
学校図書館を使った授業が
国語に集中、色々な教科で
行われていない（研修し、ま
ねることが出来ない） 
教科書に即した資料集があ
り、それで済ませてしまう（副
読本として買うので使わない
わけにいかない） 

学校司書とＴＴが組め、
担任は、主教材の教材
研究に専念できる（レフ
ァレンス、資料集めは学
校司書） 
学習が深まる 

個人差が大きい 
個々の段階に応じた
指導が必要 

事例 J 
 

2年担任 
（高い） 

研究授業（どの単元で
も図書館を使う） 
学校図書館からの働
きかけあり（図書便り、
整備） 

ワークシートを準備する 
テーマを絞る 
図書館学習の授業計
画あり 

子どもたちが本が好き、調
べれば調べるほど楽しいと
いうことを知らない 

読みが深まる 
学びが深まる（写真資料
等） 
読書の楽しみを知る 
本が好きになる 
調べれば調べるほど楽
しくなる 

楽しみ読書は個人
差が大きい 
授業計画の中に図
書館活用を入れる 

事例 K 
 

6年担任 
（高い） 

市の教育施策（読書指
導） 
授業計画あり（国語で
週 1） 
教科指導に図書館授
業あり 
子どもの自主的学習
法としての図書館学習
あり 
他の図書館活用の進
んでいる学校を参考 

教員同士教え合う（使っ
ている教員が使わない
教員に教える） 
図書館活用部会あり
（使わない教員に使い
方を教える） 

使い方が分からない（どの
教科でどの様に生かすか） 
授業の組み立て方が分から
ない 
本を知らない 

積極的に学ぶ 算数で図書館活用
は難しい 
教科により図書館を
使い難い 

事例 L 
 

6年担任 
司書教諭
（高い） 

授業計画あり（週 1図
書の時間） 
年間指導計画があり 
授業形態として図書館
不可欠 
教育委員会から指導
あり、視察あり 
研究指定校 
図書館ネットワークが
あり 

学校図書館活用部会あ
り（各学年から教員が入
っているので各学年が
必ず図書館活用に関
わることになる） 
学校司書と教員のコラ
ボ 
子ども自身にテーマ決
めさせる 
コンピューターでなく、
まず本で調べるようにさ
せる 
ブックトークをする 

使い方が分からない（図書
館活用授業の積み重ねが
ない） 

自主的な使い方をする 
パソコンに飛びつく子が
少なくなる 

資料を活かしどう学
ぶか 
司書教諭と担任兼
任なので時間がない
（時間軽減の措置を
とる） 

事例 M 
 

国語専科 
（低い） 

教員になってからの意
識（書物、図書館活用
が大事） 
インターネット情報よ
り、書物情報が確か 

学校司書が公共図書
館から本を用意 
学年に合わせた資料を
使う 
調べたものをメモし、整
理し、発表させる 
図書館を使う宿題を出
す 
読み聞かせをする 

低学年は授業時間にゆとり
があり読み聞かせ、自由に
読書活動をさせるが、高学
年になると時間数が足りなく
難しい 
教科書学習を終わらせるこ
とが原則 
学校司書と教員のコラボが
非常に重要（司書との情報
交換が活発になれば使う） 
教員が図書館活用で良かっ
た点を他の先生に伝える 
学校全体の研究テーマで図
書館を使うというのがあれば
使う 

多くの情報から自分で
照らし合わせ選びとり重
ねて行く（教科書う学習
だけでは出来ない） 
読む力、書く力が総合
的に付く 
学習意欲がわく（一人ひ
とり違うことやる、自分の
代わりの人がいないので
自分がしっかりやる） 
意欲と目的をしっかりと
持つ 
同じテーマに関し複数
の情報が集まる（一度に
様々な情報が集まる） 
調べる力がつく 

子どもの検索能力向
上 
子どもに個人差があ
る（難しい本を読む
子から本を手に取ら
ない子まで） 
図書館が閉じられた
世界になっている
（図書館が子どもた
ちのいる場所から離
れている） 
展示コーナーを図書
館の外にも作る、図
書館から子どもたち
に働きかける 

事例 N 
 

1年担任 
（高い） 

図書館に親しみなじま
せたい 
将来自分で使えるよう
に 
図書館学習を担当し
た 
図書館を沢山使わせ
たい 
学校のカリキュラムあり
（図書館学習） 

学校図書館を使えない
時は、公共図書館へ行
くように指導する 
子どもの時から公共図
書館を使うことを教える 
整理整頓（配架を保つ） 
授業の中で、図書館学
的なことを教える（取り
出して教えても意味が
ない） 
学年に合わせた指導を
している 

学校司書の非常駐 
配架がきちんとされていな
い 
図書館が空いていない 

子どもたちから図書館へ
行こうと声が上がる 

専任の司書教諭（12
学級以上の学校で
あるが不在） 
図書館学、コンピュ
ーター教育・情報教
育両方できる専任の
司書教諭 
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事例 O 
 

2年担任 
（高い） 

図書館の位置 
題材に関連した様々
な本を揃えたい 

自学ノートを作り調べ学
習をどんどんやらせる 
公共図書館の資料を活
用 
子どもたち、保護者に
地域の公共図書館を使
うように指導 
学校司書が資料を揃え
る 
調べ方を教える 
学級文庫の充実（予算
年 5万円つく） 
読み聞かせをする 

学校司書の非常駐 自ら図書館へ行き本を
紹介する 
自ら積極的に調べる 

資料に限りがある 

事例 P 
 

4年担任 
（高い） 

カリキュラムあり（図書
分類の単元） 
図書館で調べさせた
い 

図書館利用計画あり 学校図書館が埋まっている
（使いたい時にすぐに使え
ない 

図書館の本に詳しくな
り、教員に教える 
子どもがどんどん図書館
で調べる 

学校図書館が埋まっ
ていてすぐ使えない
ことがある 

事例 Q 
 

6年担任 
（高い） 

図書館学習を担当し
た 
カリキュラムあり 
図書館が好き 

子どもたちが図書館へ
行く機会をつくる 
目的を持たせ、ねらい
をもって図書館へ行か
せる（野放しの自由読
書はダメ） 
1つの単元から様々な
ものへ発展させる 
教員自身が調べること
をやる 

教員自身が学校図書館を
使っていない 
教員自身が学校図書館を
使い調べるということをやる
と、学校図書館活用授業を
やる 
図書館担当教員になると使
う 
国語の教員に図書館活用
授業をやるような課題を出
すともっと活用するようにな
る 
教員自身が本が嫌い 

自分で本を選べる 
自ら学校図書館へ行く 
図書館へ行くのが楽しく
なる 

一人で本を選べない
子どもがいる 
本で調べる前にまず
コンピューターを使
いたがる子どもがい
る 
専任の司書教諭（レ
ファレンスの出来る
担任が少なく出来る
担任だけがやってい
る） 
学校司書は、子ども
たちから見て先生か
先生でないか分から
ず混乱している 
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付録 3 Ⅱ章 学校図書館活用に関する 5 つのカテゴリーと 81 のサブカテゴリー一覧 

カテゴリー サブカテゴリー 件数 

①「学校図書

館活用授業の

きっかけ」 

1）図書館活用が学校の研究授業になっている 

2）図書館活用の年間指導計画あり 

3）研究指定校（文科省）になっている 

4）図書館が行きやすい位置にある 

5）図書館ネットワークがある 

6）校務分掌で図書館担当経験あり 

7）学校全体に図書館活用の意識がある 

8）教員の意識（図書館活用経験しているので抵抗がない 1， 

図書館が好き 2） 

9）学習活動で使える資料が揃っている 

10）図書館活用のカリキュラムが教科書にあった 

11）校長が図書館活用に熱心である 

12）学校司書が常駐している 

13）常時開館している 

14）図書館からの働きかけがある（図書だより） 

15）他の教員から図書館活用を教わる 

16）他の学校を参考にした 

17）教育委員会からの働きかけがある 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

②「学校図書

館活用授業で

の工夫・利点」 

18）児童が主体的・自主的な学び方をするように工夫する 

児童にテーマを決めさせる 2件 

児童の達成感をゴールにする 2件 

図書館を使う課題を出す １件 

児童を認め評価する 1件 

自学ノートを進める 1件 

目的ねらいを持たせ図書館へ行かせる 1件 

グループ学習にする 1件 

19）教員と学校司書の協働（コラボレーション） 

20）図書館活用の年間指導計画あり 

21）系統的・計画的な利用指導あり 

22）教員の意識（教員同士で教え合う 2，日夜図書館活用を考える 1，

教員自身楽しむ 1，教員研修に参加する 1） 

23）読書指導の工夫あり（読み聞かせ，ブックトーク，お話し会） 

24）校務分掌に組織的な図書館活用部会がある 

25）ワークシートを作る 

9 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 

6 

5 

 

5 

3 

3 
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26）施設が充実している（本好きになる雰囲気がある，展示の工夫，

整理整頓されている） 

27）図書館と地域の連携がある（ボランティア，公共図書館，家庭） 

28）図書館活用は目的ではなく手段である 

29）図書館活用授業の実践例を参考にする 

30）多くの教科で図書館を活用する 

31）職員会議で学校図書館部からの報告あり 

32）図書館活用を学校教育の中心に据える 

33）調べ学習の限界を児童に教える 

34）１つの単元から図書館活用することで様々なものに発展させる 

 

3 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

③「学校図書

館活用授業を

しにくい又は

しない理由」 

 

35）教員の意識 

教員自身が図書館のことを知らない 7件 

図書館活用の意義・必要を感じない 3件 

効果を実感しない 2件 

学びが深まるのを実感しない 2件 

図書館を身近に感じない 1件 

本を知らない件 1件 

教員同士で良かったことを伝えあわない 1件 

教員自身使っていない 1件 

本が嫌い 1件 

図書館活用することでマイナスがある 1件 

図書館担当者に相談できない 1件 

36）学校司書が常駐していない 

37）資料が揃っていない 

38）児童の意識（学びが深まるのを実感しない 2，調べ学習が嫌い 2，

インターネットに頼る 1，児童が落ち着いていない 1） 

39）時間的余裕がない 

40）図書館活用が学校の研究授業になっていない 

41）教員と学校司書の協働がない（コラボレーションがない） 

42）研修がない 

43）校務分掌に組織的な図書館活用部会がない 

44）図書館が使いやすい場所にない 

45）図書館が常時開館していない 

46）配架がきちんとされていない 

47）設備が整備されていない 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

6 

 

5 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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48）校長の図書館活用の意識が低い 

49）図書館活用の年間指導計画なし 

50）学校全体に図書館活用の意識がない 

51）副読本（資料集）を購入するので使う必要がある 

52）校務分掌で図書館担当経験なし 

53）図書館が空いていない（使いたい時に使えない） 

54）図書館蔵書が即授業に使えるという提示がない 

55）職員会議で図書館の報告がない 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

④「学校図書

館活用授業で

得 ら れ た も

の」 

 

56）児童に調べる力がついた 

つかむ，考える（思考力），調べる（判断力），まとめる（表

現力），伝え合う（発表力）が育った 5件 

思考力・表現力・プレゼンテーション力が育つ 4件 

調べる力が育つ 4件 

教科書以上の情報を得る 4件 

資料を深く読む 2件 

表現の工夫ができる 1件 

情報を選び取る 1件 

情報をうのみにしない 1件 

聞く力が育つ 1件 

語彙が増えた 1件 

読書量が増える 1件 

57）児童が主体的・自発的な学び方をするようになった 

自ら調べたいという気持ちを持つ 7件 

分からないことがあれば自ら図書館へ行く 4件 

学習意欲が高まり積極的に学ぶ 3件 

休み時間に自ら図書館へ行く 2件 

自ら課題を持ち調べる 2件 

喜んで調べものに没頭する 1件 

自ら公共図書館・博物館へ調べに行く行動力を示す 1件 

１人で本を探す 1件 

58）児童の意識が変わった 

本との出会いを楽しみ読書が好きになる 3件 

図書館が好きになる 2件 

図書館が生活の一部になる 2件 

図書館へ行く抵抗感がなくなる 1件 

調べれば調べるほど楽しくなる 1件 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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59）教員の意識が変わった 

図書館が生活の一部になる 2件  

図書館へ行く抵抗感がなくなる 1件 

読書の楽しみを知る 1件 

図書館活用が楽しくなる 1件 

60）学校司書との協働，コラボレーション（教員が教材研究に専念） 

61）本を通し児童の中に交流が生まれた 

62）児童の作品が変わった 

63）教授方法が自ら学ぶ形に変わった 

64）児童が生きる力を得た 

4 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

⑤「学校図書

館活用授業で

の課題」 

 

65）児童一人ひとりに応じた指導をする，TTチーム・ティーチング

が必要（学びの個人差大） 

66）利用指導が必要 

67）司書教諭を専任にする 

68）図書館活用の年間指導計画を作る 

69）学校図書館を学校教育の中心に置く 

70）学校司書の常駐 

71）能力のある学校司書の存在 

72）教員の意識：教科内容を終えることが基本であり、調べる学習

は発展である 

73）図書館活用の参考になる実践例が必要 

74）研修が必要 

75）時間の確保が必要 

76）学習活動で使える資料を揃える 

77）図書館担当教員の授業時間軽減をする（時間がない） 

78）学校図書館が空いていない（使いたい時にすぐに使えない） 

79）教員の意識：図書館担当者から他の教員への働きかけが必要 

80）教員の意識：教員が本の知識を持っていること 

81）教員の意識：図書館活用を継続し発展させる 

12 

 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

注 1：図書館は，学校図書館を表す 

注 2：質問紙調査の結果，活用度の高い教員と低い教員で有意であった項目に網掛けの上，

四角で囲ってある 

注 3：回答件数を合わせると 9件以上の項目を四角で囲ってある 

注 4：協働に関係ある項目にアンダーラインが引いてある 

 

 


